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1-1 

 

１．規則適合性 

重大事故は，加工規則第二条の二において，設計上定める条件より

厳しい条件の下において発生する事故であって，次に掲げるものとさ

れている。 

 

一 臨界事故 

二 核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失 

 

  これらに対して，「加工施設の位置，構造及び設備の基準に関

する規則」（以下「事業許可基準規則」という。）第二十二条で

は，以下の要求がされている。 

 

（重大事故等の拡大の防止等） 

第二十二条 加工施設は、重大事故に至るおそれがある事故が発生

した場合において、重大事故の発生を防止するために必要な措

置を講じたものでなければならない。 

２ プルトニウムを取り扱う加工施設は、重大事故が発生した場

合において、当該重大事故の拡大を防止するために必要な措置

を講じたものでなければならない。 

３ プルトニウムを取り扱う加工施設は、重大事故が発生した場

合において、プルトニウムを取り扱う加工施設を設置する工場

又は事業所（以下この章において「工場等」という。）外への放

射性物質の異常な水準の放出を防止するために必要な措置を講

じたものでなければならない。 
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（解釈） 

１ 第１項に規定する「必要な措置」とは、重大事故の発生を防

止するための以下に掲げる条件を満たす措置をいう。 

一 重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合の条件等 

が適切に設定され、対策の内容が具体的かつ実行可能なもの

であること。 

二 重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合に、確実

に機能するものであること。 

三 重大事故に至るおそれがある事故が発生した現場の作業環

境を適切に評価し、対策を実施する放射線業務従事者の作業

安全を確保できるものであること。「対策を実施する放射線

業務従事者の作業安全を確保できるもの」には、六ふっ化ウ

ラン（ＵＦ６）を取り扱うウラン加工施設については、ＵＦ６

の漏えいに伴う作業環境（建物内外）への化学的影響を含

む。 

四 臨界事故の発生を防止できるとともに、放射性物質の放出

量を実行可能な限り低くすることができるものであること。 

２ 第２項に規定する「必要な措置」とは、以下に掲げる措置を

いう。 

一 臨界事故が発生した場合において、未臨界に移行し、未臨

界を維持し、当該事故の影響を緩和するために必要な措置 

二 核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失が発生した場合にお

いて、核燃料物質等の飛散又は漏えいを防止し、飛散又は漏

えいした核燃料物質等を回収し、機能を回復するために必要
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な措置 

３ 第２項に規定する「必要な措置を講じたもの」について、以

下に掲げる有効性評価を行うこと。 

一 臨界事故について、「未臨界に移行し、及び未臨界を維持

するための設備」及び「臨界事故の影響を緩和するための設

備」が有効に機能するかどうかを確認すること。 

二 核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失について、「核燃料

物質等の飛散又は漏えいを防止し、飛散又は漏えいした核燃

料物質等を回収するために必要な設備」及び「核燃料物質等

を閉じ込める機能を回復するために必要な設備」が有効に機

能するかどうかを確認すること。 

４ 上記３の有効性評価に当たっては、重大事故が単独で、同時

に又は連鎖して発生することを想定して評価すること。ただ

し、類似の事象が２つ以上ある場合には、最も厳しい事象で代

表させることができるものとする。 

５ 上記３の有効性評価に当たっての前提条件は以下に掲げる条

件をいう。 

一 評価に当たっての条件 

評価に当たっては、作業環境（線量、アクセス性等を含

む。）、資機材、作業員、作業体制等を適切に考慮すること。 

二 事故発生の条件 

重大事故が単独で、同時に又は連鎖して発生することを想定

するに当たっては、同一の室内にある等、同じ防護区画内（発

生する事故により、他の設備及び機能に影響を及ぼしうる範

囲）にある設備及び機器の機能喪失の同時発生の可能性につい
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て考慮すること。なお、関連性が認められない偶発的な同時発

生の可能性を想定する必要はない。 

三 事象進展の条件 

① 放射性物質の放出量は、事故の発生以降、事態が収束す

るまでの総放出量とする。 

② 設備及び機器から飛散又は漏えいする放射性物質の量

は、最大取扱量を基に設定する。 

③ 臨界事故の発生が想定される場合には、取り扱う核燃料

物質の組成（富化度）及び量、減速材の量、臨界事故継続

の可能性及び最新の知見等を考慮し、適切な臨界事故の規

模（核分裂数）が設定されていることを確認する。また、

放射性物質及び放射線の放出量についても、臨界事故の規

模に応じて適切に設定されていることを確認する。 

６ 上記３の有効性評価の判断基準は、作業環境（線量、アクセス 

性等を含む。）、電力量、冷却材量、資機材、作業員、作業体制

等が適切に考慮されていることを確認した上で、以下に掲げるこ

とを満足すること。 

一 臨界事故 

① 未臨界に移行し、及び未臨界を維持すること。 

② 臨界事故の影響を緩和できること。 

二 核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失 

① 核燃料物質等の飛散又は漏えいを防止し、飛散又は漏えい

した核燃料物質等を回収することができること。 

② 核燃料物質等を閉じ込める機能を回復することができるこ

と。 
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７ 第３項に規定する「放射性物質の異常な水準の放出を防止す

る」とは、上記３の有効性評価において、放射性物質の放出量

がセシウム１３７換算で１００テラベクレルを十分下回るもの

であって、かつ、実行可能な限り低いことをいう。 

８ 上記７の「セシウム１３７換算」については、例えば、放射

性物質が地表に沈着し、そこからのガンマ線による外部被ばく

及び再浮遊による吸入摂取による内部被ばくの５０年間の実効

線量を用いて換算することが考えられる。 

 

１．１ 適合のための設計方針 

加工規則第二条の二に定められる重大事故に対しては，対策を検討

し，必要な設備，手順書，体制を整備し，それらの有効性を評価する。

したがって，重大事故の想定箇所の特定として，重大事故の起因とな

る安全機能の喪失及びその同時発生の範囲，機能喪失後の事象進展，

重大事故の発生規模並びに重大事故の同時発生の範囲を明確にするこ

とが必要である。 

重大事故の想定箇所の特定にあたり，安全上重要な施設のうち，そ

の機能喪失により外部に放射性物質を放出するおそれのある設備とし

て，核燃料物質を内包する設備を抽出する。これらの設備に対して，

設計基準事故の選定において想定した内的事象，外的事象それぞれの

要因よりも厳しい条件を与えた際の機能喪失を想定し，設計基準事故

の範囲を超えて重大事故に進展するかを整理する。重大事故の要因と

なる事象に進展する場合には，その事象が設計基準事故の範囲を超え

る事象となる可能性があるかを整理し，設計基準事故の範囲を超える

事象を重大事故として選定する。 
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重大事故の想定箇所の特定の結果，重大事故の想定としては，設計

上定める条件より厳しい条件における，内的事象としての単一グロー

ブボックス内火災及び地震を起因とした複数箇所におけるグローブボ

ックス内火災による閉じ込める機能の喪失である。想定箇所としては，

露出したＭＯＸ粉末を取り扱い，さらに火災源となる潤滑油を有する

グローブボックスである。 

 

１．２ 有効性評価 

特定された重大事故の想定箇所に対し，重大事故の発生防止対策及

び重大事故の拡大防止対策が有効であることを示すため，評価項目を

設定した上で，評価の結果を踏まえて，設備，手順及び体制の有効性

を評価する。 

有効性評価は，機能喪失の範囲，講じられる対策の網羅性及び生じ

る環境条件を基に，代表事例を選定し実施する。 

また，重大事故等対策の有効性を確認するために設定する評価項目

は，重大事故の特徴を踏まえた上で，重大事故の発生により，放射性

物質の放出に寄与する重大事故のパラメータとし，重大事故等対策が

講じられた際に大気中へ放出される放射性物質の放出量がセシウム－

137換算で100テラベクレルを十分下回るものであって，かつ，実行可

能な限り低いことを確認する。 

評価する重大事故等のパラメータは，以下に掲げることを達成する

ために必要なパラメータとする。 
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(１) 臨界事故 

「３．重大事故の想定箇所の特定」に示すとおり，臨界事故

は発生が想定されないことから，臨界事故への対処に関する有

効性評価は不要である。 

(２) 核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失 

① 核燃料物質等の飛散又は漏えいを防止し，飛散又は漏えいし

た核燃料物質等を回収することができること。 

② 核燃料物質等を閉じ込める機能を回復することができること。 

 

「安全審査 整理資料 第 22 条：重大事故等の拡大の防止等」

では，「３．重大事故の想定箇所の特定」において，重大事故の想

定箇所を特定する。「５．重大事故等の対処に係る有効性評価の基

本的な考え方」において，有効性評価の基本的考え方を整理する。

これらの整理された結果に対する重大事故等対策の有効性評価を

「６．核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失への対処」において実

施する。 

「６．核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失への対処」では，

「３．重大事故の想定箇所の特定」で特定した重大事故について，

重大事故等対策の有効性評価を実施する。 

なお，核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失は，露出したＭＯＸ

粉末を取り扱う火災源を有するグローブボックス内で火災が発生し，

飛散しやすいＭＯＸ粉末が火災により発生する気流によって気相中

へ移行し，多量の核燃料物質が環境へ放出されることであり，可能

な限り早期に核燃料物質の飛散又は漏えいの原因となる火災を消火

することで，環境へ多量の核燃料物質が放出される重大事故の発生
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を防止することが重要である。そのため，火災源を有するグローブ

ボックス内で火災が発生した場合に可能な限り早期に消火し，重大

事故の発生を未然に防止するために必要な措置についても，重大事

故の拡大を防止するために必要な措置として有効性を評価する。 

また，有効性評価において明らかにした必要な要員及び資源を基

に，重大事故等対策に付帯するその他の作業に必要な要員及び資源

を考慮に加えた上で，外部からの支援を考慮せずとも，７日間対処

を継続できることを評価する。 

上記の要旨を，「２．重大事故等の拡大の防止等（要旨）」に整

理する。 

 



令和２年４月 27日 Ｒ４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．重大事故等の拡大の防止等（要旨）  
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２．重大事故等の拡大の防止等（要旨） 

２．１ 重大事故の想定箇所の特定 

重大事故の想定箇所の特定に当たり，安全機能を有する施設の設計

において想定した設計条件より厳しい条件として，外部からの影響に

よる機能喪失（以下「外的事象」という。）と動的機器の故障，静的機

器の損傷等による機能喪失（以下「内的事象」という。）及びそれらの

同時発生における，機能喪失の範囲を整理した。 

 

外的事象の考慮として，安全機能を有する施設の設計において想定

した地震，火山の影響等の 55 の自然現象と，航空機落下，有毒ガス等

の 24の人為事象（以下「自然現象等」という。）に対して 

  ・発生頻度が極めて低い自然現象等 

  ・発生するが，重大事故の起因となる規模の発生を想定しない自

然現象等 

  ・ＭＯＸ燃料加工施設周辺では起こりえない自然現象等 

  ・発生しても重大事故の起因となるような影響が考えられないこ

とが明らかである自然現象等 

を除いた上で，設計基準より厳しい条件を施設に与えた場合に重大

事故の要因となるおそれのある自然現象等として，地震，火山の影

響（降下火砕物による荷重，フィルタの目詰まり等），森林火災，草

原火災，及び積雪が残り，当該事象によって機能喪失するおそれの

ある安全上重要な施設を抽出して，重大事故の発生の有無を検討し

た。 

その結果として，積雪に対しては除雪を行うこと，火山の影響

（降下火砕物による積載荷重）に対しては降下火砕物を除去するこ



2-2 

 

と，森林火災及び草原火災に対しては消火活動を行うことにより，

重大事故に至る前までに対処が可能であり，安全上重要な施設の機

能喪失に至ることを防止でき，大気中への放射性物質の放出に至る

ことはない。したがって，地震，火山の影響（降下火砕物によるフ

ィルタの目詰まり等）について，設計基準より厳しい条件により重

大事故の発生を想定する。 

 

地震，火山の影響（降下火砕物によるフィルタの目詰まり等）で

考慮する設計上定める条件より厳しい条件は以下のとおりである。 

地震：基準地震動を 1.2 倍にした地震動を考慮する設計とした設

備以外の設備の損傷が想定され，さらに全交流電源の喪失

が想定されることから，基準地震動の 1.2 倍の地震動を入

力した場合においても必要な機能を損なわない設計とし，

かつ，蓄電池，充電池，乾電池といった電源を有する設備

以外の動的機器は機能喪失する。 

火山（降下火砕物によるフィルタの目詰まり等）：交流電源及び屋

内の外気を吸い込む常設の動的機器の機能は降下火砕物に

よるフィルタ目詰まり等により全て長時間機能喪失する。 

 

上記の前提により，安全上重要な施設の機能喪失に至り重大事故

が発生する。 

 

内的事象は，設計基準事故の選定において，安全上重要な施設の有

する安全機能に影響を与える事象として，単一の破損，故障等，重量

物落下又は回転体の飛散による内部発生飛散物，火災・爆発及び溢水
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について考慮し，これらの単一の破損，故障等の想定だけでは設計基

準事故へ進展がすることがないため，異常事象が発生している状態を

想定した。また，設計基準事故の評価においては，動的機器の単一故

障及び外部電源の喪失を想定した。 

 重大事故の発生箇所の特定においては，設計基準事故の規模を拡

大させる条件として，動的機器の多重故障及び全交流電源の喪失を

想定する。また，安全上重要な施設の有する安全機能に影響を与え

る事象として想定した，破損，故障等，内部発生飛散物，火災・爆

発及び溢水について，規模の拡大を考慮する。 

 

動的機器の多重故障の想定においては，共通要因故障が発生するお

それのない機器における関連性が認められない偶発的な同時発生は想

定しない。 

 

異なる機能喪失の重ね合わせについては， 

・外的事象同士の同時発生 

外的事象はそれぞれ発生頻度が極めて低いことに加え，火山の影響

による機能喪失の範囲は地震による機能喪失の範囲に包含されること

から考慮する必要はない。 

・内的事象同士の同時発生 

内的事象発生時には速やかに対処を行うことに加え，それぞれの内

的事象は関連性の認められない偶発的な事象となることから同時発生

の可能性は極めて低いが，設計基準における異常事象の拡大防止，影

響緩和の機能が喪失した際の影響を確認する観点で，異常事象の拡大

防止，影響緩和の機能の喪失を考慮する際にはその異常事象が発生し
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ている状態を想定する。 

・外的事象と内的事象の同時発生 

外的事象は発生頻度が極めて低いことに加え，外的事象と内的事象

は関連性の認められない偶発的な事象となることから考慮する必要は

ない。 

 

２．２ 重大事故の想定箇所の特定 

上記のような設計基準より厳しい条件を要因とした場合の機能喪失

の範囲を整理することで，発生のおそれがある重大事故の想定箇所を

特定する。 

特定において，設計基準の設備により事象を収束させる，事象進展

において一般公衆への影響が平常運転時と同程度のものについては，

安全機能の喪失に対して復旧等の措置で対応する。 

 

 (１) 臨界事故 

  ① 外的事象発生時 

   ａ．地震 

基準地震動を超える地震が発生し，単一ユニット間の距離

の維持機能が機能喪失したとしても，近接することがないこ

とから，事故に至らない。また，地震発生時には工程を停止

することから核燃料物質は搬送されず，事故に至らない。 

   ｂ．火山の影響 

降下火砕物が発生しても，核燃料物質量に変動はないため，

事故は発生しない。 
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  ② 内的事象発生時 

   ａ．動的機器の多重故障 

安全上重要な施設以外の核燃料物質の誤搬入を防止する機

能は，搬送対象となる容器の秤量値及びＩＤ番号の確認，計

算機による確認，運転員による搬入許可といった複数の確認

により構成していることから，動的機器の多重故障を想定し

ても，臨界事故に至ることはない。 

また，臨界を防止するための安全上重要な施設は静的機器

のみであるため，動的機器の多重故障は想定されない。 

   ｂ．全交流電源の喪失 

全交流電源の喪失により，安全上重要な施設以外の核燃料

物質の誤搬入を防止する機能は喪失するが，電源の喪失によ

り工程も停止することから核燃料物質は搬送されず，事故に

至らない。 

また，臨界を防止するための安全上重要な施設は静的機器

のみであるため，全交流電源の喪失による影響はない。 

 

    臨界については，上記の条件下では発生が想定はされない。

しかしながら，臨界事故は過去に他の施設において発生してい

ること，臨界事故の発生に対しては直ちに対策を講ずる必要が

あること，及び臨界事故は核分裂の連鎖反応によって放射性物

質が新たに生成するといった特徴を有している。 

ＭＯＸ燃料加工施設では，臨界の発生の条件を満たすために

は多量の核燃料物質が集積する必要がある。設計基準事故の選

定の際には，核燃料物質がグローブボックス等内に誤搬入する
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ことを防止するための機能として，搬送対象となる容器のＩＤ

番号が一致していることの確認，容器の秤量値に有意な差がな

いことの確認，計算機による運転管理の上限値以下であること

の確認，誤搬入防止シャッタの開放及び運転員による搬入許可

といった，複数の機器による確認及び運転員による確認を行っ

ているが，仮にこれらの複数の機器の機能喪失及び運転員の誤

操作により，核燃料物質の１回の誤搬入を想定しても，臨界は

発生しないことを確認していた。 

このため，これよりも厳しい条件として，複数の動的機器の

機能喪失（多重故障）及び運転員が行う操作の誤操作（異常検

知に係る認知・判断ミスを含む）を想定することにより，設計

基準事故で想定した核燃料物質のグローブボックス内への誤搬

入が継続する状況を想定する。 

本検討を全てのグローブボックスを対象に評価を行った結果，

臨界防止機能の喪失から臨界に至る可能性のある状態に到達す

るまでの時間余裕が長く，その間に複数の運転員により行われ

る多数回の設備の状態の確認により異常を検知し，異常の進展

を防止できることから，臨界に至ることはない。 

以上より，ＭＯＸ燃料加工施設においては，臨界事故に至る

おそれはない。 

 

 (２) 核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失 

    ＭＯＸ燃料加工施設においては,グローブボックス等により核

燃料物質等を閉じ込めているが，核燃料物質を主に地下階で取

り扱うこと，取り扱う核燃料物質が固体であることから，駆動
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力のある事象を伴わなければ核燃料物質が燃料加工建屋外に放

出されることはない。 

    このため，重大事故としての核燃料物質等を閉じ込める機能

の喪失は，駆動力を有する事象を伴うことにより，ＭＯＸ燃料

加工施設から多量の核燃料物質が放出される事象とする。この

ため，以降における重大事故の発生可能性においては，該当す

る事象である場合は重大事故の想定箇所として特定する。 

  ① 外的事象発生時 

   ａ．地震 

     基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持でき

る設計としない火災の発生防止の機能及び火災の感知・消火

機能が喪失することで，火災が発生し，継続する。グローブ

ボックス内火災の影響を受けた核燃料物質が，グローブボッ

クス排気系の排気経路から大気中に放出される可能性がある。

また，火災が発生したグローブボックスと隣接するグローブ

ボックスとの連結部分等が損傷し，火災の影響を受けた核燃

料物質が工程室内に漏えいし，工程室排気系から大気中に放

出される可能性がある。  

     ＭＯＸ燃料加工施設の特徴を考慮すると，取り扱う核燃料

物質の形態のうち，粉末の状態であれば，火災による影響を

受けることにより，火災による上昇気流を駆動力として放射

性物質の大気中への放出に至る可能性がある。また，グロー

ブボックス内の火災源として，グローブボックス内に設置す

る機器が有する潤滑油が該当する。 

     以上を踏まえ，火災源を有する８基のグローブボックスを
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重大事故の想定箇所として特定する。 

   ｂ．火山の影響 

     火山の影響がある場合には，工程を停止することにより機

器の運転を停止するため，核燃料物質等を閉じ込める機能の

喪失に至らない。 

  ② 内的事象発生時 

ａ．動的機器の多重故障 

     火災の感知・消火機能の多重故障とともに，単一火災が発

生することを想定する。 

火災の感知・消火機能が喪失することで火災が継続し，グ

ローブボックス内火災の影響を受けた核燃料物質が，グロー

ブボックス排気系の排気経路から大気中に放出される可能性

がある。 

     ＭＯＸ燃料加工施設の特徴を考慮すると，取り扱う核燃料

物質の形態のうち，粉末の状態であれば，火災による影響を

受けることにより，火災による上昇気流を駆動力として放射

性物質の大気中への放出に至る可能性がある。また，グロー

ブボックス内の火災源として，グローブボックス内に設置す

る機器が有する潤滑油が該当する。 

     以上を踏まえ，火災源を有する８基のグローブボックスを

重大事故の想定箇所として特定する。 

   ｂ．全交流電源の喪失 

     グローブボックス排風機が機能喪失とともに，単一火災が

発生することを想定する。 

火災の感知・消火機能が喪失することで火災が継続し，グ
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ローブボックス内火災の影響を受けた核燃料物質が，グロー

ブボックス排気系の排気経路から大気中に放出される可能性

がある。 

     ＭＯＸ燃料加工施設の特徴を考慮すると，取り扱う核燃料

物質の形態のうち，粉末の状態であれば，火災による影響を

受けることにより，火災による上昇気流を駆動力として放射

性物質の大気中への放出に至る可能性がある。また，グロー

ブボックス内の火災源として，グローブボックス内に設置す

る機器が有する潤滑油が該当する。 

     以上を踏まえ，火災源を有する８基のグローブボックスを

重大事故の想定箇所として特定する。 

 

    以上より，火災源を有するグローブボックス内で発生する火

災により，火災の影響を受けた核燃料物質が浮遊することによ

り大気中に放出されることを，重大事故の核燃料物質等を閉じ

込める機能の喪失として特定する。 

    また，内的事象の場合は，火災の発生箇所は１箇所であると

ともに，放射性物質の放出経路もグローブボックス排気系から

のみの放出である。一方，外的事象の地震の場合は，地震によ

り重大事故の想定箇所として特定した８基のグローブボックス

全てで火災が発生するともに，地震によりグローブボックスの

損傷した部分から，火災の影響を受けた核燃料物質が工程室に

漏えいし，工程室排気系を経由して大気中に放出される。 
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２．２ 重大事故等に対する対策の有効性評価 

２．２．１ 核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失への対処 

 (１) 事故の特徴 

    ＭＯＸ燃料加工施設の燃料製造工程では焼結処理で水素・ア

ルゴン混合ガスを使用するほかには有機溶媒等の可燃性物質を

多量に取り扱う工程がないこと，核燃料物質を取り扱うグロー

ブボックス等の設備及び機器は不燃性材料又は難燃性材料を使

用することから，ＭＯＸ燃料加工施設における大規模な火災の

発生は想定されない。また，ＭＯＸ粉末を取り扱うグローブボ

ックスは窒素雰囲気とする設計であること，グローブボックス

内に設置する機器が保有する潤滑油は不燃性材料で覆われ，露

出していないことから通常時において火災の発生は想定されな

い。 

    ただし，窒素雰囲気を維持する機能が喪失してグローブボッ

クス内が空気雰囲気となり，さらに機器が損傷して内部から潤

滑油が漏えいした場合，ケーブルの断線等を着火源として火災

が発生する可能性を否定できない。 

    火災が発生した場合，ＭＯＸ燃料加工施設で取り扱うＭＯＸ

の形態である粉末，焼結前の圧縮成形体（以下「グリーンペレ

ット」という。），グリーンペレット焼結後のペレット（以下

「ペレット」という。）の内，飛散し易いＭＯＸ粉末が火災によ

り発生する気流によって気相中へ移行し，環境へ放出されるこ

とが想定される。 
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 (２) 対処の基本方針 

    火災による環境への核燃料物質の多量の飛散又は漏えいが発

生するおそれがある場合，火災の消火を実施するための対策及

び核燃料物質を限定された区域に閉じ込めて環境への核燃料物

質の飛散又は漏えいを防止するための対策を整備する。この際，

環境への核燃料物質の飛散又は漏えいを防止し，核燃料物質を

燃料加工建屋内に閉じ込めるための対策が完了するまでに放出

される放射性物質量は，環境へ放射性物質を放出するおそれが

ある経路に設置された高性能エアフィルタを介して低減するこ

とができる。 

    また，環境への核燃料物質の飛散又は漏えいを防止し，核燃

料物質を燃料加工建屋内に閉じ込めるための対策の完了後，Ｍ

ＯＸ燃料加工施設の閉じ込める機能の回復を実施するとともに，

グローブボックスから工程室内に飛散又は漏えいした核燃料物

質の回収を実施する。 

    以下，これらの対策を拡大防止対策という。 

 

 (３) 具体的対策 

  ① 拡大防止対策 

    重大事故に至るおそれのある火災源を有するグローブボック

ス内において火災が発生した場合は，グローブボックス局所消

火装置が自動的に消火剤を放出することで消火を行うことで，

核燃料物質の飛散又は漏えいの原因となる火災の発生を防止す

る。 

また，重大事故に至るおそれのある火災源を有するグローブ
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ボックスに対する，グローブボックス消火装置の消火機能及び

グローブボックス温度監視装置の感知機能が喪失した場合，核

燃料物質が火災の影響を受けることにより飛散又は漏えいする

おそれがあることから，火災状況確認用温度計（グローブボッ

クス内火災用）及び火災状況確認用カメラを可搬型火災状況監

視端末に接続して火災の状況を確認し，火災が継続しているこ

とを確認した場合，遠隔消火装置による消火対策を行い，環境

への核燃料物質の飛散又は漏えいを防止する。本対策と並行し，

建屋排風機，工程室排風機，グローブボックス排風機，送風機

及び窒素循環ファン（以下「送排風機」という。）を停止すると

ともに，グローブボックス排風機入口手動ダンパ，工程室排風

機入口手動ダンパ，建屋排風機入口手動ダンパ及び送風機入口

手動ダンパ（以下「送排風機入口手動ダンパ」という。）を閉止

し，核燃料物質を燃料加工建屋内に閉じ込める措置を講ずる。

また，環境への核燃料物質の飛散又は漏えいを防止し，核燃料

物質を燃料加工建屋内に閉じ込めるための対策が完了するまで

の間，排気経路に設置する高性能エアフィルタにより核燃料物

質を捕集することにより，核燃料物質の放出による影響を緩和

する措置を講ずる。 

    環境への核燃料物質の飛散又は漏えいの防止対策の完了後，

可搬型ダクト，可搬型排風機付フィルタユニット，可搬型フィ

ルタユニット等をグローブボックス排気ダクト又は工程室排気

ダクトに接続し，排気を実施することによりＭＯＸ燃料加工施

設の閉じ込める機能を回復するとともに，可搬型集塵機を使用

し，工程室内に飛散又は漏えいした核燃料物質の回収を実施す
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る。 

    このため，可搬型火災状況監視端末，可搬型排風機付フィル

タユニット，可搬型フィルタユニット，可搬型ダクト及び可搬

型集塵機を可搬型重大事故等対処設備として配備する。グロー

ブボックス局所消火装置，火災状況確認用温度計（グローブボ

ックス内火災用），火災状況確認用カメラ，遠隔消火装置，送排

風機入口手動ダンパ，グローブボックス排気ダクト，工程室排

気ダクト，建屋排気ダクト，給気ダクト，グローブボックス排

風機，工程室排風機，建屋排風機，グローブボックス排気フィ

ルタ，グローブボックス排気フィルタユニット及び工程室排気

フィルタユニットを常設重大事故等対処設備として位置づける。 

 

 (４) 有効性評価 

  ① 代表事例 

    火災による閉じ込める機能の喪失が発生する範囲及び環境条

件を踏まえた対処内容を考慮し，外的事象の「地震」を代表事

象として選定する。 

  ② 代表事例の選定理由 

    火災による閉じ込める機能の喪失は，外的事象の「地震」に

おいて，複数箇所で火災が発生するとともに，火災の感知及び

消火機能が喪失することにより発生する。 

    また，内的事象の「動的機器の多重故障」又は「全交流電源

の喪失」において，動的機器の間接的な機能喪失により火災の

感知及び消火機能が喪失した状態で，火災が発生することによ

り火災による閉じ込める機能が喪失することで発生する。 
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    外的事象の「地震」により発生する火災による閉じ込める機

能の喪失の場合，動的機器の機能喪失及び全交流電源喪失が同

時に発生する等，喪失する機器が多く，その範囲も広い。 

    また，外的事象の「地震」は環境条件の悪化も想定されるこ

とから，重大事故等対策としては厳しくなることから，有効性

評価の代表としては外的事象の「地震」による火災による閉じ

込める機能の喪失を選定する。 

  ③ 有効性評価の考え方 

    拡大防止対策に係る有効性は，火災の継続確認後，遠隔消火

による消火が可能であること及び外的事象の「地震」発生後，

核燃料物質を燃料加工建屋内に閉じ込める措置を講ずることが

できることについて評価する。 

    また，環境への核燃料物質の飛散又は漏えいを防止し，核燃

料物質を燃料加工建屋内に閉じ込めるための対策が完了するま

での間の大気中への放射性物質の放出量を評価する。 

    さらに，放射性物質の放出量評価として，火災により気相中

に移行する放射性物質の量，放出経路における除染係数を考慮

し，事態収束までの大気中へ放出する放射性物質の放出量（セ

シウム－137 換算）を評価する。 

    一連の重大事故等対策が完了した後に，火災が発生したグロ

ーブボックス又は火災が発生したグローブボックスが設置され

た室を対象に，グローブボックス排気ダクト，工程室排気ダク

ト，可搬型ダクト，可搬型排風機付フィルタユニット，可搬型

フィルタユニット等により，閉じ込める機能の回復が実施でき

ることについて評価する。また，核燃料物質の回収が実施でき
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ることについて評価する。 

  ④ 機能喪失の条件 

    代表事例において，基準地震動の 1.2 倍の地震動を入力した

場合においても必要な機能を損なわない設計としていない機器

は，機能喪失するものとする。また，同時に全交流電源の喪失

が想定されることから，動的機器の動力も含め，基準地震動を

1.2 倍にした地震動を考慮する設計とした設備以外の動的機器

は機能喪失することを想定する。 

    基準地震動を 1.2 倍にした地震動による設備の損傷及び全交

流電源喪失の影響を考慮しているため，更なる安全機能の喪失

は想定しない。 

  ⑤ 事故の条件 

    地震の発生前は，平常運転状態であることを想定する。 

  ⑥ 操作の条件 

    拡大防止対策のうち，環境への核燃料物質の飛散又は漏えい

の防止対策については，環境への放射性物質の放出量を可能な

限り低減させるために，地震発生後，１時間で完了する。 

    拡大防止対策のうち，閉じ込める機能の回復及び核燃料物質

の回収は，環境への核燃料物質の飛散又は漏えいの防止対策が

完了した後に実施するため，火災による核燃料物質を外部へ放

出する駆動力がない状態であることから，作業完了までの時間

は定めない。 

  ⑦ 放出量評価に関連する事故，機器及び操作の条件の具体的な

展開 

    放射性物質の組成及び量は平常運転時と同様である。 
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    気相中への移行割合については，火災発生時の状況を模擬し

た気相移行量の測定の実験結果を参考に，移行割合を１×10-2

に設定する。 

    放出経路における放射性物質の除染係数については，地震に

よる高性能エアフィルタの除染係数の低下を考慮し，高性能エ

アフィルタ４段による除染係数を１×10５，高性能エアフィル

タ２段による除染係数を１×10３と設定する。また，グローブ

ボックスから工程室に漏えいした放射性物質の移行率としては，

グローブボックスから工程室への移行割合として１×10－１，工

程室から工程室排気設備への移行割合として１×10－１と設定す

る。 

    放射性物質の放出量をセシウム－137 換算した値については，

IAEA に示される換算係数を用いて着目する核種の比から算出す

る。ただし，プルトニウム及びアメリシウムについては，それ

に加えて化学形態による影響の違いを補正する係数を乗じる。 

  ⑧ 判断基準 

    拡大防止対策のうち，火災により核燃料物質が飛散又は漏え

いすることを防止するため消火ができること及び環境への核燃

料物質の漏えいにつながる経路を閉止し，核燃料物質を燃料加

工建屋内に閉じ込める措置ができること。 

    放出量評価は，拡大防止対策としての環境への核燃料物質の

飛散又は漏えいの防止が完了するまでの間に大気中への放射性

物質の放出量が，セシウム－137 換算で 100ＴＢｑを十分下回る

ものであって，かつ，実行可能な限り低いこと。 

    また，拡大防止対策のうち，閉じ込める機能の回復及び核燃
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料物質の回収については，グローブボックス又は工程室の排気

機能が確保できること及び火災により工程室内に飛散又は漏え

いした核燃料物質を回収できること。 

     

 (５) 有効性評価の結果 

  ① 拡大防止対策 

    環境への核燃料物質の飛散又は漏えいの防止は，地震の発生

直後に火災が発生することを想定しても，重大事故に至るおそ

れのある火災源を有する８基のグローブボックスへの消火及び

燃料加工建屋内に閉じ込める措置は地震発生後１時間で完了で

きる。 

    事態の収束までに大気中へ放出される放射性物質の量（セシ

ウム－137 換算）は，約 4.2×10－２ＴＢｑであり，100ＴＢｑを

十分下回るものであって，かつ，実行可能な限り低い。 

    また，閉じ込める機能の回復として，可搬型排風機付フィル

タユニットは，代替電源設備の可搬型発電機の給電により駆動

し，可搬型発電機の運転に必要な燃料は，補機駆動用燃料補給

設備の第１軽油貯槽，第２軽油貯槽及び軽油用タンクローリか

ら補給が可能である。また，放射性物質を可搬型排風機付フィ

ルタユニット及び可搬型フィルタユニットの高性能エアフィル

タで除去しつつ，可搬型ダクトを介して，大気中に放出するた

めに必要な風量を有する設計とすることから，通常時における

高性能エアフィルタによる捕集機能と同等の機能を有しつつ，

グローブボックス又は工程室の排気機能が確保できる。 

    可搬型集塵機は，代替電源設備の可搬型発電機に接続して給
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電することで，核燃料物質の回収を行う。また，可搬型集塵機

は，火災により飛散又は漏えいした核燃料物質を回収するため

に必要な回収能力を有する設計とすることから，火災により工

程室内に飛散又は漏えいした核燃料物質を回収できる。 

  ② 不確かさの影響評価 

   ａ．事象，事故の条件及び機器の条件の不確かさの影響 

     内的事象の「動的機器の多重故障及び全交流電源の喪失」

の状態で火災を想定した場合，火災の発生自体は偶発的な事

象であることから，重大事故等の対処が必要な設備の範囲は，

重大事故に至るおそれのある火災源を有するグローブボック

スは１基に限定される。当該有効性評価では，外的事象の

「地震」を要因として，重大事故に至るおそれのある火災源

を有するグローブボックス全８基で同時に火災が発生するこ

とを前提に対策の成立性を確認していることから，有効性評

価の結果は変わらない。 

     内的事象の「動的機器の多重故障又は全交流電源喪失」を

要因として火災が発生した場合，換気空調が停止し，照明が

喪失する可能性があるが，外的事象である「地震」を要因と

した場合の影響に包含され，対処時間に与える影響はない。 

   ｂ．操作の条件の不確かさの影響 

     実施組織要員の操作の余裕時間に与える影響を考慮し，重

大事故等対策の作業時間は余裕を持った計画とすることで，

これら要因による影響を低減している。また，遠隔消火装置

の遠隔手動起動及び送排風機の遠隔手動停止は，簡易な操作

であるため，余裕をもって作業を完了することができる。 
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 (６) 必要な要員及び資源 

  ① 要員 

    火災による閉じ込める機能の喪失の拡大防止対策に必要な要

員は，合計 12 名であり，ＭＯＸ燃料加工施設に常駐している実

施組織要員は 21名であることから，必要な作業が可能である。 

    閉じ込める機能の回復に必要な要員は合計 12 名である。発生

防止対策及び拡大防止対策環境への核燃料物質の飛散又は漏え

いの防止対策に必要な要員と兼ねることが可能であることから，

ＭＯＸ燃料加工施設に常駐している実施組織要員は 21 名で必要

な作業が可能である。 

    なお，核燃料物質の回収操作については，事故の収束状況に

応じて体制を構築することから，必要な要員は定めない。 

  ② 資源 

   ａ．水源 

     ＭＯＸ燃料加工施設における重大事故対処において水源は

必要ない。 

   ｂ．電源 

     核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の拡大防止対策のう

ち，環境への核燃料物質の飛散又は漏えいの防止対策におい

て電源は必要ない。 

閉じ込める機能の回復及び核燃料物質の回収に必要な負荷

として，可搬型排風機，可搬型集塵機等の起動及び運転に必

要な容量を有する可搬型発電機を敷設するため，対応が可能

である。 
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   ｃ．燃料 

     火災による閉じ込める機能の喪失の拡大防止対策のうち，

環境への核燃料物質の飛散又は漏えいの防止対策において燃

料は必要ない。 

閉じ込める機能の回復及び核燃料物質の回収を７日間継続

して実施するのに必要な軽油は，合計で約 1.5ｍ３である。 

第 1 軽油貯槽及び第２軽油貯槽に合計約 800ｍ３の軽油を確

保していることから，外部支援を考慮しなくとも７日間の対

処の継続が可能である。 
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３． 重大事故の想定箇所の特定 

３．１ 概要 

重大事故は，加工規則第二条の二において，設計上定める条件よ

りも厳しい条件の下において発生する事故であって，ＭＯＸ燃料加

工施設においては，臨界事故と核燃料物質を閉じ込める機能の喪失

とされている。ＭＯＸ燃料加工施設は，重大事故に至るおそれがあ

る事故が発生した場合，重大事故の発生を防止するために必要な措

置を講ずる。また，ＭＯＸ燃料加工施設は，重大事故が発生した場

合において，当該重大事故の拡大を防止するための措置を講ずると

ともに，施設外への放射性物質の異常な水準の放出を防止するため

に必要な措置を講じ，それらが有効に機能することを評価する。 

重大事故の想定箇所の特定にあたり，設備ごとの安全機能の整理

と機能喪失により発生する事故の分析を行い，設計上定める条件よ

り厳しい条件による安全機能の喪失状態を特定することで，その重

大事故の想定箇所を特定する。安全機能の喪失を想定する対象は，

公衆への著しい被ばく影響をもたらす可能性のある事故が重大事故

であることを踏まえ，安全機能を有する施設のうち安全上重要な施

設とする。安全上重要な施設のうち，その機能喪失により外部に放

射性物質を放出するおそれのある設備として，核燃料物質を内包す

る設備を抽出する。また，ＭＯＸ燃料加工施設で想定される事象に

ついて，設計基準事故の選定において想定した内的事象，外的事象

それぞれの要因よりも厳しい条件を与えた際の機能喪失を想定し，

重大事故の要因となる事象に進展するかを整理する。また，重大事

故の要因となる事象に進展する場合には，その事象が設計基準事故

の範囲を超える事象となる可能性があるかを整理し，設計基準事故
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の範囲を超える事象を重大事故として選定する。 

特定された重大事故は，設計上定める条件より厳しい条件におけ

る，内的事象としての単一グローブボックス内火災及び地震を起因

とした複数箇所におけるグローブボックス内火災による閉じ込める

機能の喪失である。想定箇所としては，露出したＭＯＸ粉末を取り

扱い，さらに火災源となる潤滑油を有するグローブボックスである。 
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３．２ 重大事故の想定箇所の特定 

 重大事故は，加工規則第二条の二において，設計上定める条件より

も厳しい条件の下において発生する事故であって，ＭＯＸ燃料加工施

設においては，臨界事故と核燃料物質を閉じ込める機能の喪失とされ

ている。重大事故の想定箇所の特定にあたり，設備ごとの安全機能の

整理と機能喪失により発生する事故の分析を行い，設計上定める条件

より厳しい条件による安全機能の喪失状態を特定することで，その重

大事故の想定箇所を特定する。 

安全機能の喪失を想定する対象は，公衆への著しい被ばく影響をも

たらす可能性のある事故が重大事故であることを踏まえ，安全機能を

有する施設のうち安全上重要な施設とする。 

安全上重要な施設のうち，その機能喪失により外部に放射性物質を

放出するおそれのある設備として，核燃料物質を内包する設備を抽出

する。 

また，ＭＯＸ燃料加工施設で想定される事象について，設計基準事

故の選定において想定した内的事象，外的事象それぞれの要因よりも

厳しい条件を与えた際の機能喪失を想定し，重大事故の要因となる事

象に進展するかを整理する。 

重大事故の要因となる事象に進展する場合には，その事象が設計基

準事故の範囲を超える事象となる可能性があるかを整理し，設計基準

事故の範囲を超える事象を重大事故として選定する。 

 重大事故の想定箇所の特定フローを第１図に示す。 
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（１）重大事故の想定箇所の対象となる設備・機器 

重大事故の想定箇所については，設備ごとの安全機能の整理と

機能喪失により発生する事故の分析を行い，設計上定める条件よ

り厳しい条件による安全機能の喪失状態を特定することで，その

重大事故の想定箇所を特定する。 

安全機能の喪失を想定する対象は，公衆への著しい被ばく影響

をもたらす可能性のある事故が重大事故であることを踏まえ，安

全機能を有する施設のうち安全上重要な施設とする。安全上重要

な施設は，その機能喪失により，公衆及び従事者に過度の放射線

被ばくを及ぼす可能性のある機器を選定していることから，安全

上重要な施設の安全機能を対象として，安全機能の喪失を考慮し，

重大事故に至る可能性を整理する。安全機能を有する施設のうち

安全上重要な施設以外の施設の機能が喪失したとしても，公衆及

び従事者に過度な放射線被ばくを及ぼすおそれはない。また，安

全機能を有する施設のうち安全上重要な施設以外の施設は安全上

重要な施設に波及的影響を及ぼさない設計とすることから，安全

機能を有する施設のうち安全上重要な施設以外の施設は，安全機

能の喪失の想定対象とはしない。 

安全上重要な施設のうち，その機能喪失により外部に放射性物

質を放出するおそれのある設備として，核燃料物質を内包する設

備を抽出する。 

 

（２）ＭＯＸ燃料加工施設で想定される重大事故 

重大事故は，加工規則第二条の二において，設計上定める条件

よりも厳しい条件の下において発生する事故であって，ＭＯＸ燃
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料加工施設においては，臨界事故と核燃料物質等を閉じ込める機

能の喪失とされている。 

また，ＭＯＸ燃料加工施設周辺の公衆への放射線障害としては，

内部被ばく及び外部被ばくが考えられ，内部被ばくは，ＭＯＸ燃

料加工施設から飛散又は漏えいした核燃料物質による影響であり，

事象としては臨界事故及び核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失

が該当する。外部被ばくは，ＭＯＸ燃料加工施設から漏えいした

放射線による影響であり，事象としては核燃料物質による臨界事

故が該当する。 

以上より，ＭＯＸ燃料加工施設で想定される重大事故としては，

臨界事故及び核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失が該当する。 

 

（３）重大事故の起因として考慮すべき外的事象の抽出 

外部からの影響として考えられる自然現象等に対して，設計基

準においては想定する規模において設計基準事故に至らない設計

としていることを確認した。 

重大事故の要因となる事象を特定するためには，設計基準を超

える規模の影響を施設に与えることで，安全機能の喪失を仮定す

る必要がある。 

したがって，重大事故の起因として考慮すべき自然現象等を選

定し，安全機能の喪失により考えられる施設の損傷状態を想定す

る。 

① 検討の母集団 

外部からの影響として，国内外の文献から抽出した自然現象等

を対象とする。 
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② 重大事故の起因として考慮すべき自然現象等の選定 

  ａ．自然現象等の発生及び規模の観点からの選定 

①のうち，重大事故の起因となる自然現象等として，以下の基

準のいずれにも該当しない自然現象等を選定する。 

基準１ ：重大事故の起因となる自然現象等の発生を想定

しない 

基準１－１：自然現象等の発生頻度が極めて低い 

基準１－２：自然現象等そのものは発生するが，重大事故の

起因となる規模の発生を想定しない 

基準１－３：ＭＯＸ燃料加工施設周辺では起こり得ない 

基準２ ：発生しても重大事故の起因となるような影響が

考えられないことが明らかである 

 

選定の結果，重大事故の起因となる可能性がある自然現象等

は，地震，森林火災，草原火災，火山の影響及び積雪である。 

  ｂ．自然現象等への対処の観点からの選定 

   上記ａ．において，重大事故の起因となる可能性がある自然現

象等として選定した地震，森林火災，草原火災，火山の影響（降

下火砕物による積載荷重，フィルタの目詰まり等）及び積雪につ

いて，発生規模を整理する。 

   発生規模に関しては，「設計上の安全余裕により，安全機能を有

する施設の安全機能への影響がない規模」，「設計上の安全余裕を

超え，重大事故に至る規模」，「設計上の安全余裕をはるかに超え，

大規模損壊に至る規模」をそれぞれ想定する。 

   森林火災及び草原火災，積雪並びに火山の影響（降下火砕物に
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よる積載荷重）に関しては，消火活動，除雪及び降下火砕物の除

去を行うことにより，設計上の安全余裕を超える規模の自然現象

を想定したとしても設備が機能喪失に至ることを防止できるため，

重大事故の起因となる自然現象として選定しない。 

したがって，地震及び火山の影響（フィルタの目詰まり等）を

重大事故の起因となる自然現象として選定する。 

 重大事故の起因となる外的事象の抽出結果を第１表に示す。 

 

  ③ 重大事故の起因となる自然現象の組合せ 

重大事故の起因となる可能性がある自然現象については，重

大事故の起因となる自然現象と，重大事故に至るまでに対処が

可能な自然現象に分類できる。これらの自然現象を組み合わせ

ることによって想定する事態がより深刻になる可能性があるこ

とを考慮し，組合せの想定の要否を検討する。 

組合せを想定する自然現象の規模については，設計上の想定

を超える規模の自然現象が独立して同時に複数発生する可能性

は想定しにくいことから，重大事故の起因となる可能性がある

自然現象に対して，設計上想定する規模の自然現象を組み合わ

せて，その影響を確認する。 

   ａ．重大事故の起因となる自然現象と他の自然現象の組合せ 

重大事故の起因となる自然現象として選定された地震及び

火山の影響（降下火砕物によるフィルタの目詰まり等）に対

して，他の重大事故の起因として考慮すべき自然現象との組

合せの影響を検討する。検討に当たっては，同時に発生する

可能性が極めて低い組合せ，重大事故に至るまでに実施する
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対処に影響しない組合せ，一方の自然現象の評価に包絡され

る組合せを除外し，いずれにも該当しないものを考慮すべき

組合せとする。 

重大事故の起因となる自然現象と他の自然現象の組合せの

検討結果を第２表に示す。検討の結果，重大事故の起因とな

る自然現象に対して組合せを考慮する必要のある自然現象は

ない。 

   ｂ．重大事故に至るまでに対処が可能な自然現象と他の自然現

象の組合せ 

重大事故に至る前に対処が可能な自然現象として選定され

た森林火災，草原火災，火山の影響（降下火砕物による積載

荷重）及び積雪に対して，他の重大事故の起因となる安全上

重要な施設の機能喪失の要因となる可能性がある自然現象と

の組合せの影響を検討する。検討に当たっては，同時に発生

する可能性が極めて低い組合せ，重大事故に至る前に実施す

る対処に影響しない組合せ，一方の自然現象の評価に包絡さ

れる組合せを除外し，いずれにも該当しないものを考慮すべ

き組合せとする。 

重大事故に至るまでに対処が可能な自然現象と他の自然現

象の組合せの検討結果を第３表に示す。検討の結果，重大事

故に至る前に実施する対処の内容が厳しくなる組合せとして

火山の影響（降下火砕物による積載荷重）及び積雪の組合せ

を想定するが，火山の影響（降下火砕物による積載荷重）及

び積雪が同時に発生した場合には，必要に応じて除雪及び降

下火砕物の除去を実施することから，組合せを考慮する必要
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のある自然現象はない。 

いずれの場合においても，重大事故の要因となる自然現象

の組合せによる影響はないことから，重大事故の起因となる

自然現象として地震及び火山の影響（降下火砕物によるフィ

ルタの目詰まり等）を選定する。 

 

地震，火山の影響で考慮する設計上定める条件より厳しい条

件は，以下のとおりである。 

 

地震：基準地震動を1.2倍にした地震動を考慮する設計とした設備

以外の設備の損傷が想定され，さらに全交流電源の喪失が

想定されることから，基準地震動の1.2倍の地震動を入力し

た場合においても必要な機能を損なわない設計とし，か

つ，蓄電池，充電池，乾電池といった電源を有する設備以

外の動的機器は機能喪失する。 

   また，地震を起因として火災が発生することを想定する。 

【補足説明資料３－21】 

火山の影響：全交流電源及び屋外の動的機器の機能並びに屋内の

外気を吸い込む常設の動的機器の機能は降下火砕物による

フィルタ目詰まり等により全て機能喪失する。 

 

（４）重大事故の起因として考慮すべき内的事象 

設計基準事故の評価においては，単一のグローブボックス内火

災が発生した状態における動的機器の単一故障，外部電源の喪失

を考慮していた。 
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上記を踏まえ，重大事故の起因として考慮すべき内的事象とし

ては，異常事象が発生している状態を想定したうえで，動的機器

の機能喪失を考慮する。動的機器の機能喪失を考慮するにあた

り，設計基準事故の規模を拡大させる条件として，独立した系統

で構成している同一機能を担う安全上重要な施設の動的機器に対

する多重故障（多重の誤作動，多重の誤操作を含む）又は全交流

電源の喪失を想定する。また，設計基準事故の発生の可能性の検

討と同様に,機能の喪失を考慮する際には,発生の可能性を踏まえ

て以下の異常事象を想定する。 

安全上重要な施設の有する安全機能に影響を与える事象とし

て，破損，故障等による内部発生飛散物による影響を考慮する。

また，ＭＯＸ燃料加工施設ではＭＯＸ粉末等を取り扱うグローブ

ボックスの中で可燃物となる潤滑油が存在していること及び核燃

料物質による臨界や単一の破損，故障等の起因として施設内に保

有等している水が影響する可能性があることを踏まえて，火災・

爆発及び溢水についても考慮する。なお，ＭＯＸ燃料加工施設で

は多量の化学薬品の取扱いはないことから，化学薬品の漏えいに

よる影響については考慮する必要はない。 

また，これらの異常事象を考慮する際には，異常事象の規模を

設計基準で考慮していた規模から拡大させて考慮する。 

具体的には，火災については，設計基準では火災影響を与える

範囲を火災が発生したグローブボックス単体としていたのに対

し，グローブボックス同士が連結されていることを考慮し，火災

が発生した室内で連結されているグローブボックスに火災影響を

与えることを想定する。 
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内部発生飛散物については，設計基準では単一の内部発生飛散

物を想定していたのに対し，安全上重要な施設に影響を与える可

能性のある内部発生飛散物の発生源が複数ある場合には，複数の

内部発生飛散物による影響を考慮する。 

なお，爆発及び溢水については，以下の理由により設計基準で

考慮していた規模と変わらない。 

爆発については，取り扱う水素ガスの水素濃度が９vol%以下で

ある水素・アルゴン混合ガスであること，高温の炉内で燃焼した

としても拡散燃焼しか発生しないことに変わりはないため，設計

基準からの規模は変わらない。 

溢水については，燃料加工建屋内に保有している保有水量は変

わらず，想定破損による溢水量は設計基準から変わらない。 

 

(５) 外的事象及び内的事象の同時発生 

外的事象及び内的事象のそれぞれの同時発生については，以下の

とおり考慮する必要はない。 

・外的事象同士の同時発生 

外的事象はそれぞれ発生頻度が極めて低いことに加え，火山の

影響による機能喪失の範囲は地震による機能喪失の範囲に包含さ

れることから考慮する必要はない。 

・内的事象同士の同時発生 

内的事象発生時には速やかに対処を行うことに加え，それぞれ

の内的事象は関連性の認められない偶発的な事象となることから

同時発生の可能性は極めて低いが，設計基準における異常事象の

拡大防止，影響緩和の機能が喪失した際の影響を確認する観点
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で，異常事象の拡大防止，影響緩和の機能の喪失を考慮する際に

はその異常事象が発生している状態を想定する。 

・外的事象と内的事象の同時発生 

外的事象は発生頻度が極めて低いことに加え，外的事象と内的

事象は関連性の認められない偶発的な事象となることから考慮す

る必要はない。 

以上より，外的事象及び内的事象をそれぞれ考慮することによ

り，適切に重大事故の想定箇所を特定することが可能である。 

 

（６）ＭＯＸ燃料加工施設の特徴を踏まえた重大事故発生の可能性 

  重大事故は，加工規則第二条の二において，設計上定める条件

よりも厳しい条件の下において発生する事故であって，臨界事故

と核燃料物質を閉じ込める機能の喪失とされている。このため，

臨界事故及び核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失に至る可能性

がある事象を，重大事故の発生の可能性のある事象とする。 

  臨界事故については，臨界を防止する機能を有する設備の機能

の喪失により臨界事故に至る可能性がある事象とする。 

  核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失については，ＭＯＸ燃料

加工施設においてはグローブボックス等により核燃料物質等を閉

じ込めているが，核燃料物質を主に地下階で取り扱うこと，取り

扱う核燃料物質が固体であることから，駆動力のある事象を伴わ

なければ核燃料物質が燃料加工建屋外に放出されることはない。

このため，駆動力を有する事象を伴うことにより，ＭＯＸ燃料加

工施設から多量の核燃料物質が放出される事象を，重大事故の発

生の可能性のある事象とする。 
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① 安全上重要な施設の安全機能の整理 

 安全上重要な施設が有する安全機能について分類し，それぞ

れの機能ごとにその機能が喪失した際の影響を整理する。  

ａ．プルトニウムを非密封で取り扱う主要な工程に位置する設

備・機器を収納するグローブボックス・設備・機器の閉じ込

め機能（以下「プルトニウムの閉じ込めの機能」という。） 

     プルトニウムの閉じ込めの機能が単独で機能を喪失して

も，排気機能を有する設備が機能を維持していれば，内包す

る放射性物質はグローブボックス・設備・機器外に漏えいし

ない。ただし，排気機能を有する設備が機能喪失し，かつプ

ルトニウムの閉じ込めの機能が損なわれた場合には，内包す

る放射性物質はグローブボックス・設備・機器外に漏えいす

る。漏えいした放射性物質は，漏えいに伴い気相中に移行す

るが，外部に放射性物質を放出する駆動力がなければ，外部

への放出には至らない。 

焼結炉及び小規模焼結処理装置（以下「焼結炉等」とい

う。）のプルトニウムの閉じ込めの機能が損なわれた場合に

は，高温状態の焼結炉等内の水素・アルゴン混合ガスと空気

（酸素）の反応により爆発に至ることが考えられるが，取り

扱う水素ガスは，水素濃度が９vol％以下である水素・アルゴ

ン混合ガスであり，高温の炉内で燃焼したとしても，拡散燃

焼しか発生せず，急激な圧力の上昇を伴うものではないこと

から，外部への放出には至らない。 
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プルトニウムの閉じ込め機能の喪失により発生する可能性

がある重大事故を第３．２－１表に，排気機能の喪失と同時

にプルトニウムの閉じ込め機能の喪失により発生する可能性

がある重大事故を第３．２－２表に示す。 

 

第３．２－１表 プルトニウムの閉じ込めの機能の喪失により発   

生する可能性がある重大事故 

安全機能 
安全機能の喪失時に想定する 

施設状況 

発生する可能性が

ある重大事故 

プルトニウ

ムの閉じ込

めの機能 

単独で機能を喪失しても 

放射性物質の大気中への 

放出には至らない。 

－ 

 

第３．２－２表 排気機能の喪失と同時にプルトニウムの閉じ込

めの機能の喪失により発生する可能性がある重大事故 

安全機能 
安全機能の喪失時に想定する

施設状況 

事象進展

に対する

拡大防止

機能 

発生する

可能性が

ある重大

事故 

プルトニウ

ムの閉じ込

めの機能 

内包する放射性物質が 

グローブボックス・設備・ 

機器の外に漏えいする 

排気機能 

核燃料物

質等を閉

じ込める

機能の 

喪失 

 

   ｂ．排気経路の維持機能 

     放射性物質を管理放出するための経路の維持機能であり，

この機能を有する安全上重要な施設として，グローブボック

ス排気設備の系統並びに窒素循環設備の系統が該当する。 
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     排気経路の維持機能が単独で機能を喪失しても，排気機能

を有する設備が機能が維持していれば，内包する放射性物質

が漏えいすることはない。ただし，排気機能を有する設備が

機能を喪失し，かつ排気経路の維持機能が損なわれた場合に

は，排気経路外に放射性物質が漏えいする。漏えいした放射

性物質は，漏えいに伴い気相中に移行するが，外部に放射性

物質を放出する駆動力がなければ，外部への放出には至らな

い。 

排気経路の維持機能の喪失により発生する可能性がある重

大事故を第３．２－３表に，排気機能の喪失と同時に排気経

路の維持機能の喪失により発生する可能性がある重大事故を

第３．２－４表に示す。 

 

第３．２－３表 排気経路の維持機能の喪失により発生する可能性が

ある重大事故 

安全機能 
安全機能の喪失時に 

想定する施設状況 

発生する可能性が 

ある重大事故 

排気経路の 

維持機能 

単独で機能を喪失しても

放射性物質の大気中への

放出には至らない。 

－ 
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第３．２－４表 排気機能の喪失と同時に排気経路の維持機能の喪失

により発生する可能性がある重大事故 

安全機能 

安全機能の 

喪失時に想定

する施設状況 

事象進展に

対する拡大

防止機能 

発生する 

可能性がある 

重大事故 

排気経路の 

維持機能 

放射性物質が

排気経路外に

漏えいする 

排気機能 

核燃料物質等

を閉じ込める

機能の喪失 

 

ｃ．ＭＯＸの捕集・浄化機能 

     グローブボックス等からの排気中に含まれる放射性物質を

捕集するための機能であり，この機能を有する安全上重要な

施設としてグローブボックス排気フィルタ及びグローブボッ

クス排気フィルタユニットが該当する。 

     これらは，破損することなく形状を維持することによって

機能が維持される。ＭＯＸの捕集・浄化機能が損なわれた場

合には，排気中に含まれる放射性物質が捕集されずに排気経

路から大気中に放出される。 

     ＭＯＸの捕集・浄化機能の喪失により発生する可能性があ

る重大事故を第３．２－５表に示す。 
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第３．２－５表 ＭＯＸの捕集・浄化機能の喪失により 

     発生する可能性がある重大事故 

安全機能 安全機能の喪失時に想定する施設状況 

発生する可

能性がある

重大事故 

ＭＯＸの

捕集・浄

化機能 

排気中に含まれる放射性物質が捕集さ

れずに排気経路から大気中に放出 

核燃料物質

等を閉じ込

める機能の

喪失 

 

ｄ．排気機能 

     排気中に含まれる放射性物質を捕集した気体を排気するた

めの機能であり，この機能を有する安全上重要な施設として

グローブボックス排風機が該当する。排気機能は，機器が健

全であり電源から電力が供給されることにより機能が維持さ

れる。 

     排気機能が損なわれた場合，外部に放射性物質を放出する

駆動力がなくなるため，外部への放出には至らない。 

     排気機能の喪失により発生する可能性がある重大事故を第

３．２－６表に示す。 
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第３．２－６表 排気機能の喪失により発生する 

可能性がある重大事故 

安全機能 
安全機能の喪失時に想定する施設状

況 

発生する可

能性がある

重大事故 

排気機能 
単独で機能を喪失しても放射性物質

の大気中への放出には至らない。 
－ 

 

ｅ．事故時の排気経路の維持機能 

     安全上重要な施設のグローブボックス等を設置する工程室

からの排気に係る系統及び当該系統に設置する高性能エアフ

ィルタが該当する。これらが単独で機能を喪失しても，安全

上重要な施設の異常の発生防止機能を有するプルトニウムの

閉じ込めの機能を有する設備又は排気機能を有する設備が機

能を維持していれば，放射性物質の大気中への放出には至ら

ない。ただし，プルトニウムの閉じ込めの機能を有する設備

及び排気機能を有する設備の機能及び事故時の排気経路の維

持機能が同時に喪失した場合，工程室内に放射性物質が漏え

いし，排気経路外から外部に放射性物質を放出するおそれが

ある。漏えいした放射性物質は，漏えいに伴い気相中に移行

するが，外部に放射性物質を放出する駆動力がなければ，外

部への放出には至らない。 

     事故時の排気経路の維持機能の喪失及び事故時のＭＯＸの

捕集・浄化機能の喪失により発生する可能性がある重大事故

を第３．２－７表に，プルトニウムの閉じ込めの機能を有す
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る設備及び排気機能を有する設備の機能喪失並びに事故時の

排気経路の維持機能の同時喪失により発生する可能性がある

重大事故を第３．２－８表に示す。 

 

第３．２－７表 事故時の排気経路の維持機能の喪失及び 

事故時のＭＯＸの捕集・浄化機能の喪失により発生する 

可能性がある重大事故 

安全機能 
安全機能の喪失時に 

想定する施設状況 

発生する 

可能性がある 

重大事故 

事故時の排気経路

の維持機能,事故時

のＭＯＸの捕集・

浄化機能 

単独で機能を喪失しても放射性

物質の大気中への放出には 

至らない。 

－ 

 

第３．２－８表 安全上重要な施設の異常の発生防止機能を有する設

備の機能喪失及び事故時の排気経路の維持機能の同

時喪失により発生する可能性がある重大事故 

安全機能 

安全機能の喪

失時に想定す

る施設状況 

事象進展に

対する拡大

防止機能 

発生する可能

性がある 

重大事故 

プルトニウム

の閉じ込めの

機能及びグロ

ーブボックス

からの 

排気機能 

放射性物質が

排気経路外に

漏えいする 

事故時の 

排気経路の 

維持機能 

核燃料物質等

を閉じ込める

機能の喪失 

焼結炉等の閉

じ込めに関連

する経路の 

維持機能 

放射性物質が

排気経路外に

漏えいする 

事故時の 

排気経路の

維持機能 

核燃料物質等

を閉じ込める

機能の喪失 
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ｆ．安全上重要な施設の安全機能確保のための支援機能（以下

「非常用電源の供給機能」という。） 

    外部電源系統からの電気の供給が停止した場合において，安

全機能を有する施設の安全機能を確保するために必要な設備が

使用できるための支援機能としての非常用所内電源設備が該当

する。 

    非常用所内電源設備が単独で機能を喪失しても，安全上重要

な施設及び安全上重要な施設以外の施設の異常の発生防止を有

する設備が機能を維持していれば，放射性物質の大気中への放

出には至らない。 

    非常用電源の供給機能の喪失により発生する可能性がある重

大事故を第３．２－９表に示す。 

 

第３．２－９表 非常用電源の供給機能の喪失により発生する可 

能性がある重大事故 

安全機能 安全機能の喪失時に想定する施設状況 

発生する可能

性がある重

大事故 

非常用電源

の供給機能 

単独で機能を喪失しても放射性物

質の大気中への放出には至らな

い。 

－ 

 

ｇ．熱的制限値の維持機能 

     核燃料物質を高温状態で取り扱い，熱的制限値の維持機能

を有する機器は，機器が健全であることで，一定の温度を超

えない状態を維持することが可能である。 
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     熱的制限値の維持機能が単独で機能を喪失しても，「温度の

制御機能」があるため，焼結炉等内が異常な高温になること

はなく，放射性物質の大気中への放出には至らない。ただ

し，安全上重要な施設以外の施設が有する「温度の制御機

能」の喪失と同時に警報又は停止回路を有する熱的制限値の

維持機能が同時に喪失した場合，焼結炉等内に空気が混入

し，高温状態の焼結炉等内の水素・アルゴン混合ガスと空気

（酸素）の反応により爆発に至ることが考えられる。しか

し，取り扱う水素ガスは，水素濃度が９vol％以下である水

素・アルゴン混合ガスであり，高温の炉内で燃焼したとして

も，拡散燃焼しか発生せず，急激な圧力の上昇を伴うもので

はないことから，外部への放出には至らない。 

     熱的制限値の維持機能の喪失により発生する可能性がある

重大事故を第３．２－10表に示す。 

 

第３．２－10表 熱的制限値の維持機能の喪失により発生する 

可能性がある重大事故 

安全機能 
安全機能の喪失時に 

想定する施設状況 

発生する 

可能性がある 

重大事故 

温度の制御機能（安全

上重要な施設以外の施

設），熱的制限値の維

持機能 

単独で機能を喪失しても放

射性物質の大気中への放出

には至らない。 

－ 
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   ｈ．焼結炉等の閉じ込めに関連する経路の維持機能 

     放射性物質を管理放出するための経路の維持機能であり，

この機能を有する安全上重要な施設として，焼結炉等の排ガ

ス処理に係る系統及びグローブボックスが該当する。 

     焼結炉等の閉じ込めに関連する経路の維持機能が単独で機

能を喪失しても，排気機能を有する設備が機能を維持してい

れば，内包する放射性物質が漏えいすることはない。ただ

し，排気機能を有する設備が機能を喪失し，かつ焼結炉等の

閉じ込めに関連する経路の維持機能が損なわれた場合には，

放射性物質が漏えいする。漏えいした放射性物質は，漏えい

に伴い気相中に放射性物質が移行するが，外部に放射性物質

を放出する駆動力がなければ，外部への放出には至らない。 

     焼結炉等の閉じ込めに関連する経路の維持機能の喪失によ

り発生する可能性がある重大事故を第３．２－11表に，排気

機能の機能喪失と同時に焼結炉等の閉じ込めに関連する経路

の維持機能の喪失により発生する可能性がある重大事故を第

３．２－12表に示す。 
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第３．２－11表 焼結炉等の閉じ込めに関連する経路の維持機能 

     の喪失により発生する可能性がある重大事故 

安全機能 
安全機能の喪失時に 

想定する施設状況 

発生する 

可能性がある

重大事故 

焼結炉等の閉じ

込めに関連する

経路の維持機能 

単独で機能を喪失しても 

放射性物質の大気中への 

放出には至らない。 

－ 

 

第３．２－12表 排気機能の喪失と同時に焼結炉等の閉じ込めに関連

する経路の維持機能の喪失により発生する可能性があ

る重大事故 

安全機能 

安全機能の 

喪失時に想定

する施設状況 

事象進展に

対する拡大

防止機能 

発生する可能

性がある 

重大事故 

焼結炉等の閉

じ込めに関連

する経路の 

維持機能 

放射性物質が

排気経路外に

漏えいする 

排気機能 

核燃料物質等

を閉じ込める

機能の喪失 

 

ｉ．安全に係るプロセス量等の維持機能（混合ガス中の水素濃

度）（以下「水素濃度の維持機能」という。） 

     焼結炉等に供給される水素・アルゴン混合ガスの水素濃度

が爆ごうが発生する濃度である９vol%を超える場合に，焼結

炉等への水素・アルゴン混合ガスの供給を自動的に停止する

混合ガス水素濃度高による混合ガス供給停止回路及び混合ガ

ス濃度異常遮断弁が該当する。 

     混合ガス供給停止回路又は混合ガス濃度異常遮断弁が単独

で機能を喪失しても，水素濃度が９vol％以下である水素・ア
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ルゴン混合ガスしか施設内に受け入れないことから，高温の

炉内で燃焼したとしても，拡散燃焼しか発生せず，急激な圧

力の上昇を伴うものではないことから，放射性物質の外部へ

の放出には至らない。 

     水素濃度の維持機能の喪失により発生する可能性がある重

大事故を第３．２－13表に示す。 

 

第３．２－13表 水素濃度の維持機能の喪失により発生する可能

性がある重大事故 

安全機能 
安全機能の喪失時に 

想定する施設状況 

発生する 

可能性がある

重大事故 

水素濃度の

維持機能 

異常が発生していないことから， 

単独で機能を喪失しても放射性物質の

大気中への放出には至らない。 

－ 

 

ｊ．安全上重要な施設の安全機能確保のための支援機能（焼結

炉等内の負圧維持機能） 

     焼結炉等内の負圧維持機能として，焼結設備の排ガス処理

装置の補助排風機及び小規模試験設備の小規模焼結処理装置

の補助排風機が該当する。 

     焼結炉等内の負圧維持機能が単独で機能喪失しても，外部

に放射性物質を放出する駆動力がないため，外部への放出に

は至らない。 

     焼結炉等内の負圧維持機能の喪失により発生する可能性が

ある重大事故を第３．２－14表に示す。 
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第３．２－14表 焼結炉等内の負圧維持機能の喪失により発生す

る可能性がある重大事故 

安全機能 
安全機能の喪失時に想定する 

施設状況 

発生する 

可能性がある

重大事故 

焼結炉等 

内の負圧 

維持機能 

単独で機能を喪失しても放射性物質の

大気中への放出には至らない。 
－ 

 

ｋ．安全に係るプロセス量等の維持機能（閉じ込めに関連する

温度維持）(以下「小規模焼結処理装置の加熱停止機能」と

いう。) 

     小規模焼結処理装置の炉殻の冷却流量が低下した場合に，

小規模焼結処理装置の加熱を停止する機能が該当する。 

     小規模焼結処理装置の加熱停止機能が単独で機能を喪失し

ても，安全上重要な施設以外の施設が有する「温度の制御機

能」があるため，小規模焼結処理装置内が異常な高温になる

ことはなく，放射性物質の大気中への放出には至らない。た

だし，小規模焼結処理装置の加熱停止機能が，安全上重要な

施設以外の施設が有する「温度の制御機能」と同時に機能が

喪失していれば，小規模焼結処理装置内に空気が混入し，高

温状態の小規模焼結処理装置内の水素・アルゴン混合ガスと

空気（酸素）の反応により爆発に至ることが考えられる。し

かし，取り扱う水素ガスは，水素濃度が９vol％以下である水

素・アルゴン混合ガスであり，高温の炉内で燃焼したとして
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も，拡散燃焼しか発生せず，急激な圧力の上昇を伴うもので

はないことから，外部への放出には至らない。 

     小規模焼結処理装置の加熱停止機能の喪失により発生する

可能性がある重大事故を第３．２－15表に示す。 

 

第３．２－15表 小規模焼結処理装置の加熱停止機能の喪失によ

り発生する可能性がある重大事故 

安全機能 
安全機能の喪失時に 

想定する施設状況 

発生する 

可能性がある

重大事故 

温度の制御機能（安

全上重要な施設以外

の施設）の機能喪

失，小規模焼結処理

装置の加熱停止機能 

異常が発生していないこと

から，単独で機能を喪失し

ても放射性物質の大気中へ

の放出には至らない。 

－ 

  

ｌ．グローブボックスの閉じ込め機能の維持機能（以下「火災

の感知・消火機能」という。） 

     グローブボックス内で発生した火災の感知及び消火のため

の設備である，グローブボックス温度監視装置及びグローブ

ボックス消火装置が該当する。 

     火災の感知・消火機能が単独で機能を喪失しても，安全上

重要な施設以外の施設が有する火災の発生防止の機能を維持

していれば，放射性物質の大気中への放出には至らない。た

だし，安全上重要な施設以外の施設が有する火災の発生防止

の機能が喪失し，同時に火災の感知・消火機能が喪失してい
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れば，火災の規模が拡大し，外部への放射性物質の放出に至

る可能性がある。 

     火災の感知・消火機能の喪失により発生する可能性がある

重大事故を第３．２－16 表に，安全上重要な施設以外の施設

が有する火災の発生防止の機能の喪失と同時に火災の感知・

消火機能の喪失により発生する可能性がある重大事故を第３．

２－17表にそれぞれ示す。 

 

第３．２－16表 火災の感知・消火機能の喪失により発生する 

可能性がある重大事故 

安全機能 安全機能の喪失時に想定する施設状況 

発生する可能

性がある重大

事故 

火災の 

感知・消火

機能 

異常が発生していないことから，単独

で機能を喪失しても放射性物質の大気

中への放出には至らない。 

－ 

 

第３．２－17表 安全上重要な施設以外の施設が有する 

火災の発生防止の機能の喪失と同時に火災の感知・消火機能の喪

失により発生する可能性がある重大事故 

安全機能 

安全機能喪失後

に想定する 

施設状態 

事象進展に

対する拡大

防止機能 

発生する 

可能性がある

重大事故 

火災の発生防止

の機能を有する

機器（安全上重

要な施設以外の

施設），火災の

感知・消火機能 

火災が発生し，

継続する。 

火災の 

感知及び 

消火機能 

火災による核

燃料物質等を

閉じ込める 

機能の喪失 
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ｍ．核的制限値（寸法）の維持機能 

     核燃料物質を内包し，核的制限値（寸法）の維持機能を有

する機器は，機器が健全であることで，未臨界を維持するこ

とが可能である。 

     単独で機能を喪失しても核的制限値（寸法）の喪失には至

らない。ただし，安全上重要な施設以外の施設が有する「搬

送する核燃料物質の制御機能」の喪失と同時に核的制限値

（寸法）の維持機能も同時に喪失していれば，事故に至る可

能性がある。 

     核的制限値(寸法)の維持機能の喪失により発生する可能性

がある重大事故を第３．２－18表に，搬送する核燃料物質の

制御機能の喪失後の事象進展により発生する可能性がある重

大事故を第３．２－19表にそれぞれ示す。 

 

第３．２－18表 核的制限値(寸法)の維持機能の喪失により発

生する可能性がある重大事故 

安全機能 安全機能の喪失時に想定する施設状況 

発生する 

可能性がある

重大事故 

核的制限値

（寸法）の

維持機能 

異常が発生していないことから，単独

で機能を喪失しても放射性物質の大気

中への放出には至らない。 

－ 
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第３．２－19表 搬送する核燃料物質の制御機能の喪失後の事

象進展により発生する可能性がある重大事故 

安全機能 
安全機能の喪失後に

想定する施設状況 

事象進展に

対する拡大

防止機能 

発生する

可能性が

ある重大

事故 

搬送する 

核燃料物質の 

制御機能（安全

上重要な施設 

以外の施設） 

核燃料物質が 

搬送先で核的制限値 

（寸法）の維持が 

喪失する。 

核的制限値

（寸法）の

維持機能 

臨界事故 

 

ｎ．安全に係る距離の維持機能（単一ユニット相互間の距離維

持） 

     単一ユニット相互間の距離の維持機能を有する機器は，機

器が健全であることで，未臨界を維持することが可能であ

る。 

     単一ユニット相互間の距離の維持機能が損なわれた場合に

は，内包する核燃料物質によって臨界事故が発生する可能性

がある。 

単一ユニット相互間の距離の維持機能の喪失により発生す

る可能性がある重大事故を第３．２－20表に示す。 
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第３．２－20表 単一ユニット相互間の距離の維持機能の喪失

により発生する可能性がある重大事故 

安全機能 
安全機能の喪失時に想定する 

施設状況 

発生する 

可能性がある

重大事故 

単一ユニット

相互間の距離

の維持機能 

臨界を防止するための単一ユニット 

相互間の距離が損なわれる。 
臨界事故 

 

 

 以上より，重大事故に至る可能性がある機能喪失又はその組合せ

は第３．２－21表のとおり整理できる。 

 重大事故の想定箇所の特定においては，系統図及びフォールトツ

リーにより，これら以外の事故の発生の可能性がないことを確認す

る。 
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第３．２－21表 重大事故に至る可能性がある機能喪失 

又はその組合せ 

重大事故 

重大事故に至る可能性がある機能喪失 

（又はその組合せ）※１ 

安全機能１ 安全機能２ 安全機能３ 

核燃料物

質等を閉

じ込める

機能の喪

失 

プルトニウムの 

閉じ込めの機能 
排気機能  

プルトニウムの 

閉じ込めの機能 
排気機能 

事故時の 

排気経路の 

維持機能 

排気経路の維持機能 排気機能  

ＭＯＸの 

捕集・浄化機能 
  

焼結炉等の閉じ込め

に関連する経路の 

維持機能 

排気機能  

焼結炉等の閉じ込め

に関連する経路の 

維持機能 

排気機能 

事故時の 

排気経路の 

維持機能 

火災によ

る核燃料

物質等を

閉じこめ

る機能の

喪失 

火災の発生防止の機

能（安全上重要な 

施設以外の施設） 

火災の感知・ 

消火機能 
 

臨界事故 

搬送する核燃料物質

の制御機能 

（安全上重要な施設

以外の施設） 

核的制限値（寸法）

の維持機能 
 

 
単一ユニット間の 

距離の維持機能 
  

※１：安全機能１～３が全て機能喪失した場合に重大事故に至る可 

能性がある（安全機能１だけの場合は，当該機能の喪失によ 

り重大事故に至る可能性がある）。  
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３．３ 重大事故の判定 

 ３．２において，安全機能の喪失又はその組合せに対して，評価に

よって事故に至らないことを確認できない場合には，事象の進展・収

束又は公衆への影響をそれぞれ評価する。 

安全機能の喪失又はその組合せの発生に対して，設計基準の範囲を

超えて事象が進展しない又は事故が発生するとしても設計基準の設備

で事象の収束が可能であれば，機能喪失の結果発生する事故の程度が

設計基準の範囲内であるため，設計基準として整理する事象に該当す

る。 

安全機能の喪失により事故が発生した場合であっても，機能喪失時

の公衆への影響が平常時と同程度であれば，設計基準として整理する

事象に該当する。 

 これらのいずれにも該当しない場合は重大事故の想定箇所として特

定することとし，重大事故の想定箇所の特定結果においてはそれぞれ

以下のとおり記載する。 

○：重大事故の想定箇所として特定 

×：設計基準の範囲を超えて事象が進展しない，設計基準の設備で事

象の収束が可能である，機能喪失時の公衆への影響が平常時と同

程度である事象 
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３．４ 重大事故の想定箇所の特定結果 

前項までの検討を踏まえ，ここでは安全上重要な施設の安全機能の

機能喪失又はその組合せにより発生する可能性がある重大事故毎に

「安全機能喪失状態の特定」，「重大事故の想定箇所の特定」を行った。

重大事故の想定箇所の特定の結果を以下に示す。 

 

３．４．１ 核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失 

 第３．２－21 表に基づき核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失に係

る重大事故の想定箇所の特定結果を示す。 

 

３．４．１．１ 「プルトニウムの閉じ込めの機能」の喪失及び「排

気機能」の喪失 

 「プルトニウムの閉じ込めの機能」の喪失及び「排気機能」の喪失

により，核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失に至る可能性がある。 

  ① 地震の場合 

    基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる

設計としない「プルトニウムの閉じ込めの機能」が喪失し，核

燃料物質等が「プルトニウムの閉じ込めの機能」を有する機器

から漏えいして放射性物質が工程室内に漏えいする可能性があ

る。しかし，ＭＯＸ燃料加工施設の特徴として，核燃料物質を

取り扱う設備は主に地下階に設置すること，取り扱う核燃料物

質の形態として粉末，グリーンペレット，ペレット及びペレッ

トを燃料棒に収納した状態で取り扱うが，粉末以外の形態では

駆動力を有する事象を伴わなければ大気中への放出には至らな

いことから，公衆への影響が平常時と同程度であるため設計基
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準として整理する事象に該当する。 

なお，グローブボックス内に設置する機器が有する潤滑油が

火災源となり火災が発生し, 「プルトニウムの閉じ込めの機能」

が喪失することに加え，感知・消火機能が喪失した場合には，

粉末の状態であれば，火災による影響をうけることにより，火

災による上昇気流を駆動力として放射性物質の大気中への放出

に至る可能性がある。 

上記事象については,「火災の発生防止の機能（安全上重要な

施設以外の施設）」及び「火災の感知・消火機能」の喪失におい

て想定する事象に包含される。 

  ② 火山の影響の場合 

    火山の影響による全交流電源喪失により，静的機器である

「プルトニウムの閉じ込めの機能」は喪失しない。 

  ③ 動的機器の多重故障の場合 

    静的機器である「プルトニウムの閉じ込めの機能」は喪失し

ない。 

  ④ 全交流電源の喪失の場合 

    静的機器である「プルトニウムの閉じ込めの機能」は喪失し

ない。 

 

３．４．１．２ 「プルトニウムの閉じ込めの機能」の喪失，「排気機

能」の喪失及び「事故時の排気経路の維持機能」の喪

失並びに「焼結炉等の閉じ込めに関連する経路の維持

機能」の喪失，「排気機能」の喪失及び「事故時の排気

経路の維持機能」の喪失 
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 「プルトニウムの閉じ込めの機能」の喪失，「排気機能」の喪失及び

「事故時の排気経路の維持機能」の喪失並びに「焼結炉等の閉じ込め

に関連する経路の維持機能」の喪失，「排気機能」の喪失及び「事故時

の排気経路の維持機能」の喪失により，工程室からの排気経路外に放

射性物質が漏えいする可能性がある。 

  ① 地震の場合 

    基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる

設計としない「プルトニウムの閉じ込めの機能」，「排気機能」，

「焼結炉等の閉じ込めに関連する経路の維持機能」及び「事故

時の排気経路の維持機能」が喪失する。ＭＯＸ燃料加工施設の

特徴として，核燃料物質を取り扱う設備は主に地下階に設置す

ること，取り扱う核燃料物質の形態として粉末，グリーンペレ

ット及びペレットを燃料棒に収納した状態で取り扱うが，グリ

ーンペレット及びペレットを燃料棒に収納した状態は容易に気

相へは移行せず，粉末の形態も駆動力を有する事象を伴わなけ

れば大気中への放出には至らないことから，公衆への影響が平

常時と同程度であるため設計基準として整理する事象に該当す

る。 

  ② 火山の影響の場合 

    火山の影響による全交流電源の喪失により，静的機器である

「事故時の排気経路の維持機能」及び「焼結炉等の閉じ込めに

関連する経路の維持機能」は喪失しない。 

  ③ 動的機器の多重故障の場合 

    静的機器である「事故時の排気経路の維持機能」及び「焼結

炉等の閉じ込めに関連する経路の維持機能」は喪失しない。 
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  ④ 全交流電源の喪失の場合 

    静的機器である「事故時の排気経路の維持機能」及び「焼結

炉等の閉じ込めに関連する経路の維持機能」は喪失しない。 
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３．４．１．３ 「排気経路の維持機能」の喪失及び「排気機能」の

喪失 

 「排気経路の維持機能」の喪失及び「排気機能」の喪失により，核

燃料物質等を閉じ込める機能の喪失に至る可能性がある。 

  ① 地震の場合 

    基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる

設計としない「排気経路の維持機能」及び「排気機能」が喪失

し，室内に放射性物質が漏えいする可能性があるが，地震（耐

震Ｃクラスの設備・機器に適用する静的震度（1.2Ci）程度）が

発生した場合には工程を停止すること，基準地震動を超える地

震動の地震の発生時には送排風機を停止することから，公衆へ

の影響が平常時と同程度であるため設計基準として整理する事

象に該当する。 

  ② 火山の影響の場合 

    火山の影響により，静的機器である「排気経路の維持機能」

は喪失しない。 

  ③ 動的機器の多重故障の場合 

    静的機器である「排気経路の維持機能」は喪失しない。 

  ④ 全交流電源の喪失の場合 

    静的機器である「排気経路の維持機能」は喪失しない。 
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３．４．１．４ 「ＭＯＸの捕集・浄化機能」の喪失 

 「ＭＯＸの捕集・浄化機能」の喪失により，高性能エアフィルタに

より捕集される放射性物質が捕集されずに放出されることにより，核

燃料物質等を閉じ込める機能の喪失に至る可能性がある。 

  ① 地震の場合 

    基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる

設計としない「ＭＯＸの捕集・浄化機能」が喪失し，高性能エ

アフィルタにより捕集される放射性物質が捕集されずに放射性

物質が大気中へ放出される可能性があるが，地震（耐震Ｃクラ

スの設備・機器に適用する静的震度（1.2Ci）程度）が発生した

場合には工程を停止すること，基準地震動を超える地震動の地

震の発生時には送排風機を停止すること及び排気経路上に設置

する高性能エアフィルタは基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮

した際に機能維持できる設計とすることから，放射性物質の大

気中への放出が抑制され，公衆への影響が平常時と同程度であ

るため設計基準として整理する事象に該当する。 

  ② 火山の影響の場合 

    火山の影響により，静的機器である「ＭＯＸの捕集・浄化機

能」は喪失しない。 

  ③ 動的機器の多重故障の場合 

    静的機器である「ＭＯＸの捕集・浄化機能」は喪失しない。 

  ④ 全交流電源の喪失の場合 

    静的機器である「ＭＯＸの捕集」は喪失しない。 
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３．４．１．５ 「焼結炉等の閉じ込めに関連する経路の維持機能」 

の喪失及び「排気機能」の喪失 

 「焼結炉等の閉じ込めに関連する経路の維持機能」の喪失及び「排

気機能」の喪失により核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失に至る可

能性がある。 

  ① 地震の場合 

    基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる

設計としない焼結炉等の「閉じ込めに関連する経路の維持機能」

及び「排気機能」が喪失するが，地震（耐震Ｃクラスの設備・

機器に適用する静的震度（1.2Ci）程度）が発生した場合には工

程を停止するため放射性物質の大気中への放出が抑制される。

また，焼結炉等内の核燃料物質の形態はグリーンペレット又は

ペレットであり，これらが粉砕され粉末状になるような事象及

び駆動力を有する事象がなければ放射性物質が大気中に放出さ

れることはない。したがって，公衆への影響が平常時と同程度

であるため設計基準として整理する事象に該当する。 

  ② 火山の影響の場合 

    火山の影響により，静的機器である「焼結炉等の閉じ込めに

関連する経路の維持機能」は喪失しない。 

  ③ 動的機器の多重故障の場合 

    静的機器である「焼結炉等の閉じ込めに関連する経路の維持

機能」は喪失しない。 

  ④ 全交流電源の喪失の場合 

    静的機器である「焼結炉等の閉じ込めに関連する経路の維持

機能」は喪失しない。  
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３．４．１．６ 「火災の発生防止の機能（安全上重要な施設以外の

施設）」及び「火災の感知・消火機能」の喪失 

 「火災の発生防止の機能（安全上重要な施設以外の施設」の喪失に

より火災が発生し，「火災の感知・消火機能」の喪失により火災が継続

することにより，核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失に至る可能性

がある。 

  ① 地震の場合 

    基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる

設計としない「火災の発生防止の機能」及び「火災の感知及び

消火機能」が喪失することで火災が発生，継続し，火災による

閉じ込める機能の喪失が発生する。地震（耐震Ｃクラスの設

備・機器に適用する静的震度（1.2Ci）程度）が発生した場合に

は工程を停止すること，基準地震動を超える地震動の地震が発

生した場合には送排風機を停止するが，地震により発生したグ

ローブボックス内火災の影響を受けた放射性物質が，グローブ

ボックス排気系の排気経路から大気中に放出される可能性があ

る。また，火災が発生したグローブボックスと隣接するグロー

ブボックスとの連結部分等が損傷し，火災の影響を受けた放射

性物質が工程室内に漏えいし，工程室排気系から大気中に放出

される可能性がある。  

    ＭＯＸ燃料加工施設の特徴を考慮すると，取り扱う核燃料物

質の形態のうち，粉末の状態であれば，火災による影響を受け

ることにより，火災による上昇気流を駆動力として放射性物質

の大気中への放出に至る可能性がある。 

    また，火災源として，グローブボックス内に設置する機器が
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有する潤滑油が該当する。 

    以上を踏まえ，火災源を有するグローブボックスとして，８

基のグローブボックスを重大事故の想定箇所として特定する。 

  ② 火山の影響の場合 

    火山の影響により，外部電源の喪失及び非常用所内電源設備

の「非常用電源の供給機能」が喪失するため，グローブボック

ス消火装置の「火災の感知及び消火機能」が喪失するが，火山

の影響がある場合は全工程停止を実施することにより機器の運

転を停止するため，火災は発生しない。したがって，核燃料物

質等を閉じ込める機能の喪失（火災）には至らない。 

  ③ 動的機器の多重故障の場合 

    動的機器の「火災の感知及び消火機能」が喪失するとともに，

「火災の発生防止の機能（安全上重要な施設以外の施設）」が喪

失し，単一火災が発生することを想定する。 

    「火災の感知及び消火機能」が喪失することで火災が継続し，

グローブボックス内火災の影響を受けた放射性物質が，グロー

ブボックス排気系の排気経路から大気中に放出される可能性が

ある。 

ＭＯＸ燃料加工施設の特徴を考慮すると，取り扱う核燃料物

質の形態のうち，粉末の状態であれば，火災による影響をうけ

ることにより，火災による上昇気流を駆動力として放射性物質

の大気中への放出に至る可能性がある。 

    また，火災源として，グローブボックス内に設置する機器が

有する潤滑油が該当する。 

    以上を踏まえ，火災源を有するグローブボックスとして，８
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基のグローブボックスを重大事故の想定箇所として特定する。      

  ④ 全交流電源の喪失の場合 

    動的機器の「火災の感知及び消火機能」のうち，消火機能を

担うグローブボックス消火装置の起動による消火ガスの放出は，

「排気機能」を担うグローブボックス排風機が起動しているこ

とが条件である。このため，全交流電源の喪失により，「排気機

能」が喪失することにより「火災の感知及び消火機能」が喪失

するとともに，「火災の発生防止の機能（安全上重要な施設以外

の施設）」が喪失することを想定し，単一火災が発生することを

想定する。 

    「火災の感知・消火機能」が喪失することで火災が継続し，

グローブボックス内火災の影響を受けた放射性物質が，グロー

ブボックス排気系の排気経路から大気中に放出される可能性が

ある。 

ＭＯＸ燃料加工施設の特徴を考慮すると，取り扱う核燃料物

質の形態のうち，粉末の状態であれば，火災による影響をうけ

ることにより，火災による上昇気流を駆動力として放射性物質

の大気中への放出に至る可能性がある。 

    また，火災源として，グローブボックス内に設置する機器が

有する潤滑油が該当する。 

    以上を踏まえ，火災源を有するグローブボックスとして，８

基のグローブボックスを重大事故の想定箇所として特定する。 
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３．４．２ 臨界事故 

臨界事故に係る重大事故の想定箇所の特定結果を示す。 

３．４．２．１ 「搬送する核燃料物質の制御機能（安全上重要な施

設以外の施設）」及び「核的制限値（寸法）の維持機能」

の喪失 

 「搬送する核燃料物質の制御機能（安全上重要な施設以外の施設）」

が喪失して搬送する核燃料物質の寸法が制限された条件から逸脱し，

「核的制限値（寸法）の維持機能」が喪失し，制限された寸法から逸

脱した核燃料物質が搬送先に搬送された場合には，臨界事故に至る可

能性がある。 

  ① 地震の場合 

    基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる

設計としない機器の搬送機能が喪失し，工程も停止することか

ら，核燃料物質は搬送されず臨界事故は発生しない。 

  ② 火山の影響の場合 

    火山の影響により，「核的制限値（寸法）の維持機能」は喪失

しない。 

  ③ 動的機器の多重故障の場合 

    静的機器である「核的制限値（寸法）の維持機能」は喪失し

ない。 

  ④ 全交流電源の喪失の場合 

    工程が停止するため，核燃料物質は搬送されず臨界事故は発

生しない。 
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３．４．２．２ 「単一ユニット間の距離の維持機能」の喪失 

 「単一ユニット間の距離の維持機能」の喪失により核燃料物質間の

距離が制限された条件から逸脱し，臨界事故に至る可能性がある。 

  ① 地震の場合 

    基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる

設計としない機器が損傷し，仮に機器が変形した場合において，

核燃料物質間の距離が制限された条件から逸脱したとしても，

構造材で隔離されていることから，核燃料物質同士が近接する

ことはなく，臨界事故は発生しないことを確認した。 

【補足説明資料３－19】 

  ② 火山の影響の場合 

    火山の影響により，静的機器である「単一ユニット間の距離

の維持機能」は喪失しない。 

  ③ 動的機器の多重故障の場合 

    静的機器である「単一ユニット間の距離の維持機能」は喪失

しない。 

  ④ 全交流電源の喪失の場合 

静的機器である「単一ユニット間の距離の維持機能」は喪失

しない。 
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３．４．２．３ 臨界事故の発生の可能性 

整理の結果，臨界事故については，設計上定める条件よりも厳しい

条件を想定しても，関連する安全上重要な施設の動的機器がなく，ま

た全交流電源が喪失したとしても，核燃料物質の移動が行われなくな

ることにより，核燃料物質の集積が発生することはなく，臨界に至る

ことはない。 

ＭＯＸ燃料加工施設では，臨界の発生の条件を満たすためには多量

の核燃料物質が集積する必要がある。設計基準事故の選定の際には，

核燃料物質がグローブボックス内に誤搬入することを防止するための

機能として，搬送対象となる容器のＩＤ番号が一致していることの確

認，容器の秤量値に有意な差がないことの確認，計算機による運転管

理の上限値以下であることの確認，誤搬入防止シャッタの開放及び運

転員による搬入許可といった，複数の機器による確認及び運転による

確認を行っているが，仮にこれらの複数の機器の機能喪失及び運転員

の誤操作により，核燃料物質の１回の誤搬入を想定しても，臨界は発

生しないことを確認した。 

このため，これよりも厳しい条件として，設計基準事故で想定した

核燃料物質のグローブボックス内への誤搬入が複数回継続する状況と

して，複数の動的機器の機能喪失（多重故障）及び運転員が行う操作

の誤操作（異常検知に係る認知・判断ミスを含む）を想定することに

より，臨界の発生の可能性を評価する。 

具体的には，ＭＯＸが収納された容器が貯蔵施設からグローブボッ

クスに継続的に搬入され，当該グローブボックスに設定された核的制

限値を超えて核燃料物質が集積する状況を想定する。この際，各グロ

ーブボックスへＭＯＸを搬送する容器のうち，１回あたりの搬送量が
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最も大きい容器を用いて，未臨界質量まで搬入し続けることを想定す

る。ここで未臨界質量とは，水反射体2.5cm，球形状モデルにて計算し

た中性子実効増倍率が推定臨界下限増倍率0.97以下となる質量であ

り，ＭＯＸの集積量が未臨界質量を超えなければ，いかなる集積状態

においても臨界に至ることはないと判定する。 

本検討を全てのグローブボックスを対象に評価を行った結果，臨界

防止機能の喪失から臨界に至る可能性のある状態に到達するまでの時

間余裕が長く，その間に複数の運転員により行われる多数回の設備の

状態の確認により異常を検知し，異常の進展を防止できることから，

臨界事故は発生しない。 

 

以上より，ＭＯＸ燃料加工施設においては，臨界事故に至るおそれ

はない。 

 

【補足説明資料３－19】 

 

３．５ 重大事故の想定箇所の特定結果まとめ 

３．４で検討・整理を行った結果を第４表に示す。重大事故の想定

としては，設計上定める条件より厳しい条件における，内的事象を起

因とした単一グローブボックス内火災及び外的事象の地震を起因とし

た複数箇所におけるグローブボックス内火災による閉じ込める機能の

喪失であり，想定箇所としては，第２図 火災源を有するグローブボッ

クス及び火災による影響範囲に示した通り，露出したＭＯＸ粉末を取

り扱い，さらに火災源となる潤滑油を有するグローブボックスである。 

内的事象で想定する単一グローブボックス内火災では，火災の発生



3-47 

 

とともに「火災の感知・消火機能」が喪失することで火災が継続し，

グローブボックス内火災の影響を受けた放射性物質が，グローブボッ

クス排気系の排気経路から大気中に放出される状態を想定する。また，

取り扱う可燃物量を考慮すると，火災が他の火災源に延焼することは

考えにくいが，グローブボックス内で発生した火災は，グローブボッ

クス同士が連結されていることを考慮し，火災が発生した室内で連結

されているグローブボックスに火災影響を与えることを想定する。 

外的事象の地震を起因とした複数箇所におけるグローブボックス内

火災では，基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持でき

る設計としない機器の機能喪失により，「火災の発生防止の機能」及び

「火災の感知及び消火機能」が喪失することで露出したＭＯＸ粉末を

取り扱い，さらに火災源となる潤滑油を有する８基のグローブボック

ス全てで火災が発生，継続し，地震により発生したグローブボックス

内火災の影響を受けた放射性物質が，グローブボックス排気系の排気

経路から大気中に放出される状態を想定する。また，火災が発生した

グローブボックスと連結された基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮し

た際に機能維持できる設計としないグローブボックスの損傷個所から，

火災の影響を受けた放射性物質が工程室内に漏えいし，工程室排気系

から大気中に放出される状態を想定する。 
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第１図 重大事故の想定箇所の特定フロー 
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第２図 火災源を有するグローブボックス及び火災による影響範囲

 

 

他のグローブボックスに火災による 
影響がないグローブボックス 

Ａ：粉末調整第２室 
Ｂ：粉末調整第５室 
Ｃ：粉末調整第７室 
Ｄ：ペレット加工第１室 

① 予備混合装置グローブボックス 
② 均一化混合装置グローブボックス 
③ 造粒装置グローブボックス 
④ 回収粉末・処理混合グローブボックス 
⑤ 添加剤混合装置Ａグローブボックス 
⑥ プレス装置Ａグローブボックス 
⑦ 添加剤混合装置Ｂグローブボックス 
⑧ プレス装置Ｂグローブボックス 
 
ⅰ 原料ＭＯＸ分析試料採取装置グローブボックス 
ⅱ 原料ＭＯＸ粉末秤量・分取装置グローブボックス 

火災源を有するグローブボックス 

粉末調整第２室の火災影響範囲 

ペレット加工第１室の火災影響範囲 

地下３階 

は核不拡散上の観点から公開できません 
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第１表 重大事故の起因となる外的事象（自然現象）の抽出結果（１／４） 

No． 事象 
除外の基準 注１ 

除外する理由 
重⼤事故の起
因となる可能
性のある事象  基準 

１-１ 
基準 
１-２ 

基準 
１-３ 

基準 
２ 

1 地震 × × × × − 〇 
2 地盤沈下 × × × ○ 岩盤に⽀持されているため，地盤沈下によりＭＯＸ燃料加⼯施設が影響を受けることはない。 × 
3 地盤隆起 × × × ○ 岩盤に⽀持されているため，地盤隆起によりＭＯＸ燃料加⼯施設が影響を受けることはない。 × 
4 地割れ × × ○ × 敷地内に地割れが発⽣した痕跡は認められない。また，耐震重要施設及び重⼤事故等対処施設を⽀

持する地盤に将来活動する可能性のある断層は認められない。 × 

5 地滑り × × ○ × 空中写真の判読結果によると，リニアメント及び変動地形は判読されない。また，敷地は標⾼約 55
ｍに造成されており，地滑りのおそれのある急斜⾯はない。 × 

6 
地下⽔に
よる地滑
り 

× × ○ × 同上。 × 

7 液状化現
象 × × × ○ 岩盤に⽀持されているため，液状化現象によりＭＯＸ燃料加⼯施設が影響を受けることはない。 × 

8 泥湧出 × × ○ × 泥湧出の誘因となる地割れが発⽣した痕跡は認められない。 × 
9 ⼭崩れ × × ○ × 敷地周辺には⼭崩れのおそれのある急斜⾯は存在しない。 × 

10 崖崩れ × × ○ × 敷地周辺には崖崩れのおそれのある急斜⾯は存在しない。 × 

11 津波 × ○ × × 
計上考慮する津波から防護する施設は標⾼約 50ｍから約 55ｍ及び海岸からの距離約４km から約５
km の地点に位置していることから，ＭＯＸ燃料加⼯施設に影響を及ぼす規模（＞50ｍ）の津波は発
⽣しない。 

× 

12 静振 × × × ○ 敷地周辺に尾駮沼及び鷹架沼があるが，ＭＯＸ燃料加⼯施設は標⾼約 55ｍに造成された敷地に設置
するため，静振による影響を受けない。 × 

13 ⾼潮 × × × ○ ⾼潮によりＭＯＸ燃料加⼯施設が影響を受けることはない。 × 
〇：基準に該当する外的事象 

×：基準に該当しない外的事象 

〇：重⼤事故の起因となる安全上重要な施設の安全機能の喪失の要因になる外的事象 
×：重⼤事故の起因となる安全上重要な施設の安全機能の喪失の要因にならない外的事象 

注１：除外の基準は，以下のとおり。                
基準１-１：外的事象の発⽣頻度が極めて低い 
基準１-２：外的事象そのものは発⽣するが，重⼤事故の起因となる安全上重要な施設の安全機能の喪失の要因となる規模の発⽣は想定しない 
基準１-３：ＭＯＸ燃料加⼯施設周辺では起こり得ない  
基準２  ：発⽣しても重⼤事故の起因となる安全上重要な施設の安全機能の喪失の要因となるような影響が考えられないことが明らかである 
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第１表 重大事故の起因となる外的事象（自然現象）の抽出結果（２／４） 

No． 事象 
除外の基準 注１ 

除外する理由 
重⼤事故の起
因となる可能
性のある事象 基準 

１-１ 
基準 
１-２ 

基準 
１-３ 

基準 
２ 

14 波浪・⾼
波 × × × ○ 波浪・⾼波によりＭＯＸ燃料加⼯施設に影響を及ぼすことはない。 × 

15 ⾼潮位 × × × ○ ⾼潮位によりＭＯＸ燃料加⼯施設に影響を及ぼすことはない。 × 
16 低潮位 × × × ○ 低潮位によりＭＯＸ燃料加⼯施設に影響を及ぼすことはない。 × 
17 海流異変 × × × ○ 海流異変によりＭＯＸ燃料加⼯施設に影響を及ぼすことはない。 × 
18 ⾵(台⾵) × ○ × × 「⻯巻」の影響評価に包含される。 × 
19 ⻯巻 × ○ × × 機能喪失の誘因となる規模（＞100ｍ/s）の発⽣は想定されない。なお，降⽔との同時発⽣を考慮し

ても，⻯巻による⾵圧⼒，⾶来物の衝撃荷重が増⻑されることはない。 × 
20 砂嵐 × × ○ × 敷地周辺に砂漠や砂丘はない。 × 
21 極限的な

気圧 × × × ○ 「⻯巻」の影響評価（気圧差）に包含される。 × 
22 降⽔ × ○ × × 過去の観測記録より，機能喪失の誘因となる規模（＞300mm/h）の発⽣は想定されない。 × 
23 洪⽔ × × ○ × ＭＯＸ燃料加⼯施設は標⾼約 55ｍに造成された敷地に設置し，⼆⼜川は標⾼約１〜５ｍの低地を流

れているため，ＭＯＸ燃料加⼯施設に影響を与える洪⽔は起こり得ない。 × 
24 ⼟⽯流 × × ○ × 敷地周辺の地形及び表流⽔の状況から，⼟⽯流は発⽣しない。 × 
25 降雹 × × × ○ 「⻯巻」の影響評価（⾶来物）に包含される。 × 

26 落雷 × × × ○ 
落雷は発⽣するが，ＭＯＸ燃料加⼯施設の安全上重要な施設は燃料加⼯建屋内に全て設置する設計
とし，その他の施設との計測制御ケーブル及び電⼒ケーブルを取り合わない設計とすることから，
重⼤事故の要因になることは考えられない。 

× 

27 森林⽕災 × × × × − 〇 
〇：基準に該当する外的事象 

×：基準に該当しない外的事象 

〇：重⼤事故の起因となる安全上重要な施設の安全機能の喪失の要因になる外的事象 
×：重⼤事故の起因となる安全上重要な施設の安全機能の喪失の要因にならない外的事象 

注１：除外の基準は，以下のとおり。                
基準１-１：外的事象の発⽣頻度が極めて低い 
基準１-２：外的事象そのものは発⽣するが，重⼤事故の起因となる安全上重要な施設の安全機能の喪失の要因となる規模の発⽣は想定しない 
基準１-３：ＭＯＸ燃料加⼯施設周辺では起こり得ない  
基準２  ：発⽣しても重⼤事故の起因となる安全上重要な施設の安全機能の喪失の要因となるような影響が考えられないことが明らかである 
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第１表 重大事故の起因となる外的事象（自然現象）の抽出結果（３／４） 

No． 事象 
除外の基準 注１ 

除外する理由 
重⼤事故の起
因となる可能
性のある事象 基準 

１-１ 
基準 
１-２ 

基準 
１-３ 

基準 
２ 

28 草原⽕災 × × × 〇 「森林⽕災」の影響評価に包含される。 × 
29 ⾼温 × ○ × × 過去の観測記録より，重⼤事故の要因となる規模（＞50℃）の⾼温は発⽣が想定しない。 × 
30 凍結 × ○ × × 過去の観測記録より，重⼤事故の要因となる規模（＜−40℃）の低温は発⽣が想定しない。 × 
31 氷結 × × × ○ ⼆⼜川の氷結は，重⼤事故等の誘因になることは考えられない。 × 
32 氷晶 × × × ○ 氷晶によるＭＯＸ燃料加⼯施設への影響は考えられない。 × 
33 氷壁 × × × ○ ⼆⼜川の氷壁は，重⼤事故等の誘因になることは考えられない。 × 
34 ⾼⽔温 × × × ○ 河川の温度変化によるＭＯＸ燃料加⼯施設への影響はない。 × 
35 低⽔温 × × × ○ 同上 × 
36 ⼲ばつ × × × ○ ⼲ばつによるＭＯＸ燃料加⼯施設への影響は考えられない。 × 
37 霜 × × × ○ 霜によりＭＯＸ燃料加⼯施設が影響を受けることはない。 × 
38 霧 × × × ○ 霧によりＭＯＸ燃料加⼯施設が影響を受けることはない。 × 
39 ⽕⼭の影

響 × × × × − 〇 
40 熱湯 × × ○ × 敷地周辺に熱湯の発⽣源はない。 × 
41 積雪 × × × × − 〇 
42 雪崩 × × ○ × 周辺の地形から雪崩は発⽣しない。 × 
43 ⽣物学的

事象 × × ○ × 敷地内に農作物はなく，昆⾍類が⼤量に発⽣することは考えられない。 × 
44 動物 × × × ○ 「⽣物学的事象」の影響評価に包含される。 × 
45 塩害 × ○ × × 屋外の受電開閉設備の碍⼦部分の絶縁を保つために洗浄が⾏える設計としており，塩害による影響

は機能喪失の要因とはならない。 × 
〇：基準に該当する外的事象 

×：基準に該当しない外的事象 

〇：重⼤事故の起因となる安全上重要な施設の安全機能の喪失の要因になる外的事象 
×：重⼤事故の起因となる安全上重要な施設の安全機能の喪失の要因にならない外的事象 

注１：除外の基準は，以下のとおり。                
基準１-１：外的事象の発⽣頻度が極めて低い 
基準１-２：外的事象そのものは発⽣するが，重⼤事故の起因となる安全上重要な施設の安全機能の喪失の要因となる規模の発⽣は想定しない 
基準１-３：ＭＯＸ燃料加⼯施設周辺では起こり得ない  
基準２  ：発⽣しても重⼤事故の起因となる安全上重要な施設の安全機能の喪失の要因となるような影響が考えられないことが明らかである 



 

 

3
-
5
3
 

第１表 重大事故の起因となる外的事象（自然現象）の抽出結果（４／４） 

No． 事象 
除外の基準 注１ 

除外する理由 
重⼤事故の起
因となる可能
性のある事象 基準 

１-１ 
基準 
１-２ 

基準 
１-３ 

基準 
２ 

46 隕⽯ ○ × × × 隕⽯の衝突は，極低頻度な⾃然現象である。 × 
47 陥没 × × × ○ 岩盤に⽀持されているため，陥没によりＭＯＸ燃料加⼯施設が影響を受けることはない。 × 

48 ⼟壌の収
縮・膨張 × × × ○ 岩盤に⽀持されているため，⼟壌の収縮・膨張によりＭＯＸ燃料加⼯施設が影響を受けることはな

い。 × 

49 海岸浸⾷ × × × ○ ＭＯＸ燃料加⼯施設は海岸から約５km に位置することから，考慮すべき海岸浸⾷の発⽣は考えられ
ない。 × 

50 地下⽔に
よる浸⾷ × × ○ × 敷地の地下⽔の調査結果から，ＭＯＸ燃料加⼯施設に影響を与える地下⽔による浸⾷は起こり得な

い。 × 
51 カルスト × × ○ × 敷地周辺はカルスト地形ではない。 × 

52 
海氷によ
る川の閉
塞 

× × × ○ ⼆⼜川の海氷による閉塞は，重⼤事故の要因となることは考えられない。 × 

53 
湖若しく
は川の⽔
位降下 

× × × ○ 湖若しくは川の⽔位降下によるＭＯＸ燃料加⼯施設への影響は考えられない。 × 

54 河川の流
路変更 × × ○ × 敷地近傍の⼆⼜川は⾕を流れており，河川の流路変更は考えられない。 × 

55 毒性ガス × × ○ × 敷地周辺には毒性ガスの発⽣源はない。 × 
〇：基準に該当する外的事象 

×：基準に該当しない外的事象 

〇：重⼤事故の起因となる安全上重要な施設の安全機能の喪失の要因になる外的事象 
×：重⼤事故の起因となる安全上重要な施設の安全機能の喪失の要因にならない外的事象 

注１：除外の基準は，以下のとおり。                
基準１-１：外的事象の発⽣頻度が極めて低い 
基準１-２：外的事象そのものは発⽣するが，重⼤事故の起因となる安全上重要な施設の安全機能の喪失の要因となる規模の発⽣は想定しない 
基準１-３：ＭＯＸ燃料加⼯施設周辺では起こり得ない  
基準２  ：発⽣しても重⼤事故の起因となる安全上重要な施設の安全機能の喪失の要因となるような影響が考えられないことが明らかである 
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第１表 重大事故の起因となる外的事象（人為事象）の抽出結果（１／３） 

No． 事象 
除外の基準 注１ 

除外する理由 
重⼤事故の起
因となる可能
性のある事象 基準 

１-１ 
基準 
１-２ 

基準 
１-３ 

基準 
２ 

１ 船舶事故による油流
出 × × × ○ ＭＯＸ燃料加⼯施設は，海岸から約５km 離れており影響を受けない。 × 

２ 
船舶事故 
（爆発，化学物質の
漏えい） 

× × × ○ ＭＯＸ燃料加⼯施設は，海岸から約５km 離れており影響を受けない。 × 

３ 船舶の衝突 × × × ○ ＭＯＸ燃料加⼯施設は，海岸から約５km 離れており影響を受けない。 × 
４ 航空機落下（衝突，

⽕災） ○ × × × 航空機落下（衝突，⽕災）は極低頻度である。 × 

５ 
鉄道事故 
（爆発，化学物質の
漏えい） 

× × ○ × 敷地周辺には鉄道路線がない。 × 

６ 鉄道の衝突 × × ○ × 敷地周辺には鉄道路線がない。 × 

７ 
交通事故 
（爆発，化学物質の
漏えい） 

× × × ○ 

喪失時に重⼤事故の要因になり得る安全機能を有する施設は，幹線道路から 400ｍ以上離
れており，爆発により当該安全機能に影響を及ぼすことは考えられない。化学物質の漏え
いについては，安全機能を有する施設へ直接被⽔することはなく，また硝酸の反応により
発⽣するＮＯｘ及び液体⼆酸化窒素から発⽣するＮＯｘは気体であるため，当該安全機能
に影響を及ぼすことは考えられない。 

× 

８ ⾃動⾞の衝突 × × ○ ○ 

周辺監視区域の境界にはフェンスを設置しており，施設は敷地外からの⾃動⾞の衝突によ
る影響を受けない。 
敷地内の運転に際しては速度制限を設けており，安全機能に影響を与えるような衝突は考
えられず，重⼤事故の要因とはなることは考えられない。 

× 

〇：基準に該当する外的事象 
×：基準に該当しない外的事象 

〇：重⼤事故の起因となる安全上重要な施設の安全機能の喪失の要因になる外的事象 
×：重⼤事故の起因となる安全上重要な施設の安全機能の喪失の要因にならない外的事象 

注１：除外の基準は，以下のとおり。                
基準１-１：外的事象の発⽣頻度が極めて低い 
基準１-２：外的事象そのものは発⽣するが，重⼤事故の起因となる安全上重要な施設の安全機能の喪失の要因となる規模の発⽣は想定しない 
基準１-３：ＭＯＸ燃料加⼯施設周辺では起こり得ない  
基準２  ：発⽣しても重⼤事故の起因となる安全上重要な施設の安全機能の喪失の要因となるような影響が考えられないことが明らかである 
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第１表 重大事故の起因となる外的事象（人為事象）の抽出結果（２／３） 

No． 事象 
除外の基準 注１ 

除外する理由 
重⼤事故の起
因となる可能
性のある事象 基準 

１-１ 
基準 
１-２ 

基準 
１-３ 

基準 
２ 

９ 爆発 × 〇 × × 
敷地内に設置するＭＯＸ燃料加⼯施設の⾼圧ガストレーラ庫における⽔素爆発を想定
しても，爆発時に発⽣する爆⾵が上⽅向に開放されること及び離隔距離を確保してい
ることから，安全機能の喪失は考えられない。 

× 

10 
⼯場事故 
（爆発，化学物質の漏
えい） 

× × ○ ○ 「爆発」，「近隣⼯場等の⽕災」及び「敷地内における化学物質の漏えい」の影響評価
に包含される。 × 

11 
鉱⼭事故 
（爆発，化学物質の漏
えい） 

× × ○ × 敷地周辺には，爆発，化学物質の漏えいを起こすような鉱⼭はない。 × 

12 
⼟⽊・建築現場の事故 
（爆発，化学物質の漏
えい） 

× × ○ ○ 
敷地内での⼟⽊・建築⼯事は⼗分管理されることからＭＯＸ燃料加⼯施設に影響を及
ぼすような⼯事事故の発⽣は考えられない。また，敷地外での⼟⽊・建築現場の事故
は敷地境界からＭＯＸ燃料加⼯施設まで距離があることから，ＭＯＸ燃料加⼯施設へ
の影響はない。 

× 

13 
軍事基地の事故 
（爆発，化学物質の漏
えい） 

× × × ○ 三沢基地は敷地から約 28km 離れており影響を受けない。 × 

14 軍事基地からの⾶来物 
（航空機を除く） 

○ × × × 軍事基地からの⾶来物は，極低頻度な事象である。 × 

15 
パイプライン事故 
（爆発，化学物質の漏
えい） 

× × ○ × 
むつ⼩川原国家⽯油備蓄基地の陸上移送配管は，1.2ｍ以上の地下に埋設されるととも
に，漏えいが発⽣した場合は，配管の周囲に設置された漏油検知器により緊急遮断弁
が閉⽌されることから，⽕災の発⽣は想定しにくい。 

× 

〇：基準に該当する外的事象 
×：基準に該当しない外的事象 

〇：重⼤事故の起因となる安全上重要な施設の安全機能の喪失の要因になる外的事象 
×：重⼤事故の起因となる安全上重要な施設の安全機能の喪失の要因にならない外的事象 

注１：除外の基準は，以下のとおり。                
基準１-１：外的事象の発⽣頻度が極めて低い 
基準１-２：外的事象そのものは発⽣するが，重⼤事故の起因となる安全上重要な施設の安全機能の喪失の要因となる規模の発⽣は想定しない 
基準１-３：ＭＯＸ燃料加⼯施設周辺では起こり得ない  
基準２  ：発⽣しても重⼤事故の起因となる安全上重要な施設の安全機能の喪失の要因となるような影響が考えられないことが明らかである 
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第１表 重大事故の起因となる外的事象（人為事象）の抽出結果（３／３） 

No． 事象 
除外の基準 注１ 

除外する理由 
重⼤事故の起
因となる可能
性のある事象 基準 

１-１ 
基準 
１-２ 

基準 
１-３ 

基準 
２ 

16 敷地内における化学
物質の漏えい × × × ○ 

敷地内に搬⼊される化学物質が運搬時⼜は受⼊れ時に漏えいした場合にも，安全機能を有
する施設へ直接被⽔することはなく，また硝酸の反応により発⽣するＮＯｘ及び液体⼆酸
化窒素から発⽣するＮＯｘは気体であるため，当該安全機能に影響を及ぼすことは考えら
れない。 

× 

17 ⼈⼯衛星の落下 ○ × × × ⼈⼯衛星の衝突は，極低頻度な事象である。 × 
18 ダムの崩壊 × × ○ × 敷地の周辺にダムはない。 × 
19 電磁的障害 × × × ○ ⼈為的な電磁波による電磁的障害に対しては，⽇本⼯業規格に基づいたノイズ対策及び電

気的・物理的独⽴性を持たせることから，重⼤事故の要因になることは考えられない。 × 

20 掘削⼯事 × × × ○ 
敷地内での⼯事は⼗分管理されること及び敷地外での⼯事は敷地境界からＭＯＸ燃料加⼯
施設まで距離があることから，ＭＯＸ燃料加⼯施設に影響を及ぼすような掘削⼯事による
重⼤事故の発⽣は考えられない。 

× 

21 重量物の落下 × ○ × × 重量物の取扱いは⼗分に管理されることから，ＭＯＸ燃料加⼯施設に影響を及ぼすような
規模の重量物の落下は考えられない。 × 

22 タービンミサイル × × ○ × 敷地内にタービンミサイルを発⽣させるようなタービンはない。 × 

23 近隣⼯場等の⽕災 × × × ○ 
最も影響の⼤きいむつ⼩川原国家⽯油備蓄基地の⽕災（保有する⽯油の全量燃焼）を考慮
しても，ＭＯＸ燃料加⼯施設の安全機能に影響がないことから，重⼤事故の要因になるこ
とは考えられない。 

× 

24 有毒ガス × × × ○ 有毒ガスがＭＯＸ燃料加⼯施設へ直接影響を及ぼすことは考えられない。 × 
〇：基準に該当する外的事象 

×：基準に該当しない外的事象 

〇：重⼤事故の起因となる安全上重要な施設の安全機能の喪失の要因になる外的事象 
×：重⼤事故の起因となる安全上重要な施設の安全機能の喪失の要因にならない外的事象 

注１：除外の基準は，以下のとおり。                
基準１-１：外的事象の発⽣頻度が極めて低い 
基準１-２：外的事象そのものは発⽣するが，重⼤事故の起因となる安全上重要な施設の安全機能の喪失の要因となる規模の発⽣は想定しない 
基準１-３：ＭＯＸ燃料加⼯施設周辺では起こり得ない  
基準２  ：発⽣しても重⼤事故の起因となる安全上重要な施設の安全機能の喪失の要因となるような影響が考えられないことが明らかである 
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第２表 重大事故の起因となる自然現象と他の自然現象の組合せの検討結果 

 

他※２ 

要因※１ 
地震 

森林火災 及び 

草原火災 

火山の影響 

（降下火砕物による 

積載荷重，フィルタ

の目詰まり等） 

積雪 

地震  ａ a ｃ 

火山の影響 

（降下火砕物に

よるフィルタの

目詰まり等） 

ａ ａ  ｂ 

 

※１： 重大事故の起因となる自然現象 

※２： 他の自然現象 

 

＜凡例＞ 

a ：同時に発生する可能性が極めて低い組合せ 

b ：重大事故に至る前に実施する対処に影響しない組合せ 

c ：一方の自然現象の評価に包含される組合せ 

d ：重畳を考慮する組合せ 
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第３表 重大事故に至る前に対処が可能な自然現象と他の自然現象の組合せ 

 

他※２ 

対処※１ 
地震 

森林火災 及び 

草原火災 

火山の影響 

（降下火砕物による積載

荷重） 

積雪 

森林火災 及び 

草原火災 
ａ  ａ ｂ 

火山の影響 

（降下火砕物による

積載荷重） 

ｂ ａ  ｄ 

積雪 ｂ ｂ ｄ  

 

※１： 重大事故に至る前に対処が可能な自然現象 

※２： 他の自然現象 

 

＜凡例＞ 

a ：同時に発生する可能性が極めて低い組合せ 

b ：重大事故に至る前に実施する対処に影響しない組合せ 

c ：一方の自然現象の評価に包含される組合せ 

d ；重畳を考慮する組合せ 
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機能 設備 
安全上重要

な施設 

内包物 起因事象による機能喪失の有無 

安全機能喪失又は組合せによる重大事故への進展可能性 

選

定

結

果 

核燃料物質 

取り扱い 可燃物 

有無 
地震 

火山
※２ 

破損・ 

故障等 

内部 

発生 

飛散物 

全交流 

電源 

喪失 

火災 

爆発
※５ 

溢水
※６ 

有無 形態 

プルトニ

ウムの閉

じ込めの

機能 

原料Ｍ

ＯＸ粉

末缶取

出設備 

原料ＭＯＸ粉

末缶取出装

置グローブボ

ックス 

〇 
ＭＯＸ 

粉末 
× 〇 × ―※３ 〇 ― ― × 

【想定する安全機能喪失の組合せ：プルトニウムの閉じ込めの機

能，排気機能】 

・核燃料物質がグローブボックスから工程室に飛散・漏えいするが，

核燃料物質を地下階から地上まで移行させる駆動力を有さないた

め，建屋外への核燃料物質の飛散・漏えいには至らない。 

× 

一次混

合設備 

原料ＭＯＸ粉

末秤量・分取

装置グローブ

ボックス 

〇 
ＭＯＸ 

粉末 
× 〇 × ―※３ 〇 ― ― × 

【想定する安全機能喪失の組合せ：プルトニウムの閉じ込めの機

能，排気機能】 

・核燃料物質がグローブボックスから工程室に飛散・漏えいするが，

核燃料物質を地下階から地上まで移行させる駆動力を有さないた

め，建屋外への核燃料物質の飛散・漏えいには至らない。 

× 

ウラン粉末・

回収粉末秤

量・分取装置

グローブボッ

クス 

〇 
ＭＯＸ 

粉末 
× 〇 × ―※３ 〇 ― ― × 

【想定する安全機能喪失の組合せ：プルトニウムの閉じ込めの機

能，排気機能】 

・核燃料物質がグローブボックスから工程室に飛散・漏えいするが，

核燃料物質を地下階から地上まで移行させる駆動力を有さないた

め，建屋外への核燃料物質の飛散・漏えいには至らない。 

× 

予備混合装

置グローブボ

ックス 

〇 
ＭＯＸ 

粉末 
〇 ×※１ × ―※３ 〇 ― 〇 × 

【想定する安全機能喪失の組合せ：プルトニウムの閉じ込めの機

能，非常用電源の供給機能，火災の感知・消火機能】 

・火災による閉じ込める機能の喪失に加え，当該グローブボックスの

火災の感知・消火機能及び他の設備の感知機能が喪失することで

火災が継続し，影響範囲の拡大等，設計基準事故を超える事故に

至る可能性がある。 

〇 

   

〇：あり 

×：なし 

〇：機能喪失あり 

×：機能喪失なし 

―：判定対象外 

〇：重大事故 

×：重大事故選定対象外 

   

第４表 重大事故の選定結果（１／26） 
【プルトニウムの閉じ込めの機能】（１／13） 

※１：基準地震動の 1.2 倍の地震動に対して機能維持できる設計とする設備・機器は機能喪失を想定しない。 

※２：火山の影響として降下火砕物によるフィルタの目詰まりを考慮する。非常用所内電源設備の給気系統以外影響を受けることはない。 

※３：形状寸法管理又は質量管理及び異常時の工程停止等により臨界に至ることはない。また，核燃料物質の複数の誤搬入でも臨界には至らず，溢水の影響は受けない設計としている。 

※４：工程室及び保管ピット等は内部飛散物により破損しない。また，フィルタは内部飛散物に対する防護対策を施しており，機能喪失に至らない。 

※５：設備・機器で取り扱うアルゴン水素混合ガスの水素濃度は，９vol％以下であるため，爆発には至らない。 

※６：破損又は地震による溢水が発生しても堰等により安全上重要な施設の核燃料物質を取り扱う設備・機器に影響が及ぶことはない設計としている。 
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機能 設備 
安全上重要

な施設 

内包物 起因事象による機能喪失の有無 

安全機能喪失又は組合せによる重大事故への進展可能性 

選

定

結

果 

核燃料物質 

取り扱い 可燃物 

有無 
地震 

火山
※２ 

破損・ 

故障等 

内部 

発生 

飛散物 

全交流 

電源 

喪失 

火災 

爆発
※５ 

溢水
※６ 

有無 形態 

プルトニ

ウムの閉

じ込めの

機能 

一次混

合設備 

一次混合装

置グローブボ

ックス 

〇 
ＭＯＸ 

粉末 
× 〇 × ―※３ 〇 ― ― × 

【想定する安全機能喪失の組合せ：プルトニウムの閉じ込めの機

能，排気機能】 

・核燃料物質がグローブボックスから工程室に飛散・漏えいするが，

核燃料物質を地下階から地上まで移行させる駆動力を有さないた

め，建屋外への核燃料物質の飛散・漏えいには至らない。 

× 

二次混

合設備 

一次混合粉

末秤量・分取

装置グローブ

ボックス 

〇 
ＭＯＸ 

粉末 
× 〇 × ―※３ 〇 ― ― × 

【想定する安全機能喪失の組合せ：プルトニウムの閉じ込めの機

能，排気機能】 

・核燃料物質がグローブボックスから工程室に飛散・漏えいするが，

核燃料物質を地下階から地上まで移行させる駆動力を有さないた

め，建屋外への核燃料物質の飛散・漏えいには至らない。 

× 

ウラン粉末秤

量・分取装置

グローブボッ

クス 

〇 
ウラン 

粉末 
× 〇 × ―※３ 〇 ― ― × 

【想定する安全機能喪失の組合せ：プルトニウムの閉じ込めの機

能，排気機能】 

・核燃料物質がグローブボックスから工程室に飛散・漏えいするが，

核燃料物質を地下階から地上まで移行させる駆動力を有さないた

め，建屋外への核燃料物質の飛散・漏えいには至らない。 

× 

均一化混合

装置グローブ

ボックス 

〇 
ＭＯＸ 

粉末 
〇 ×※１ × ―※３ 〇 ― 〇 × 

【想定する安全機能喪失の組合せ：プルトニウムの閉じ込めの機

能，非常用電源の供給機能，火災の感知・消火機能】 

・火災による閉じ込める機能の喪失に加え，当該グローブボックスの

火災の感知・消火機能及び他の設備の感知機能が喪失することで

火災が継続し，影響範囲の拡大等，設計基準事故を超える事故に

至る可能性がある。 

〇 

   

〇：あり 

×：なし 

〇：機能喪失あり 

×：機能喪失なし 

―：判定対象外 

〇：重大事故 

×：重大事故選定対象外 

  

第４表 重大事故の選定結果（２／26） 
【プルトニウムの閉じ込めの機能】（２／13） 

※１：基準地震動の 1.2 倍の地震動に対して機能維持できる設計とする設備・機器は機能喪失を想定しない。 

※２：火山の影響として降下火砕物によるフィルタの目詰まりを考慮する。非常用所内電源設備の給気系統以外影響を受けることはない。 

※３：形状寸法管理又は質量管理及び異常時の工程停止等により臨界に至ることはない。また，核燃料物質の複数の誤搬入でも臨界には至らず，溢水の影響は受けない設計としている。 

※４：工程室及び保管ピット等は内部飛散物により破損しない。また，フィルタは内部飛散物に対する防護対策を施しており，機能喪失に至らない。 

※５：設備・機器で取り扱うアルゴン水素混合ガスの水素濃度は，９vol％以下であるため，爆発には至らない。 

※６：破損又は地震による溢水が発生しても堰等により安全上重要な施設の核燃料物質を取り扱う設備・機器に影響が及ぶことはない設計としている。 
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機能 設備 
安全上重要

な施設 

内包物 起因事象による機能喪失の有無 

安全機能喪失又は組合せによる重大事故への進展可能性 

選

定

結

果 

核燃料物質 

取り扱い 可燃物 

有無 
地震 

火山
※２ 

破損・ 

故障等 

内部 

発生 

飛散物 

全交流 

電源 

喪失 

火災 

爆発
※５ 

溢水
※６ 

有無 形態 

プルトニ

ウムの閉

じ込めの

機能 

二次混

合設備 

造粒装置グロ

ーブボックス 
〇 

ＭＯＸ 

粉末 
〇 ×※１ × ―※３ 〇 ― 〇 × 

【想定する安全機能喪失の組合せ：プルトニウムの閉じ込めの機

能，非常用電源の供給機能，火災の感知・消火機能】 

・火災による閉じ込める機能の喪失に加え，当該グローブボックスの

火災の感知・消火機能及び他の設備の感知機能が喪失することで

火災が継続し，影響範囲の拡大等，設計基準事故を超える事故に

至る可能性がある。 

〇 

添加剤混合

装置（A/B）グ

ローブボック

ス 

〇 
ＭＯＸ 

粉末 
〇 ×※１ × ―※３ 〇 ― 〇 × 

【想定する安全機能喪失の組合せ：プルトニウムの閉じ込めの機

能，非常用電源の供給機能，火災の感知・消火機能】 

・火災による閉じ込める機能の喪失に加え，当該グローブボックスの

火災の感知・消火機能及び他の設備の感知機能が喪失することで

火災が継続し，影響範囲の拡大等，設計基準事故を超える事故に

至る可能性がある。 

〇 

分析試

料採取

設備 

原料ＭＯＸ分

析試料採取

装置グローブ

ボックス 

〇 
ＭＯＸ 

粉末 
× 〇 × ―※３ 〇 ― ― × 

【想定する安全機能喪失の組合せ：プルトニウムの閉じ込めの機

能，排気機能】 

・核燃料物質がグローブボックスから工程室に飛散・漏えいするが，

核燃料物質を地下階から地上まで移行させる駆動力を有さないた

め，建屋外への核燃料物質の飛散・漏えいには至らない。 

× 

分析試料採

取・詰替装置

グローブボッ

クス 

〇 
ＭＯＸ 

粉末 
× 〇 × ―※３ 〇 ― ― × 

【想定する安全機能喪失の組合せ：プルトニウムの閉じ込めの機

能，排気機能】 

・核燃料物質がグローブボックスから工程室に飛散・漏えいするが，

核燃料物質を地下階から地上まで移行させる駆動力を有さないた

め，建屋外への核燃料物質の飛散・漏えいには至らない。 

× 

   

〇：あり 

×：なし 

〇：機能喪失あり 

×：機能喪失なし 

―：判定対象外 

〇：重大事故 

×：重大事故選定対象外 

 

 

  

第４表 重大事故の選定結果（３／26） 
【プルトニウムの閉じ込めの機能】（３／13） 

※１：基準地震動の 1.2 倍の地震動に対して機能維持できる設計とする設備・機器は機能喪失を想定しない。 

※２：火山の影響として降下火砕物によるフィルタの目詰まりを考慮する。非常用所内電源設備の給気系統以外影響を受けることはない。 

※３：形状寸法管理又は質量管理及び異常時の工程停止等により臨界に至ることはない。また，核燃料物質の複数の誤搬入でも臨界には至らず，溢水の影響は受けない設計としている。 

※４：工程室及び保管ピット等は内部飛散物により破損しない。また，フィルタは内部飛散物に対する防護対策を施しており，機能喪失に至らない。 

※５：設備・機器で取り扱うアルゴン水素混合ガスの水素濃度は，９vol％以下であるため，爆発には至らない。 

※６：破損又は地震による溢水が発生しても堰等により安全上重要な施設の核燃料物質を取り扱う設備・機器に影響が及ぶことはない設計としている。 
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機能 設備 
安全上重要

な施設 

内包物 起因事象による機能喪失の有無 

安全機能喪失又は組合せによる重大事故への進展可能性 

選

定

結

果 

核燃料物質 

取り扱い 可燃物 

有無 
地震 

火山
※２ 

破損・ 

故障等 

内部 

発生 

飛散物 

全交流 

電源 

喪失 

火災 

爆発
※５ 

溢水
※６ 

有無 形態 

プルトニ

ウムの閉

じ込めの

機能 

スクラ

ップ処

理設備 

回収粉末処

理・詰替装置

グローブボッ

クス 

〇 

ＭＯＸ 

粉末， 

ペレッ

ト 

× 〇 × ―※３ 〇 ― ― × 

【想定する安全機能喪失の組合せ：プルトニウムの閉じ込めの機

能，排気機能】 

・核燃料物質がグローブボックスから工程室に飛散・漏えいするが，

核燃料物質を地下階から地上まで移行させる駆動力を有さないた

め，建屋外への核燃料物質の飛散・漏えいには至らない。 

× 

回収粉末微

粉砕装置グロ

ーブボックス 

〇 
ＭＯＸ 

粉末 
× 〇 × ―※３ 〇 ― ― × 

【想定する安全機能喪失の組合せ：プルトニウムの閉じ込めの機

能，排気機能】 

・核燃料物質がグローブボックスから工程室に飛散・漏えいするが，

核燃料物質を地下階から地上まで移行させる駆動力を有さないた

め，建屋外への核燃料物質の飛散・漏えいには至らない。 

× 

回収粉末処

理・混合装置

グローブボッ

クス 

〇 
ＭＯＸ 

粉末 
〇 ×※１ × ―※３ 〇 ― 〇 × 

【想定する安全機能喪失の組合せ：プルトニウムの閉じ込めの機

能，非常用電源の供給機能，火災の感知・消火機能】 

・火災による閉じ込める機能の喪失に加え，当該グローブボックスの

火災の感知・消火機能及び他の設備の感知機能が喪失することで

火災が継続し，影響範囲の拡大等，設計基準事故を超える事故に

至る可能性がある。 

〇 

再生スクラッ

プ焙焼処理

装置グローブ

ボックス 

〇 

ＭＯＸ 

粉末， 

ペレッ

ト 

× 〇 × ―※３ 〇 ― ― × 

【想定する安全機能喪失の組合せ：プルトニウムの閉じ込めの機

能，排気機能】 

・核燃料物質がグローブボックスから工程室に飛散・漏えいするが，

核燃料物質を地下階から地上まで移行させる駆動力を有さないた

め，建屋外への核燃料物質の飛散・漏えいには至らない。 

× 

   

〇：あり 

×：なし 

〇：機能喪失あり 

×：機能喪失なし 

―：判定対象外 

〇：重大事故 

×：重大事故選定対象外 

 

  

第４表 重大事故の選定結果（４／26） 
【プルトニウムの閉じ込めの機能】（４／13） 

※１：基準地震動の 1.2 倍の地震動に対して機能維持できる設計とする設備・機器は機能喪失を想定しない。 

※２：火山の影響として降下火砕物によるフィルタの目詰まりを考慮する。非常用所内電源設備の給気系統以外影響を受けることはない。 

※３：形状寸法管理又は質量管理及び異常時の工程停止等により臨界に至ることはない。また，核燃料物質の複数の誤搬入でも臨界には至らず，溢水の影響は受けない設計としている。 

※４：工程室及び保管ピット等は内部飛散物により破損しない。また，フィルタは内部飛散物に対する防護対策を施しており，機能喪失に至らない。 

※５：設備・機器で取り扱うアルゴン水素混合ガスの水素濃度は，９vol％以下であるため，爆発には至らない。 

※６：破損又は地震による溢水が発生しても堰等により安全上重要な施設の核燃料物質を取り扱う設備・機器に影響が及ぶことはない設計としている。 
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機能 設備 
安全上重要

な施設 

内包物 起因事象による機能喪失の有無 

安全機能喪失又は組合せによる重大事故への進展可能性 

選

定

結

果 

核燃料物質 

取り扱い 可燃物 

有無 
地震 

火山
※２ 

破損・ 

故障等 

内部 

発生 

飛散物 

全交流 

電源 

喪失 

火災 

爆発
※５ 

溢水
※６ 

有無 形態 

プルトニ

ウムの閉

じ込めの

機能 

スクラ

ップ処

理設備 

再生スクラッ

プ受払装置

グローブボッ

クス 

〇 

ＭＯＸ 

粉末， 

ペレッ

ト 

× 〇 × ―※３ 〇 ― ― × 

【想定する安全機能喪失の組合せ：プルトニウムの閉じ込めの機

能，排気機能】 

・核燃料物質がグローブボックスから工程室に飛散・漏えいするが，

核燃料物質を地下階から地上まで移行させる駆動力を有さないた

め，建屋外への核燃料物質の飛散・漏えいには至らない。 

× 

容器移送装

置グローブボ

ックス 

〇 

ＭＯＸ 

粉末， 

ペレッ

ト 

× 〇 × ―※３ 〇 ― ― × 

【想定する安全機能喪失の組合せ：プルトニウムの閉じ込めの機

能，排気機能】 

・核燃料物質がグローブボックスから工程室に飛散・漏えいするが，

核燃料物質を地下階から地上まで移行させる駆動力を有さないた

め，建屋外への核燃料物質の飛散・漏えいには至らない。 

× 

粉末調

整工程

搬送設

備 

原料粉末搬

送装置グロー

ブボックス 

〇 
ＭＯＸ 

粉末 
× 〇 × ―※３ 〇 ― ― × 

【想定する安全機能喪失の組合せ：プルトニウムの閉じ込めの機

能，排気機能】 

・核燃料物質がグローブボックスから工程室に飛散・漏えいするが，

核燃料物質を地下階から地上まで移行させる駆動力を有さないた

め，建屋外への核燃料物質の飛散・漏えいには至らない。 

× 

再生スクラッ

プ搬送装置

グローブボッ

クス 

〇 
ＭＯＸ 

粉末 
× 〇 × ―※３ 〇 ― ― × 

【想定する安全機能喪失の組合せ：プルトニウムの閉じ込めの機

能，排気機能】 

・核燃料物質がグローブボックスから工程室に飛散・漏えいするが，

核燃料物質を地下階から地上まで移行させる駆動力を有さないた

め，建屋外への核燃料物質の飛散・漏えいには至らない。 

× 

   

〇：あり 

×：なし 

〇：機能喪失あり 

×：機能喪失なし 

―：判定対象外 

〇：重大事故 

×：重大事故選定対象外 

  

第４表 重大事故の選定結果（５／26） 
【プルトニウムの閉じ込めの機能】（５／13） 

※１：基準地震動の 1.2 倍の地震動に対して機能維持できる設計とする設備・機器は機能喪失を想定しない。 

※２：火山の影響として降下火砕物によるフィルタの目詰まりを考慮する。非常用所内電源設備の給気系統以外影響を受けることはない。 

※３：形状寸法管理又は質量管理及び異常時の工程停止等により臨界に至ることはない。また，核燃料物質の複数の誤搬入でも臨界には至らず，溢水の影響は受けない設計としている。 

※４：工程室及び保管ピット等は内部飛散物により破損しない。また，フィルタは内部飛散物に対する防護対策を施しており，機能喪失に至らない。 

※５：設備・機器で取り扱うアルゴン水素混合ガスの水素濃度は，９vol％以下であるため，爆発には至らない。 

※６：破損又は地震による溢水が発生しても堰等により安全上重要な施設の核燃料物質を取り扱う設備・機器に影響が及ぶことはない設計としている。 
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機能 設備 
安全上重要

な施設 

内包物 起因事象による機能喪失の有無 

安全機能喪失又は組合せによる重大事故への進展可能性 

選

定

結

果 

核燃料物質 

取り扱い 可燃物 

有無 
地震 

火山
※２ 

破損・ 

故障等 

内部 

発生 

飛散物 

全交流 

電源 

喪失 

火災 

爆発
※５ 

溢水
※６ 

有無 形態 

プルトニ

ウムの閉

じ込めの

機能 

粉末調

整工程

搬送設

備 

添加剤混合

粉末搬送装

置グローブボ

ックス 

〇 
ＭＯＸ 

粉末 
× 〇 × ―※３ 〇 ― ― × 

【想定する安全機能喪失の組合せ：プルトニウムの閉じ込めの機

能，排気機能】 

・核燃料物質がグローブボックスから工程室に飛散・漏えいするが，

核燃料物質を地下階から地上まで移行させる駆動力を有さないた

め，建屋外への核燃料物質の飛散・漏えいには至らない。 

× 

調整粉末搬

送装置グロー

ブボックス 

〇 
ＭＯＸ 

粉末 
× 〇 × ―※３ 〇 ― ― × 

【想定する安全機能喪失の組合せ：プルトニウムの閉じ込めの機

能，排気機能】 

・核燃料物質がグローブボックスから工程室に飛散・漏えいするが，

核燃料物質を地下階から地上まで移行させる駆動力を有さないた

め，建屋外への核燃料物質の飛散・漏えいには至らない。 

× 

圧縮成

形設備 

プレス装置

（粉末取扱

部）グローブ

ボックス 

〇 

ＭＯＸ 

粉末， 

ペレッ

ト 

× 〇 × ―※３ 〇 ― ― × 

【想定する安全機能喪失の組合せ：プルトニウムの閉じ込めの機

能，排気機能】 

・核燃料物質がグローブボックスから工程室に飛散・漏えいするが，

核燃料物質を地下階から地上まで移行させる駆動力を有さないた

め，建屋外への核燃料物質の飛散・漏えいには至らない。 

× 

プレス装置

（A/B）（プレ

ス部）グロー

ブボックス 

〇 

ＭＯＸ 

粉末， 

ペレッ

ト 

〇 ×※１ × ―※３ 〇 ― 〇 × 

【想定する安全機能喪失の組合せ：プルトニウムの閉じ込めの機

能，非常用電源の供給機能，火災の感知・消火機能】 

・火災による閉じ込める機能の喪失に加え，当該グローブボックスの

火災の感知・消火機能及び他の設備の感知機能が喪失することで

火災が継続し，影響範囲の拡大等，設計基準事故を超える事故に

至る可能性がある。 

〇 

   

〇：あり 

×：なし 

〇：機能喪失あり 

×：機能喪失なし 

―：判定対象外 

〇：重大事故 

×：重大事故選定対象外 

 

  

第４表 重大事故の選定結果（６／26） 
【プルトニウムの閉じ込めの機能】（６／13） 

※１：基準地震動の 1.2 倍の地震動に対して機能維持できる設計とする設備・機器は機能喪失を想定しない。 

※２：火山の影響として降下火砕物によるフィルタの目詰まりを考慮する。非常用所内電源設備の給気系統以外影響を受けることはない。 

※３：形状寸法管理又は質量管理及び異常時の工程停止等により臨界に至ることはない。また，核燃料物質の複数の誤搬入でも臨界には至らず，溢水の影響は受けない設計としている。 

※４：工程室及び保管ピット等は内部飛散物により破損しない。また，フィルタは内部飛散物に対する防護対策を施しており，機能喪失に至らない。 

※５：設備・機器で取り扱うアルゴン水素混合ガスの水素濃度は，９vol％以下であるため，爆発には至らない。 

※６：破損又は地震による溢水が発生しても堰等により安全上重要な施設の核燃料物質を取り扱う設備・機器に影響が及ぶことはない設計としている。 
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機能 設備 
安全上重要

な施設 

内包物 起因事象による機能喪失の有無 

安全機能喪失又は組合せによる重大事故への進展可能性 

選

定

結

果 

核燃料物質 

取り扱い 可燃物 

有無 
地震 

火山
※２ 

破損・ 

故障等 

内部 

発生 

飛散物 

全交流 

電源 

喪失 

火災 

爆発
※５ 

溢水
※６ 

有無 形態 

プルトニ

ウムの閉

じ込めの

機能 

圧縮成

形設備 

空焼結ボート

取扱装置グロ

ーブボックス 

〇 
ペレッ

ト 
× 〇 × ―※３ 〇 ― ― × 

【想定する安全機能喪失の組合せ：プルトニウムの閉じ込めの機

能，排気機能】 

・核燃料物質がグローブボックスから工程室に飛散・漏えいするが，

核燃料物質を地下階から地上まで移行させる駆動力を有さないた

め，建屋外への核燃料物質の飛散・漏えいには至らない。 

× 

グリーンペレ

ット積込装置

グローブボッ

クス 

〇 

ＭＯＸ 

粉末， 

ペレッ

ト 

× 〇 × ―※３ 〇 ― ― × 

【想定する安全機能喪失の組合せ：プルトニウムの閉じ込めの機

能，排気機能】 

・核燃料物質がグローブボックスから工程室に飛散・漏えいするが，

核燃料物質を地下階から地上まで移行させる駆動力を有さないた

め，建屋外への核燃料物質の飛散・漏えいには至らない。 

× 

焼結設

備 

焼結ボート供

給装置グロー

ブボックス 

〇 
ペレッ

ト 
× 〇 × ―※３ 〇 ― ― × 

【想定する安全機能喪失の組合せ：プルトニウムの閉じ込めの機

能，排気機能】 

・核燃料物質がグローブボックスから工程室に飛散・漏えいするが，

核燃料物質を地下階から地上まで移行させる駆動力を有さないた

め，建屋外への核燃料物質の飛散・漏えいには至らない。 

× 

焼結ボート取

出装置グロー

ブボックス 

〇 
ペレッ

ト 
× 〇 × ―※３ 〇 ― ― × 

【想定する安全機能喪失の組合せ：プルトニウムの閉じ込めの機

能，排気機能】 

・核燃料物質がグローブボックスから工程室に飛散・漏えいするが，

核燃料物質を地下階から地上まで移行させる駆動力を有さないた

め，建屋外への核燃料物質の飛散・漏えいには至らない。 

× 

   

〇：あり 

×：なし 

〇：機能喪失あり 

×：機能喪失なし 

―：判定対象外 

〇：重大事故 

×：重大事故選定対象外 

 

  

第４表 重大事故の選定結果（７／26） 
【プルトニウムの閉じ込めの機能】（７／13） 

※１：基準地震動の 1.2 倍の地震動に対して機能維持できる設計とする設備・機器は機能喪失を想定しない。 

※２：火山の影響として降下火砕物によるフィルタの目詰まりを考慮する。非常用所内電源設備の給気系統以外影響を受けることはない。 

※３：形状寸法管理又は質量管理及び異常時の工程停止等により臨界に至ることはない。また，核燃料物質の複数の誤搬入でも臨界には至らず，溢水の影響は受けない設計としている。 

※４：工程室及び保管ピット等は内部飛散物により破損しない。また，フィルタは内部飛散物に対する防護対策を施しており，機能喪失に至らない。 

※５：設備・機器で取り扱うアルゴン水素混合ガスの水素濃度は，９vol％以下であるため，爆発には至らない。 

※６：破損又は地震による溢水が発生しても堰等により安全上重要な施設の核燃料物質を取り扱う設備・機器に影響が及ぶことはない設計としている。 
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機能 設備 
安全上重要

な施設 

内包物 起因事象による機能喪失の有無 

安全機能喪失又は組合せによる重大事故への進展可能性 

選

定

結

果 

核燃料物質 

取り扱い 可燃物 

有無 
地震 

火山
※２ 

破損・ 

故障等 

内部 

発生 

飛散物 

全交流 

電源 

喪失 

火災 

爆発
※５ 

溢水
※６ 

有無 形態 

プルトニ

ウムの閉

じ込めの

機能 

研削設

備 

焼結ペレット

供給装置グロ

ーブボックス 

〇 
ペレッ

ト 
× 〇 × ―※３ 〇 ― ― × 

【想定する安全機能喪失の組合せ：プルトニウムの閉じ込めの機

能，排気機能】 

・核燃料物質がグローブボックスから工程室に飛散・漏えいするが，

核燃料物質を地下階から地上まで移行させる駆動力を有さないた

め，建屋外への核燃料物質の飛散・漏えいには至らない。 

× 

研削装置グロ

ーブボックス 
〇 

ペレッ

ト 
× 〇 × ―※３ 〇 ― ― × 

【想定する安全機能喪失の組合せ：プルトニウムの閉じ込めの機

能，排気機能】 

・核燃料物質がグローブボックスから工程室に飛散・漏えいするが，

核燃料物質を地下階から地上まで移行させる駆動力を有さないた

め，建屋外への核燃料物質の飛散・漏えいには至らない。 

× 

研削粉回収

装置グローブ

ボックス 

〇 
ペレッ

ト 
× 〇 × ―※３ 〇 ― ― × 

【想定する安全機能喪失の組合せ：プルトニウムの閉じ込めの機

能，排気機能】 

・核燃料物質がグローブボックスから工程室に飛散・漏えいするが，

核燃料物質を地下階から地上まで移行させる駆動力を有さないた

め，建屋外への核燃料物質の飛散・漏えいには至らない。 

× 

ペレッ

ト検査

設備 

ペレット検査

設備グローブ

ボックス 

〇 
ペレッ

ト 
× 〇 × ―※３ 〇 ― ― × 

【想定する安全機能喪失の組合せ：プルトニウムの閉じ込めの機

能，排気機能】 

・核燃料物質がグローブボックスから工程室に飛散・漏えいするが，

核燃料物質を地下階から地上まで移行させる駆動力を有さないた

め，建屋外への核燃料物質の飛散・漏えいには至らない。 

× 

   

〇：あり 

×：なし 

〇：機能喪失あり 

×：機能喪失なし 

―：判定対象外 

〇：重大事故 

×：重大事故選定対象外 

  

第４表 重大事故の選定結果（８／26） 
【プルトニウムの閉じ込めの機能】（８／13） 

※１：基準地震動の 1.2 倍の地震動に対して機能維持できる設計とする設備・機器は機能喪失を想定しない。 

※２：火山の影響として降下火砕物によるフィルタの目詰まりを考慮する。非常用所内電源設備の給気系統以外影響を受けることはない。 

※３：形状寸法管理又は質量管理及び異常時の工程停止等により臨界に至ることはない。また，核燃料物質の複数の誤搬入でも臨界には至らず，溢水の影響は受けない設計としている。 

※４：工程室及び保管ピット等は内部飛散物により破損しない。また，フィルタは内部飛散物に対する防護対策を施しており，機能喪失に至らない。 

※５：設備・機器で取り扱うアルゴン水素混合ガスの水素濃度は，９vol％以下であるため，爆発には至らない。 

※６：破損又は地震による溢水が発生しても堰等により安全上重要な施設の核燃料物質を取り扱う設備・機器に影響が及ぶことはない設計としている。 
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機能 設備 
安全上重要

な施設 

内包物 起因事象による機能喪失の有無 

安全機能喪失又は組合せによる重大事故への進展可能性 

選

定

結

果 

核燃料物質 

取り扱い 可燃物 

有無 
地震 

火山
※２ 

破損・ 

故障等 

内部 

発生 

飛散物 

全交流 

電源 

喪失 

火災 

爆発
※５ 

溢水
※６ 

有無 形態 

プルトニ

ウムの閉

じ込めの

機能 

ペレッ

ト加工

工程搬

送設備 

焼結ボート搬

送装置グロー

ブボックス 

〇 
ペレッ

ト 
× 〇 × ―※３ 〇 ― ― × 

【想定する安全機能喪失の組合せ：プルトニウムの閉じ込めの機

能，排気機能】 

・核燃料物質がグローブボックスから工程室に飛散・漏えいするが，

核燃料物質を地下階から地上まで移行させる駆動力を有さないた

め，建屋外への核燃料物質の飛散・漏えいには至らない。 

× 

ペレット保管

容器搬送装

置グローブボ

ックス（一部を

除く。） 

〇 
ペレッ

ト 
× 〇 × ―※３ 〇 ― ― × 

【想定する安全機能喪失の組合せ：プルトニウムの閉じ込めの機

能，排気機能】 

・核燃料物質がグローブボックスから工程室に飛散・漏えいするが，

核燃料物質を地下階から地上まで移行させる駆動力を有さないた

め，建屋外への核燃料物質の飛散・漏えいには至らない。 

× 

回収粉末容

器搬送装置

グローブボッ

クス 

〇 
ＭＯＸ 

粉末 
× 〇 × ―※３ 〇 ― ― × 

【想定する安全機能喪失の組合せ：プルトニウムの閉じ込めの機

能，排気機能】 

・核燃料物質がグローブボックスから工程室に飛散・漏えいするが，

核燃料物質を地下階から地上まで移行させる駆動力を有さないた

め，建屋外への核燃料物質の飛散・漏えいには至らない。 

× 

原料Ｍ

ＯＸ粉

末缶一

時保管

設備 

原料ＭＯＸ粉

末缶一時保

管装置グロー

ブボックス 

〇 
ＭＯＸ 

粉末 
× 〇 × ―※３ 〇 ― ― × 

【想定する安全機能喪失の組合せ：プルトニウムの閉じ込めの機

能，排気機能】 

・核燃料物質がグローブボックスから工程室に飛散・漏えいするが，

核燃料物質を地下階から地上まで移行させる駆動力を有さないた

め，建屋外への核燃料物質の飛散・漏えいには至らない。 

× 

   

〇：あり 

×：なし 

〇：機能喪失あり 

×：機能喪失なし 

―：判定対象外 

〇：重大事故 

×：重大事故選定対象外 

  

第４表 重大事故の選定結果（９／26） 
【プルトニウムの閉じ込めの機能】（９／13） 

※１：基準地震動の 1.2 倍の地震動に対して機能維持できる設計とする設備・機器は機能喪失を想定しない。 

※２：火山の影響として降下火砕物によるフィルタの目詰まりを考慮する。非常用所内電源設備の給気系統以外影響を受けることはない。 

※３：形状寸法管理又は質量管理及び異常時の工程停止等により臨界に至ることはない。また，核燃料物質の複数の誤搬入でも臨界には至らず，溢水の影響は受けない設計としている。 

※４：工程室及び保管ピット等は内部飛散物により破損しない。また，フィルタは内部飛散物に対する防護対策を施しており，機能喪失に至らない。 

※５：設備・機器で取り扱うアルゴン水素混合ガスの水素濃度は，９vol％以下であるため，爆発には至らない。 

※６：破損又は地震による溢水が発生しても堰等により安全上重要な施設の核燃料物質を取り扱う設備・機器に影響が及ぶことはない設計としている。 
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機能 設備 
安全上重要

な施設 

内包物 起因事象による機能喪失の有無 

安全機能喪失又は組合せによる重大事故への進展可能性 

選

定

結

果 

核燃料物質 

取り扱い 可燃物 

有無 
地震 

火山
※２ 

破損・ 

故障等 

内部 

発生 

飛散物 

全交流 

電源 

喪失 

火災 

爆発
※５ 

溢水
※６ 

有無 形態 

プルトニ

ウムの閉

じ込めの

機能 

粉末一

時保管

設備 

粉末一時保

管装置グロー

ブボックス 

〇 
ＭＯＸ 

粉末 
× 〇 × ―※３ 〇 ― ― × 

【想定する安全機能喪失の組合せ：プルトニウムの閉じ込めの機

能，排気機能】 

・核燃料物質がグローブボックスから工程室に飛散・漏えいするが，

核燃料物質を地下階から地上まで移行させる駆動力を有さないた

め，建屋外への核燃料物質の飛散・漏えいには至らない。 

× 

ペレット

一時保

管設備 

ペレット一時

保管棚グロー

ブボックス 

〇 
ペレッ

ト 
× 〇 × ―※３ 〇 ― ― × 

【想定する安全機能喪失の組合せ：プルトニウムの閉じ込めの機

能，排気機能】 

・核燃料物質がグローブボックスから工程室に飛散・漏えいするが，

核燃料物質を地下階から地上まで移行させる駆動力を有さないた

め，建屋外への核燃料物質の飛散・漏えいには至らない。 

× 

焼結ボート受

渡装置グロー

ブボックス 

〇 
ペレッ

ト 
× 〇 × ―※３ 〇 ― ― × 

【想定する安全機能喪失の組合せ：プルトニウムの閉じ込めの機

能，排気機能】 

・核燃料物質がグローブボックスから工程室に飛散・漏えいするが，

核燃料物質を地下階から地上まで移行させる駆動力を有さないた

め，建屋外への核燃料物質の飛散・漏えいには至らない。 

× 

スクラッ

プ 貯 蔵

設備 

スクラップ貯

蔵棚グローブ

ボックス 

〇 

ＭＯＸ 

粉末， 

ペレッ

ト 

× 〇 × ―※３ 〇 ― ― × 

【想定する安全機能喪失の組合せ：プルトニウムの閉じ込めの機

能，排気機能】 

・核燃料物質がグローブボックスから工程室に飛散・漏えいするが，

核燃料物質を地下階から地上まで移行させる駆動力を有さないた

め，建屋外への核燃料物質の飛散・漏えいには至らない。 

× 

   

〇：あり 

×：なし 

〇：機能喪失あり 

×：機能喪失なし 

―：判定対象外 

〇：重大事故 

×：重大事故選定対象外 

  

第４表 重大事故の選定結果（10／26） 
【プルトニウムの閉じ込めの機能】（10／13） 

※１：基準地震動の 1.2 倍の地震動に対して機能維持できる設計とする設備・機器は機能喪失を想定しない。 

※２：火山の影響として降下火砕物によるフィルタの目詰まりを考慮する。非常用所内電源設備の給気系統以外影響を受けることはない。 

※３：形状寸法管理又は質量管理及び異常時の工程停止等により臨界に至ることはない。また，核燃料物質の複数の誤搬入でも臨界には至らず，溢水の影響は受けない設計としている。 

※４：工程室及び保管ピット等は内部飛散物により破損しない。また，フィルタは内部飛散物に対する防護対策を施しており，機能喪失に至らない。 

※５：設備・機器で取り扱うアルゴン水素混合ガスの水素濃度は，９vol％以下であるため，爆発には至らない。 

※６：破損又は地震による溢水が発生しても堰等により安全上重要な施設の核燃料物質を取り扱う設備・機器に影響が及ぶことはない設計としている。 
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安全上重要

な施設 

内包物 起因事象による機能喪失の有無 

安全機能喪失又は組合せによる重大事故への進展可能性 

選

定

結

果 

核燃料物質 

取り扱い 可燃物 

有無 
地震 

火山
※２ 

破損・ 

故障等 

内部 

発生 

飛散物 

全交流 

電源 

喪失 

火災 

爆発
※５ 

溢水
※６ 

有無 形態 

プルトニ

ウムの閉

じ込めの

機能 

スクラッ

プ貯蔵

設備 

スクラップ保

管容器受渡

装置グローブ

ボックス 

〇 

ＭＯＸ 

粉末， 

ペレッ

ト 

× 〇 × ―※３ 〇 ― ― × 

【想定する安全機能喪失の組合せ：プルトニウムの閉じ込めの機

能，排気機能】 

・核燃料物質がグローブボックスから工程室に飛散・漏えいするが，

核燃料物質を地下階から地上まで移行させる駆動力を有さないた

め，建屋外への核燃料物質の飛散・漏えいには至らない。 

× 

製品ペ

レット貯

蔵設備 

製品ペレット

貯蔵棚グロー

ブボックス 

〇 
ペレッ

ト 
× 〇 × ―※３ 〇 ― ― × 

【想定する安全機能喪失の組合せ：プルトニウムの閉じ込めの機

能，排気機能】 

・核燃料物質がグローブボックスから工程室に飛散・漏えいするが，

核燃料物質を地下階から地上まで移行させる駆動力を有さないた

め，建屋外への核燃料物質の飛散・漏えいには至らない。 

× 

ペレット保管

容器受渡装

置グローブボ

ックス 

〇 
ペレッ

ト 
× 〇 × ―※３ 〇 ― ― × 

【想定する安全機能喪失の組合せ：プルトニウムの閉じ込めの機

能，排気機能】 

・核燃料物質がグローブボックスから工程室に飛散・漏えいするが，

核燃料物質を地下階から地上まで移行させる駆動力を有さないた

め，建屋外への核燃料物質の飛散・漏えいには至らない。 

× 

小規模

試験設

備 

小規模粉末

混合装置グロ

ーブボックス 

〇 

ＭＯＸ 

粉末， 

ペレッ

ト 

× 〇 × ―※３ 〇 ― ― × 

【想定する安全機能喪失の組合せ：プルトニウムの閉じ込めの機

能，排気機能】 

・核燃料物質がグローブボックスから工程室に飛散・漏えいするが，

核燃料物質を地下階から地上まで移行させる駆動力を有さないた

め，建屋外への核燃料物質の飛散・漏えいには至らない。 

× 

   

〇：あり 

×：なし 

〇：機能喪失あり 

×：機能喪失なし 

―：判定対象外 

〇：重大事故 

×：重大事故選定対象外 

  

第４表 設計基準事故の選定結果（11／26） 
【プルトニウムの閉じ込めの機能】（11／13） 

※１：基準地震動の 1.2 倍の地震動に対して機能維持できる設計とする設備・機器は機能喪失を想定しない。 

※２：火山の影響として降下火砕物によるフィルタの目詰まりを考慮する。非常用所内電源設備の給気系統以外影響を受けることはない。 

※３：形状寸法管理又は質量管理及び異常時の工程停止等により臨界に至ることはない。また，核燃料物質の複数の誤搬入でも臨界には至らず，溢水の影響は受けない設計としている。 

※４：工程室及び保管ピット等は内部飛散物により破損しない。また，フィルタは内部飛散物に対する防護対策を施しており，機能喪失に至らない。 

※５：設備・機器で取り扱うアルゴン水素混合ガスの水素濃度は，９vol％以下であるため，爆発には至らない。 

※６：破損又は地震による溢水が発生しても堰等により安全上重要な施設の核燃料物質を取り扱う設備・機器に影響が及ぶことはない設計としている。 
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機能 設備 
安全上重要

な施設 

内包物 起因事象による機能喪失の有無 

安全機能喪失又は組合せによる重大事故への進展可能性 

選

定

結

果 

核燃料物質 

取り扱い 可燃物 

有無 
地震 

火山
※２ 

破損・ 

故障等 

内部 

発生 

飛散物 

全交流 

電源 

喪失 

火災 

爆発
※５ 

溢水
※６ 

有無 形態 

プルトニ

ウムの閉

じ込めの

機能 

小規模

試験設

備 

小規模プレス

装置グローブ

ボックス 

〇 

ＭＯＸ 

粉末， 

ペレッ

ト 

× 〇 × ―※３ 〇 ― ― × 

【想定する安全機能喪失の組合せ：プルトニウムの閉じ込めの機

能，排気機能】 

・核燃料物質がグローブボックスから工程室に飛散・漏えいするが，

核燃料物質を地下階から地上まで移行させる駆動力を有さないた

め，建屋外への核燃料物質の飛散・漏えいには至らない。 

× 

小規模焼結

処理装置グロ

ーブボックス 

〇 

ＭＯＸ 

粉末， 

ペレッ

ト 

× 〇 × ―※３ 〇 ― ― × 

【想定する安全機能喪失の組合せ：プルトニウムの閉じ込めの機

能，排気機能】 

・核燃料物質がグローブボックスから工程室に飛散・漏えいするが，

核燃料物質を地下階から地上まで移行させる駆動力を有さないた

め，建屋外への核燃料物質の飛散・漏えいには至らない。 

× 

小規模研削

検査装置グロ

ーブボックス 

〇 

ＭＯＸ 

粉末， 

ペレッ

ト 

× 〇 × ―※３ 〇 ― ― × 

【想定する安全機能喪失の組合せ：プルトニウムの閉じ込めの機

能，排気機能】 

・核燃料物質がグローブボックスから工程室に飛散・漏えいするが，

核燃料物質を地下階から地上まで移行させる駆動力を有さないた

め，建屋外への核燃料物質の飛散・漏えいには至らない。 

× 

資材保管装

置グローブボ

ックス 

〇 

ＭＯＸ 

粉末， 

ペレッ

ト 

× 〇 × ―※３ 〇 ― ― × 

【想定する安全機能喪失の組合せ：プルトニウムの閉じ込めの機

能，排気機能】 

・核燃料物質がグローブボックスから工程室に飛散・漏えいするが，

核燃料物質を地下階から地上まで移行させる駆動力を有さないた

め，建屋外への核燃料物質の飛散・漏えいには至らない。 

× 

   

〇：あり 

×：なし 

〇：機能喪失あり 

×：機能喪失なし 

―：判定対象外 

〇：重大事故 

×：重大事故選定対象外 

  

第４表 設計基準事故の選定結果（12／26） 
【プルトニウムの閉じ込めの機能】（12／13） 

※１：基準地震動の 1.2 倍の地震動に対して機能維持できる設計とする設備・機器は機能喪失を想定しない。 

※２：火山の影響として降下火砕物によるフィルタの目詰まりを考慮する。非常用所内電源設備の給気系統以外影響を受けることはない。 

※３：形状寸法管理又は質量管理及び異常時の工程停止等により臨界に至ることはない。また，核燃料物質の複数の誤搬入でも臨界には至らず，溢水の影響は受けない設計としている。 

※４：工程室及び保管ピット等は内部飛散物により破損しない。また，フィルタは内部飛散物に対する防護対策を施しており，機能喪失に至らない。 

※５：設備・機器で取り扱うアルゴン水素混合ガスの水素濃度は，９vol％以下であるため，爆発には至らない。 

※６：破損又は地震による溢水が発生しても堰等により安全上重要な施設の核燃料物質を取り扱う設備・機器に影響が及ぶことはない設計としている。 
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機能 設備 
安全上重要

な施設 

内包物 起因事象による機能喪失の有無 

安全機能喪失又は組合せによる重大事故への進展可能性 

選

定

結

果 

核燃料物質 

取り扱い 可燃物 

有無 
地震 

火山
※２ 

破損・ 

故障等 

内部 

発生 

飛散物 

全交流 

電源 

喪失 

火災 

爆発
※５ 

溢水
※６ 

有無 形態 

プルトニ

ウムの閉

じ込めの

機能 

焼結設

備 
焼結炉 〇 

ペレッ

ト 
〇 〇 × ―※３ 〇 ― ― × 

【想定する安全機能喪失の組合せ：プルトニウムの閉じ込めの機

能，排気機能】 

・核燃料物質がグローブボックスから工程室に飛散・漏えいするが，

核燃料物質を地下階から地上まで移行させる駆動力を有さないた

め，建屋外への核燃料物質の飛散・漏えいには至らない。 

× 

貯蔵容

器一時

保管設

備 

混合酸化物

貯蔵容器 
〇 

ＭＯＸ 

粉末 
× 〇 × ―※３ 〇 ― ― × 

【想定する安全機能喪失の組合せ：プルトニウムの閉じ込めの機

能，排気機能】 

・核燃料物質がグローブボックスから工程室に飛散・漏えいするが，

核燃料物質を地下階から地上まで移行させる駆動力を有さないた

め，建屋外への核燃料物質の飛散・漏えいには至らない。 

× 

小規模

試験設

備 

小規模焼結

処理装置 
〇 

ＭＯＸ 

粉末， 

ペレッ

ト 

〇 〇 × ―※３ 〇 ― ― × 

【想定する安全機能喪失の組合せ：プルトニウムの閉じ込めの機

能，排気機能】 

・核燃料物質がグローブボックスから工程室に飛散・漏えいするが，

核燃料物質を地下階から地上まで移行させる駆動力を有さないた

め，建屋外への核燃料物質の飛散・漏えいには至らない。 

× 

   

〇：あり 

×：なし 

〇：機能喪失あり 

×：機能喪失なし 

―：判定対象外 

〇：重大事故 

×：重大事故選定対象外 

  

第４表 設計基準事故の選定結果（13／26） 
【プルトニウムの閉じ込めの機能】（13／13） 

※１：基準地震動の 1.2 倍の地震動に対して機能維持できる設計とする設備・機器は機能喪失を想定しない。 

※２：火山の影響として降下火砕物によるフィルタの目詰まりを考慮する。非常用所内電源設備の給気系統以外影響を受けることはない。 

※３：形状寸法管理又は質量管理及び異常時の工程停止等により臨界に至ることはない。また，核燃料物質の複数の誤搬入でも臨界には至らず，溢水の影響は受けない設計としている。 

※４：工程室及び保管ピット等は内部飛散物により破損しない。また，フィルタは内部飛散物に対する防護対策を施しており，機能喪失に至らない。 

※５：設備・機器で取り扱うアルゴン水素混合ガスの水素濃度は，９vol％以下であるため，爆発には至らない。 

※６：破損又は地震による溢水が発生しても堰等により安全上重要な施設の核燃料物質を取り扱う設備・機器に影響が及ぶことはない設計としている。 
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内包物 起因事象による機能喪失の有無 

安全機能喪失又は組合せによる重大事故への進展可能性 

選

定

結

果 

核燃料物質 

取り扱い 可燃物 

有無 
地震 

火山
※２ 

破損・ 

故障等 

内部 

発生 

飛散物 

全交流 

電源 

喪失 

火災 

爆発
※５ 

溢水
※６ 

有無 形態 

排気経路

の維持機

能 

グロー

ブボッ

クス排

気設備 

安全上重要な施

設のグローブボッ

クスからグローブ

ボックス排風機ま

での範囲及び安

全上重要な施設

のグローブボック

スの給気側のう

ち，グローブボック

スの閉じ込め機能

維持に必要な範

囲 

〇 
ＭＯＸ 

粉末 
× ×※１ × ― ×※４ ― ― × ・全ての起因事象に対して機能喪失しない。 × 

窒素循

環設備 

安全上重要

な施設のグロ

ーブボックス

に接続する

窒素循環ダク

ト 

〇 
ＭＯＸ 

粉末 
× 〇 × ― 〇 ― ― × 

【想定する安全機能喪失の組合せ：排気経路の維持機能，排気機

能】 

・工程室に核燃料物質が飛散・漏えいするが，核燃料物質を地下

階から地上まで移行させる駆動力を有さないため，建屋外への核

燃料物質の飛散・漏えいには至らない。 

× 

窒素循環ファ

ン 
〇 

ＭＯＸ 

粉末 
× 〇 × 〇 〇 〇 ― × 

【想定する安全機能喪失の組合せ：排気経路の維持機能，排気機

能】 

・工程室に核燃料物質が飛散・漏えいするが，核燃料物質を地下

階から地上まで移行させる駆動力を有さないため，建屋外への核

燃料物質の飛散・漏えいには至らない。 

× 

窒素循環冷

却機 
〇 

ＭＯＸ 

粉末 
× 〇 × 〇 〇 〇 ― × 

【想定する安全機能喪失の組合せ：排気経路の維持機能，排気機

能】 

・工程室に核燃料物質が飛散・漏えいするが，核燃料物質を地下

階から地上まで移行させる駆動力を有さないため，建屋外への核

燃料物質の飛散・漏えいには至らない。 

× 

   

〇：あり 

×：なし 

〇：機能喪失あり 

×：機能喪失なし 

―：判定対象外 

〇：重大事故 

×：重大事故選定対象外 

  

第４表 重大事故の選定結果（14／26） 
【排気経路の維持機能】（1／1） 

※１：基準地震動の 1.2 倍の地震動に対して機能維持できる設計とする設備・機器は機能喪失を想定しない。 

※２：火山の影響として降下火砕物によるフィルタの目詰まりを考慮する。非常用所内電源設備の給気系統以外影響を受けることはない。 

※３：形状寸法管理又は質量管理及び異常時の工程停止等により臨界に至ることはない。また，核燃料物質の複数の誤搬入でも臨界には至らず，溢水の影響は受けない設計としている。 

※４：工程室及び保管ピット等は内部飛散物により破損しない。また，フィルタは内部飛散物に対する防護対策を施しており，機能喪失に至らない。 

※５：設備・機器で取り扱うアルゴン水素混合ガスの水素濃度は，９vol％以下であるため，爆発には至らない。 

※６：破損又は地震による溢水が発生しても堰等により安全上重要な施設の核燃料物質を取り扱う設備・機器に影響が及ぶことはない設計としている。 
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機能 設備 
安全上重要

な施設 

内包物 起因事象による機能喪失の有無 

安全機能喪失又は組合せによる重大事故への進展可能性 

選

定

結

果 

核燃料物質 

取り扱い 可燃物 

有無 
地震 

火山
※２ 

破損・ 

故障等 

内部 

発生 

飛散物 

全交流 

電源 

喪失 

火災 

爆発
※５ 

溢水
※６ 

有無 形態 

ＭＯＸの

捕集・浄

化機能 

グロー

ブボッ

クス排

気設備 

グローブボッ

クス排気フィ

ルタ（安全上

重要な施設

のグローブボ

ックスに付随

するもの。） 

〇 
ＭＯＸ 

粉末 
× ×※１ × ― ×※４ ― ― × ・全ての起因事象に対して機能喪失しない。 × 

グローブボッ

クス排気フィ

ルタユニット 

〇 
ＭＯＸ 

粉末 
× ×※１ × ― ×※４ ― ― × ・全ての起因事象に対して機能喪失しない。 × 

 

 

機能 設備 
安全上重要

な施設 

内包物 起因事象による機能喪失の有無 

安全機能喪失又は組合せによる重大事故への進展可能性 

選

定

結

果 

核燃料物質 

取り扱い 可燃物 

有無 
地震 

火山
※２ 

破損・ 

故障等 

内部 

発生 

飛散物 

全交流 

電源 

喪失 

火災 

爆発
※５ 

溢水
※６ 

有無 形態 

排気機能 

グロー

ブボッ

クス排

気設備 

グローブボッ

クス排風機

（排気機能の

維持に必要

な回路を含

む。） 

〇 
ＭＯＸ 

粉末 
× ×※１ × 〇 〇 〇 ― × 

【想定する安全機能喪失の組合せ：プルトニウムの閉じ込めの機

能，排気機能】 

・核燃料物質がグローブボックスから工程室に飛散・漏えいするが，

核燃料物質を地下階から地上まで移行させる駆動力を有さないた

め，建屋外への核燃料物質の飛散・漏えいには至らない。 

× 

   

〇：あり 

×：なし 

〇：機能喪失あり 

×：機能喪失なし 

―：判定対象外 

〇：重大事故 

×：重大事故選定対象外 

 

  

第４表 重大事故の選定結果（15／26） 
【ＭＯＸの捕集・浄化機能】（1／1） 

第４表 重大事故の選定結果（16／26） 
【排気機能】（1／1） 

※１：基準地震動の 1.2 倍の地震動に対して機能維持できる設計とする設備・機器は機能喪失を想定しない。 

※２：火山の影響として降下火砕物によるフィルタの目詰まりを考慮する。非常用所内電源設備の給気系統以外影響を受けることはない。 

※３：形状寸法管理又は質量管理及び異常時の工程停止等により臨界に至ることはない。また，核燃料物質の複数の誤搬入でも臨界には至らず，溢水の影響は受けない設計としている。 

※４：工程室及び保管ピット等は内部飛散物により破損しない。また，フィルタは内部飛散物に対する防護対策を施しており，機能喪失に至らない。 

※５：設備・機器で取り扱うアルゴン水素混合ガスの水素濃度は，９vol％以下であるため，爆発には至らない。 

※６：破損又は地震による溢水が発生しても堰等により安全上重要な施設の核燃料物質を取り扱う設備・機器に影響が及ぶことはない設計としている。 
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機能 設備 
安全上重要

な施設 

内包物 起因事象による機能喪失の有無 

安全機能喪失又は組合せによる重大事故への進展可能性 

選

定

結

果 

核燃料物質 

取り扱い 可燃物 

有無 
地震 

火山
※２ 

破損・ 

故障等 

内部 

発生 

飛散物 

全交流 

電源 

喪失 

火災 

爆発
※５ 

溢水
※６ 

有無 形態 

事故時の

排気経路

の維持機

能及び事

故時のＭ

ＯＸの捕

集・浄化

機能 

― 
工程室境界

の構築物 
× × × ×※１ × ― ×※４ ― ― × ・全ての起因事象に対して機能喪失しない。 × 

工程室

排気設

備 

安全上重要

な施設のグロ

ーブボックス

等を設置する

工程室から工

程室排気フィ

ルタユニット

までの範囲 

〇 
ＭＯＸ 

粉末 
× ×※１ × ― ×※４ ― ― × ・全ての起因事象に対して機能喪失しない。 × 

工程室排気

フィルタユニ

ット 

〇 
ＭＯＸ 

粉末 
× ×※１ × ― ×※４ ― ― × ・全ての起因事象に対して機能喪失しない。 × 

   

〇：あり 

×：なし 

〇：機能喪失あり 

×：機能喪失なし 

―：判定対象外 

〇：重大事故 

×：重大事故選定対象外 

  

第４表 重大事故の選定結果（17／26） 
【事故時の排気経路の維持機能及び事故時のＭＯＸの捕集・浄化機能】（1／1） 

※１：基準地震動の 1.2 倍の地震動に対して機能維持できる設計とする設備・機器は機能喪失を想定しない。 

※２：火山の影響として降下火砕物によるフィルタの目詰まりを考慮する。非常用所内電源設備の給気系統以外影響を受けることはない。 

※３：形状寸法管理又は質量管理及び異常時の工程停止等により臨界に至ることはない。また，核燃料物質の複数の誤搬入でも臨界には至らず，溢水の影響は受けない設計としている。 

※４：工程室及び保管ピット等は内部飛散物により破損しない。また，フィルタは内部飛散物に対する防護対策を施しており，機能喪失に至らない。 

※５：設備・機器で取り扱うアルゴン水素混合ガスの水素濃度は，９vol％以下であるため，爆発には至らない。 

※６：破損又は地震による溢水が発生しても堰等により安全上重要な施設の核燃料物質を取り扱う設備・機器に影響が及ぶことはない設計としている。 
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機能 設備 
安全上重要

な施設 

内包物 起因事象による機能喪失の有無 

安全機能喪失又は組合せによる重大事故への進展可能性 

選

定

結

果 

核燃料物質 

取り扱い 可燃物 

有無 
地震 

火山
※２ 

破損・ 

故障等 

内部 

発生 

飛散物 

全交流 

電源 

喪失 

火災 

爆発
※５ 

溢水
※６ 

有無 形態 

非常用電

源の供給

機能 

非常用

所内電

源設備 

非常用所内

電源設備 
× × × 〇 × 〇 〇 ― ― × 

・非常用電源の供給機能喪失により，負圧維持機能の喪失等に至

るが，核燃料物質を地下階から地上まで移行させる駆動力を有さな

いため，建屋外への核燃料物質の飛散・漏えいには至らない。 

× 

 

 

機能 設備 
安全上重要

な施設 

内包物 起因事象による機能喪失の有無 

安全機能喪失又は組合せによる重大事故への進展可能性 

選

定

結

果 

核燃料物質 

取り扱い 可燃物 

有無 
地震 

火山
※２ 

破損・ 

故障等 

内部 

発生 

飛散物 

全交流 

電源 

喪失 

火災 

爆発
※５ 

溢水
※６ 

有無 形態 

熱的制限

値の維持

機能 

焼結設

備 

焼結炉内部

温度高による

過加熱防止

回路 

× × × 〇 × 〇 〇 〇 ― × 

・熱的制限値の維持機能が喪失した場合，焼結炉等内に空気が混

入し，爆発に至る可能性があるが，施設内で取り扱う水素ガスの水

素濃度は９vol％以下であり，拡散燃焼しか発生せず建屋外への放

出には至らない。 

× 

小規模

試験設

備 

小規模焼結

処理装置内

部温度高に

よる過加熱防

止回路 

× × × 〇 × 〇 〇 〇 ― × 

・熱的制限値の維持機能が喪失した場合，焼結炉等内に空気が混

入し，爆発に至る可能性があるが，施設内で取り扱う水素ガスの水

素濃度は９vol％以下であり，拡散燃焼しか発生せず建屋外への放

出には至らない。 

× 

   

〇：あり 

×：なし 

〇：機能喪失あり 

×：機能喪失なし 

―：判定対象外 

〇：重大事故 

×：重大事故選定対象外 

 

  

第４表 重大事故の選定結果（18／26） 
【非常用電源の供給機能】（1／1） 

第４表 重大事故の選定結果（19／26） 
【熱的制限値の維持機能】（1／1） 

※１：基準地震動の 1.2 倍の地震動に対して機能維持できる設計とする設備・機器は機能喪失を想定しない。 

※２：火山の影響として降下火砕物によるフィルタの目詰まりを考慮する。非常用所内電源設備の給気系統以外影響を受けることはない。 

※３：形状寸法管理又は質量管理及び異常時の工程停止等により臨界に至ることはない。また，核燃料物質の複数の誤搬入でも臨界には至らず，溢水の影響は受けない設計としている。 

※４：工程室及び保管ピット等は内部飛散物により破損しない。また，フィルタは内部飛散物に対する防護対策を施しており，機能喪失に至らない。 

※５：設備・機器で取り扱うアルゴン水素混合ガスの水素濃度は，９vol％以下であるため，爆発には至らない。 

※６：破損又は地震による溢水が発生しても堰等により安全上重要な施設の核燃料物質を取り扱う設備・機器に影響が及ぶことはない設計としている。 
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-
7
6
 

機能 設備 
安全上重要

な施設 

内包物 起因事象による機能喪失の有無 

安全機能喪失又は組合せによる重大事故への進展可能性 

選

定

結

果 

核燃料物質 

取り扱い 可燃物 

有無 
地震 

火山
※２ 

破損・ 

故障等 

内部 

発生 

飛散物 

全交流 

電源 

喪失 

火災 

爆発
※５ 

溢水
※６ 

有無 形態 

焼結炉の

閉じ込め

に関連す

る経路の

維持機能 

焼結設

備 

排ガス処理

装置グローブ

ボックス（上

部） 

〇 
ＭＯＸ 

粉末 
× 〇 × ― 〇 ― ― × 

【想定する安全機能喪失の組合せ：焼結炉等の閉じ込めに関連す

る経路の維持機能，排気機能，事故後の排気経路の維持】 

・排ガス中の核燃料物質が工程室中に飛散・漏えいするが，核燃料

物質を地下階から地上まで移行させる駆動力を有さないため，建

屋外への核燃料物質の飛散・漏えいには至らない。 

× 

排ガス処理

装置 
〇 

ＭＯＸ 

粉末 
× 〇 × 〇 〇 〇 ― × 

【想定する安全機能喪失の組合せ：焼結炉等の閉じ込めに関連す

る経路の維持機能，排気機能】 

・排ガス中の核燃料物質が工程室中に飛散・漏えいするが，核燃料

物質を地下階から地上まで移行させる駆動力を有さないため，建

屋外への核燃料物質の飛散・漏えいには至らない。 

× 

小規模

試験設

備 

小規模焼結

炉排ガス処

理装置グロー

ブボックス 

〇 
ＭＯＸ 

粉末 
× 〇 × ― 〇 ― ― × 

【想定する安全機能喪失の組合せ：焼結炉等の閉じ込めに関連す

る経路の維持機能，排気機能】 

・排ガス中の核燃料物質が工程室中に飛散・漏えいするが，核燃料

物質を地下階から地上まで移行させる駆動力を有さないため，建

屋外への核燃料物質の飛散・漏えいには至らない。 

× 

小規模焼結

炉排ガス処

理装置 

〇 
ＭＯＸ 

粉末 
× 〇 × 〇 〇 〇 ― × 

【想定する安全機能喪失の組合せ：焼結炉等の閉じ込めに関連す

る経路の維持機能，排気機能】 

・排ガス中の核燃料物質が工程室中に飛散・漏えいするが，核燃料

物質を地下階から地上まで移行させる駆動力を有さないため，建

屋外への核燃料物質の飛散・漏えいには至らない。 

× 

   

〇：あり 

×：なし 

〇：機能喪失あり 

×：機能喪失なし 

―：判定対象外 

〇：重大事故 

×：重大事故選定対象外 

  

第４表 重大事故の選定結果（20／26） 
【焼結炉の閉じ込めに関連する経路の維持機能】（1／1） 

※１：基準地震動の 1.2 倍の地震動に対して機能維持できる設計とする設備・機器は機能喪失を想定しない。 

※２：火山の影響として降下火砕物によるフィルタの目詰まりを考慮する。非常用所内電源設備の給気系統以外影響を受けることはない。 

※３：形状寸法管理又は質量管理及び異常時の工程停止等により臨界に至ることはない。また，核燃料物質の複数の誤搬入でも臨界には至らず，溢水の影響は受けない設計としている。 

※４：工程室及び保管ピット等は内部飛散物により破損しない。また，フィルタは内部飛散物に対する防護対策を施しており，機能喪失に至らない。 

※５：設備・機器で取り扱うアルゴン水素混合ガスの水素濃度は，９vol％以下であるため，爆発には至らない。 

※６：破損又は地震による溢水が発生しても堰等により安全上重要な施設の核燃料物質を取り扱う設備・機器に影響が及ぶことはない設計としている。 
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機能 設備 
安全上重要

な施設 

内包物 起因事象による機能喪失の有無 

安全機能喪失又は組合せによる重大事故への進展可能性 

選

定

結

果 

核燃料物質 

取り扱い 可燃物 

有無 
地震 

火山
※２ 

破損・ 

故障等 

内部 

発生 

飛散物 

全交流 

電源 

喪失 

火災 

爆発
※５ 

溢水
※６ 

有無 形態 

水素濃度

の維持機

能 

水素・

アルゴ

ン混合

ガス設

備 

混合ガス水

素濃度高に

よる混合ガス

供給停止回

路及び混合

ガス濃度異

常遮断弁（焼

結炉系，小規

模焼結処理

系） 

× × × 〇 × 〇 〇 〇 ― × 

・水素濃度が９vol％以下の水素・アルゴン混合カスしか施設内に受

け入れないことから，高温の炉内で燃焼しても拡散燃焼しか発生せ

ず，建屋外への放出に至らない。 

× 

 

 

機能 設備 
安全上重要

な施設 

内包物 起因事象による機能喪失の有無 

安全機能喪失又は組合せによる重大事故への進展可能性 

選

定

結

果 

核燃料物質 

取り扱い 可燃物 

有無 
地震 

火山
※２ 

破損・ 

故障等 

内部 

発生 

飛散物 

全交流 

電源 

喪失 

火災 

爆発
※５ 

溢水
※６ 

有無 形態 

焼結炉等

内の負圧

維持機能 

焼結設

備 

排ガス処理

装置の補助

排風機 

〇 
ＭＯＸ 

粉末 
× 〇 × 〇 〇 〇 ― × 

・焼結炉内の負圧維持機能喪失により，焼結炉内の排ガスに含ま

れる核燃料物質が工程室に飛散・漏えいするが，核燃料物質を地

下階から地上まで移行させる駆動力を有さないため，建屋外への

核燃料物質の飛散・漏えいには至らない。 

× 

小規模

焼結設

備 

小規模焼結

炉排ガス処

理装置の補

助排風機 

〇 
ＭＯＸ 

粉末 
× 〇 × 〇 〇 〇 ― × 

・焼結炉内の負圧維持機能喪失により，焼結炉内の排ガスに含ま

れる核燃料物質が工程室に飛散・漏えいするが，核燃料物質を地

下階から地上まで移行させる駆動力を有さないため，建屋外への

核燃料物質の飛散・漏えいには至らない。 

× 

   

〇：あり 

×：なし 

〇：機能喪失あり 

×：機能喪失なし 

―：判定対象外 

〇：重大事故 

×：重大事故選定対象外 

 

  

第４表 重大事故の選定結果（21／26） 
【水素濃度の維持機能】（1／1） 

第４表 重大事故の選定結果（22／26） 
【焼結炉等内の負圧維持機能】（1／1） 

※１：基準地震動の 1.2 倍の地震動に対して機能維持できる設計とする設備・機器は機能喪失を想定しない。 

※２：火山の影響として降下火砕物によるフィルタの目詰まりを考慮する。非常用所内電源設備の給気系統以外影響を受けることはない。 

※３：形状寸法管理又は質量管理及び異常時の工程停止等により臨界に至ることはない。また，核燃料物質の複数の誤搬入でも臨界には至らず，溢水の影響は受けない設計としている。 

※４：工程室及び保管ピット等は内部飛散物により破損しない。また，フィルタは内部飛散物に対する防護対策を施しており，機能喪失に至らない。 

※５：設備・機器で取り扱うアルゴン水素混合ガスの水素濃度は，９vol％以下であるため，爆発には至らない。 

※６：破損又は地震による溢水が発生しても堰等により安全上重要な施設の核燃料物質を取り扱う設備・機器に影響が及ぶことはない設計としている。 



 

 

3
-
7
8
 

機能 設備 
安全上重要

な施設 

内包物 起因事象による機能喪失の有無 

安全機能喪失又は組合せによる重大事故への進展可能性 

選

定

結

果 

核燃料物質 

取り扱い 可燃物 

有無 
地震 

火山
※２ 

破損・ 

故障等 

内部 

発生 

飛散物 

全交流 

電源 

喪失 

火災 

爆発
※５ 

溢水
※６ 

有無 形態 

小規模焼

結処理装

置の加熱

停止機能 

小規模

試験設

備 

小規模焼結

処理装置へ

の冷却水流

量低による加

熱停止回路 

× × × 〇 × 〇 〇 〇 ― × 

・熱的制限値の維持機能が喪失した場合，小規模焼結処理装置内

に空気が混入し，爆発に至る可能性があるが，施設内で取り扱う水

素ガスの水素濃度は９vol％以下であり，拡散燃焼しか発生せず建

屋外への放出には至らない。 

× 

 

 

機能 設備 
安全上重要

な施設 

内包物 起因事象による機能喪失の有無 

安全機能喪失又は組合せによる重大事故への進展可能性 

選

定

結

果 

核燃料物質 

取り扱い 可燃物 

有無 
地震 

火山
※２ 

破損・ 

故障等 

内部 

発生 

飛散物 

全交流 

電源 

喪失 

火災 

爆発
※５ 

溢水
※６ 

有無 形態 

火災の感

知・消火

機能 

火災防

護設備 

グローブボッ

クス温度監視

装置 

× × × 〇 × 〇 〇 〇 ― × 

【想定する安全機能喪失の組合せ：火災の感知・消火機能，火災の

発生防止の機能，非常用電源の供給機能】 

・火災の感知・消火機能の喪失に加え，他の設備の感知機能が喪

失した状態で火災が発生した場合，火災が継続し，影響範囲の拡

大等，設計基準事故を超える事故に至る可能性がある。 

〇 

グローブボッ

クス消火装置

（安全上重要

な施設のグロ

ーブボックス

の消火に関

する範囲） 

× × × 〇 × 〇 〇 〇 ― × 

【想定する安全機能喪失の組合せ：火災の感知・消火機能，火災の

発生防止の機能，非常用電源の供給機能】 

・火災の感知・消火機能の喪失に加え，他の設備の感知機能が喪

失した状態で火災が発生した場合，火災が継続し，影響範囲の拡

大等，設計基準事故を超える事故に至る可能性がある。 

〇 

   

〇：あり 

×：なし 

〇：機能喪失あり 

×：機能喪失なし 

―：判定対象外 

〇：重大事故 

×：重大事故選定対象外 

 

 

第４表 重大事故の選定結果（23／26） 
【小規模焼結処理装置の加熱停止機能】（1／1） 

第４表 重大事故の選定結果（24／26） 
【火災の感知・消火機能】（1／1） 

※１：基準地震動の 1.2 倍の地震動に対して機能維持できる設計とする設備・機器は機能喪失を想定しない。 

※２：火山の影響として降下火砕物によるフィルタの目詰まりを考慮する。非常用所内電源設備の給気系統以外影響を受けることはない。 

※３：形状寸法管理又は質量管理及び異常時の工程停止等により臨界に至ることはない。また，核燃料物質の複数の誤搬入でも臨界には至らず，溢水の影響は受けない設計としている。 

※４：工程室及び保管ピット等は内部飛散物により破損しない。また，フィルタは内部飛散物に対する防護対策を施しており，機能喪失に至らない。 

※５：設備・機器で取り扱うアルゴン水素混合ガスの水素濃度は，９vol％以下であるため，爆発には至らない。 

※６：破損又は地震による溢水が発生しても堰等により安全上重要な施設の核燃料物質を取り扱う設備・機器に影響が及ぶことはない設計としている。 
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機能 設備 
安全上重要

な施設 

内包物 起因事象による機能喪失の有無 

安全機能喪失又は組合せによる重大事故への進展可能性 

選

定

結

果 

核燃料物質 

取り扱い 可燃物 

有無 
地震 

火山
※２ 

破損・ 

故障等 

内部 

発生 

飛散物 

全交流 

電源 

喪失 

火災 

爆発
※５ 

溢水
※６ 

有無 形態 

核的制限

値（寸法）

の維持機

能 

燃料棒

検査設

備 

燃料棒移載

装置 ゲート 
〇 燃料棒 × 〇 × ― ×※４ ― ― × 

【想定する安全機能喪失の組合せ：核的制限値（寸法）の維持，搬

送する核燃料物質の制御機能】 

・核的制限値の維持機能が喪失しても，当該機能を有する設備は

燃料棒搬送装置のみであり，燃料棒の誤搬入が生じても燃料棒が

積み重なり臨界条件を満たす状態となることはないため，臨界に至

らない。 

× 

燃料棒立会

検査装置 ゲ

ート 

〇 燃料棒 × 〇 × ― ×※４ ― ― × 

【想定する安全機能喪失の組合せ：核的制限値（寸法）の維持，搬

送する核燃料物質の制御機能】 

・核的制限値の維持機能が喪失しても，当該機能を有する設備は

燃料棒搬送装置のみであり，燃料棒の誤搬入が生じても燃料棒が

積み重なり臨界条件を満たす状態となることはないため，臨界に至

らない。 

× 

燃料棒

収容設

備 

燃料棒供給

装置 ゲート 
〇 燃料棒 × 〇 × ― ×※４ ― ― × 

【想定する安全機能喪失の組合せ：核的制限値（寸法）の維持，搬

送する核燃料物質の制御機能】 

・核的制限値の維持機能が喪失しても，当該機能を有する設備は

燃料棒搬送装置のみであり，燃料棒の誤搬入が生じても燃料棒が

積み重なり臨界条件を満たす状態となることはないため，臨界に至

らない。 

× 

   

〇：あり 

×：なし 

〇：機能喪失あり 

×：機能喪失なし 

―：判定対象外 

〇：重大事故 

×：重大事故選定対象外 

第４表 重大事故の選定結果（25／26） 
【核的制限値（寸法）の維持機能】（1／1） 

※１：基準地震動の 1.2 倍の地震動に対して機能維持できる設計とする設備・機器は機能喪失を想定しない。 

※２：火山の影響として降下火砕物によるフィルタの目詰まりを考慮する。非常用所内電源設備の給気系統以外影響を受けることはない。 

※３：形状寸法管理又は質量管理及び異常時の工程停止等により臨界に至ることはない。また，核燃料物質の複数の誤搬入でも臨界には至らず，溢水の影響は受けない設計としている。 

※４：工程室及び保管ピット等は内部飛散物により破損しない。また，フィルタは内部飛散物に対する防護対策を施しており，機能喪失に至らない。 

※５：設備・機器で取り扱うアルゴン水素混合ガスの水素濃度は，９vol％以下であるため，爆発には至らない。 

※６：破損又は地震による溢水が発生しても堰等により安全上重要な施設の核燃料物質を取り扱う設備・機器に影響が及ぶことはない設計としている。 
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機能 設備 
安全上重要

な施設 

内包物 起因事象による機能喪失の有無 

安全機能喪失又は組合せによる重大事故への進展可能性 

選

定

結

果 

核燃料物質 

取り扱い 可燃物 

有無 
地震 

火山
※２ 

破損・ 

故障等 

内部 

発生 

飛散物 

全交流 

電源 

喪失 

火災 

爆発
※５ 

溢水
※６ 

有無 形態 

安全に係

る距離の

維持機能

（単一ユ

ニット相互

間の距離

維持） 

貯蔵容

器一時

保管設

備 

一時保管ピッ

ト 
〇 

ＭＯＸ 

粉末 
× ×※１ × ― ×※４ ― ― × ・全ての起因事象に対して機能喪失しない。 × 

原料Ｍ

ＯＸ粉

末缶一

時保管

設備 

原料ＭＯＸ粉

末缶一時保

管装置 

〇 
ＭＯＸ 

粉末 
× ×※１ × ― ×※４ ― ― × ・全ての起因事象に対して機能喪失しない。 × 

粉末一

時保管

設備 

粉末一時保

管装置 
〇 

ＭＯＸ 

粉末 
× ×※１ × ― ×※４ ― ― × ・全ての起因事象に対して機能喪失しない。 × 

ペレット

一時保

管設備 

ペレット一時

保管棚 
〇 

ペレッ

ト 
× ×※１ × ― ×※４ ― ― × ・全ての起因事象に対して機能喪失しない。 × 

スクラッ

プ貯蔵

設備 

スクラップ貯

蔵棚 
〇 

ＭＯＸ 

粉末， 

ペレッ

ト 

× ×※１ × ― ×※４ ― ― × ・全ての起因事象に対して機能喪失しない。 × 

製品ペ

レット貯

蔵設備 

製品ペレット

貯蔵棚 
〇 

ペレッ

ト 
× ×※１ × ― ×※４ ― ― × ・全ての起因事象に対して機能喪失しない。 × 

燃料棒

貯蔵設

備 

燃料棒貯蔵

棚 
〇 燃料棒 × ×※１ × ― ×※４ ― ― × ・全ての起因事象に対して機能喪失しない。 × 

燃料集

合体貯

蔵設備 

燃料集合体

貯蔵チャンネ

ル 

〇 
燃料 

集合体 
× ×※１ × ― ×※４ ― ― × ・全ての起因事象に対して機能喪失しない。 × 

   

〇：あり 

×：なし 

〇：機能喪失あり 

×：機能喪失なし 

―：判定対象外 

〇：重大事故 

×：重大事故選定対象外 

※１：基準地震動の 1.2 倍の地震動に対して機能維持できる設計とする設備・機器は機能喪失を想定しない。 

※２：火山の影響として降下火砕物によるフィルタの目詰まりを考慮する。非常用所内電源設備の給気系統以外影響を受けることはない。 

※３：形状寸法管理又は質量管理及び異常時の工程停止等により臨界に至ることはない。また，核燃料物質の複数の誤搬入でも臨界には至らず，溢水の影響は受けない設計としている。 

※４：工程室及び保管ピット等は内部飛散物により破損しない。また，フィルタは内部飛散物に対する防護対策を施しており，機能喪失に至らない。 

※５：設備・機器で取り扱うアルゴン水素混合ガスの水素濃度は，９vol％以下であるため，爆発には至らない。 

※６：破損又は地震による溢水が発生しても堰等により安全上重要な施設の核燃料物質を取り扱う設備・機器に影響が及ぶことはない設計としている。 

第４表 重大事故の選定結果（26／26） 
【安全に係る距離の維持機能（単一ユニット相互間の距離維持）】（1／1） 
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臨界の発生可能性の検討 

 

１．設計上定める条件より厳しい条件を超える条件における臨界の

発生可能性の検討 

設計上定める条件より厳しい条件を想定してもＭＯＸ燃料加工

施設において臨界事故の発生は想定されないことから，設計上定

める条件より厳しい条件を超える条件において核燃料物質の集積

を想定し，臨界の発生可能性を検討する。 

外的事象として地震が発生した際に，基準地震動の 1.2 倍の地

震動により機能維持できる設計としない機器は損傷することを想

定して，臨界の発生の可能性を評価する。また，火山の影響及び

全交流電源の喪失については，工程が停止することから，核燃料

物質の集積はなく，臨界には至らない。 

このため，設計上定める条件より厳しい条件を超える条件とし

て，内的事象により複数の異常が同時に発生するとともに，臨界

の発生起因となる異常の発生防止及び当該異常の進展防止機能に

ついて，複数の動的機器の機能喪失（多重故障）及び運転員が行

う操作の誤操作（異常検知に係る認知・判断ミスを含む）を想定

することにより，臨界の発生の可能性を評価する。ただし，直接

目視又は間接目視により設備の状態の確認を複数の要員が多数回

実施する場合の失敗は想定しない等の理由により更なる事象進展

の可能性がない場合は，それ以上の事象進展は想定しない。 

この事象進展の想定に係る詳細を第１表に，さらに補足説明を

第２表に示す。 

なお，臨界評価コードを用いた評価に当たっては，臨界ベンチ
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マーク実験の解析により，その信頼性が確認され，ＭＯＸに対す

る推定臨界下限中性子実効増倍率が 0.97 と検証されている計算コ

ードシステム SCALE-4 の KENO-Ⅴ.a コード又は KENO-Ⅴ.a コード

と同等である KENO-Ⅵコード及び ENDF/B-Ⅳライブラリを用いて解

析を行う。 

 

(ａ) 外的事象 

基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持で

きる設計としない設備が損傷し，ＭＯＸが集積する状況

を想定し，臨界の発生可能性を検討する。 

質量管理を行う単一ユニットは，運転管理の上限値以

下で核燃料物質量を管理し，仮に同一室内に単一ユニッ

トが複数存在しても，単一ユニットを構成するグローブ

ボックスが分散配置されていることから，基準地震動を

超える地震動による地震が発生し，グローブボックスの

機能が喪失した場合においても核燃料物質が一か所に集

積して未臨界質量を上回ることはなく，臨界に至ること

はない。そのため本検討においては，ＭＯＸを一箇所で

大量に取り扱う貯蔵施設を対象に評価を行う。 

貯蔵施設は，原料粉末を受け入れてから成形，被覆，

組立を経て燃料集合体とするまでの各工程間の貯蔵及び

燃料集合体出荷までの貯蔵を行う施設であるが，これら

の施設はピット又は棚構造であり，貯蔵される核燃料物

質間は施設の構成部材で隔離されている。基準地震動を

超える地震動による地震により貯蔵施設が過大に変形又



補-3-19-3 

 

は破損することを想定した場合においても，貯蔵施設の

構成部材が喪失することは考えられず，核燃料物質の接

近の障壁となり一箇所に集積することは考えられないが，

本検討においては，仮想的にこれらの構成部材による間

隔よりも核燃料物質が接近することを想定し臨界評価を

行う。 

評価対象の貯蔵施設は，以下の６施設とする。なお，

スクラップ貯蔵設備，製品ペレット貯蔵設備及びペレッ

ト一時保管設備については，評価方法が同様であるため，

大貯蔵能力が も大きいスクラップ貯蔵設備を代表と

して評価を行う。 

・貯蔵容器一時保管設備 

・原料ＭＯＸ粉末缶一時保管設備 

・粉末一時保管設備 

・スクラップ貯蔵設備 

・燃料棒貯蔵設備 

・燃料集合体貯蔵設備 

ⅰ．貯蔵容器一時保管設備 

貯蔵容器一時保管設備の一時保管ピットは，混合酸化物

貯蔵容器を一時保管するため４行８列のピットを配置し，

32 体の保管容量を有する設計である。 

一時保管ピットは，各ピットに蓋を備えており，鉛直方

向の加速度を受けても混合酸化物貯蔵容器がピットから飛

び出すことはなく，ピットが破損した場合においても，ピ

ットの部材が障壁となり，混合酸化物貯蔵容器同士が接触
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することは考えられない。 

しかしここでは，基準地震動を超える地震動による地震

により，仮に一時保管ピットが破損して，混合酸化物貯蔵

容器が落下し，集積した状態を想定して臨界の発生可能性

を検討する。 

（ⅰ）評価モデルの設定 

大保管量である 32 体の混合酸化物貯蔵容器が全て床面

に落下し，２行８列２段に近接した状態を想定して臨界解

析を行う。 

混合酸化物貯蔵容器の上部のフランジ部の直径は，胴部

（粉末缶を収納する部分）の直径より大きくなっているた

め，混合酸化物貯蔵容器が落下しても全ての混合酸化物貯

蔵容器の胴部が密接した状態となることはないが，ここで

はより厳しい評価となるように混合酸化物貯蔵容器の胴部

が密接した状態で評価する。また，貯蔵容器一時保管設備

の床面は，全ての混合酸化物貯蔵容器を横にした状態で１

段に並べることができるだけの面積を有するが，ここでは

混合酸化物貯蔵容器が密接した状態で２段に積み重なった

状態を想定する。解析モデル及び解析条件を第３表に示す。 

（ⅱ）評価の判定基準 

計算コードシステム SCALE-4 の KENO-Ⅴ.a コード及び

ENDF/B-Ⅳライブラリを用いて計算した結果，標準偏差の３

倍を考慮した中性子実効増倍率が，推定臨界下限増倍率

0.97 を下回る場合，臨界に至らないと判定する。 

（ⅲ）評価結果 



補-3-19-5 

 

上記の条件で計算した結果，標準偏差の３倍を考慮した

中性子実効増倍率は 大 0.825 であり，混合酸化物貯蔵容

器の近接を想定しても臨界に至ることはない。 

ⅱ．原料ＭＯＸ粉末缶一時保管設備 

原料ＭＯＸ粉末缶一時保管設備の原料ＭＯＸ粉末缶一時保

管装置は，粉末缶を一時保管するため２行 12 列のピットを

配置し，24 缶の保管容量を有する設計である。 

本設備で取り扱う粉末缶は，ネジ込み蓋を有することから，

内包するＭＯＸ粉末が容易に飛散することはなく，また円筒

形状であることから，仮にピットから飛び出した場合におい

ても複数段積み上がることはない。原料ＭＯＸ粉末缶一時保

管装置は，各ピットに蓋を備えており，鉛直方向の加速度を

受けても粉末缶がピットから飛び出すことはなく，ピットが

破損した場合においても，ピットの部材が障壁となり，粉末

缶同士が接触することは考えられない。 

しかしここでは，基準地震動を超える地震動による地震に

より，仮に原料ＭＯＸ粉末缶一時保管装置が破損し，粉末缶

同士が近接した状態を想定して臨界の発生可能性を検討する。 

（ⅰ）評価モデルの設定 

原料ＭＯＸ粉末缶一時保管装置の構成部材が喪失するこ

とを仮想し，粉末缶が２行無限配列に近接した状態を想定

して臨界解析を行う。解析モデル及び解析条件を第３表に

示す。 

（ⅱ）評価の判定基準 

計算コードシステム SCALE-4 の KENO-Ⅴ.a コード及び
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ENDF/B-Ⅳライブラリを用いて計算した結果，標準偏差の３

倍を考慮した中性子実効増倍率が，推定臨界下限増倍率

0.97 を下回る場合，臨界に至らないと判定する。 

（ⅲ）評価結果 

上記の条件で計算した結果，標準偏差の３倍を考慮した

中性子実効増倍率は 大 0.883 であり，粉末缶の近接を想

定しても臨界に至ることはない。 

ⅲ．粉末一時保管設備 

粉末一時保管設備の粉末一時保管装置は，容器を一時保管

するため，47 行２列のピットを配置し，94 容器の保管容量

を有する設計である。 

粉末一時保管装置で取り扱う容器は全数ピットに保管され

容易に飛び出す構造ではなく，ピットが破損した場合におい

ても，ピットの部材が障壁となり，容器同士が接触すること

は考えられない。さらに，粉末一時保管装置グローブボック

スの高さは，パネル面から東西の壁までの距離を上回ってい

るため，仮に設備が破損した場合においても空間的に横転す

ることはなく，容器がピットを飛び出して内部のＭＯＸ粉末

が漏えいすることはない。 

しかしここでは，基準地震動を超える地震動による地震に

より，仮に粉末一時保管装置が破損し，容器同士が近接した

状態を想定して臨界の発生可能性を検討する。 

(ⅰ) 評価モデルの設定 

粉末一時保管装置の構成部材が喪失することを仮想し，

粉末一時保管装置で取り扱う容器であるＪ60 又はＪ85 が２
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列無限配列に近接した状態を想定して臨界解析を行う。解

析モデル及び解析条件を第３表に示す。 

(ⅱ) 評価の判定基準 

計算コードシステム SCALE-4 の KENO-Ⅴ.a コード及び

ENDF/B-Ⅳライブラリを用いて計算した結果，標準偏差の３

倍を考慮した中性子実効増倍率が，推定臨界下限増倍率

0.97 を下回る場合，臨界に至らないと判定する。 

(ⅲ) 評価結果 

上記の条件で計算した結果，標準偏差の３倍を考慮した

中性子実効増倍率は 大 0.807 であり，容器の近接を想定

しても臨界に至ることはない。 

ⅳ．スクラップ貯蔵設備 

スクラップ貯蔵設備のスクラップ貯蔵棚は，ＣＳ粉末，Ｃ

Ｓペレット，ＲＳ粉末又はＲＳペレット入りのＣＳ・ＲＳ保

管ポットを積載した９缶バスケットを貯蔵するため，１台当

たり６段７列の棚を有し，５台の貯蔵棚で 210 容器の貯蔵容

量を有する設計である。 

スクラップ貯蔵棚で取り扱う９缶バスケットは収納パレッ

トに収納された状態で保管し，ＣＳ・ＲＳ保管ポットは落下

しても容易にＭＯＸが漏えいしないよう蓋を設ける設計とす

ることから，本設備の棚から落下した場合においてもＭＯＸ

が密に集積することはない。 

しかしここでは，基準地震動を超える地震動による地震に

より，仮にスクラップ貯蔵棚が破損し，グローブボックス床

面に隙間なく集積することを想定して臨界の発生可能性を検
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討する。 

(ⅰ) 評価モデルの設定 

スクラップ貯蔵棚から収納パレットが全数落下し，グロー

ブボックス底面積から貯蔵棚の設置面積を除いたスペースに，

直方体形状に焼結ペレットが集積した状態を想定して臨界解

析を行う。 

ＣＳ・ＲＳ保管ポットに貯蔵する焼結ペレットは９缶バス

ケットに収納され，さらに収納パレットに収納された状態で

保管することから，落下した場合これらの構造部材により本

来空隙が生じるが，ここではより厳しい評価となるようにＭ

ＯＸが隙間なく堆積するとして評価を行う。また，焼結ペレ

ットは円筒形状であることから， 密に集積した場合でも必

ず空隙が生じるが，本評価においてはより厳しい評価となる

ようにこれも無視する。解析モデル及び解析条件を第３表に

示す。 

(ⅱ) 評価の判定基準 

計算コードシステム SCALE-4 の KENO-Ⅴ.a コード及び

ENDF/B-Ⅳライブラリを用いて計算した結果，標準偏差の３

倍を考慮した中性子実効増倍率が，推定臨界下限増倍率

0.97 を下回る場合，臨界に至らないと判定する。 

(ⅲ) 評価結果 

上記の条件で計算した結果，標準偏差の３倍を考慮した中

性子実効増倍率は 大 0.674 であり，焼結ペレットがグロー

ブボックス床面に隙間なく集積することを想定しても臨界に

至ることはない。 
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ⅴ．燃料棒貯蔵設備 

燃料棒貯蔵設備の燃料棒貯蔵棚は，貯蔵マガジンを保管す

るため，４段 10 行及び４段８行の２台で構成し，72 基の貯

蔵マガジンを貯蔵する設計である。 

燃料棒貯蔵棚はスライド式の蓋を備えており，貯蔵マガジ

ンが容易に飛び出す構造ではなく，棚が破損した場合におい

ても，燃料棒貯蔵棚の部材が障壁となり，貯蔵マガジン同士

が接触することは考えられない。 

しかしここでは，基準地震動を超える地震動による地震に

より，仮に燃料棒貯蔵棚が破損し，貯蔵マガジン同士が近接

した状態を想定して臨界の発生可能性を検討する。 

(ⅰ) 評価モデルの設定 

燃料棒貯蔵棚の構成部材が破損することを仮想し，貯蔵マ

ガジンが４段積み重なった状態で行方向無限配列に近接した

状態を想定して臨界解析を行う。解析モデルにおいて貯蔵マ

ガジン間は，上下方向は密着した状態とし，横方向は燃料棒

貯蔵棚の構造材を考慮して貯蔵マガジンの中心間距離を

40cm として設定する。解析モデル及び解析条件を第３表に

示す。 

(ⅱ) 評価の判定基準 

計算コードシステム SCALE-4 の KENO-Ⅴ.a コード及び

ENDF/B-Ⅳライブラリを用いて計算した結果，標準偏差の３

倍を考慮した中性子実効増倍率が，推定臨界下限増倍率

0.97 を下回る場合，臨界に至らないと判定する。 
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(ⅲ) 評価結果 

上記の条件で計算した結果，標準偏差の３倍を考慮した中

性子実効増倍率は 大 0.967 であり，貯蔵マガジンの近接を

想定しても臨界に至ることはない。 

ⅵ．燃料集合体貯蔵設備 

燃料集合体貯蔵設備の燃料集合体貯蔵チャンネルは，220

チャンネルを設け，１チャンネル当たりＢＷＲ燃料集合体４

体又はＰＷＲ燃料集合体１体を貯蔵する設計である。 

燃料集合体貯蔵チャンネルには蓋を備えており，鉛直方向

の加速度を受けても燃料集合体がチャンネルから飛び出すこ

とはなく，チャンネルが破損した場合においても，ステンレ

ス鋼製のガイド管及び外管が障壁となり，燃料集合体同士が

接触することは考えられない。 

しかしここでは，基準地震動を超える地震動による地震に

より，仮に燃料集合体貯蔵チャンネルが破損し，燃料集合体

同士が近接した状態を想定して臨界の発生可能性を検討する。 

(ⅰ) 評価モデルの設定 

燃料集合体貯蔵チャンネルの構成部材が破損することを仮

想し，燃料集合体貯蔵チャンネルが南北方向に 10 個接近し

た状態で，東西方向に無限配列に近接した状態を想定して臨

界解析を行う。解析モデル及び解析条件を第３表に示す。 

(ⅱ) 評価の判定基準 

計算コードシステム SCALE-4 の KENO-Ⅴ.a コード及び

ENDF/B-Ⅳライブラリを用いて計算した結果，標準偏差の３倍

を考慮した中性子実効増倍率が，推定臨界下限増倍率 0.97 を
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下回る場合，臨界に至らないと判定する。 

(ⅲ) 評価結果 

上記の条件で計算した結果，標準偏差の３倍を考慮した中

性子実効増倍率は 大 0.965 であり，燃料集合体チャンネル

の近接を想定しても臨界に至ることはない。 

 

以上の結果より基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した

際に機能維持できる設計としない設備が損傷し，ＭＯＸが

集積する状況を想定しても臨界に至ることはない。 

 

(ｂ) 内的事象 

設計上定める条件より厳しい条件を超える条件として，

誤搬入防止機構の機能が喪失し，核燃料物質が制限なく搬

入可能な状態となった場合に，核燃料物質量の逸脱が発生

する可能性があることから，ＭＯＸが収納された容器が貯

蔵施設からグローブボックスに継続的に搬入され，核的制

限値を超えて核燃料物質が集積する状況を想定する。 

具体的には，各グローブボックスへＭＯＸを搬送する容

器のうち，１回あたりの搬送量が も大きい容器を用いて，

未臨界質量まで搬入し続けることを想定する。ここで未臨

界質量とは，水反射体 2.5cm，球形状モデルにて計算した

中性子実効増倍率が推定臨界下限増倍率 0.97以下となる質

量であり，ＭＯＸの集積量が未臨界質量を超えなければ，

いかなる集積状態においても臨界に至ることはないと判定

する。 
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安全上重要な施設に選定している全てのグローブボック

スを対象に評価を行った結果として，第４表にグローブボ

ックス毎に未臨界質量に達するまでの時間と誤搬入に係る

誤作動・誤操作回数を示す。 

この結果，臨界防止機能の喪失から臨界に至る可能性の

ある状態に到達するまでの時間余裕が長く，その間に複数

の運転員により行われる多数回の設備の状態の確認により

異常を検知し，異常の進展を防止できることから，臨界事

故は発生しない。 
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第１表 臨界防止機能に係る機能喪失の想定の考え方 

設計上定める条件よ

り厳しい条件 
設計上定める条件より厳しい条件を超える条件と

して，臨界の発生可能性における想定（左記に対

する追加部分） 

単一の機能を担う動

的機器のみの機能喪

失（多重故障） 

臨界の発生起因となる異常の発生防止及び当該異

常の進展防止機能について，複数の動的機器の機

能喪失（多重故障）及び運転員が行う操作の誤操

作（異常検知に係る認知・判断ミスを含む）を想

定する。 
ただし，関連性のない複数の起因事象の同時発生

及び形状寸法管理を維持する機能の喪失は想定し

ない。 
(イ)臨界に至ることを防止する機能が喪失した場

合に想定される設備の状態において処理運転

が停止又は停止させ，それ以降の処理運転の

継続が困難な場合（作業環境的に不可能な場

合を含む） 

(ロ)直接目視又は間接目視により設備の状態の確

認を複数の要員が多数回実施する場合 

(ハ)多様性を有する手段などにより複数の要員が

多数回の設備・プロセスの状態を確認するこ

とで異常を検知できる場合 

(ニ)臨界となる条件に達するまでに非常に多数の

機能喪失，誤操作等を必要とする場合 

(ホ)独立した信頼性の高い運転管理及び関連する

操作において複数の要員が多数回の設備の状

態の確認を行うことで異常を検知できる場合 
上記の臨界防止機能に係る機能喪失の想定の考え方に係る補足説

明を第２表に示す。 
 

  

1 

2 
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第２表 臨界防止機能に係る機能喪失の想定の考え方に係る補足説明 
No. 想定条件 左記の想定条件の説明及び妥当性 

1 「(ロ)直接目視又

は間接目視により

設備の状態の確認

を複数の要員が多

数回実施する場

合」の失敗は，想

定しない 

計器（計算機や秤量器を含む）等による監視につい

ては，計器の故障（指示値のズレ等）により正しい

判断がなされない可能性があるが，直接目視又は間

接目視（カメラ等を介して行う運転員の目視）によ

り設備の異常（漏えいの有無や搬送容器の数が明ら

かに多い等）を容易に確認できる場合は，計器の故

障による判断誤りを排除できる（間接目視で使用す

るカメラの故障は画面の確認で判断可能）ととも

に，複雑な判断を要しない。また，複数の当直にお

ける運転員が確認を行うことで，同一の運転員の認

識誤りを排除できる。 

このような確認を複数の要員が多数回行うことで異

常を検知し，事象の進展を防止できることから当該

措置の喪失（失敗）は想定しない。 

2 「(ニ)臨界となる

条件に達するまで

に非常に多数の機

能喪失，誤操作等

を必要とする場

合」は，臨界に至

ることを想定しな

い 

臨界に至る条件に達するまでに，特定の機能を喪失

した状態での操作を数十回と繰り返す必要がある場

合は，複数回の状態の確認，複数の当直における運

転員の関与により異常に気づくことができる。 
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第３表 外的事象を起因とする臨界評価モデル（１／６） 
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第３表 外的事象を起因とする臨界評価モデル（２／６） 
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第３表 外的事象を起因とする臨界評価モデル（３／６） 
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第３表 外的事象を起因とする臨界評価モデル（４／６） 
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第３表 外的事象を起因とする臨界評価モデル（５／６） 
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第３表 外的事象を起因とする臨界評価モデル（６／６） 
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第４表 臨界の可能性検討に係る機能喪失想定に基づく事象抽出 

 

  

No. グローブボックス

名称 

ユニット名

称 

設備の使用方法及び想定事象の概要 臨界防止機能（故障は赤，誤作動は

緑，誤操作は青） 
臨界が発生

するまでの

障壁数 

臨界に至るまでの障壁数の内訳 臨界発生 

可能性 

の想定結果 

想定時間余裕 想定根拠 

故障 誤作動 誤操作 

1 原料ＭＯＸ粉末缶

取出装置グローブ

ボックス 

原料ＭＯＸ

粉末缶取出

ユニット 

【運転，臨界管理の概要】 

当該ユニット内のＭＯＸ粉末の質量

は，誤搬入防止機構を用いて行う。１

回の核燃料物質の搬送に対して，①搬

送容器のＩＤ番号の確認，②秤量値の

一致の確認（有意な差のないことの確

認），③計算機による核的制限値以下

の確認，④誤搬入防止シャッタの開放

（通常時閉止），⑤運転員の搬入許可

といった搬送に係る５項目を全て満た

さない限り，搬送先の単一ユニットへ

搬送されない設計である。 

 

【想定事象】 

当該ユニットへ質量制限を超えるＭＯ

Ｘ粉末の搬入を行うことで，臨界とな

る条件に達する。 

①（搬送容器の）ＩＤ番号の一致の確

認×12 回 

②秤量器の一致の確認（有意な差のな

いことの確認）×12 回 

③計算機による核的制限値以下の確認

×12 回 

④誤搬入防止シャッタの開放（通常時

閉止）×12 回 

⑤運転員の搬入許可×12 回 

60 0 48 12 発生しない 約 12 時間 (ロ)直接目視又は間接目視

により設備の状態の確

認を複数の要員が多数

回実施する場合に該当 

(ニ)臨界となる条件に達す

るまでに非常に多数の

機能喪失，誤操作等を

必要とする場合に該当 

 

 2 原料ＭＯＸ粉末秤

量・分取装置グロ

ーブボックス 

原料ＭＯＸ

粉末秤量・

分取ユニッ

ト 

①（搬送容器の）ＩＤ番号の一致の確

認×12 回 

②秤量器の一致の確認（有意な差のな

いことの確認）×12 回 

③計算機による核的制限値以下の確認

×12 回 

④誤搬入防止シャッタの開放（通常時

閉止）×12 回 

⑤運転員の搬入許可×12 回 

60 0 48 12 発生しない 約 12 時間 

3 ウラン粉末・回収

粉末秤量・分取装

置グローブボック

ス 

ウ ラ ン 粉

末・回収粉

末秤量・分

取ユニット 

①（搬送容器の）ＩＤ番号の一致の確

認×37 回 

②秤量器の一致の確認（有意な差のな

いことの確認）×37 回 

③計算機による核的制限値以下の確認

×37 回 

④誤搬入防止シャッタの開放（通常時

閉止）×37 回 

⑤運転員の搬入許可×37 回 

185 0 148 37 発生しない 約 44 時間 

4 予備混合装置グロ

ーブボックス 

予備混合ユ

ニット 

①（搬送容器の）ＩＤ番号の一致の確

認×8 回 

②秤量器の一致の確認（有意な差のな

いことの確認）×8 回 

③計算機による核的制限値以下の確認

×8 回 

④誤搬入防止シャッタの開放（通常時

閉止）×8 回 

⑤運転員の搬入許可×8 回 

40 0 32 8 発生しない 約 13 時間 

5 一次混合装置グロ

ーブボックス 

一次混合ユ

ニット 

①（搬送容器の）ＩＤ番号の一致の確

認×8 回 

②秤量器の一致の確認（有意な差のな

いことの確認）×8 回 

③計算機による核的制限値以下の確認

×8 回 

④誤搬入防止シャッタの開放（通常時

閉止）×8 回 

⑤運転員の搬入許可×8 回 

40 0 32 8 発生しない 約 22 時間 
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第４表 臨界の可能性検討に係る機能喪失想定に基づく事象抽出（つづき） 

 

  

No. グローブボックス

名称 

ユニット名

称 

設備の使用方法及び想定事象の概要 臨界防止機能（故障は赤，誤作動は

緑，誤操作は青） 
臨界が発生

するまでの

障壁数 

臨界に至るまでの障壁数の内訳 臨界発生 

可能性 

の想定結果 

想定時間余裕 想定根拠 

故障 誤作動 誤操作 

6 一次混合粉末秤

量・分取装置グロ

ーブボックス 

一次混合粉

末秤量・分

取ユニット 

【運転，臨界管理の概要】 

当該ユニット内のＭＯＸ粉末の質量

は，誤搬入防止機構を用いて行う。１

回の核燃料物質の搬送に対して，①搬

送容器のＩＤ番号の確認，②秤量値の

一致の確認（有意な差のないことの確

認），③計算機による核的制限値以下

の確認，④誤搬入防止シャッタの開放

（通常時閉止），⑤運転員の搬入許可

といった搬送に係る５項目を全て満た

さない限り，搬送先の単一ユニットへ

搬送されない設計である。 

 

 

【想定事象】 

当該ユニットへ質量制限を超えるＭＯ

Ｘ粉末の搬入を行うことで，臨界とな

る条件に達する。 

①（搬送容器の）ＩＤ番号の一致の確

認×8 回 

②秤量器の一致の確認（有意な差のな

いことの確認）×8 回 

③計算機による核的制限値以下の確認

×8 回 

④誤搬入防止シャッタの開放（通常時

閉止）×8 回 

⑤運転員の搬入許可×8 回 

40 0 32 8 発生しない 約 10 時間 (ロ)直接目視又は間接目視

により設備の状態の確

認を複数の要員が多数

回実施する場合に該当 

(ニ)臨界となる条件に達す

るまでに非常に多数の

機能喪失，誤操作等を

必要とする場合に該当 

 

 7 均一化混合装置グ

ローブボックス 

均一化混合

ユニット 

①（搬送容器の）ＩＤ番号の一致の確

認×18 回 

②秤量器の一致の確認（有意な差のな

いことの確認）×18 回 

③計算機による核的制限値以下の確認

×18 回 

④誤搬入防止シャッタの開放（通常時

閉止）×18 回 

⑤運転員の搬入許可×18 回 

90 0 72 18 発生しない 約 21 時間 

8 造粒装置グローブ

ボックス 

造粒ユニッ

ト 

①（搬送容器の）ＩＤ番号の一致の確

認×17 回 

②秤量器の一致の確認（有意な差のな

いことの確認）×17 回 

③計算機による核的制限値以下の確認

×17 回 

④誤搬入防止シャッタの開放（通常時

閉止）×17 回 

⑤運転員の搬入許可×17 回 

85 0 68 17 発生しない 約 16 時間 

9 添加剤混合装置グ

ローブボックス 

添加剤混合

ユニット 

①（搬送容器の）ＩＤ番号の一致の確

認×17 回 

②秤量器の一致の確認（有意な差のな

いことの確認）×17 回 

③計算機による核的制限値以下の確認

×17 回 

④誤搬入防止シャッタの開放（通常時

閉止）×17 回 

⑤運転員の搬入許可×17 回 

85 0 68 17 発生しない 約 12 時間 

10 原料ＭＯＸ分析試

料採取装置グロー

ブボックス 

原料ＭＯＸ

分析試料採

取ユニット 

①（搬送容器の）ＩＤ番号の一致の確

認×12 回 

②秤量器の一致の確認（有意な差のな

いことの確認）×12 回 

③計算機による核的制限値以下の確認

×12 回 

④誤搬入防止シャッタの開放（通常時

閉止）×12 回 

⑤運転員の搬入許可×12 回 

60 0 48 12 発生しない 約 12 時間 
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第４表 臨界の可能性検討に係る機能喪失想定に基づく事象抽出（つづき） 

 

  

No. グローブボックス

名称 

ユニット名

称 

設備の使用方法及び想定事象の概要 臨界防止機能（故障は赤，誤作動は

緑，誤操作は青） 
臨界が発生

するまでの

障壁数 

臨界に至るまでの障壁数の内訳 臨界発生 

可能性 

の想定結果 

想定時間余裕 想定根拠 

故障 誤作動 誤操作 

11 分析試料採取・詰

替装置グローブボ

ックス 

分析試料採

取・詰替ユ

ニット 

【運転，臨界管理の概要】 

当該ユニット内のＭＯＸ粉末の質量

は，誤搬入防止機構を用いて行う。１

回の核燃料物質の搬送に対して，①搬

送容器のＩＤ番号の確認，②秤量値の

一致の確認（有意な差のないことの確

認），③計算機による核的制限値以下

の確認，④誤搬入防止シャッタの開放

（通常時閉止），⑤運転員の搬入許可

といった搬送に係る５項目を全て満た

さない限り，搬送先の単一ユニットへ

搬送されない設計である。 

 

 

【想定事象】 

当該ユニットへ質量制限を超えるＭＯ

Ｘ粉末の搬入を行うことで，臨界とな

る条件に達する。 

①（搬送容器の）ＩＤ番号の一致の確

認×26 回 

②秤量器の一致の確認（有意な差のな

いことの確認）×26 回 

③計算機による核的制限値以下の確認

×26 回 

④誤搬入防止シャッタの開放（通常時

閉止）×26 回 

⑤運転員の搬入許可×26 回 

130 0 104 26 発生しない 約 46 時間 (ロ)直接目視又は間接目視

により設備の状態の確

認を複数の要員が多数

回実施する場合に該当 

(ニ)臨界となる条件に達す

るまでに非常に多数の

機能喪失，誤操作等を

必要とする場合に該当 

 

 12 回収粉末処理・詰

替装置グローブボ

ックス 

回収粉末処

理・詰替ユ

ニット 

①（搬送容器の）ＩＤ番号の一致の確

認×36 回 

②秤量器の一致の確認（有意な差のな

いことの確認）×36 回 

③計算機による核的制限値以下の確認

×36 回 

④誤搬入防止シャッタの開放（通常時

閉止）×36 回 

⑤運転員の搬入許可×36 回 

180 0 144 36 発生しない 約 32 時間 

13 回収粉末微粉砕装

置グローブボック

ス 

回収粉末微

粉砕ユニッ

ト 

①（搬送容器の）ＩＤ番号の一致の確

認×8 回 

②秤量器の一致の確認（有意な差のな

いことの確認）×8 回 

③計算機による核的制限値以下の確認

×8 回 

④誤搬入防止シャッタの開放（通常時

閉止）×8 回 

⑤運転員の搬入許可×8 回 

40 0 32 8 発生しない 約 22 時間 

14 回収粉末処理・混

合装置グローブボ

ックス 

回収粉末処

理・混合ユ

ニット 

①（搬送容器の）ＩＤ番号の一致の確

認×8 回 

②秤量器の一致の確認（有意な差のな

いことの確認）×8 回 

③計算機による核的制限値以下の確認

×8 回 

④誤搬入防止シャッタの開放（通常時

閉止）×8 回 

⑤運転員の搬入許可×8 回 

40 0 32 8 発生しない 約 17 時間 

15 再生スクラップ焙

焼処理装置グロー

ブボックス 

再生スクラ

ップ焙焼処

理ユニット 

①（搬送容器の）ＩＤ番号の一致の確

認×127 回 

②秤量器の一致の確認（有意な差のな

いことの確認）×127 回 

③計算機による核的制限値以下の確認

×127 回 

④誤搬入防止シャッタの開放（通常時

閉止）×127 回 

⑤運転員の搬入許可×127 回 

635 0 508 127 発生しない 約 160 時間 
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第４表 臨界の可能性検討に係る機能喪失想定に基づく事象抽出（つづき） 

 

  

No. グローブボックス

名称 

ユニット名

称 

設備の使用方法及び想定事象の概要 臨界防止機能（故障は赤，誤作動は

緑，誤操作は青） 
臨界が発生

するまでの

障壁数 

臨界に至るまでの障壁数の内訳 臨界発生 

可能性 

の想定結果 

想定時間余裕 想定根拠 

故障 誤作動 誤操作 

16 再生スクラップ受

払装置グローブボ

ックス 

再生スクラ

ップ受払ユ

ニット 

【運転，臨界管理の概要】 

当該ユニット内のＭＯＸ粉末又はＭＯ

Ｘペレットの質量は，誤搬入防止機構

を用いて行う。１回の核燃料物質の搬

送に対して，①搬送容器のＩＤ番号の

確認，②秤量値の一致の確認（有意な

差のないことの確認），③計算機によ

る核的制限値以下の確認，④誤搬入防

止シャッタの開放（通常時閉止），⑤

運転員の搬入許可といった搬送に係る

５項目を全て満たさない限り，搬送先

の単一ユニットへ搬送されない設計で

ある。 

 

 

【想定事象】 

当該ユニットへ質量制限を超えるＭＯ

Ｘ粉末又はＭＯＸペレットの搬入を行

うことで，臨界となる条件に達する。 

①（搬送容器の）ＩＤ番号の一致の確

認×127 回 

②秤量器の一致の確認（有意な差のな

いことの確認）×127 回 

③計算機による核的制限値以下の確認

×127 回 

④誤搬入防止シャッタの開放（通常時

閉止）×127 回 

⑤運転員の搬入許可×127 回 

635 0 508 127 発生しない 約 160 時間 (ロ)直接目視又は間接目視

により設備の状態の確

認を複数の要員が多数

回実施する場合に該当 

(ニ)臨界となる条件に達す

るまでに非常に多数の

機能喪失，誤操作等を

必要とする場合に該当 

 

 17 プレス装置（粉末

取扱部）グローブ

ボックス 

プレス装置（プレ

ス部）グローブボ

ックス 

グリーンペレット

積込装置グローブ

ボックス 

プレス・グ

リーンペレ

ット積込ユ

ニット 

①（搬送容器の）ＩＤ番号の一致の確

認×5 回 

②秤量器の一致の確認（有意な差のな

いことの確認）×5 回 

③計算機による核的制限値以下の確認

×5 回 

④誤搬入防止シャッタの開放（通常時

閉止）×5 回 

⑤運転員の搬入許可×5 回 

25 0 20 5 発生しない 約 13 時間 

18 空焼結ボート取扱

装置グローブボッ

クス 

空焼結ボー

ト取扱ユニ

ット 

①（搬送容器の）ＩＤ番号の一致の確

認×45 回 

②秤量器の一致の確認（有意な差のな

いことの確認）×45 回 

③計算機による核的制限値以下の確認

×45 回 

④誤搬入防止シャッタの開放（通常時

閉止）×45 回 

⑤運転員の搬入許可×45 回 

225 0 180 45 発生しない 約 35 時間 

19 焼結ボート供給装

置グローブボック

ス 

焼結炉 

焼結ボート取出装

置グローブボック

ス 

焼結炉ユニ

ット 

①（搬送容器の）ＩＤ番号の一致の確

認×45 回 

②秤量器の一致の確認（有意な差のな

いことの確認）×45 回 

③計算機による核的制限値以下の確認

×45 回 

④誤搬入防止シャッタの開放（通常時

閉止）×45 回 

⑤運転員の搬入許可×45 回 

225 0 180 45 発生しない 約 46 時間 

20 焼結ペレット供給

グローブボックス 

研削装置グローブ

ボックス 

研削粉回収装置グ

ローブボックス 

ペレット検査設備

グローブボックス 

ペレット研

削・検査ユ

ニット 

①（搬送容器の）ＩＤ番号の一致の確

認×85 回 

②秤量器の一致の確認（有意な差のな

いことの確認）×85 回 

③計算機による核的制限値以下の確認

×85 回 

④誤搬入防止シャッタの開放（通常時

閉止）×85 回 

⑤運転員の搬入許可×85 回 

425 0 340 85 発生しない 約 34 時間 
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第４表 臨界の可能性検討に係る機能喪失想定に基づく事象抽出（つづき） 

 

 

 

 

No. グローブボックス

名称 

ユニット名

称 

設備の使用方法及び想定事象の概要 臨界防止機能（故障は赤，誤作動は

緑，誤操作は青） 
臨界が発生

するまでの

障壁数 

臨界に至るまでの障壁数の内訳 臨界発生 

可能性 

の想定結果 

想定時間余裕 想定根拠 

故障 誤作動 誤操作 

21 小規模粉末混合グ

ローブボックス 

小規模プレス装置

グローブボックス 

小規模焼結処理装

置グローブボック

ス 

小規模焼結処理装

置 

小規模研削検査装

置グローブボック

ス 

資材保管装置グロ

ーブボックス 

小規模試験

ユニット 

【運転，臨界管理の概要】 

当該ユニット内のＭＯＸ粉末又はＭＯ

Ｘペレットの質量は，誤搬入防止機構

を用いて行う。１回の核燃料物質の搬

送に対して，①搬送容器のＩＤ番号の

確認，②秤量値の一致の確認（有意な

差のないことの確認），③計算機によ

る核的制限値以下の確認，④誤搬入防

止シャッタの開放（通常時閉止），⑤

運転員の搬入許可といった搬送に係る

５項目を全て満たさない限り，搬送先

の単一ユニットへ搬送されない設計で

ある。 

 

 

【想定事象】 

当該ユニットへ質量制限を超えるＭＯ

Ｘ粉末又はＭＯＸペレットの搬入を行

うことで，臨界となる条件に達する。 

①（搬送容器の）ＩＤ番号の一致の確

認×127 回 

②秤量器の一致の確認（有意な差のな

いことの確認）×127 回 

③計算機による核的制限値以下の確認

×127 回 

④誤搬入防止シャッタの開放（通常時

閉止）×127 回 

⑤運転員の搬入許可×127 回 

635 0 508 127 発生しない 約 160 時間 (ロ)直接目視又は間接目視

により設備の状態の確

認を複数の要員が多数

回実施する場合に該当 

(ニ)臨界となる条件に達す

るまでに非常に多数の

機能喪失，誤操作等を

必要とする場合に該当 
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別添１ 

SCALEコードシステムの概要 

 

１． SCALEコードシステムの概要 

SCALEは，米国オークリッジ研究所（ＯＲＮＬ）で開発された公

開コードシステムであり，核燃料物質，構造材等の幾何形状を入力

とし，中性子の飛程を乱数を使用して確率的に計算し，各中性子が

吸収されて消滅するか，体系外に漏れるまでの反応過程で発生する

核分裂中性子数を計算し，これらの比から中性子実効増倍率を求め

るものである。 

 

２．ＭＯＸ燃料加工施設で使用する臨界計算コード 

ＭＯＸ燃料加工施設の臨界安全評価では，SCALE-4コードシステ

ムに含まれるKENO-V.aコード又はKENO-Ⅵコード及びENDF/B-Ⅳライ

ブラリを用いる。KENO-Ⅵコードは，KENO-V.aコードで入力できな

い幾何形状に対して使用する。また，KENO-Ⅵコードは，KENO-V.a

コードと同等であることは文献（１）により確認されている。 

 

３．臨界計算コードの妥当性及び推定臨界下限中性子実効増倍率 

SCALE-4コードシステムの臨界ベンチマーク評価は，以下のとお

りであり，ＭＯＸに対する推定臨界下限中性子実効増倍率が0.97と

検証（２）されている。 
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(１) ＰｕＯ２均質系 

ＰｕＯ２均質系として，16ケースについて評価を行っている。

実験の体系は，ＰｕＯ２－ポリスチレンコンパクトを用いたもの

で，この中には，溶液の体系も含まれている。 

(２) ＭＯＸ均質系 

ＭＯＸ均質系として，49ケースについて評価を行っている。実

験の体系は，ＰｕＯ２－ＵＯ２－ポリスチレンコンパクトを用いた

もので，Ｐｕ富化度は，約８～30％のものについて実施している。 

(３) ＭＯＸ非均質系 

ＭＯＸ非均質系として，138ケースについて評価を行っている。

実験の体系は，正方格子に配列した燃料棒に対し，様々な反射体

を用いたものとなっている。 

(４) ベンチマーク計算結果及び誤差評価 

下表にＰｕＯ２均質系，ＭＯＸ均質系及びＭＯＸ非均質系の推

定臨界中性子実効増倍率及び推定臨界下限中性子実効増倍率を示

す。 

 

第１表 ベンチマーク計算結果及び誤差 

体系 ケース数 

推定臨界 

中性子実効

増倍率 

推定臨界下

限中性子実

効増倍率 

標準偏差 

ＰｕＯ２均質系 16 1.0183 0.9969 0.0065 

ＭＯＸ均質系 49 1.0073 0.9723 0.0136 

ＭＯＸ非均質系 138 1.0103 0.9971 0.0058 
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４． 参考文献 

(１) P. B. Fox and L. M. Petrie. Validation and Comparison of 

KENO-V.a and KENO-VI. Oak Ridge National Laboratory. 2002. 

ORNL/TM-2001/110. 

(２) 動力炉・核燃料開発事業団．ＭＯＸ取扱施設臨界安全ガイドブ

ック．1996，PNC TN1410 96-074. 
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別添２ 

質量管理による核的制限値の管理方法 

 

１．質量管理による臨界防止 

質量管理は，臨界管理用計算機，運転管理用計算機等を用いて行

い，各単一ユニットの核燃料物質の在庫量を常時把握するとともに，

核燃料物質を搬送する容器を識別し，それにより搬送する核燃料物

質の質量，形態等を把握することにより行う。 

(１) ＭＯＸ質量，Ｐｕ＊質量及びＰｕ富化度の管理方法 

質量管理ユニットにおける核的制限値による管理（搬送装置に

よる核燃料物質の誤搬入の防止）には，誤搬入防止機構を用いる。

核燃料物質の搬送管理は，①ＩＤ番号読取機，②秤量器，③計算

機及び④誤搬入防止シャッタ（又はストッパ）から構成される誤

搬入防止機構に加えて，⑤運転員の管理で構成される。 

１回の核燃料物質の搬送に対して，上記①～⑤の搬送に係る項

目を全て満たさない限り，搬送先へ搬入されない設計であり，上

記の搬送に係る項目が一つでも異常があれば核燃料物質は搬送さ

れない。そのため，機器の単一故障若しくはその誤作動又は運転

員の単一誤操作では核的制限値を逸脱しない。 
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【誤搬入防止機構（例：一次混合粉末秤量・分取ユニットから均一

化混合ユニットへの搬送）】 

 

(２) 含水率の管理方法 

質量管理ユニットにおける含水率の管理（添加剤の誤投入

防止）には，誤投入防止機構を用いる。添加剤の搬送及び投

入管理は，①ＩＤ番号読取機，②秤量器，③計算機及び④誤

投入防止バルブから構成される誤投入防止機構に加えて，⑤

運転員の管理で構成される。 

１回の添加剤の投入に対して，上記①～⑤の投入に係る項

目を全て満たさない限り，投入先へ投入されない設計であり，

上記の投入に係る項目が一つでも異常があれば添加剤は投入

されない。そのため，機器の単一故障若しくはその誤作動又

は運転員の単一誤操作では核的制限値を逸脱しない。 

 

 

核的制限値 

以下の確認 

【搬送に係る項目】 
① ＩＤ番号の一致の確認 
② 秤量値の一致の確認 
   （有意な差のないことの確認） 
③ 計算機による核的制限値以下の確認 
④ 誤搬入防止シャッタの開放     
   （通常時閉止） 
⑤ 運転員の搬入許可 

核的制限値 

以下の確認 



補-3-19-31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【誤投入防止機構（例：均一化混合機への投入）】 

 

 

【投入に係る項目】 
① ＩＤ番号の一致の確認 
② 秤量値の一致の確認 
   （有意な差のないことの確認） 
③ 計算機による核的制限値以下の確認 
④ 誤投入防止バルブの開放     
   （通常時閉止） 
⑤ 運転員の投入許可 

核的制限値以下の確認 

添加剤質量の搬送元重量との再確認 

核的制限値以下の確認 

添加剤質量の搬送元重量との再確認 
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添付資料１ 

臨界に係る検討対象事象の特定 

「基本方針」 

起因事象名 設計上定める条件よ

り厳しい条件 基本方針 
内的 動的機器の機能喪失

又は誤操作 
臨界の発生起因となる異常の発生防止及

び当該異常の進展防止機能について，複

数の動的機器の機能喪失（多重故障）及

び運転員が行う操作の誤操作（異常検知

に係る認知・判断ミスを含む）を想定す

る。 
ただし，関連性のない複数の起因事象の

同時発生及び形状寸法管理を維持する機

能の喪失は想定しない。 
(イ)臨界に至ることを防止する機能が喪

失した場合に想定される設備の状態

において処理運転が停止又は停止さ

せ，それ以降の処理運転の継続が困

難な場合（作業環境的に不可能な場

合を含む） 

(ロ)直接目視又は間接目視により設備の

状態の確認を複数の要員が多数回実

施する場合 

(ハ)多様性を有する手段などにより複数

の要員が多数回の設備・プロセスの

状態を確認することで異常を検知で

きる場合 

(ニ)臨界となる条件に達するまでに非常

に多数の機能喪失，誤操作等を必要

とする場合 

(ホ)独立した信頼性の高い運転管理及び

関連する操作において複数の要員が

多数回の設備の状態の確認を行うこ

とで異常を検知できる場合 
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外的 基準地震動を超える

地震動の地震 
設計基準を超える地震動の地震の発生に

伴う全交流電源の喪失による動的機器の

機能喪失を想定する。核燃料物質の搬送

に使用する電源は，一般系の電源であ

り，安全上重要な施設である非常用所内

電源系統に比べて耐震性が低く，非常用

所内電源系統が喪失するような状況にお

いては，一般系の電力供給は喪失し処理

運転が停止することが考えられるが，一

部の設備で電力供給が継続される可能性

があることから，強い地震を検知した場

合には工程停止の処置を講じることによ

り核燃料物質の搬送は停止する。 
また，以下の設計により機能維持が期待

できる場合は臨界に至ることを想定しな

い。 
(１)基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮

した際に機能維持できる設計の場

合。 該当するグローブボックス内

の平常運転時のＭＯＸ取扱量が未臨

界質量を下回るので，臨界に至るこ

とはない。 
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添付資料２ 

臨界に係る検討対象事象の特定（粉末調整工程 原料ＭＯＸ粉末缶取出設備） 

グローブボックス名

称 ユニット名称 想定結果 
原料ＭＯＸ粉末缶 

取出装置グローブボ

ックス 

原料ＭＯＸ粉末缶 

取出ユニット 
内的：質量管理を行うユニットであり，ＭＯＸ粉末の過剰搬入を想定した場合に

おいても，未臨界質量を超過するためには複数回の誤搬入が必要であること

から，臨界に至ることはない。 
外的：原料ＭＯＸ粉末缶取出装置グローブボックスは粉末調整第１室に設置し，

同工程室には回収粉末微粉砕装置グローブボックスを設置する。 

設計基準を超える地震を想定し，これら単一ユニットのグローブボックス

が破損してＭＯＸ粉末がグローブボックス外に漏えいした場合，ＭＯＸ粉末

は広い範囲に飛散し，一か所に集積して未臨界質量を上回ることは考えられ

ないことから，臨界に至ることはない。 
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臨界に係る検討対象事象の特定（粉末調整工程 一次混合設備） 

グローブボックス名

称 ユニット名称 想定結果 
原料ＭＯＸ粉末秤

量・分取装置グロー

ブボックス 

原料ＭＯＸ粉末秤

量・分取ユニット 
内的：質量管理を行うユニットであり，ＭＯＸ粉末の過剰搬入を想定した場合に

おいても，未臨界質量を超過するためには複数回の誤搬入が必要であること

から，臨界に至ることはない。 
外的：原料ＭＯＸ粉末秤量・分取装置グローブボックスは粉末調整第２室及び粉

末調整第３室に設置し，粉末調整第２室には原料ＭＯＸ分析試料採取装置グ

ローブボックス及び予備混合装置グローブボックスを，粉末調整第３室には

ウラン粉末・回収粉末秤量・分取装置グローブボックスを設置する。 

設計基準を超える地震を想定し，これら単一ユニットのグローブボックス

が破損してＭＯＸ粉末がグローブボックス外に漏えいした場合，ＭＯＸ粉末

は広い範囲に飛散し，一か所に集積して未臨界質量を上回ることは考えられ

ないことから，臨界に至ることはない。 
ウラン粉末・回収粉

末秤量・分取装置グ

ローブボックス 

ウラン粉末・回収粉

末秤量・分取ユニッ

ト 

内的：質量管理を行うユニットであり，ＭＯＸ粉末の過剰搬入を想定した場合に

おいても，未臨界質量を超過するためには複数回の誤搬入が必要であること

から，臨界に至ることはない。 
外的：ウラン粉末・回収粉末秤量・分取装置グローブボックスは粉末調整第３室

に設置し，同工程室には原料ＭＯＸ粉末秤量・分取装置グローブボックスを

設置する。 

設計基準を超える地震を想定し，これら単一ユニットのグローブボックス

が破損してＭＯＸ粉末がグローブボックス外に漏えいした場合，ＭＯＸ粉末

は広い範囲に飛散し，一か所に集積して未臨界質量を上回ることは考えられ

ないことから，臨界に至ることはない。 
予備混合装置グロー

ブボックス 

予備混合ユニット 内的：ＭＯＸ粉末の過剰搬入を想定した場合においても，未臨界質量を超過する

ためには 8 回の誤搬入が必要であることから，臨界に至ることはない。 
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グローブボックス名

称 ユニット名称 想定結果 
外的：予備混合装置グローブボックスは粉末調整第２室に設置し，同工程室には

原料ＭＯＸ分析試料採取装置グローブボックス及び原料ＭＯＸ粉末秤量・分

取装置グローブボックスを設置する。 
設計基準を超える地震を想定した場合においても，これらのグローブボッ

クスは機能維持できる設計とすることからグローブボックスが破損すること

はなく，臨界に至ることはない。 
一次混合装置グロー

ブボックス 

一次混合ユニット 内的：質量管理を行うユニットであり，ＭＯＸ粉末の過剰搬入を想定した場合に

おいても，未臨界質量を超過するためには複数回の誤搬入が必要であること

から，臨界に至ることはない。 

外的：一次混合装置グローブボックスは粉末調整第６室及び粉末調整第７室に設

置し，粉末調整第６室には回収粉末処理・詰替装置グローブボックスを，粉

末調整第７室には回収粉末処理・混合装置グローブボックス設置する。 

設計基準を超える地震を想定し，これら単一ユニットのグローブボックス

が破損してＭＯＸ粉末がグローブボックス外に漏えいした場合，ＭＯＸ粉末

は広い範囲に飛散し，一か所に集積して未臨界質量を上回ることは考えられ

ないことから，臨界に至ることはない。 
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臨界に係る検討対象事象の特定（粉末調整工程 二次混合設備） 

グローブボックス名

称 ユニット名称 想定結果 
一次混合粉末 
秤量・分取装置グロ

ーブボックス 

一次混合粉末 
秤量・分取ユニット 

内的：質量管理を行うユニットであり，ＭＯＸ粉末の過剰搬入を想定した場合に

おいても，未臨界質量を超過するためには複数回の誤搬入が必要であるこ

とから，臨界に至ることはない。 
外的：一次混合粉末秤量・分取グローブボックスは粉末調整第４室に設置し，同

工程室には分析資料採取・詰替グローブボックスを設置する。 

設計基準を超える地震を想定し，これら単一ユニットのグローブボック

スが破損してＭＯＸ粉末がグローブボックス外に漏えいした場合，ＭＯＸ

粉末は広い範囲に飛散し，一か所に集積して未臨界質量を上回ることは考

えられないことから，臨界に至ることはない。 
均一化混合装置グロ

ーブボックス 
均一化混合ユニット 内的：質量管理を行うユニットであり，ＭＯＸ粉末の過剰搬入を想定した場合に

おいても，未臨界質量を超過するためには複数回の誤搬入が必要であるこ

とから，臨界に至ることはない。 
外的：均一化混合装置グローブボックスは粉末調整第５室に設置し，同工程室に

は造粒装置グローブボックスを設置する。 
設計基準を超える地震を想定した場合においても，これらのグローブボ

ックスは機能維持できる設計とすることからグローブボックスが破損する

ことはなく，臨界に至ることはない。 
造粒装置グローブボ

ックス 
造粒ユニット 内的：質量管理を行うユニットであり，ＭＯＸ粉末の過剰搬入を想定した場合に

おいても，未臨界質量を超過するためには複数回の誤搬入が必要であるこ

とから，臨界に至ることはない。 
外的：造粒装置グローブボックスは粉末調整第５室に設置し，同工程室には均一

化混合装置グローブボックスを設置する。 
設計基準を超える地震を想定した場合においても，これらのグローブボ
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グローブボックス名

称 ユニット名称 想定結果 
ックスは機能維持できる設計とすることからグローブボックスが破損する

ことはなく，臨界に至ることはない。 
添加剤混合装置グロ

ーブボックス 
添加剤混合ユニット 内的：質量管理を行うユニットであり，ＭＯＸ粉末の過剰搬入を想定した場合に

おいても，未臨界質量を超過するためには複数回の誤搬入が必要であるこ

とから，臨界に至ることはない。 
外的：添加剤混合装置グローブボックスはペレット加工第１室に設置し，同工程

室にはプレス・グリーンペレット積込装置グローブボックス，空焼結ボー

ト取扱装置グローブボックスを設置する。 
設計基準を超える地震を想定した場合においても，これらのグローブボ

ックスは機能維持できる設計とすることからグローブボックスが破損する

ことはなく，臨界に至ることはない。 
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臨界に係る検討対象事象の特定（粉末調整工程 分析試料採取設備） 

グローブボックス名

称 ユニット名称 想定結果 
原料ＭＯＸ分析試料

採取装置グローブボ

ックス 

原料ＭＯＸ分析試料

採取ユニット 
内的：質量管理を行うユニットであり，ＭＯＸ粉末の過剰搬入を想定した場合に

おいても，未臨界質量を超過するためには複数回の誤搬入が必要であること

から，臨界に至ることはない。 
外的：原料ＭＯＸ分析試料採取装置グローブボックスは粉末調整第２室に設置

し，同工程室には原料ＭＯＸ粉末秤量・分取装置グローブボックス及び予備

混合装置グローブボックスを設置する。 

設計基準を超える地震を想定し，これら単一ユニットのグローブボック

スが破損してＭＯＸ粉末がグローブボックス外に漏えいした場合，ＭＯＸ粉

末は広い範囲に飛散し，一か所に集積して未臨界質量を上回ることは考えら

れないことから，臨界に至ることはない。 
分析試料採取・詰替

装置グローブボック

ス 

分析試料採取・詰替

ユニット 

内的：質量管理を行うユニットであり，ＭＯＸ粉末の過剰搬入を想定した場合に

おいても，未臨界質量を超過するためには複数回の誤搬入が必要であること

から，臨界に至ることはない。 

外的：分析試料採取・詰替装置グローブボックスは粉末調整第４室に設置し，同

工程室には一次混合粉末秤量・分取装置グローブボックスを設置する。 

設計基準を超える地震を想定し，これら単一ユニットのグローブボックス

が破損してＭＯＸ粉末がグローブボックス外に漏えいした場合，ＭＯＸ粉末

は広い範囲に飛散し，一か所に集積して未臨界質量を上回ることは考えられ

ないことから，臨界に至ることはない。 
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臨界に係る検討対象事象の特定（粉末調整工程 スクラップ処理設備） 

グローブボックス名

称 ユニット名称 想定結果 
回収粉末処理・詰替

装置グローブボック

ス 

回収粉末処理・詰替

ユニット 
内的：質量管理を行うユニットであり，ＭＯＸ粉末の過剰搬入を想定した場合に

おいても，未臨界質量を超過するためには複数回の誤搬入が必要であること

から，臨界に至ることはない。 
外的：回収粉末処理・詰替装置グローブボックスは粉末調整第６室に設置し，同

工程室には一次混合装置グローブボックスを設置する。 

設計基準を超える地震を想定し，これら単一ユニットのグローブボック

スが破損してＭＯＸ粉末がグローブボックス外に漏えいした場合，ＭＯＸ

粉末は広い範囲に飛散し，一か所に集積して未臨界質量を上回ることは考

えられないことから，臨界に至ることはない。 
回収粉末微粉砕装置

グローブボックス 

回収粉末微粉砕ユニ

ット 

内的：質量管理を行うユニットであり，ＭＯＸ粉末の過剰搬入を想定した場合に

おいても，未臨界質量を超過するためには複数回の誤搬入が必要であること

から，臨界に至ることはない。 

外的：回収粉末微粉砕装置グローブボックスは粉末調整第１室に設置し，同工程

室には原料ＭＯＸ粉末缶取出装置グローブボックスを設置する。 

設計基準を超える地震を想定し，これら単一ユニットのグローブボックス

が破損してＭＯＸ粉末がグローブボックス外に漏えいした場合，ＭＯＸ粉末

は広い範囲に飛散し，一か所に集積して未臨界質量を上回ることは考えられ

ないことから，臨界に至ることはない。 
回収粉末処理・混合

装置グローブボック

ス 

回収粉末処理・混合

ユニット 

内的：ＭＯＸ粉末の過剰搬入を想定した場合においても，未臨界質量を超過する

ためには 8 回の誤搬入が必要であることから，臨界に至ることはない。 

外的：回収粉末処理・混合装置グローブボックスは粉末調整第７室に設置し，同

工程室には一次混合装置グローブボックスを設置する。 
設計基準を超える地震を想定した場合においても，これらのグローブボ
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グローブボックス名

称 ユニット名称 想定結果 
ックスは機能維持できる設計とすることからグローブボックスが破損する

ことはなく，臨界に至ることはない。 
再生スクラップ焙焼

処理装置グローブボ

ックス 

再生スクラップ焙焼

処理ユニット 

内的：質量管理を行うユニットであり，ＭＯＸ粉末の過剰搬入を想定した場合に

おいても，未臨界質量を超過するためには複数回の誤搬入が必要であること

から，臨界に至ることはない。 

外的：再生スクラップ焙焼処理装置グローブボックスはスクラップ処理室に設置

し，同工程室には再生スクラップ受払装置グローブボックスを設置する。 

設計基準を超える地震を想定し，これら単一ユニットのグローブボックス

が破損してＭＯＸ粉末がグローブボックス外に漏えいした場合，ＭＯＸ粉末

は広い範囲に飛散し，一か所に集積して未臨界質量を上回ることは考えられ

ないことから，臨界に至ることはない。 
再生スクラップ受払

装置グローブボック

ス 

再生スクラップ受払

ユニット 

内的：質量管理を行うユニットであり，ＭＯＸ粉末の過剰搬入を想定した場合に

おいても，未臨界質量を超過するためには複数回の誤搬入が必要であること

から，臨界に至ることはない。 

外的：再生スクラップ受払装置グローブボックスはスクラップ処理室に設置し，

同工程室には再生スクラップ焙焼処理装置グローブボックスを設置する。 

設計基準を超える地震を想定し，これら単一ユニットのグローブボックス

が破損してＭＯＸ粉末がグローブボックス外に漏えいした場合，ＭＯＸ粉末

は広い範囲に飛散し，一か所に集積して未臨界質量を上回ることは考えられ

ないことから，臨界に至ることはない。 
  



補-3-19-添 2-9 

臨界に係る検討対象事象の特定（ペレット加工工程 圧縮成形設備） 

グローブボックス名

称 ユニット名称 想定結果 
プレス装置（粉末取

扱部）グローブボッ

クス 

プレス・グリーンペ

レット積込ユニット 
内的：プレス装置（粉末取扱部）グローブボックス，プレス装置（プレス部）グ

ローブボックス，グリーンペレット積込装置グローブボックスからなるプレ

ス・グリーンペレット積込ユニットは，質量管理を行うユニットであり，Ｍ

ＯＸ粉末又はＭＯＸペレットの過剰搬入を想定した場合においても，未臨界

質量を超過するためには複数回の誤搬入が必要であることから，臨界に至る

ことはない。 
外的：該当するグローブボックスを設置する室には３ユニットが存在する。設計

基準を超える地震を想定し，基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した際に機

能維持できる設計であるプレス装置（プレス部）グローブボックス以外のグ

ローブボックスが機能喪失したとしても，分散配置されたグローブボックス

内の核燃料物質が一か所に集積して未臨界質量を上回ることはないので，臨

界に至ることはない。 

プレス装置（プレス

部）グローブボック

ス 
グリーンペレット積

込装置グローブボッ

クス 

空焼結ボート取扱装

置グローブボックス 
空焼結ボート取扱ユ

ニット 
内的：質量管理を行うユニットであり，ＭＯＸペレットの過剰搬入を想定した場

合においても，未臨界質量を超過するためには複数回の誤搬入が必要である

ことから，臨界に至ることはない。 
外的：該当するグローブボックスを設置する室には３ユニットが存在する。設計

基準を超える地震を想定し，グローブボックスが機能喪失したとしても，分

散配置されたグローブボックス内の核燃料物質が一か所に集積して未臨界質

量を上回ることはないので，臨界に至ることはない。 
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臨界に係る検討対象事象の特定（ペレット加工工程 焼結設備） 

グローブボックス名

称 ユニット名称 想定結果 
焼結ボート供給装置

グローブボックス 
焼結炉ユニット 内的：焼結ボート供給装置グローブボックス，焼結炉，焼結ボート取出装置グロ

ーブボックスからなる焼結炉ユニットは，質量管理を行うユニットであり，

ＭＯＸペレットの過剰搬入を想定した場合においても，未臨界質量を超過す

るためには複数回の誤搬入が必要であることから，臨界に至ることはない。 
外的：該当するグローブボックス等を設置する室には３ユニットが存在する。設

計基準を超える地震を想定し，グローブボックス等が機能喪失したとして

も，分散配置されたグローブボックス内の核燃料物質が一か所に集積して未

臨界質量を上回ることはないので，臨界に至ることはない。 

焼結炉 
焼結ボート取出装置

グローブボックス 
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臨界に係る検討対象事象の特定（ペレット加工工程 研削設備及びペレット検査設備） 

グローブボックス名

称 ユニット名称 想定結果 
焼結ペレット供給グ

ローブボックス 
ペレット研削・検査

ユニット 
内的：焼結ペレット供給グローブボックス，研削装置グローブボックス，研削粉

回収装置グローブボックス，ペレット検査設備グローブボックスからなるペ

レット研削・検査ユニットは，質量管理を行うユニットであり，ＭＯＸペレ

ットの過剰搬入を想定した場合においても，未臨界質量を超過するためには

複数回の誤搬入が必要であることから，臨界に至ることはない。 
外的：該当するグローブボックスを設置する室には２ユニットが存在する。設計

基準を超える地震を想定し，グローブボックスが機能喪失したとしても，分

散配置されたグローブボックス内の核燃料物質が一か所に集積して未臨界質

量を上回ることはないので，臨界に至ることはない。 

研削装置グローブボ

ックス 
研削粉回収装置グロ

ーブボックス 
ペレット検査設備グ

ローブボックス 
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臨界に係る検討対象事象の特定（ペレット加工工程 圧縮成形設備） 

グローブボックス名

称 ユニット名称 想定結果 
小規模粉末混合グロ

ーブボックス 
小規模試験ユニット 内的：小規模粉末混合グローブボックス，小規模プレス装置グローブボックス，

小規模焼結処理装置グローブボックス，小規模焼結処理装置，小規模研削検

査装置グローブボックス，資材保管装置グローブボックスからなる小規模試

験ユニットは，質量管理を行うユニットであり，ＭＯＸ粉末又はＭＯＸペレ

ットの過剰搬入を想定した場合においても，未臨界質量を超過するためには

複数回の誤搬入が必要であることから，臨界に至ることはない。 
外的：該当するグローブボックスを設置する室には２ユニットが存在する。設計

基準を超える地震を想定し，グローブボックスが機能喪失したとしても，分

散配置されたグローブボックス内の核燃料物質が一か所に集積して未臨界質

量を上回ることはないので，臨界に至ることはない。 

小規模プレス装置グ

ローブボックス 
小規模焼結処理装置

グローブボックス 
小規模焼結処理装置 
小規模研削検査装置

グローブボックス 
資材保管装置グロー

ブボックス 
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添付資料３ 

原料ＭＯＸ粉末缶取出装置グローブボックスの評価結果 

 

１．特定結果 

内的：原料ＭＯＸ粉末缶取出装置は，混合酸化物貯蔵容器からの粉末缶の

取出し，混合酸化物貯蔵容器への粉末缶の収納及び粉末缶の一時保管

を行う。臨界安全設計においては質量管理を行う単一ユニットであり，Ｍ

ＯＸ粉末質量の在庫量を常時把握するとともに，核燃料物質を搬送する容器

を識別し，それにより搬送する核燃料物質の質量，形態等を把握し，核的制

限値以下であることが確認されなければ搬入が許可されないインターロック

を有する誤搬入防止機構を設ける。 

仮にＭＯＸ粉末の過剰搬入を想定した場合においても，未臨界質量を超過

するためには複数回の誤搬入が必要であることから，臨界に至ることはない。 

外的：原料ＭＯＸ粉末缶取出装置グローブボックスは粉末調整第１室に設置し，

同工程室には回収粉末微粉砕装置グローブボックスを設置する。 

設計基準を超える地震を想定し，これら単一ユニットのグローブボック

スが破損してＭＯＸ粉末がグローブボックス外に漏えいした場合，ＭＯＸ粉

末は広い範囲に飛散し，一か所に集積して未臨界質量を上回ることは考えら

れないことから，臨界に至ることはない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１ 内的について 
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ＭＯＸ粉末が収納された容器が貯蔵施設からグローブボックスに継続的に搬

入され，ＭＯＸ粉末が集積する状況を想定した場合においても，未臨界質量を

超えて臨界に至るまでに60回の誤作動・誤操作を要することから検討対象外と

する。 

２．２ 外的について 

  平常運転時に取り扱うＭＯＸ粉末の質量は未臨界質量以下であり，粉末調整

第１室に設定する原料ＭＯＸ粉末缶取出ユニットの運転管理の上限値は50kg･

ＭＯＸ，回収粉末微粉砕ユニットの運転管理の上限値は96kg･ＭＯＸである。 

設計基準を超える地震を想定し，これら単一ユニットのグローブボックスが

破損してＭＯＸ粉末がグローブボックス外に漏えいした場合，ＭＯＸ粉末は広

い範囲に飛散し，一か所に集積して未臨界質量を上回ることは考えられないこ

とから，臨界に至ることはない。 

また，ＭＯＸ燃料加工施設において水を保有する系統は基準地震動の1.2倍

の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とすることから，減速条件の変化

を引き起こす可能性のある溢水の工程室への侵入は想定しない。 
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原料ＭＯＸ粉末秤量・分取装置グローブボックスの評価結果 

 

１．特定結果 

内的：原料ＭＯＸ粉末秤量・分取装置は，原料ＭＯＸ粉末を秤量及び分取を

行う。臨界安全設計においては質量管理を行う単一ユニットであり，ＭＯＸ

粉末質量の在庫量を常時把握するとともに，核燃料物質を搬送する容器を識

別し，それにより搬送する核燃料物質の質量，形態等を把握し，核的制限値

以下であることが確認されなければ搬入が許可されないインターロックを有

する誤搬入防止機構を設ける。 

仮にＭＯＸ粉末の過剰搬入を想定した場合においても，未臨界質量を超過

するためには複数回の誤搬入が必要であることから，臨界に至ることはない。 

外的：原料ＭＯＸ粉末秤量・分取装置グローブボックスは粉末調整第２室及び

粉末調整第３室に設置し，粉末調整第２室には原料ＭＯＸ分析試料採取装置

グローブボックス及び予備混合装置グローブボックスを，粉末調整第３室に

はウラン粉末・回収粉末秤量・分取装置グローブボックスを設置する。 

設計基準を超える地震を想定し，これら単一ユニットのグローブボック

スが破損してＭＯＸ粉末がグローブボックス外に漏えいした場合，ＭＯＸ粉

末は広い範囲に飛散し，一か所に集積して未臨界質量を上回ることは考えら

れないことから，臨界に至ることはない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１ 内的について 
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ＭＯＸ粉末が収納された容器が貯蔵施設からグローブボックスに継続的に搬

入され，ＭＯＸ粉末が集積する状況を想定した場合においても，未臨界質量を

超えて臨界に至るまでに60回の誤作動・誤操作を要することから検討対象外と

する。 

２．２ 外的について 

  平常運転時に取り扱うＭＯＸ粉末の質量は未臨界質量以下であり，粉末調整

第２室に設定する原料ＭＯＸ粉末秤量・分取ユニットの運転管理の上限値は

60kg･ＭＯＸ，原料ＭＯＸ分析試料採取ユニットの運転管理の上限値は32kg･Ｍ

ＯＸ，予備混合ユニットの運転管理の上限値は87kg･ＭＯＸである。また，粉

末調整第２室に設定する原料ＭＯＸ粉末秤量・分取ユニットの運転管理の上限

値は60kg･ＭＯＸ，ウラン粉末・回収粉末秤量・分取ユニットの運転管理の上

限値は258kg･ＭＯＸである。 

設計基準を超える地震を想定し，これら単一ユニットのグローブボックスが

破損してＭＯＸ粉末がグローブボックス外に漏えいした場合，ＭＯＸ粉末は広

い範囲に飛散し，一か所に集積して未臨界質量を上回ることは考えられないこ

とから，臨界に至ることはない。 

また，ＭＯＸ燃料加工施設において水を保有する系統は基準地震動の1.2倍

の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とすることから，減速条件の変化

を引き起こす可能性のある溢水の工程室への侵入は想定しない。 
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ウラン粉末・回収粉末秤量・分取装置グローブボックスの評価結果 

 

１．特定結果 

内的：ウラン粉末・回収粉末秤量・分取装置は，原料ウラン粉末又は回収粉末

を各々，秤量及び分取を行う。臨界安全設計においては質量管理を行う単一

ユニットであり，ＭＯＸ粉末質量の在庫量を常時把握するとともに，核燃料

物質を搬送する容器を識別し，それにより搬送する核燃料物質の質量，形態

等を把握し，核的制限値以下であることが確認されなければ搬入が許可され

ないインターロックを有する誤搬入防止機構を設ける。 

仮にＭＯＸ粉末の過剰搬入を想定した場合においても，未臨界質量を超過

するためには複数回の誤搬入が必要であることから，臨界に至ることはない。 

外的：ウラン粉末・回収粉末秤量・分取装置グローブボックスは粉末調整第３

室に設置し，同工程室には原料ＭＯＸ粉末秤量・分取装置グローブボックス

を設置する。 

設計基準を超える地震を想定し，これら単一ユニットのグローブボック

スが破損してＭＯＸ粉末がグローブボックス外に漏えいした場合，ＭＯＸ粉

末は広い範囲に飛散し，一か所に集積して未臨界質量を上回ることは考えら

れないことから，臨界に至ることはない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１ 内的について 

ＭＯＸ粉末が収納された容器が貯蔵施設からグローブボックスに継続的に搬
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入され，ＭＯＸ粉末が集積する状況を想定した場合においても，未臨界質量を

超えて臨界に至るまでに185回の誤作動・誤操作を要することから検討対象外

とする。 

２．２ 外的について 

  平常運転時に取り扱うＭＯＸ粉末の質量は未臨界質量以下であり，粉末調整

第３室に設定するウラン粉末・回収粉末秤量・分取ユニットの運転管理の上限

値は258kg･ＭＯＸ，原料ＭＯＸ粉末秤量・分取ユニットの運転管理の上限値は

60kg･ＭＯＸである。 

設計基準を超える地震を想定し，これら単一ユニットのグローブボックスが

破損してＭＯＸ粉末がグローブボックス外に漏えいした場合，ＭＯＸ粉末は広

い範囲に飛散し，一か所に集積して未臨界質量を上回ることは考えられないこ

とから，臨界に至ることはない。 

また，ＭＯＸ燃料加工施設において水を保有する系統は基準地震動の1.2倍

の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とすることから，減速条件の変化

を引き起こす可能性のある溢水の工程室への侵入は想定しない。 

 

  



補-3-19-添 3-7 

予備混合装置グローブボックスの評価結果 

 

１．特定結果 

内的：予備混合装置は，各々，秤量及び分取した原料ＭＯＸ粉末，原料ウラン

粉末又は回収粉末に添加剤を加えて混合する装置である。臨界安全設計に

おいては質量管理を行う単一ユニットであり，ＭＯＸ粉末質量の在庫量を

常時把握するとともに，核燃料物質を搬送する容器を識別し，それにより

搬送する核燃料物質の質量，形態等を把握し，核的制限値以下であること

が確認されなければ搬入が許可されないインターロックを有する誤搬入防

止機構を設ける。 

仮にＭＯＸ粉末の過剰搬入を想定した場合においても，未臨界質量を超

過するためには複数回の誤搬入が必要であることから，臨界に至ることは

ない。 

外的：予備混合装置グローブボックスは粉末調整第２室に設置し，同工程室

には原料ＭＯＸ分析試料採取装置グローブボックス及び原料ＭＯＸ粉末

秤量・分取装置グローブボックスを設置する。 

設計基準を超える地震を想定した場合においても，これらのグローブ

ボックスは機能維持できる設計とすることからグローブボックスが破損

することはなく，臨界に至ることはない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１ 内的について 

ＭＯＸ粉末が収納された容器が貯蔵施設からグローブボックスに継続的に搬
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入され，ＭＯＸ粉末が集積する状況を想定した場合においても，未臨界質量を

超えて臨界に至るまでに40回の誤作動・誤操作を要することから検討対象外と

する。 

２．２ 外的について 

  平常運転時に取り扱うＭＯＸ粉末の質量は未臨界質量以下であり，粉末調整

第２室に設置する予備混合ユニットの運転管理の上限値は87kg･ＭＯＸ，原料

ＭＯＸ分析試料採取ユニットの運転管理の上限値は32kg･ＭＯＸである。設計

基準を超える地震を想定した場合においても，これらのグローブボックスは基

準地震動の1.2倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とすることか

ら，単一ユニットのグローブボックスが破損することはなく，ＭＯＸ粉末がグ

ローブボックス外に漏えいすることがないことから，臨界に至ることはない。 
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一次混合装置グローブボックスの評価結果 

 

１．特定結果 

内的：一次混合装置は，予備混合した粉末をウラン合金ボールを用いて微粉砕

混合を行う。臨界安全設計においては質量管理を行う単一ユニットであり，

ＭＯＸ粉末質量の在庫量を常時把握するとともに，核燃料物質を搬送する容

器を識別し，それにより搬送する核燃料物質の質量，形態等を把握し，核的

制限値以下であることが確認されなければ搬入が許可されないインターロッ

クを有する誤搬入防止機構を設ける。 

仮にＭＯＸ粉末の過剰搬入を想定した場合においても，未臨界質量を超過

するためには複数回の誤搬入が必要であることから，臨界に至ることはない。 

外的：一次混合装置グローブボックスは粉末調整第６室及び粉末調整第７室に

設置し，粉末調整第６室には回収粉末処理・詰替装置グローブボックスを，

粉末調整第７室には回収粉末処理・混合装置グローブボックス設置する。 

設計基準を超える地震を想定し，これら単一ユニットのグローブボック

スが破損してＭＯＸ粉末がグローブボックス外に漏えいした場合，ＭＯＸ粉

末は広い範囲に飛散し，一か所に集積して未臨界質量を上回ることは考えら

れないことから，臨界に至ることはない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１ 内的について 

ＭＯＸ粉末が収納された容器が貯蔵施設からグローブボックスに継続的に搬
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入され，ＭＯＸ粉末が集積する状況を想定した場合においても，未臨界質量を

超えて臨界に至るまでに40回の誤作動・誤操作を要することから検討対象外と

する。 

２．２ 外的について 

  平常運転時に取り扱うＭＯＸ粉末の質量は未臨界質量以下であり，粉末調整

第６室に設定する一次混合ユニットの運転管理の上限値は96kg･ＭＯＸ，回収

粉末処理・詰替ユニットの運転管理の上限値は247kg･ＭＯＸである。また，粉

末調整第７室に設定する一次混合ユニットの運転管理の上限値は96kg･ＭＯ

Ｘ，回収粉末処理・混合ユニットの運転管理の上限値は186kg･ＭＯＸである。 

設計基準を超える地震を想定し，これら単一ユニットのグローブボックスが

破損してＭＯＸ粉末がグローブボックス外に漏えいした場合，ＭＯＸ粉末は広

い範囲に飛散し，一か所に集積して未臨界質量を上回ることは考えられないこ

とから，臨界に至ることはない。 

また，ＭＯＸ燃料加工施設において水を保有する系統は基準地震動の1.2倍

の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とすることから，減速条件の変化

を引き起こす可能性のある溢水の工程室への侵入は想定しない。 
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一次混合粉末秤量・分取装置グローブボックスの評価結果 

 

１．特定結果 

内的：一次混合粉末秤量・分取装置は，一次混合した粉末の強制篩分，強

制篩分した粉末の秤量及び分取並びに原料ウラン粉末の秤量及び分取を

行う。臨界安全設計においては質量管理を行う単一ユニットであり，ＭＯ

Ｘ粉末質量の在庫量を常時把握するとともに，核燃料物質を搬送する容器

を識別し，それにより搬送する核燃料物質の質量，形態等を把握し，核的

制限値以下であることが確認されなければ搬入が許可されないインターロ

ックを有する誤搬入防止機構を設ける。 

仮にＭＯＸ粉末の過剰搬入を想定した場合においても，未臨界質量を超

過するためには複数回の誤搬入が必要であることから，臨界に至ることは

ない。 

外的：一次混合粉末秤量・分取グローブボックスは粉末調整第４室に設置し，

同工程室には分析資料採取・詰替グローブボックスを設置する。 

設計基準を超える地震を想定し，これら単一ユニットのグローブボック

スが破損してＭＯＸ粉末がグローブボックス外に漏えいした場合，ＭＯＸ

粉末は広い範囲に飛散し，一か所に集積して未臨界質量を上回ることは考

えられないことから，臨界に至ることはない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１ 内的について 
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ＭＯＸ粉末が収納された容器が貯蔵施設からグローブボックスに継続的に搬

入され，ＭＯＸ粉末が集積する状況を想定した場合においても，未臨界質量を

超えて臨界に至るまでに40回の誤作動・誤操作を要することから検討対象外と

する。 

２．２ 外的について 

  平常運転時に取り扱うＭＯＸ粉末の質量は未臨界質量以下であり，粉末調整

第４室に設定する一次混合粉末秤量・分取ユニットの運転管理の上限値は

258kg･ＭＯＸ，分析試料採取・詰替ユニットの運転管理の上限値は213kg･ＭＯ

Ｘである。設計基準を超える地震を想定し，これら単一ユニットのグローブボ

ックスが破損してＭＯＸ粉末がグローブボックス外に漏えいした場合，ＭＯＸ

粉末は広い範囲に飛散し，一か所に集積して未臨界質量を上回ることは考えら

れないことから，臨界に至ることはない。 

また，ＭＯＸ燃料加工施設において水を保有する系統は基準地震動の1.2倍

の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とすることから，減速条件の変化

を引き起こす可能性のある溢水の工程室への侵入は想定しない。 
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均一化混合装置グローブボックスの評価結果 

 

１．特定結果 

内的：均一化混合装置は，一次混合後に強制篩分した粉末，強制篩分した回収

粉末，原料ウラン粉末又は添加剤を混合する装置である。臨界安全設計に

おいては質量管理を行う単一ユニットであり，ＭＯＸ粉末質量の在庫量を

常時把握するとともに，核燃料物質を搬送する容器を識別し，それにより

搬送する核燃料物質の質量，形態等を把握し，核的制限値以下であること

が確認されなければ搬入が許可されないインターロックを有する誤搬入防

止機構を設ける。 

仮にＭＯＸ粉末の過剰搬入を想定した場合においても，未臨界質量を超

過するためには複数回の誤搬入が必要であることから，臨界に至ることは

ない。 

外的：均一化混合装置グローブボックスは粉末調整第５室に設置し，同工程

室には造粒装置グローブボックスを設置する。 

設計基準を超える地震を想定した場合においても，これらのグローブ

ボックスは機能維持できる設計とすることからグローブボックスが破損

することはなく，臨界に至ることはない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１ 内的について 

ＭＯＸ粉末が収納された容器が貯蔵施設からグローブボックスに継続的に搬

入され，ＭＯＸ粉末が集積する状況を想定した場合においても，未臨界質量を
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超えて臨界に至るまでに90回の誤作動・誤操作を要することから検討対象外と

する。 

２．２ 外的について 

  平常運転時に取り扱うＭＯＸ粉末の質量は未臨界質量以下であり，粉末調整

第５室に設置する均一化混合ユニットの運転管理の上限値は311kg･ＭＯＸ，造

粒ユニットの運転管理の上限値は128kg･ＭＯＸである。設計基準を超える地震

を想定した場合においても，これらのグローブボックスは基準地震動の1.2倍

の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とすることから，単一ユニットの

グローブボックスが破損することはなく，ＭＯＸ粉末がグローブボックス外に

漏えいすることがないことから，臨界に至ることはない。 
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造粒装置グローブボックスの評価結果 

 

１．特定結果 

内的：造粒装置は，均一化混合した粉末を粗成形及び解砕する装置である。臨

界安全設計においては質量管理を行う単一ユニットであり，ＭＯＸ粉末質

量の在庫量を常時把握するとともに，核燃料物質を搬送する容器を識別し，

それにより搬送する核燃料物質の質量，形態等を把握し，核的制限値以下

であることが確認されなければ搬入が許可されないインターロックを有す

る誤搬入防止機構を設ける。 

仮にＭＯＸ粉末の過剰搬入を想定した場合においても，未臨界質量を超

過するためには複数回の誤搬入が必要であることから，臨界に至ることは

ない。 

外的：造粒装置グローブボックスは粉末調整第５室に設置し，同工程室には

均一化混合装置グローブボックスを設置する。 

設計基準を超える地震を想定した場合においても，これらのグローブ

ボックスは機能維持できる設計とすることからグローブボックスが破損

することはなく，臨界に至ることはない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１ 内的について 

ＭＯＸ粉末が収納された容器が貯蔵施設からグローブボックスに継続的に搬

入され，ＭＯＸ粉末が集積する状況を想定した場合においても，未臨界質量を

超えて臨界に至るまでに85回の誤作動・誤操作を要することから検討対象外と
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する。 

２．２ 外的について 

  平常運転時に取り扱うＭＯＸ粉末の質量は未臨界質量以下であり，粉末調整

第５室に設置する造粒ユニットの運転管理の上限値は128kg･ＭＯＸ，均一化混

合ユニットの運転管理の上限値は311kg･ＭＯＸである。設計基準を超える地震

を想定した場合においても，これらのグローブボックスは基準地震動の1.2倍

の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とすることから，単一ユニットの

グローブボックスが破損することはなく，ＭＯＸ粉末がグローブボックス外に

漏えいすることがないことから，臨界に至ることはない。 
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添加剤混合装置グローブボックスの評価結果 

 

１．特定結果 

内的：添加剤混合装置は，均一化混合した粉末に添加剤を加えて混合する

装置である。臨界安全設計においては質量管理を行う単一ユニットであり，

ＭＯＸ粉末質量の在庫量を常時把握するとともに，核燃料物質を搬送する

容器を識別し，それにより搬送する核燃料物質の質量，形態等を把握し，

核的制限値以下であることが確認されなければ搬入が許可されないインタ

ーロックを有する誤搬入防止機構を設ける。 

仮にＭＯＸ粉末の過剰搬入を想定した場合においても，未臨界質量を超

過するためには複数回の誤搬入が必要であることから，臨界に至ることは

ない。 

外的：添加剤混合装置グローブボックスはペレット加工第１室に設置し，同

工程室にはプレス・グリーンペレット積込装置グローブボックス，空焼

結ボート取扱装置グローブボックスを設置する。 

設計基準を超える地震を想定した場合においても，これらのグローブ

ボックスは機能維持できる設計とすることからグローブボックスが破損

することはなく，臨界に至ることはない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１ 内的について 

ＭＯＸ粉末が収納された容器が貯蔵施設からグローブボックスに継続的に搬

入され，ＭＯＸ粉末が集積する状況を想定した場合においても，未臨界質量を
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超えて臨界に至るまでに85回の誤作動・誤操作を要することから検討対象外と

する。 

２．２ 外的について 

  平常運転時に取り扱うＭＯＸ粉末の質量は未臨界質量以下であり，ペレット

加工第１室に設置する添加剤混合ユニットの運転管理の上限値は208kg･ＭＯ

Ｘ，プレス・グリーンペレット積込ユニットの運転管理の上限値は246kg･ＭＯ

Ｘである。設計基準を超える地震を想定した場合においても，これらのグロー

ブボックスは基準地震動の1.2倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計

とすることから，単一ユニットのグローブボックスが破損することはなく，Ｍ

ＯＸ粉末がグローブボックス外に漏えいすることがないことから，臨界に至る

ことはない。 
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原料ＭＯＸ分析試料採取装置グローブボックスの評価結果 

 

１．特定結果 

内的：原料ＭＯＸ分析試料採取装置は，原料ＭＯＸ粉末の分析試料を採取して

核燃料物質の検査設備の分析設備に払い出す。また，燃料製造条件の調整を

目的とする燃料製造工程を模擬した少量試作試験（以下，「小規模試験」と

いう。）用の分析試料の採取を行う。臨界安全設計においては質量管理を行

う単一ユニットであり，ＭＯＸ粉末質量の在庫量を常時把握するとともに，

核燃料物質を搬送する容器を識別し，それにより搬送する核燃料物質の質量，

形態等を把握し，核的制限値以下であることが確認されなければ搬入が許可

されないインターロックを有する誤搬入防止機構を設ける。 

仮にＭＯＸ粉末の過剰搬入を想定した場合においても，未臨界質量を超過

するためには複数回の誤搬入が必要であることから，臨界に至ることはない。 

外的：原料ＭＯＸ分析試料採取装置グローブボックスは粉末調整第２室に設置

し，同工程室には原料ＭＯＸ粉末秤量・分取装置グローブボックス及び予備

混合装置グローブボックスを設置する。 

設計基準を超える地震を想定し，これら単一ユニットのグローブボック

スが破損してＭＯＸ粉末がグローブボックス外に漏えいした場合，ＭＯＸ粉

末は広い範囲に飛散し，一か所に集積して未臨界質量を上回ることは考えら

れないことから，臨界に至ることはない。 

２．特定結果の詳細説明 
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２．１ 内的について 

ＭＯＸ粉末が収納された容器が貯蔵施設からグローブボックスに継続的に搬

入され，ＭＯＸ粉末が集積する状況を想定した場合においても，未臨界質量を

超えて臨界に至るまでに80回の誤作動・誤操作を要することから検討対象外と

する。 

２．２ 外的について 

  平常運転時に取り扱うＭＯＸ粉末の質量は未臨界質量以下であり，粉末調整

第２室に設定する原料ＭＯＸ分析試料採取ユニットの運転管理の上限値は

32kg･ＭＯＸ，原料ＭＯＸ粉末秤量・分取ユニットの運転管理の上限値は60kg･

ＭＯＸ，予備混合ユニットの運転管理の上限値は87kg･ＭＯＸである。 

設計基準を超える地震を想定し，これら単一ユニットのグローブボックスが

破損してＭＯＸ粉末がグローブボックス外に漏えいした場合，ＭＯＸ粉末は広

い範囲に飛散し，一か所に集積して未臨界質量を上回ることは考えられないこ

とから，臨界に至ることはない。 

また，ＭＯＸ燃料加工施設において水を保有する系統は基準地震動の1.2倍

の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とすることから，減速条件の変化

を引き起こす可能性のある溢水の工程室への侵入は想定しない。 
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分析試料採取・詰替装置グローブボックスの評価結果 

 

１．特定結果 

内的：分析試料採取・詰替装置は，原料ＭＯＸ粉末以外の粉末の分析試料を採

取して核燃料物質の検査設備の分析設備に払い出す。また，各装置のグロー

ブボックスより回収されたＣＳ粉末の容器への詰め替えを行う。臨界安全設

計においては質量管理を行う単一ユニットであり，ＭＯＸ粉末質量の在庫量

を常時把握するとともに，核燃料物質を搬送する容器を識別し，それにより

搬送する核燃料物質の質量，形態等を把握し，核的制限値以下であることが

確認されなければ搬入が許可されないインターロックを有する誤搬入防止機

構を設ける。 

仮にＭＯＸ粉末の過剰搬入を想定した場合においても，未臨界質量を超過

するためには複数回の誤搬入が必要であることから，臨界に至ることはない。 

外的：分析試料採取・詰替装置グローブボックスは粉末調整第４室に設置し，

同工程室には一次混合粉末秤量・分取装置グローブボックスを設置する。 

設計基準を超える地震を想定し，これら単一ユニットのグローブボック

スが破損してＭＯＸ粉末がグローブボックス外に漏えいした場合，ＭＯＸ粉

末は広い範囲に飛散し，一か所に集積して未臨界質量を上回ることは考えら

れないことから，臨界に至ることはない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１ 内的について 
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ＭＯＸ粉末が収納された容器が貯蔵施設からグローブボックスに継続的に搬

入され，ＭＯＸ粉末が集積する状況を想定した場合においても，未臨界質量を

超えて臨界に至るまでに130回の誤作動・誤操作を要することから検討対象外

とする。 

２．２ 外的について 

  平常運転時に取り扱うＭＯＸ粉末の質量は未臨界質量以下であり，粉末調整

第４室に設定する分析試料採取・詰替ユニットの運転管理の上限値は213kg･Ｍ

ＯＸ，一次混合粉末秤量・分取ユニットの運転管理の上限値は258kg･ＭＯＸで

ある。 

設計基準を超える地震を想定し，これら単一ユニットのグローブボックスが

破損してＭＯＸ粉末がグローブボックス外に漏えいした場合，ＭＯＸ粉末は広

い範囲に飛散し，一か所に集積して未臨界質量を上回ることは考えられないこ

とから，臨界に至ることはない。 

また，ＭＯＸ燃料加工施設において水を保有する系統は基準地震動の1.2倍

の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とすることから，減速条件の変化

を引き起こす可能性のある溢水の工程室への侵入は想定しない。 
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回収粉末処理・詰替装置グローブボックスの評価結果 

 

１．特定結果 

内的：回収粉末処理・詰替装置は，回収した粉末，ペレット等の粗粉砕処理又

は回収粉末の詰替えを行う。臨界安全設計においては質量管理を行う単一ユ

ニットであり，ＭＯＸ粉末質量の在庫量を常時把握するとともに，核燃料物

質を搬送する容器を識別し，それにより搬送する核燃料物質の質量，形態等

を把握し，核的制限値以下であることが確認されなければ搬入が許可されな

いインターロックを有する誤搬入防止機構を設ける。 

仮にＭＯＸ粉末の過剰搬入を想定した場合においても，未臨界質量を超過

するためには複数回の誤搬入が必要であることから，臨界に至ることはない。 

外的：回収粉末処理・詰替装置グローブボックスは粉末調整第６室に設置し，

同工程室には一次混合装置グローブボックスを設置する。 

設計基準を超える地震を想定し，これら単一ユニットのグローブボック

スが破損してＭＯＸ粉末がグローブボックス外に漏えいした場合，ＭＯＸ粉

末は広い範囲に飛散し，一か所に集積して未臨界質量を上回ることは考えら

れないことから，臨界に至ることはない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１ 内的について 

ＭＯＸ粉末が収納された容器が貯蔵施設からグローブボックスに継続的に搬

入され，ＭＯＸ粉末が集積する状況を想定した場合においても，未臨界質量を
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超えて臨界に至るまでに180回の誤作動・誤操作を要することから検討対象外

とする。 

２．２ 外的について 

  平常運転時に取り扱うＭＯＸ粉末の質量は未臨界質量以下であり，粉末調整

第６室に設定する回収粉末処理・詰替ユニットの運転管理の上限値は247kg･Ｍ

ＯＸ，一次混合ユニットの運転管理の上限値は96kg･ＭＯＸである。 

設計基準を超える地震を想定し，これら単一ユニットのグローブボックスが

破損してＭＯＸ粉末がグローブボックス外に漏えいした場合，ＭＯＸ粉末は広

い範囲に飛散し，一か所に集積して未臨界質量を上回ることは考えられないこ

とから，臨界に至ることはない。 

また，ＭＯＸ燃料加工施設において水を保有する系統は基準地震動の1.2倍

の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とすることから，減速条件の変化

を引き起こす可能性のある溢水の工程室への侵入は想定しない。 
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回収粉末微粉砕装置グローブボックスの評価結果 

 

１．特定結果 

内的：回収粉末微粉砕装置は，回収粉末の粗粉砕粉末又は予備混合粉末を，ウ

ラン合金ボールを用いて，微粉砕混合を行う。臨界安全設計においては質量

管理を行う単一ユニットであり，ＭＯＸ粉末質量の在庫量を常時把握すると

ともに，核燃料物質を搬送する容器を識別し，それにより搬送する核燃料物

質の質量，形態等を把握し，核的制限値以下であることが確認されなければ

搬入が許可されないインターロックを有する誤搬入防止機構を設ける。 

仮にＭＯＸ粉末の過剰搬入を想定した場合においても，未臨界質量を超過

するためには複数回の誤搬入が必要であることから，臨界に至ることはない。 

外的：回収粉末微粉砕装置グローブボックスは粉末調整第１室に設置し，同工

程室には原料ＭＯＸ粉末缶取出装置グローブボックスを設置する。 

設計基準を超える地震を想定し，これら単一ユニットのグローブボック

スが破損してＭＯＸ粉末がグローブボックス外に漏えいした場合，ＭＯＸ粉

末は広い範囲に飛散し，一か所に集積して未臨界質量を上回ることは考えら

れないことから，臨界に至ることはない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１ 内的について 

ＭＯＸ粉末が収納された容器が貯蔵施設からグローブボックスに継続的に搬

入され，ＭＯＸ粉末が集積する状況を想定した場合においても，未臨界質量を
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超えて臨界に至るまでに40回の誤作動・誤操作を要することから検討対象外と

する。 

２．２ 外的について 

  平常運転時に取り扱うＭＯＸ粉末の質量は未臨界質量以下であり，粉末調整

第１室に設定する回収粉末微粉砕ユニットの運転管理の上限値は96kg･ＭＯ

Ｘ，原料ＭＯＸ粉末缶取出ユニットの運転管理の上限値は50kg･ＭＯＸであ

る。 

設計基準を超える地震を想定し，これら単一ユニットのグローブボックスが

破損してＭＯＸ粉末がグローブボックス外に漏えいした場合，ＭＯＸ粉末は広

い範囲に飛散し，一か所に集積して未臨界質量を上回ることは考えられないこ

とから，臨界に至ることはない。 

また，ＭＯＸ燃料加工施設において水を保有する系統は基準地震動の1.2倍

の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とすることから，減速条件の変化

を引き起こす可能性のある溢水の工程室への侵入は想定しない。 
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回収粉末処理・混合装置グローブボックスの評価結果 

 

１．特定結果 

内的：回収粉末処理・混合装置は，各装置から回収されたＣＳ粉末に添加剤を

加えて混合する装置である。臨界安全設計においては質量管理を行う単一

ユニットであり，ＭＯＸ粉末質量の在庫量を常時把握するとともに，核燃

料物質を搬送する容器を識別し，それにより搬送する核燃料物質の質量，

形態等を把握し，核的制限値以下であることが確認されなければ搬入が許

可されないインターロックを有する誤搬入防止機構を設ける。 

仮にＭＯＸ粉末の過剰搬入を想定した場合においても，未臨界質量を超

過するためには複数回の誤搬入が必要であることから，臨界に至ることは

ない。 

外的：回収粉末処理・混合装置グローブボックスは粉末調整第７室に設置

し，同工程室には一次混合装置グローブボックスを設置する。 

設計基準を超える地震を想定した場合においても，これらのグローブ

ボックスは機能維持できる設計とすることからグローブボックスが破損

することはなく，臨界に至ることはない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１ 内的について 

ＭＯＸ粉末が収納された容器が貯蔵施設からグローブボックスに継続的に搬

入され，ＭＯＸ粉末が集積する状況を想定した場合においても，未臨界質量を

超えて臨界に至るまでに40回の誤作動・誤操作を要することから検討対象外と
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する。 

２．２ 外的について 

  平常運転時に取り扱うＭＯＸ粉末の質量は未臨界質量以下であり，粉末調整

第５室に設置する均一化混合ユニットの運転管理の上限値は311kg･ＭＯＸ，造

粒ユニットの運転管理の上限値は128kg･ＭＯＸである。設計基準を超える地震

を想定した場合においても，これらのグローブボックスは基準地震動の1.2倍

の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とすることから，単一ユニットの

グローブボックスが破損することはなく，ＭＯＸ粉末がグローブボックス外に

漏えいすることがないことから，臨界に至ることはない。 
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再生スクラップ焙焼処理装置グローブボックスの評価結果 

 

１．特定結果 

内的：再生スクラップ焙焼処理装置は，各工程から回収したスクラップの焙焼

処理，焙焼した粉末の解砕及び磁気分離による不純物の除去を行い，焙焼処

理した粉末に原料ウラン粉末及び添加剤を加えて混合を行う。臨界安全設計

においては質量管理を行う単一ユニットであり，ＭＯＸ粉末質量の在庫量を

常時把握するとともに，核燃料物質を搬送する容器を識別し，それにより搬

送する核燃料物質の質量，形態等を把握し，核的制限値以下であることが確

認されなければ搬入が許可されないインターロックを有する誤搬入防止機構

を設ける。 

仮にＭＯＸ粉末の過剰搬入を想定した場合においても，未臨界質量を超過

するためには複数回の誤搬入が必要であることから，臨界に至ることはない。 

外的：再生スクラップ焙焼処理装置グローブボックスはスクラップ処理室に設

置し，同工程室には再生スクラップ受払装置グローブボックスを設置する。 

設計基準を超える地震を想定し，これら単一ユニットのグローブボック

スが破損してＭＯＸ粉末がグローブボックス外に漏えいした場合，ＭＯＸ粉

末は広い範囲に飛散し，一か所に集積して未臨界質量を上回ることは考えら

れないことから，臨界に至ることはない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１ 内的について 
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ＭＯＸ粉末が収納された容器が貯蔵施設からグローブボックスに継続的に搬

入され，ＭＯＸ粉末が集積する状況を想定した場合においても，未臨界質量を

超えて臨界に至るまでに635回の誤作動・誤操作を要することから検討対象外

とする。 

２．２ 外的について 

  平常運転時に取り扱うＭＯＸ粉末の質量は未臨界質量以下であり，スクラッ

プ処理室に設定する再生スクラップ焙焼処理ユニットの運転管理の上限値は

38kg･ＭＯＸ，再生スクラップ受払ユニットの運転管理の上限値は63kg･ＭＯＸ

である。 

設計基準を超える地震を想定し，これら単一ユニットのグローブボックスが

破損してＭＯＸ粉末がグローブボックス外に漏えいした場合，ＭＯＸ粉末は広

い範囲に飛散し，一か所に集積して未臨界質量を上回ることは考えられないこ

とから，臨界に至ることはない。 

また，ＭＯＸ燃料加工施設において水を保有する系統は基準地震動の1.2倍

の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とすることから，減速条件の変化

を引き起こす可能性のある溢水の工程室への侵入は想定しない。 
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再生スクラップ受払装置グローブボックスの評価結果 

 

１．特定結果 

内的：再生スクラップ受払装置は，各工程から回収したスクラップの受払い及

び一時保管を行う。臨界安全設計においては質量管理を行う単一ユニットで

あり，ＭＯＸ粉末質量の在庫量を常時把握するとともに，核燃料物質を搬送

する容器を識別し，それにより搬送する核燃料物質の質量，形態等を把握し，

核的制限値以下であることが確認されなければ搬入が許可されないインター

ロックを有する誤搬入防止機構を設ける。 

仮にＭＯＸ粉末の過剰搬入を想定した場合においても，未臨界質量を超過

するためには複数回の誤搬入が必要であることから，臨界に至ることはない。 

外的：再生スクラップ受払装置グローブボックスはスクラップ処理室に設置し，

同工程室には再生スクラップ焙焼処理装置グローブボックスを設置する。 

設計基準を超える地震を想定し，これら単一ユニットのグローブボック

スが破損してＭＯＸ粉末がグローブボックス外に漏えいした場合，ＭＯＸ粉

末は広い範囲に飛散し，一か所に集積して未臨界質量を上回ることは考えら

れないことから，臨界に至ることはない。 

２．特定結果の詳細説明 

２．１ 内的について 

ＭＯＸ粉末が収納された容器が貯蔵施設からグローブボックスに継続的に搬

入され，ＭＯＸ粉末が集積する状況を想定した場合においても，未臨界質量を
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超えて臨界に至るまでに635回の誤作動・誤操作を要することから検討対象外

とする。 

２．２ 外的について 

  平常運転時に取り扱うＭＯＸ粉末の質量は未臨界質量以下であり，スクラッ

プ処理室に設定する再生スクラップ受払ユニットの運転管理の上限値は63kg･

ＭＯＸ，再生スクラップ焙焼処理ユニットの運転管理の上限値は38kg･ＭＯＸ

である。 

設計基準を超える地震を想定し，これら単一ユニットのグローブボックスが

破損してＭＯＸ粉末がグローブボックス外に漏えいした場合，ＭＯＸ粉末は広

い範囲に飛散し，一か所に集積して未臨界質量を上回ることは考えられないこ

とから，臨界に至ることはない。 

また，ＭＯＸ燃料加工施設において水を保有する系統は基準地震動の1.2倍

の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とすることから，減速条件の変化

を引き起こす可能性のある溢水の工程室への侵入は想定しない。 
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プレス装置（粉末取扱部）グローブボックス 
プレス装置（プレス部）グローブボックス 

グリーンペレット積込装置グローブボックスの評価結果 

 

１．特定結果 

内的：プレス装置（粉末取扱部）グローブボックス，プレス装置（プレス部）グ

ローブボックス，グリーンペレット積込装置グローブボックスからなるプレ

ス・グリーンペレット積込ユニットは，質量管理を行うユニットであり，Ｍ

ＯＸ粉末又はＭＯＸペレットの過剰搬入を想定する。ユニット内のＭＯＸ粉

末又はＭＯＸペレットの質量は，秤量値の積算により管理するとともに，秤

量値は複数の運転員が確認すること及び取り扱うＭＯＸ粉末又はＭＯＸペレ

ットの質量は運転管理の上限値以下であり，未臨界質量を超過するためには

複数回の誤搬入が必要であることから，臨界に至ることはない。 

外的：該当するグローブボックスを設置する室には３ユニットが存在する。設計

基準を超える地震を想定し，基準地震動の1.2倍の地震動を考慮した際に機

能維持できる設計であるプレス装置（プレス部）グローブボックス以外のグ

ローブボックスが機能喪失したとしても，分散配置されたグローブボックス

内の核燃料物質が一か所に集積して未臨界質量を上回ることはないので，臨

界に至ることはない。 

なお，該当するグローブボックスが設置された室は，以下の措置を講ずる

ことで溢水による減速条件の変化は考慮しない。 

・室内にあって破損時に減速条件の変化を引き起こす可能性のある液体の

漏えいを防止するため，該当する系統を基準地震動の1.2倍の地震動を

考慮した際に機能を維持できる設計とする。 
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・室外から室内への溢水の侵入を防止するため，堰を室の入口に設けると

ともに，基準地震動を考慮した際に機能維持できる設計とする。 

 

２．特定結果の詳細説明 

２．１ 内的について 

プレス装置（粉末取扱部）グローブボックス，プレス装置（プレス部）グロ

ーブボックス，グリーンペレット積込装置グローブボックスからなるプレス・

グリーンペレット積込ユニットへのＭＯＸ粉末又はＭＯＸペレットの過剰搬入

を想定する。 

プレス・グリーンペレット積込ユニットの取扱形態であるペレット－１の未

臨界質量である450kg･ＭＯＸを超えるまでには，約13時間かかる。 

ＭＯＸ粉末又はＭＯＸペレットの搬入に当たっては，別添２に示す誤搬入防

止機構を用いて確認する。１回の核燃料物質の搬送に対して，①搬送容器のＩ

Ｄ番号の確認，②秤量値の一致の確認（有意な差のないことの確認），③計算

機による核的制限値以下の確認，④誤搬入防止シャッタの開放（通常時閉止），

⑤運転員の搬入許可といった搬送に係る５項目を全て満たさない限り，搬送先

の単一ユニットへ搬送されない設計である。 

したがって，未臨界質量を超えて臨界に至るまでに25回の誤作動・誤操作を

要することから検討対象外とする。 

 

２．２ 外的について 

プレス装置（粉末取扱部）グローブボックス，プレス装置（プレス部）グロ

ーブボックス，グリーンペレット積込装置グローブボックスからなるプレス・

グリーンペレット積込ユニット内で平常運転時に取り扱うＭＯＸ粉末又はＭＯ
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Ｘペレットの質量は，245kg･ＭＯＸ以下であり，地震による漏えいを想定して

も臨界に至ることはない。また，当該単一ユニットが設置される室には，３ユ

ニットが配置されるが，基準地震動の1.2倍の地震動を考慮した際に機能維持

できる設計であるプレス装置（プレス部）グローブボックス以外のグローブボ

ックスが機能喪失したとしても，分散配置されたグローブボックス内の核燃料

物質が一か所に集積して未臨界質量を上回ることはないので，臨界に至ること

はない。 

なお，該当するグローブボックスが設置された室は，以下の措置を講ずるこ

とで溢水による減速条件の変化は考慮しない。 

・室内にあって破損時に減速条件の変化を引き起こす可能性のある液体の

漏えいを防止するため，該当する系統を基準地震動の1.2倍の地震動を

考慮した際に機能を維持できる設計とする。 

・室外から室内への溢水の侵入を防止するため，堰を室の入口に設けると

ともに，基準地震動を考慮した際に機能維持できる設計とする。 
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空焼結ボート取扱装置グローブボックスの評価結果 

 

１．特定結果 

内的：質量管理を行うユニットであり，ＭＯＸペレットの過剰搬入を想定する。

ユニット内のＭＯＸペレットの質量は，秤量値の積算により管理するととも

に，秤量値は複数の運転員が確認すること及び取り扱うＭＯＸペレットの質

量は運転管理の上限値以下であり，未臨界質量を超過するためには複数回の

誤搬入が必要であることから，臨界に至ることはない。 

外的：該当するグローブボックスを設置する室には３ユニットが存在する。設計

基準を超える地震を想定し，グローブボックスが機能喪失したとしても，分

散配置されたグローブボックス内の核燃料物質が一か所に集積して未臨界質

量を上回ることはないので，臨界に至ることはない。 

なお，該当するグローブボックスが設置された室は，以下の措置を講ずる

ことで溢水による減速条件の変化は考慮しない。 

・室内にあって破損時に減速条件の変化を引き起こす可能性のある液体の

漏えいを防止するため，該当する系統を基準地震動の1.2倍の地震動を

考慮した際に機能を維持できる設計とする。 

・室外から室内への溢水の侵入を防止するため，堰を室の入口に設けると

ともに，基準地震動を考慮した際に機能維持できる設計とする。 

 

２．特定結果の詳細説明 

２．１ 内的について 

空焼結ボート取扱ユニットへのＭＯＸペレットの過剰搬入を想定する。 

空焼結ボート取扱ユニットの取扱形態であるペレット－１の未臨界質量であ
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る450kg･ＭＯＸを超えるまでには，約35時間かかる。 

ＭＯＸペレットの搬入に当たっては，別添２に示す誤搬入防止機構を用いて

確認する。１回の核燃料物質の搬送に対して，①搬送容器のＩＤ番号の確認，

②秤量値の一致の確認（有意な差のないことの確認），③計算機による核的制

限値以下の確認，④誤搬入防止シャッタの開放（通常時閉止），⑤運転員の搬

入許可といった搬送に係る５項目を全て満たさない限り，搬送先の単一ユニッ

トへ搬送されない設計である。 

したがって，未臨界質量を超えて臨界に至るまでに225回の誤作動・誤操作

を要することから検討対象外とする。 

 

２．２ 外的について 

空焼結ボート取扱ユニット内で平常運転時に取り扱うＭＯＸペレットの質量

は，36kg･ＭＯＸ以下であり，地震による漏えいを想定しても臨界に至ること

はない。また，当該単一ユニットが設置される室には，３ユニットが配置され

るが，グローブボックスが機能喪失したとしても，分散配置されたグローブボ

ックス内の核燃料物質が一か所に集積して未臨界質量を上回ることはないので，

臨界に至ることはない。 

なお，該当するグローブボックスが設置された室は，以下の措置を講ずるこ

とで溢水による減速条件の変化は考慮しない。 

・室内にあって破損時に減速条件の変化を引き起こす可能性のある液体の

漏えいを防止するため，該当する系統を基準地震動の1.2倍の地震動を

考慮した際に機能を維持できる設計とする。 

・室外から室内への溢水の侵入を防止するため，堰を室の入口に設けると

ともに，基準地震動を考慮した際に機能維持できる設計とする。 
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焼結ボート供給装置グローブボックス 
焼結炉 

焼結ボート取出装置グローブボックスの評価結果 

 

１．特定結果 

内的：焼結ボート供給装置グローブボックス，焼結炉，焼結ボート取出装置グロ

ーブボックスからなる焼結炉ユニットは，質量管理を行うユニットであり，

ＭＯＸペレットの過剰搬入を想定する。ユニット内のＭＯＸペレットの質量

は，秤量値の積算により管理するとともに，秤量値は複数の運転員が確認す

ること及び取り扱うＭＯＸペレットの質量は運転管理の上限値以下であり，

未臨界質量を超過するためには複数回の誤搬入が必要であることから，臨界

に至ることはない。 

外的：該当するグローブボックス等を設置する室には３ユニットが存在する。設

計基準を超える地震を想定し，グローブボックス等が機能喪失したとしても，

分散配置されたグローブボックス内の核燃料物質が一か所に集積して未臨界

質量を上回ることはないので，臨界に至ることはない。 

なお，該当するグローブボックス等が設置された室は，以下の措置を講ず

ることで溢水による減速条件の変化は考慮しない。 

・室内にあって破損時に減速条件の変化を引き起こす可能性のある液体の

漏えいを防止するため，該当する系統を基準地震動の1.2倍の地震動を

考慮した際に機能を維持できる設計とする。 

・室外から室内への溢水の侵入を防止するため，堰を室の入口に設けると

ともに，基準地震動を考慮した際に機能維持できる設計とする。 
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２．特定結果の詳細説明 

２．１ 内的について 

焼結ボート供給装置グローブボックス，焼結炉，焼結ボート取出装置グロー

ブボックスからなる焼結炉ユニットへのＭＯＸペレットの過剰搬入を想定する。 

焼結炉ユニットの取扱形態であるペレット－１及びペレット－２の未臨界質

量のうち，小さい方であるペレット－１の未臨界質量である450kg･ＭＯＸを超

えるまでには，約46時間かかる。 

ＭＯＸペレットの搬入に当たっては，別添２に示す誤搬入防止機構を用いて

確認する。１回の核燃料物質の搬送に対して，①搬送容器のＩＤ番号の確認，

②秤量値の一致の確認（有意な差のないことの確認），③計算機による核的制

限値以下の確認，④誤搬入防止シャッタの開放（通常時閉止），⑤運転員の搬

入許可といった搬送に係る５項目を全て満たさない限り，搬送先の単一ユニッ

トへ搬送されない設計である。 

したがって，未臨界質量を超えて臨界に至るまでに225回の誤作動・誤操作

を要することから検討対象外とする。 

 

２．２ 外的について 

焼結ボート供給装置グローブボックス，焼結炉，焼結ボート取出装置グロー

ブボックスからなる焼結炉ユニット内で平常運転時に取り扱うＭＯＸペレット

の質量は，411kg･ＭＯＸ以下であり，地震による漏えいを想定しても臨界に至

ることはない。また，当該単一ユニットが設置される室には，３ユニットが配

置されるが，グローブボックス等が機能喪失したとしても，分散配置されたグ

ローブボックス等内の核燃料物質が一か所に集積して未臨界質量を上回ること

はないので，臨界に至ることはない。 
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なお，該当するグローブボックス等が設置された室は，以下の措置を講ずる

ことで溢水による減速条件の変化は考慮しない。 

・室内にあって破損時に減速条件の変化を引き起こす可能性のある液体の

漏えいを防止するため，該当する系統を基準地震動の1.2倍の地震動を

考慮した際に機能を維持できる設計とする。 

・室外から室内への溢水の侵入を防止するため，堰を室の入口に設けると

ともに，基準地震動を考慮した際に機能維持できる設計とする。 

 
  



補-3-19-添 3-41 

焼結ペレット供給グローブボックス 
研削装置グローブボックス 

研削粉回収装置グローブボックス 

ペレット検査設備グローブボックスの評価結果 

 

１．特定結果 

内的：焼結ペレット供給グローブボックス，研削装置グローブボックス，研削粉

回収装置グローブボックス，ペレット検査設備グローブボックスからなるペ

レット研削・検査ユニットは，質量管理を行うユニットであり，ＭＯＸペレ

ットの過剰搬入を想定する。ユニット内のＭＯＸペレットの質量は，秤量値

の積算により管理するとともに，秤量値は複数の運転員が確認すること及び

取り扱うＭＯＸペレットの質量は運転管理の上限値以下であり，未臨界質量

を超過するためには複数回の誤搬入が必要であることから，臨界に至ること

はない。 

外的：該当するグローブボックスを設置する室には２ユニットが存在する。設計

基準を超える地震を想定し，グローブボックスが機能喪失したとしても，分

散配置されたグローブボックス内の核燃料物質が一か所に集積して未臨界質

量を上回ることはないので，臨界に至ることはない。 

なお，該当するグローブボックスが設置された室は，以下の措置を講ずる

ことで溢水による減速条件の変化は考慮しない。 

・室内にあって破損時に減速条件の変化を引き起こす可能性のある液体の

漏えいを防止するため，該当する系統を基準地震動の1.2倍の地震動を

考慮した際に機能を維持できる設計とする。 

・室外から室内への溢水の侵入を防止するため，堰を室の入口に設けると
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ともに，基準地震動を考慮した際に機能維持できる設計とする。 

 

２．特定結果の詳細説明 

２．１ 内的について 

焼結ペレット供給グローブボックス，研削装置グローブボックス，研削粉回

収装置グローブボックス，ペレット検査設備グローブボックスからなるペレッ

ト研削・検査ユニットへのＭＯＸペレットの過剰搬入を想定する。 

ペレット研削・検査ユニットの取扱形態であるペレット－２の未臨界質量で

ある850kg･ＭＯＸを超えるまでには，約34時間かかる。 

ＭＯＸペレットの搬入に当たっては，別添２に示す誤搬入防止機構を用いて

確認する。１回の核燃料物質の搬送に対して，①搬送容器のＩＤ番号の確認，

②秤量値の一致の確認（有意な差のないことの確認），③計算機による核的制

限値以下の確認，④誤搬入防止シャッタの開放（通常時閉止），⑤運転員の搬

入許可といった搬送に係る５項目を全て満たさない限り，搬送先の単一ユニッ

トへ搬送されない設計である。 

したがって，未臨界質量を超えて臨界に至るまでに425回の誤作動・誤操作

を要することから検討対象外とする。 

 

２．２ 外的について 

焼結ペレット供給グローブボックス，研削装置グローブボックス，研削粉回

収装置グローブボックス，ペレット検査設備グローブボックスからなるペレッ

ト研削・検査ユニット内で平常運転時に取り扱うＭＯＸペレットの質量は，

301kg･ＭＯＸ以下であり，地震による漏えいを想定しても臨界に至ることはな

い。また，当該単一ユニットが設置される室には，２ユニットが配置されるが，
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グローブボックスが機能喪失したとしても，分散配置されたグローブボックス

内の核燃料物質が一か所に集積して未臨界質量を上回ることはないので，臨界

に至ることはない。 

なお，該当するグローブボックスが設置された室は，以下の措置を講ずるこ

とで溢水による減速条件の変化は考慮しない。 

・室内にあって破損時に減速条件の変化を引き起こす可能性のある液体の

漏えいを防止するため，該当する系統を基準地震動の1.2倍の地震動を

考慮した際に機能を維持できる設計とする。 

・室外から室内への溢水の侵入を防止するため，堰を室の入口に設けると

ともに，基準地震動を考慮した際に機能維持できる設計とする。 
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小規模粉末混合グローブボックス 
小規模プレス装置グローブボックス 

小規模焼結処理装置グローブボックス 
小規模焼結処理装置 

小規模研削検査装置グローブボックス 
資材保管装置グローブボックスの評価結果 

 

１．特定結果 

内的：小規模粉末混合グローブボックス，小規模プレス装置グローブボックス，

小規模焼結処理装置グローブボックス，小規模焼結処理装置，小規模研削検

査装置グローブボックス，資材保管装置グローブボックスからなる小規模試

験ユニットは，質量管理を行うユニットであり，ＭＯＸ粉末又はＭＯＸペレ

ットの過剰搬入を想定する。ユニット内のＭＯＸ粉末又はＭＯＸペレットの

質量は，秤量値の積算により管理するとともに，秤量値は複数の運転員が確

認すること及び取り扱うＭＯＸ粉末又はＭＯＸペレットの質量は運転管理の

上限値以下であり，未臨界質量を超過するためには複数回の誤搬入が必要で

あることから，臨界に至ることはない。 

外的：該当するグローブボックスを設置する室には２ユニットが存在する。設計

基準を超える地震を想定し，グローブボックスが機能喪失したとしても，分

散配置されたグローブボックス内の核燃料物質が一か所に集積して未臨界質

量を上回ることはないので，臨界に至ることはない。 

なお，該当するグローブボックスが設置された室は，以下の措置を講ずる

ことで溢水による減速条件の変化は考慮しない。 

・室内にあって破損時に減速条件の変化を引き起こす可能性のある液体の
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漏えいを防止するため，該当する系統を基準地震動の1.2倍の地震動を

考慮した際に機能を維持できる設計とする。 

・室外から室内への溢水の侵入を防止するため，堰を室の入口に設けると

ともに，基準地震動を考慮した際に機能維持できる設計とする。 

 

２．特定結果の詳細説明 

２．１ 内的について 

小規模粉末混合グローブボックス，小規模プレス装置グローブボックス，小

規模焼結処理装置グローブボックス，小規模焼結処理装置，小規模研削検査装

置グローブボックス，資材保管装置グローブボックスからなる小規模試験ユニ

ットへのＭＯＸ粉末又はＭＯＸペレットの過剰搬入を想定する。 

小規模試験ユニットの取扱形態であるペレット－３の未臨界質量である

380kg･ＭＯＸを超えるまでには，約160時間かかる。 

ＭＯＸ粉末又はＭＯＸペレットの搬入に当たっては，別添２に示す誤搬入防

止機構を用いて確認する。１回の核燃料物質の搬送に対して，①搬送容器のＩ

Ｄ番号の確認，②秤量値の一致の確認（有意な差のないことの確認），③計算

機による核的制限値以下の確認，④誤搬入防止シャッタの開放（通常時閉止），

⑤運転員の搬入許可といった搬送に係る５項目を全て満たさない限り，搬送先

の単一ユニットへ搬送されない設計である。 

したがって，未臨界質量を超えて臨界に至るまでに635回の誤作動・誤操作

を要することから検討対象外とする。 

 

２．２ 外的について 

小規模粉末混合グローブボックス，小規模プレス装置グローブボックス，小
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規模焼結処理装置グローブボックス，小規模焼結処理装置，小規模研削検査装

置グローブボックス，資材保管装置グローブボックスからなる小規模試験ユニ

ット内で平常運転時に取り扱うＭＯＸ粉末又はＭＯＸペレットの質量は，

103kg･ＭＯＸ以下であり，地震による漏えいを想定しても臨界に至ることはな

い。また，当該単一ユニットが設置される室には，３ユニットが配置されるが，

基準地震動の1.2倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計であるプレス

装置（プレス部）グローブボックス以外のグローブボックスが機能喪失したと

しても，分散配置されたグローブボックス内の核燃料物質が一か所に集積して

未臨界質量を上回ることはないので，臨界に至ることはない。 

なお，該当するグローブボックスが設置された室は，以下の措置を講ずるこ

とで溢水による減速条件の変化は考慮しない。 

・室内にあって破損時に減速条件の変化を引き起こす可能性のある液体の

漏えいを防止するため，該当する系統を基準地震動の1.2倍の地震動を

考慮した際に機能を維持できる設計とする。 

・室外から室内への溢水の侵入を防止するため，堰を室の入口に設けると

ともに，基準地震動を考慮した際に機能維持できる設計とする。 
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５．重大事故等の対処に係る有効性評価の基本的な考え方 

ＭＯＸ燃料加工施設において，重大事故に至るおそれがある事故

が発生した場合において，重大事故の拡大防止対策が有効であるこ

とを示すため，「３．重大事故の想定箇所の特定」において特定され

た重大事故に対し，以下のとおり評価対象を整理し，対応する評価

項目を設定した上で，評価の結果を踏まえて，設備，手順及び体制

の有効性を評価する。 

なお，核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失は，露出したＭＯＸ

粉末を取り扱う火災源を有するグローブボックス内で火災が発生し，

飛散しやすいＭＯＸ粉末が火災により発生する気流によって気相中

へ移行し，多量の核燃料物質が環境へ放出されることであり，可能

な限り早期に核燃料物質の飛散又は漏えいの原因となる火災を消火

することで，環境へ多量の核燃料物質が放出される重大事故の発生

を防止することが重要である。そのため，火災源を有するグローブ

ボックス内で火災が発生した場合に可能な限り早期に消火し，重大

事故の発生を未然に防止するために必要な措置についても，重大事

故の拡大を防止するために必要な措置として有効性を評価する。 

 

５．１ 評価対象の整理及び評価項目の設定 

有効性評価を実施する評価対象は，「３. 重大事故の想定箇所の

特定」で体系的に整理された情報を基に，重大事故等の発生を防止

している安全機能の喪失の機能喪失の範囲，講じられる対策の網羅

性及び生じる環境条件を考慮し選定する。 

重大事故等対策の有効性を確認するため，重大事故等の評価項目

を設定する。評価項目は，重大事故等の特徴を踏まえた上で，重大
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事故の発生により，放射性物質の放出に寄与する重大事故等のパラ

メータとする。 

 

５．２ 評価に当たって考慮する事項 

５．２．１ 安全機能を有する施設の安全機能の喪失に対する想定 

網羅性を確保した有効性評価を実施するため，想定される機能喪

失の範囲に加えて，更なる機能喪失を重ね合わせることが合理的な

場合には，代表事例では想定されない安全機能の喪失を加えて仮定

し，有効性評価を実施する。 

５．２．２ 操作及び作業時間に対する仮定 

「３. 重大事故の想定箇所の特定」で特定した重大事故等への対

処のために実施する操作及び作業を開始する時間は，以下のとおり

想定する。 

(１) 外的事象の地震における想定 

地震発生直後，要員は自らの身を守るための行為を実施し，揺

れが収まったことを確認してから，安全機能が維持されているか

の確認を実施する。したがって，地震の発生を起点として，その

後 10 分間は要員による対処を期待しない。地震の発生から 10 分

後以降，要員による制御盤等の確認を実施し，その結果に基づき，

安全機能の喪失を把握し，通常の体制から重大事故等への対処を

実施するための実施組織に体制を移行するものと仮定する。その

後，要員による重大事故等への対処に必要な操作及び作業を実施

するものと仮定する。 
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(２) 内的事象における想定 

制御盤等の情報から安全機能の喪失又は事故の発生を把握する

ためには，一つの指示情報だけではなく複数の指示情報から判断

する必要がある。したがって，制御盤等により安全機能の喪失を

判断するための情報を把握した時点を起点として，安全機能の喪

失の判断に 10 分間を要するものと想定し，重大事故等への対処の

うち判断に基づき実施する操作及び作業は安全機能の喪失を判断

するための情報の把握から 10 分後以降に実施するものと仮定する。 

 

５．２．３ 環境条件の考慮 

「３. 重大事故の想定箇所の特定」において想定した規模の自然

現象の発生を想定する。ただし，対処により事象を収束させるまで

の時間が短い場合には，その間に自然現象が発生する可能性が十分

に低いと考えられることから，対処実施中の自然現象の発生は想定

しない。 

 

５．２．４ 有効性評価の範囲 

有効性評価の範囲は，事態が収束するまでの期間を対象として実

施する。 

 

５．３ 有効性評価に使用する計算プログラム 

有効性評価において，計算プログラムは使用していない。 
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５．４ 有効性評価における評価の条件設定の方針 

５．４．１ 評価条件設定の考え方 

有効性評価における評価の条件設定については，事象進展の不確

かさを考慮して，設計値及び運転状態の現実的な条件を設定するこ

とを基本とする。 

 

５．４．２ 共通的な条件 

有効性評価に必要な共通的条件として，ＭＯＸの性状を以下のと

おり定める。 

(１) プルトニウム富化度 

ＭＯＸのプルトニウム富化度は運転管理値に基づき，ＭＯＸの

形態ごとに第５．４．２－１表のとおり設定する。 

 

第５．４．２－１表 ＭＯＸ中のプルトニウム富化度 

ＭＯＸ形態 プルトニウム富化度（％） 

粉末 

原料ＭＯＸ粉末 60 

一次混合粉末 33 

二次混合粉末 18 

添加剤混合粉末 18 

ペレット 
グリーンペレット 18 

焼結ペレット 18 

 

(２) プルトニウムの同位体組成 

ＭＯＸ燃料加工施設で取り扱う核燃料物質の仕様及び取扱量に

ついては運転状態により変動し得るが，吸入による被ばくが最も

厳しくなる条件となるよう，再処理する使用済燃料の燃焼条件及

び冷却期間をパラメータとして，燃料加工建屋外へ放出するプル
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トニウムの同位体組成を第５．４．２－２表のとおり設定する。 

 

第５．４．２－２表 ＭＯＸ中のプルトニウムの同位体組成 

核種 
質量割合 

（％） 

Ｐｕ－238 3.8 

Ｐｕ－239 55.6 

Ｐｕ－240 27.3 

Ｐｕ－241 13.3 

Ａｍ－241 4.5 

合計 104.5 

 

【補足説明資料 ５－２】 

【補足説明資料 ５－３】 

 

(３) インベントリ 

ＭＯＸのインベントリは，各グローブボックス及び設備に設定

している単一ユニットの運転管理値の最大量を適用する。重大事

故等の火災源となる潤滑油を内包するグローブボックス及び火災

源となる潤滑油を内包するグローブボックスと同室にあり，火災

源となる潤滑油を内包していないが，内的事象において火災の影

響を受けることを想定するグローブボックスのインベントリを第

５．４．２－３表に示す。 

  



 

5-6 

 

第５．４．２－３表 グローブボックス・機器のインベントリ 

グローブボックス・設備名称 
インベントリ 

（㎏・Pu） 

予備混合装置グローブボックス 46.0 

原料ＭＯＸ分析試料採取装置グローブボックス注） 16.9 

原料ＭＯＸ粉末秤量・分取装置グローブボックス注） 31.8 

均一化混合装置グローブボックス 90.5 

造粒装置グローブボックス 20.3 

回収粉末処理・混合装置グローブボックス 54.1 

添加剤混合装置Ａグローブボックス 33.0 

プレス装置Ａ（プレス部）グローブボックス 38.9 

添加剤混合装置Ｂグローブボックス 33.0 

プレス装置（プレス部）Ｂグローブボックス 38.9 

注）火災源となる潤滑油を内包していないが，内的事象において火災

の影響を受けることを想定するグローブボックス 

 

(４) 事故の影響を受ける割合及び気相に移行する割合 

事故の影響を受ける割合及び気相に移行する割合は，重大事故

の特徴ごとに既往の知見を参考に設定する。 

 

(５) 大気中への放出過程における放射性物質の除染係数 

① 高性能エアフィルタ 

高性能エアフィルタは，通常時の環境における健全な高性

能エアフィルタ３段の除染係数が１×1011以上という測定試

験結果がある。また，多段フィルタシステムでは，後段のフ

ィルタほど捕集効率は低下するものの，除染係数が最小とな

る粒径付近では，各段のフィルタの捕集効率に大きな違いは

なく，１桁も変わるものではないという報告もあることか
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ら，後段フィルタの捕集効率の低下を考慮し，１段目：

99.9％，２段目以降：99％として，健全な高性能エアフィル

タ４段の除染係数を１×10９と想定する。ただし，基準地震

動を超える地震動の地震が発生した場合の高性能エアフィル

タの除染係数は，高性能エアフィルタ１段につき除染係数が

１桁下がることを想定する。このため，地震による影響を受

けた高性能エアフィルタ４段の除染係数は１×105を設定す

る。また，高性能エアフィルタが事故の影響を受けることが

想定される場合は，事故の特徴に応じて個別に設定する。 

【補足説明資料５－１】 

 

(６) 放射性物質のセシウム－137 換算係数 

大気中への放射性物質の放出量は，セシウム－137換算で評価す

る。放射性物質のセシウム－137 換算係数は，IAEA-TECDOC-1162

に記載されている，地表沈着した核種からのガンマ線による外部

被ばく及び再浮遊核種の吸入による内部被ばくを考慮した 50 年間

の実効線量への換算係数並びに吸入核種の化学形態に係る補正係

数を用いて，以下の計算式により算出する。なお，吸入核種の化

学形態を線量告示に適合させるために，プルトニウム及びアメリ

シウムについて，IAEA-TECDOC-1162 に記載の吸入摂取換算係数を

ICRP Publication 72 の吸入摂取換算係数で補正する。 

 

セシウム－137 換算係数 

＝（ある核種のＣＦ４換算係数）／（セシウム－137ＣＦ４ 

換算係数）×（吸入核種の化学形態に係る補正係数） 
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５．５ 評価の実施 

有効性評価は，発生を想定する重大事故の特徴を基に重大事故等

の進展を考慮し，放射性物質の放出に寄与するパラメータを評価す

る。また，対策の実施により事態が収束することを確認する。 

ただし，事象進展の特徴や厳しさを踏まえ，評価・解析以外の方

法で施設が安定状態に導かれ，事態が収束することが合理的に説明

できる場合はこの限りではない。 

 

５．６ 評価条件の不確かさの影響評価方針 

評価条件のうち，初期条件，事故の条件及び機器の条件並びに有

効性評価の前提となる各安全機能の機能喪失の要因となる事象の違

いに起因する不確かさについて，運転員等操作時間に与える影響及

び評価項目となるパラメータに与える影響を確認する。なお，評価

条件である操作の条件の不確かさについては，操作の不確かさ要因

である，「認知」，「要員配置」，「移動」，「操作所要時間」，「他の並列

操作有無」及び「操作の確実さ」に起因して生じる運転員等操作の

開始及び完了時間の変動並びに可搬型重大事故等対処設備及びそれ

らの予備機の設置等の対処に時間を要した場合の完了時間の変動が，

実施組織要員の操作の時間余裕及び評価項目となるパラメータに与

える影響を確認する。評価条件の不確かさの影響評価の範囲として，

対策を実施する実施組織要員の操作の時間余裕に与える影響及び評

価項目に与える影響を評価する。 
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５．７ 重大事故等の同時発生又は連鎖 

「３. 重大事故の想定箇所の特定」で特定した重大事故の想定は，

グローブボックス内火災による閉じ込める機能の喪失のみであるこ

とから，重大事故等の同時発生又は連鎖は想定しない。 

 

５．８ 必要な要員及び資源の評価方針 

５．８．１ 必要な要員 

重大事故等対策を実施するために必要な要員を確保できる体制と

なっていることを評価する。 

 

５．８．２ 必要な資源 

(１) 電源 

ＭＯＸ燃料加工施設として，使用する重大事故等対処施設の起

動電流及び定格電流を考慮して，これらの起動順序を定めた上

で，必要となる負荷の最大容量に対して電源設備の容量で給電が

可能であることを評価する。 

 

 

(２) 燃料 

ＭＯＸ燃料加工施設として，軽油を燃料とする重大事故等対処

施設の燃費及び使用開始時期から，安全機能を有する施設の安全

機能の喪失から７日間で消費する軽油の総量を算出することによ

り，補機駆動用燃料補給設備が重大事故等対処施設への給油を継

続できる容量を有していることを評価する。 
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６．核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失への対処 

 

 

 

 

 

 

  



6-1 

 

６．１ 核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失への対処 

 (１) ＭＯＸ燃料加工施設における火災の特徴 

    ＭＯＸ燃料加工施設の燃料製造工程では焼結処理で水素・ア

ルゴン混合ガスを使用するほかには有機溶媒等の可燃性物質を

多量に取り扱う工程がないこと，核燃料物質を取り扱うグロー

ブボックス等の設備及び機器は不燃性材料又は難燃性材料を使

用することから，ＭＯＸ燃料加工施設における大規模な火災の

発生は想定されない。また，ＭＯＸ粉末を取り扱うグローブボ

ックスは窒素雰囲気とする設計であること，グローブボックス

内に設置する機器が保有する潤滑油は不燃性材料で覆われ，露

出していないことから通常時において火災の発生は想定されな

い。 

    ただし，窒素雰囲気を維持する機能が喪失してグローブボッ

クス内が空気雰囲気となり，さらに機器が損傷して内部から潤

滑油が漏えいした場合，ケーブルの断線等を着火源として火災

が発生する可能性を否定できない。 

    火災が発生した場合，ＭＯＸ燃料加工施設で取り扱うＭＯＸ

の形態である粉末，焼結前の圧縮成形体（以下「グリーンペレ

ット」という。），グリーンペレット焼結後のペレット（以下

「ペレット」という。）の内，飛散し易いＭＯＸ粉末が火災によ

り発生する気流によって気相中へ移行し，環境へ放出されるこ

とが想定される。 

【補足説明資料６－１】 
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 (２) 火災への対処の基本方針 

    核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失への対処として，加工

施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則の第二十二条及

び第二十九条に規定される要求を満足する重大事故等の発生を

防止するため及び拡大を防止するために必要な措置を講じる。 

ＭＯＸ燃料加工施設における重大事故として特定した，火災

を起因とする核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失は，露出し

たＭＯＸ粉末を取り扱う火災源を有するグローブボックス内で

火災が発生し，飛散しやすいＭＯＸ粉末が火災により発生する

気流によって気相中へ移行し，核燃料物質が環境へ放出される

ことである。このため，可能な限り早期に核燃料物質の飛散又

は漏えいの原因となる火災を消火することで，環境へ核燃料物

質が放出される重大事故の発生を防止することが重要である。

そのため，火災源を有するグローブボックス内で火災が発生し

た場合に可能な限り早期に消火し，重大事故の発生を未然に防

止するために必要な措置についても，重大事故の拡大を防止す

るために必要な措置として有効性を評価する。 

    設計基準として機能を期待するグローブボックス温度監視装

置の感知機能又はグローブボックス消火装置の消火機能が喪失

し，重大事故の想定箇所として選定された火災源を有するグロ

ーブボックス内で火災が発生した場合，核燃料物質等を閉じ込

める機能が喪失する可能性がある。 

このため，核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の拡大防止

対策として，核燃料物質の飛散又は漏えいの発生を未然に防止

するため，火災の消火対策を整備する。 
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    さらに，火災の継続により，核燃料物質等を閉じ込める機能

の喪失の拡大を防止するため，核燃料物質の飛散又は漏えいの

原因となる火災を消火し，核燃料物質を燃料加工建屋内に閉じ

込めるための対策を整備する。 

この際，核燃料物質の飛散又は漏えいを防止し，核燃料物質

を燃料加工建屋内に閉じ込めるための対策が完了するまでに放

出される放射性物質量を，事故の発生以降，事態が収束するま

での放射性物質の総放出量と定義する。事故の発生以降，事態

が収束するまでの放射性物質の総放出量は，環境へ放射性物質

を放出するおそれがある経路に設置された高性能エアフィルタ

を介して低減することができる。 

また，核燃料物質の飛散又は漏えいを防止し，核燃料物質を

燃料加工建屋内に閉じ込めるための対策の完了後，ＭＯＸ燃料

加工施設の閉じ込める機能の回復を実施するとともに，グロー

ブボックスから工程室内に飛散又は漏えいした核燃料物質の回

収を実施する。 

    核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失を想定するグローブボ

ックスを第６－１表に，各対策の概要図を第６－１図に示す。

また，各対策の基本方針の詳細を以下に示す。 

  

 ① 核燃料物質の飛散又は漏えいの原因となる火災を消火するため

の対策 

    設計基準として機能を期待するグローブボックス温度監視装

置の感知機能又はグローブボックス消火装置の消火機能が喪失

し，重大事故の想定箇所として選定された火災源を有するグロ
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ーブボックス内で火災が発生した場合，核燃料物質等を閉じ込

める機能が喪失する可能性がある。 

    当該グローブボックス内で火災が発生した場合，自動で消火

剤を供給し消火することにより，核燃料物質の飛散又は漏えい

の発生を未然に防止する。 

    また，火災の継続により，核燃料物質等を閉じ込める機能の

喪失の拡大を防止するため，遠隔での操作により火災発生箇所

に対して消火を行うことにより，重大事故の拡大を防止する。 

 ② 核燃料物質を燃料加工建屋内に閉じ込めるための対策 

給排気経路上に設置するダンパを閉止することにより，燃料

加工建屋外への核燃料物質の漏えいを防止する。 

 ③ 核燃料物質の放出による影響を緩和するための対策 

    核燃料物質の飛散又は漏えいを防止し，核燃料物質を燃料加

工建屋内に閉じ込めるための対策が完了するまでの間，核燃料

物質が火災の影響を受ける。この際に，環境へ放射性物質を放

出するおそれがある経路に設置された高性能エアフィルタによ

り，放射性物質の放出量を低減できる。 

 ④ 核燃料物質の回収及び閉じ込める機能を回復するための対策 

    核燃料物質の飛散又は漏えいを防止し，核燃料物質を燃料加

工建屋内に閉じ込めるための対策の完了後，グローブボックス

又は工程室の排気機能を確保し，ＭＯＸ燃料加工施設の閉じ込

める機能の回復を実施するとともに，グローブボックスから工

程室内に飛散又は漏えいした核燃料物質の回収を実施する。 

  



6-5 

 

６．１．１ 核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の拡大防止対策 

６．１．１．１ 核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の拡大防止対

策の具体的内容 

設計基準として機能を期待するグローブボックス温度監視装置の

感知機能又はグローブボックス消火装置の消火機能が喪失し，重大

事故の想定箇所として選定された火災源を有するグローブボックス

内で火災が発生した場合，核燃料物質が火災の影響を受けることに

より飛散又は漏えいするおそれがある。核燃料物質の飛散又は漏え

いの発生を未然に防止するため，グローブボックス局所消火装置の

自動起動により，核燃料物質の飛散又は漏えいの原因となる火災の

消火を行う。 

火災状況確認用温度計（グローブボックス内火災用）及び火災状

況確認用カメラにより火災の継続を確認した場合，遠隔消火装置に

よる消火対策と並行し，建屋排風機，工程室排風機，グローブボッ

クス排風機，送風機及び窒素循環ファン（以下「送排風機」という。）

を停止した後に，グローブボックス排風機入口手動ダンパ，工程室

排風機入口手動ダンパ，建屋排風機入口手動ダンパ及び送風機入口

手動ダンパ（以下「送排風機入口手動ダンパ」という。）を閉止し，

核燃料物質を燃料加工建屋内に閉じ込める。 

上記の対策が完了するまでに放出される放射性物質量は，環境へ

放射性物質を放出するおそれがある経路に設置された高性能エアフ

ィルタを介して低減することができる。 

第６－２表に示す機器への対策の概要を以下に示す。また，対策

の系統概要図を第６－２図，第６－３図，第６－４図及び第６－５

図に，アクセスルート図を第６－６図から第６－10 図に，対策の手
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順の概要を第６－11 図に示す。また，対策における手順及び設備の

関係を第６－３表に，必要な実施組織要員及び作業項目を第６－12

図に示す。 

 

６．１．１．１．１ 核燃料物質の飛散又は漏えいの原因となる火災

を消火するための対策 

（１）核燃料物質の飛散又は漏えいの原因となる火災の発生防止 

① 火災の消火（グローブボックス局所消火装置） 

重大事故に至るおそれのある火災源を有するグローブボック

ス内において火災が発生した場合は，グローブボックス局所消

火装置が自動的に消火剤を放出することで消火を行う。 

この場合において，グローブボックス消火装置の操作の判断

は必要ない。 

（２）核燃料物質の飛散又は漏えいの原因となる火災の拡大防止 

  ① 重大事故等の拡大防止対策の実施の判断 

    中央監視室において，火災状況確認用温度計（グローブボッ

クス内火災用）によるグローブボックス内温度の確認及びグロ

ーブボックス内の火災状況を確認する火災状況確認用カメラに

よるグローブボックス内の確認を行う。火災状況確認用温度計

（グローブボックス内火災用）の測定値及び火災状況確認用カ

メラで撮影した映像の確認は，可搬型火災状況監視端末を接続

することで行う。 

    火災の消火（遠隔消火装置の遠隔手動起動）の実施の判断に

ついては，平常時におけるグローブボックス内の温度を踏まえ

た火災の発生を判断できる温度として，火災状況確認用温度計
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（グローブボックス内火災用）の指示値が 60℃以上であること

と，火災状況監視用カメラによる火災及び火災による発煙の確

認状況を踏まえて判断する。 

  ② 火災の消火（遠隔消火装置の遠隔手動起動） 

    火災状況確認用温度計（グローブボックス内火災用）又はグ

ローブボックス内の火災状況を確認する火災状況確認用カメラ

により，①の判断のとおり火災を確認した場合は，中央監視室

からの遠隔手動操作により，遠隔消火装置による消火を行う。 

  ③ 火災の消火（遠隔消火装置の現場手動起動） 

    ②の対策における遠隔消火装置が遠隔手動で起動しなかった

場合は，工程室外の廊下にて，該当する箇所に対して遠隔消火

装置を手動起動することによる消火を行う。 

  ④ 火災の消火の成功判断 

    火災状況確認用温度計（グローブボックス内火災用）による

温度の指示値が継続的に低下している傾向が確認できること及

びグローブボックス内の火災状況を確認する火災状況確認用カ

メラによる室内の確認により，火災が消火されたことを判断す

る。 

 

６．１．１．１．２ 核燃料物質を燃料加工建屋内に閉じ込めるため

の対策 

 (１) 送排風機の停止 

    火災の継続有無に係らず，基準地震動を超える地震動の地震

が発生した場合，中央監視室から送排風機の停止を実施する。

送排風機の停止に失敗した場合は，電源を遮断することにより，
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送排風機の停止を実施する。 

 (２)  送排風機入口手動ダンパの閉止 

    送排風機の停止を実施した後，送排風機入口手動ダンパを現

場手動操作により閉止する。 

 

６．１．１．１．３ 核燃料物質の放出による影響を緩和するための

対策 

 (１) 高性能エアフィルタによる核燃料物質の捕集 

    核燃料物質の飛散又は漏えいを防止し，核燃料物質を燃料加

工建屋内に閉じ込めるための対策が完了するまでに，火災の影

響を受けた核燃料物質の一部がグローブボックス内の気相中に

移行し，グローブボックス排気設備を通り環境へ放出されるお

それがある。排気経路に設置された高性能エアフィルタで放射

性物質を捕集することで，事故の発生以降，事態が収束するま

での放射性物質の総放出量を低減できる。また，グローブボッ

クスが損傷し，グローブボックス内から室内に核燃料物質の一

部が移行したとしても，排気経路に設置する高性能エアフィル

タで放射性物質を捕集することで，事故の発生以降，事態が収

束するまでの放射性物質の総放出量を低減できる。 

    本対策は，排気経路にあらかじめ設置された高性能エアフィ

ルタによる放射性物質の捕集であり，操作を必要としない。 
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６．１．１．２ 核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の拡大防止対

策の有効性評価 

６．１．１．２．１ 有効性評価 

 (１) 代表事例 

    核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の起因は，「３．重大事

故の想定箇所の特定」で示したとおり，外的事象の「地震」及

び内的事象の「動的機器の多重故障又は全交流電源の喪失」を

想定している。 

これらの起因に対し，（２）代表事例の選定理由に示す「機能

喪失の範囲」，「重大事故等対策の種類」及び「重大事故等への

対処時の環境条件の観点」について評価した結果，外的事象の

「地震」を起因とした場合が厳しい結果を与えることから，外

的事象の「地震」を代表として有効性評価を実施する。 

（２） 代表事例の選定理由 

  ① 機能喪失の範囲 

    外的事象の「地震」を起因とした場合には，基準地震動を

1.2 倍にした地震動を考慮する設計とした設備以外の設備の損

傷が想定される。また，同時に全交流電源の喪失が想定される

ことから，動的機器の動力も含め，基準地震動を 1.2 倍にした

地震動を考慮する設計とした設備以外の動的機器は機能喪失す

ることを想定する。 

    内的事象を起因とした場合には，設計基準事故の規模を拡大

させる条件として，動的機器の多重故障又は全交流電源の喪失

を想定するが，地震力による設備の損傷は想定されない。 

    以上より，機能喪失の範囲の観点では，外的事象の「地震」
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は内的事象の「動的機器の多重故障又は全交流電源の喪失」よ

りも機能喪失する範囲が広い。 

  ② 重大事故等対策の種類及び範囲 

    火災の消火に必要な重大事故等対策は，起因事象によらず，

多岐に対応でき，かつ，複数の設備故障が発生した場合におい

ても対処可能な対策を選定している。 

    外的事象の「地震」を起因とした場合には，地震により重大

事故の想定箇所として選定された火災源を有する８基のグロー

ブボックス全てが影響を受けることから，重大事故等対策は８

基のグローブボックスに対して実施することを想定する。 

    内的事象の「動的機器の多重故障及び全交流電源の喪失」を

起因とした場合には，火災の発生自体は偶発的な事象であるこ

とから，重大事故等の対処が必要な設備の範囲は，重大事故の

想定箇所として選定された火災源を有するグローブボックスの

うちの１基に限定される。 

以上より，外的事象の「地震」は内的事象の「動的機器の多

重故障又は全交流電源の喪失」と重大事故等対策の種類は同様

であるが，重大事故等対策が必要な範囲が広い。 

  ③ 重大事故等への対処時の環境条件の観点 

    重大事故等への対処時の環境条件に着目すると，外的事象の

「地震」を起因とした場合には，基準地震動を 1.2 倍にした地

震動を考慮する設計とした設備以外の設備の損傷が想定され，

同時に全交流電源の喪失が想定されることから，動的機器の動

力も含め，基準地震動を 1.2 倍にした地震動を考慮する設計と

した設備以外の動的機器は機能喪失することを想定する。建屋
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内では，溢水及び内部火災のハザードが発生する可能性があり，

また，全交流電源の喪失により換気空調が停止し，照明が喪失

する。建屋外では，不等沈下及び屋外構築物の倒壊による環境

悪化が想定される。 

    内的事象の「動的機器の多重故障又は全交流電源の喪失」に

おいては，環境条件としては，全交流電源の喪失により換気空

調が停止し，照明が喪失する可能性があるが，外的事象の「地

震」で想定した物理的な設備の損傷，建屋外での不等沈下及び

屋外構築物の倒壊による環境悪化は想定されない。 

    以上より，外的事象の「地震」は内的事象の「動的機器の多

重故障又は全交流電源の喪失」よりも作業環境を悪化させる可

能性がある。 

 (３) 有効性評価の考え方 

    外的事象の「地震」を起因とし，核燃料物質等を閉じ込める

機能の喪失に至った場合に，核燃料物質の飛散又は漏えいを防

止し，核燃料物質を燃料加工建屋内に閉じ込めるために，重大

事故の想定箇所として選定された火災源を有する８基のグロー

ブボックスに対する火災の消火及び環境への放出経路と繋がる

送排風機入口手動ダンパの閉止が可能であることを評価する。 

    核燃料物質の飛散又は漏えいを防止し，核燃料物質を燃料加

工建屋内に閉じ込める対策が完了した後は，核燃料物質を外部

へ放出する駆動力がないため，工程室内に飛散又は漏えいした

核燃料物質が環境へ放出されるおそれはなく，核燃料物質の回

収及び閉じ込める機能を回復する段階においては健全性が担保

されている可搬型排風機付フィルタユニット，可搬型フィルタ
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ユニットにより放射性物質の捕集を行うため，環境への放射性

物質の放出は平常時と同等である。 

このため，放射性物質の放出量評価に関しては，事故の発生

以降，事態が収束するまでの放射性物質の総放出量を評価する。

この評価においては，地震発生前の平常時の状況を踏まえて，

グローブボックスが保有する放射性物質量，事故の影響を受け

る割合，事故時の放射性物質の移行率，放出経路における除染

係数を考慮する。 

 (４) 機能喪失の条件 

    外的事象の「地震」を起因とした場合には，基準地震動を

1.2 倍にした地震動を考慮する設計とした設備以外の設備の損

傷を想定する。また，同時に全交流電源の喪失が想定されるこ

とから，動的機器の動力も含め，基準地震動を 1.2 倍にした地

震動を考慮する設計とした設備以外の動的機器は機能喪失する

ことを想定する。 

    重大事故の想定箇所として選定された火災源を有する８基の

グローブボックス及び当該グローブボックスの内装機器につい

ては，基準地震動を 1.2 倍した地震力に対して，必要な機能が

損なわれないように設計することから，基準地震動を超える地

震動の地震時においても転倒及び落下しない。 

 (５) 事故の条件及び機器の条件 

    地震の発生前は，平常状態であることを想定する。 

    火災による閉じ込める機能の喪失の拡大防止対策に使用する

機器を第６－２表に示す。また，主要な機器の機器条件を以下

に示す。 
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  ① 火災の感知に係る機器 

    火災の感知に係る機器の条件を以下に示す。火災の感知に係

る機器については，火災状況確認用温度計（グローブボックス

内火災用）及び火災状況確認用カメラにより，多様性を有する。 

   ａ．火災状況確認用温度計（グローブボックス内火災用） 

     火災状況確認用温度計（グローブボックス内火災用）は，

重大事故の想定箇所として選定された火災源を有する８基の

グローブボックス内それぞれの火災源近傍に設置することで，

発生した火災を感知できる設計とする。また，全交流電源の

喪失時においても機能するよう，想定される重大事故等への

対処が完了するまでの時間駆動できる蓄電池を有する設計と

する。 

   ｂ．火災状況確認用カメラ 

     火災状況確認用カメラは，重大事故の想定箇所として選定

された火災源を有する８基のグローブボックス内の火災源を

確認できる位置に設置することで，発生した火災を感知でき

る設計とする。また，全交流電源の喪失時においても機能す

るよう，想定される重大事故等への対処が完了するまでの時

間駆動できる蓄電池を有する設計とする。 

   ｃ．可搬型火災状況監視端末  

     可搬型火災状況監視端末は，火災状況確認用温度計（グロ

ーブボックス内火災用）及び火災状況確認用カメラと接続す

ることにより，中央監視室にて火災状況を監視できる設計と

する。また，全交流電源の喪失時においても機能するよう，

想定される重大事故等への対処が完了するまでの時間駆動で
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きる充電池を有する設計とする。 

     可搬型火災状況監視端末の保管に当たっては，故障時を考

慮した個数を燃料加工建屋内において，常設重大事故等対処

設備と異なり，かつ火災源となる機器と異なる室又は離れた

場所に保管し，保管容器に収納した上で固縛又は転倒防止対

策を講じた保管棚に固縛するとともに，保管容器又は保管棚

は被水防護できる構造とする。 

  ② 火災の消火に係る機器  

   ａ．グローブボックス局所消火装置 

     グローブボックス局所消火装置は，重大事故の想定箇所と

して選定された火災源を有する８基のグローブボックス内の

火災源近傍にセンサーチューブを設置し，火災の熱によりセ

ンサーチューブ内に充填するガスが抜けることで，グローブ

ボックス局所消火装置の弁が開放することにより，電源を必

要とせずに自動で消火剤の放出が可能な設計とする。消火剤

量は，燃焼面の単位面積あたりに必要な消火剤量又はグロー

ブボックスの容積（内装装置の容積は除く）及び隣接するグ

ローブボックスとの開口部面積を考慮した消火剤量以上を確

保する設計とする。 

【補足説明資料６－３】 

   ｂ．遠隔消火装置 

     遠隔消火装置は，重大事故の想定箇所として選定された火

災源を有する８基のグローブボックス内の火災源に対し，中

央監視室から遠隔手動操作により消火剤を投入でき，全交流

電源の喪失時においても機能するよう，想定される重大事故
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等への対処が完了するまでの時間，駆動できる蓄電池を有す

る設計とする。また，工程室外の廊下から現場手動操作が可

能な設計とする。 

     消火剤量は，燃焼面の単位面積あたりに必要な消火剤量又

はグローブボックスの容積（内装装置の容積は除く）及び隣

接するグローブボックスとの開口部面積を考慮した消火剤量

に加え，遠隔消火装置の配管内に残留する消火剤を考慮した

消火剤量以上を確保する設計とする。 

  ③ 核燃料物質を燃料加工建屋内に閉じ込める措置に係る機器 

    核燃料物質を燃料加工建屋内に閉じ込める措置に係る機器の

条件を以下に示す。 

   ａ．送排風機入口手動ダンパ 

     送排風機入口手動ダンパは，全交流電源の喪失時において

も機能するよう，現場において手動操作ができる設計とする。 

   ｂ．燃料加工建屋外への漏えいの防止のために経路を維持する

機器 

     燃料加工建屋外への漏えいの防止のために経路を維持する

以下の機器は，基準地震動を超える地震動の地震の発生時に

おいても経路を維持し，重大事故の想定箇所として選定され

た火災源を有する８基のグローブボックス内で発生した火災

により影響を受けた核燃料物質が，燃料加工建屋外へ漏えい

することを防止する設計とする。 

    ⅰ．グローブボックス排気ダクト（外部と燃料加工建屋の境

界となる壁外側からグローブボックス排風機入口手動ダ

ンパまでの経路） 
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    ⅱ．グローブボックス排風機（経路を維持するために必要な

機能） 

    ⅲ．工程室排気ダクト（外部と燃料加工建屋の境界となる壁

外側から工程室排風機入口手動ダンパまでの経路） 

    ⅳ．工程室排風機（経路を維持するために必要な機能） 

    ⅴ．建屋排気ダクト（外部と燃料加工建屋の境界となる壁外

側から建屋排風機入口手動ダンパまでの経路） 

    ⅵ．建屋排風機（経路を維持するために必要な機能） 

    ⅶ．給気ダクト（外部と燃料加工建屋の境界となる壁外側か

ら送風機入口手動ダンパまでの経路） 

  ④ 放射性物質の放出量を低減するための措置に係る機器 

    事故の発生以降，事態が収束するまでの放射性物質の総放出

量を低減できるよう，排気経路を維持するとともに，排気経路

に設置する高性能エアフィルタで放射性物質を捕集するための

機器条件を以下に示す。 

   ａ．グローブボックス排気フィルタ 

     グローブボックス排気フィルタは，１段当たり１×10３以上

（0.15μmＤＯＰ粒子）の除染係数を有する高性能エアフィル

タ２段で構成する。 

   ｂ．グローブボックス排気フィルタユニット 

     グローブボックス排気フィルタユニットは，１段当たり１

×10３以上（0.15μmＤＯＰ粒子）の除染係数を有する高性能

エアフィルタ２段で構成する。 

   ｃ．工程室排気フィルタユニット 

     工程室排気フィルタユニットは，１段当たり１×10３以上
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（0.15μmＤＯＰ粒子）の除染係数を有する高性能エアフィル

タ２段で構成する。 

  ⑤ 放出量を低減するために経路を維持する機器 

    事故の発生以降，事態が収束するまでの放射性物質の総放出

量を低減するために経路を維持する以下の機器は，基準地震動

を超える地震動の地震の発生時においても経路を維持し，重大

事故の想定箇所として選定された火災源を有する８基のグロー

ブボックス内で発生した火災により，影響を受けた核燃料物質

の環境への漏えいを低減できる設計とする。 

   ａ．グローブボックス排気ダクト（重大事故に至るおそれのあ

る火災源を有するグローブボックスに対して設置する範囲） 

   ｂ．グローブボックス排風機（経路を維持するために必要な機

能） 

   ｃ．工程室排気ダクト（重大事故に至るおそれのある火災源を

有するグローブボックスを設置する工程室の排気に係る範囲） 

   ｄ．工程室排風機（経路を維持するために必要な機能） 

 (６) 操作の条件 

グローブボックス局所消火装置は，重大事故に至るおそれが

ある火災の発生を未然に防止するため，自動で消火剤の放出が

可能な設計としており，消火に係る操作は必要ない。消火に要

する時間は数十秒程度であるが，事象発生から火災の消火に要

するまでの時間は便宜上５分を想定する。 

火災が継続した場合においても，火災の進展により連鎖して

新たな重大事故の起因となる又は放射性物質の放出量が著しく

増加するものではない。しかし，重大事故等の対処においては，
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環境への放射性物質の放出量を可能な限り低減させるため，地

震発生後には速やかに核燃料物質を燃料加工建屋内に閉じ込め

る措置を実施するとともに，火災の継続が確認された場合には

遠隔操作による消火対策を実施する。事象発生後，遠隔操作に

よる火災の消火及び放射性物質の閉じ込めは１時間で完了する。

作業と所要時間を第６－12図に示す。 

    なお，事故の発生以降，事態が収束するまでの放射性物質の

総放出量を低減する対策については，排気経路にあらかじめ設

置された高性能エアフィルタによる放射性物質の捕集であり，

操作を必要としないことから，事象発生直後から有効に機能す

る。 

 (７) 放出量評価に関連する事故，機器及び操作の条件の具体的な

展開 

    放射性物質の放出量評価に関しては，以下の理由により，核

燃料物質の飛散又は漏えいを防止し，核燃料物質を燃料加工建

屋内に閉じ込める対策が完了するまでの間の大気中への放射性

物質の放出量を評価する。 

① 火災による核燃料物質を外部へ放出する駆動力がなく，送

排風機の停止及び送排風機入口ダンパの閉止により工程室内に

飛散又は漏えいした核燃料物質が環境へ放出されるおそれはな

いこと。 

② 核燃料物質の回収及び閉じ込める機能を回復する段階にお

いては健全性が担保されている可搬型排風機付フィルタユニッ

ト，可搬型フィルタユニットにより放射性物質の捕集を行うた

め，環境への放射性物質の放出は平常時と同等であること。 
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    有効性評価における事故の発生以降，事態が収束するまでの

放射性物質の総放出量は，重大事故等が発生するグローブボッ

クスに内包する放射性物質量に対して，発生した火災により影

響を受ける割合，火災により気相中に移行する放射性物質の割

合，大気中への放出経路における除染係数の逆数を乗じて算出

する。 

    また，評価した大気中への放射性物質の放出量にセシウム－

137 への換算係数を乗じて，大気中への放射性物質の放出量

（セシウム－137 換算）を算出する。セシウム－137 換算係数は，

IAEA-TECDOC-1162 に示される，地表沈着した放射性物質からの

ガンマ線による外部被ばく及び再浮遊した放射性物質の吸入摂

取による内部被ばくに係る実効線量への換算係数を用いて，セ

シウム－137 と着目核種との比から算出する。ただし，プルト

ニウム及びアメリシウムは，化学形態による影響の違いを補正

する係数を乗じて算出する。 

  ① グローブボックスに内包する放射性物質量 

    火災が発生したグローブボックス内で容器又は機器が保有す

る放射性物質量は，当該室に設置するグローブボックスの単一

ユニットの運転管理値を基に設定する。 

  ② 火災の影響を受ける割合 

    火災により影響を受ける割合は，グローブボックス内で容器

又は機器が保有する放射性物質が火災の影響を受ける場合及び

グローブボックス内に付着した放射性物質が火災の影響を受け

る場合いずれにおいても，放射性物質量の全量が，火災により
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影響を受けるものとして設定する。 

  ③ 火災に伴い気相中に移行する放射性物質の割合 

    火災に伴い気相中に移行する放射性物質の割合は，グローブ

ボックス内で容器又は機器が保有する放射性物質に対し，１×

10-２として設定する。また，グローブボックス内の付着分につ

いては，放射性物質量の 100 分の１がグローブボックス内の気

相中へ移行すると想定し，１×10-２として設定する。 

グローブボックスが一部損傷した場合，グローブボックス内

で気相中に移行した放射性物質の一部が室内に移行すると想定

し，１×10－１として設定する。また，室内に移行した放射性物

質は室内に拡散し，その一部が工程室排気ダクトに移行すると

想定し，１×10－１として設定する。 

  ④ 大気中への放出経路における除染係数 

    気相中に移行した放射性物質は，グローブボックス排気設備

又は工程室排気設備を経由して環境へ放出される。 

    グローブボックス排気設備の経路中にはグローブボックス排

気フィルタ及びグローブボックス排気フィルタユニットとして

高性能エアフィルタが計４段設置されている。通常時の環境に

おける健全な高性能エアフィルタ３段の除染係数が１×1011 以

上という測定試験結果もあることから，健全な高性能エアフィ

ルタ４段の除染係数を１×10９と想定する。ただし，基準地震動

を超える地震動の地震が発生した場合の高性能エアフィルタの

除染係数は，高性能エアフィルタ１段につき除染係数が１桁下

がることを想定する。このため，高性能エアフィルタ４段の除

染係数を１×10５と設定する。 
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    工程室排気設備の経路中には工程室排気フィルタユニットと

して高性能エアフィルタが計２段設置されている。健全な高性

能エアフィルタは，１段あたり１×10３以上の除染係数を有する

が，２段の除染係数を１×10５と想定する。ただし，基準地震動

を超える地震動の地震が発生した場合の高性能エアフィルタの

除染係数は，高性能エアフィルタ１段につき除染係数が１桁下

がることを想定する。このため，高性能エアフィルタ２段の除

染係数を１×10３と設定する。 

【補足説明資料６－４】 

 (８) 判断基準 

    有効性評価の判断基準は以下のとおりとする。 

    火災の消火により核燃料物質が飛散又は漏えいすることを防

止できること及び核燃料物質の漏えいにつながる経路を閉止し，

核燃料物質を燃料加工建屋内に閉じ込める措置ができること。 

    また，事故の発生以降，事態が収束するまでの放射性物質の

総放出量が，セシウム－137 換算で 100TBq を下回るものであっ

て，かつ，実行可能な限り低いこと。 

 

６．１．１．２．２ 有効性評価の結果 

 (１) 有効性評価の結果 

  ① 重大事故の想定箇所として選定された火災源を有する８基の

グローブボックス内は通常運転時は窒素雰囲気であるが，地震

の発生直後に火災が発生することを想定する。地震による環境

を考慮しても，当該グローブボックス内の火災源に対し，火災

の熱によりセンサーチューブ内に充填するガスが抜けることで，
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グローブボックス局所消火装置の弁が開放することにより，電

源を必要とせずに自動で消火剤の放出が可能である。また，自

動で燃焼面の単位面積あたりに必要な消火剤量又はグローブボ

ックスの容積（内装装置の容積は除く）及び隣接するグローブ

ボックスとの開口部面積を考慮した消火剤量を放出することで

消火ができる。この操作は実施組織要員による操作を介さずに，

火災発生後速やかに完了できるため，核燃料物質等の閉じ込め

る機能の喪失に至る規模の火災を未然に防止できる。 

  ② 外的事象の「地震」が発生し，重大事故の想定箇所として選

定された火災源を有する８基のグローブボックスに対し，設計

基準として機能を期待するグローブボックス温度監視装置の感

知機能又はグローブボックス消火装置の消火機能が喪失した場

合，中央監視室から送排風機を停止する。送排風機の停止に失

敗した場合には電源を遮断することで送排風機を停止する。こ

の作業は２名にて５分で完了できる。また，この作業は基準地

震動を超える地震動の地震の発生後 20分で完了できる。 

  ③ 送排風機の停止後，送排風機入口手動ダンパを現場手動操作

により閉止する。この作業は４名（２名/班×２班）にて 25 分

で完了できる。また，この作業は基準地震動を超える地震動の

地震の発生後１時間で完了できる。 

  ④ 上記②及び③と並行し，中央監視室にて火災状況確認用温度

計（グローブボックス内火災用）による温度の確認又はグロー

ブボックス内の火災状況を確認する火災状況確認用カメラによ

る火災状況の確認を行い，温度異常又は発煙の継続により火災

が継続していると判断した場合は，中央監視室からの遠隔操作
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により遠隔消火装置を起動する。この作業は２名にて 15 分で完

了できる。また，この作業は地震の発生後 25分で完了できる。 

  ⑤ ④の作業の結果，遠隔操作による遠隔消火装置の起動ができ

ない場合は，工程室外の廊下から遠隔消火装置を手動起動する。

この作業は４名（２名/班×２班）にて 20 分で完了できる。ま

た，この作業は地震の発生後１時間で完了できる。 

  ⑥ 火災は，事故の進展により連鎖して新たな重大事故の起因と

なる又は放射性物質の放出量が著しく増加するものではない

が，環境への放射性物質の放出量を可能な限り低減させる方針

に基づく対策の検討の結果，上記の通り，核燃料物質の飛散又

は漏えいを防止し，核燃料物質を燃料加工建屋内に閉じ込める

対策は基準地震動を超える地震動の地震の発生後１時間で完了

できる。 

  ⑦ 事故の発生以降，事態が収束するまでの放射性物質の総放出

量（セシウム－137 換算）は，約 4.2×10-２TBq である。燃料加

工建屋外への放射性物質の放出量（セシウム‐137 換算）の詳

細を第６－４表に示す。 

  ⑧ 環境への放射性物質の放出量（セシウム－137 換算）が

100TBq を十分下回るものであって，かつ，実行可能な限り低

い。 

【補足説明資料６－５】 

 (２) 不確かさの影響評価 

   ① 事象，事故の条件及び機器の条件の不確かさの影響 

   ａ．想定事象の違い 

     内的事象の「動的機器の多重故障及び全交流電源の喪失」
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の状態で火災を想定した場合，火災の発生自体は偶発的な事

象であることから，重大事故等の対処が必要な設備の範囲は，

重大事故の想定箇所として選定された火災源を有するグロー

ブボックスの内の１基に限定される。当該有効性評価では，

外的事象の「地震」を要因として，重大事故の想定箇所とし

て選定された火災源を有する８基のグローブボックス内で同

時に火災が発生することを前提に対策の成立性を確認してい

ることから，有効性評価の結果は変わらない。 

     内的事象の「動的機器の多重故障又は全交流電源喪失」を

起因として火災が発生した場合，換気空調が停止し，照明が

喪失する可能性があるが，外的事象である「地震」を要因と

した場合の影響に包含され，対処時間に与える影響はない。 

   ｂ．火災規模の違い 

     グローブボックス内に設置する機器が保有する潤滑油の量

は変動しないことから火災の規模は限定される。また，当該

潤滑油の量を考慮したオイルパンを設置することにより，火

災の範囲は限定される。このため，火災範囲はオイルパンに

限定され，燃焼面の単位面積あたりに必要な消火剤量又はグ

ローブボックスの容積（内装装置の容積は除く）及び隣接す

るグローブボックスとの開口部面積を考慮した消火剤量以上

を確保する設計とすることから，消火に与える影響はない。 

 ② 放射性物質の放出量評価に用いるパラメータの不確かさ 

    事故の発生以降，事態が収束するまでの放射性物質の総放出

量（セシウム－137 換算）は，気相中に移行する放射性物質の

移行割合や放出経路における放射性物質の除染係数に不確かさ
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がある。非安全側な影響として，仮に大気中への放射性物質の

放出経路を工程室排気設備とした場合，放出量が増加する可能

性がある。一方，安全側な影響として，放出量評価に用いた高

性能エアフィルタの除染係数は評価が厳しくなるよう設定して

おり，放出量がさらに小さくなることが想定される。このよう

に不確かさを有するものの，これらを考慮した場合でも判断基

準を満足することに変わりはない。不確かさを考慮した各パラ

メータの幅を以下に示す。 

   ａ．火災の発生を想定する設備・機器が保有する放射性物質量 

     設備・機器が保有する放射性物質量は，単一ユニットの運

転管理値を設定しており，また，各グローブボックスへのＭ

ＯＸ粉末の付着量として，当該室に設置するグローブボック

スの単一ユニットの運転管理値を基に設定していることから

これ以上の上振れはない。 

     ＭＯＸのプルトニウム富化度は，二次混合粉末，添加剤混

合粉末及びグリーンペレットの 大プルトニウム富化度であ

る 18％として評価しているが，これより低いプルトニウム富

化度のペレットを製造している場合，１桁未満の下振れが考

えられる。 

   ｂ．火災により放射性物質が影響を受ける割合 

     火災により放射性物質が影響を受ける割合を評価上１とし

て設定していることから，これ以上の上振れはない。 

     重大事故の想定箇所として選定された火災源を有する８基

のグローブボックス及び当該グローブボックスの内装機器に

ついては，基準地震動を 1.2 倍した地震力に対して，必要な
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機能が損なわれるおそれがないよう設計するために，基準地

震動を超える地震動の地震時においても機器又は容器からＭ

ＯＸ粉末が全量漏えいするとは考えにくいことから，金属容

器からの漏えい割合を１×10-２と想定した場合は，金属製の

混合機や容器に収納されていないプレス・グリーンペレット

積込ユニット及び造粒ユニットを除くと，全体として１桁未

満の下振れが考えられる。 

   ｃ．火災により放射性物質が気相に移行する割合 

     潤滑油と機器及び容器から漏えいしたＭＯＸ粉末が混ざっ

た状態で燃焼することを想定した場合，１桁の上振れが考え

られる。 

     NUREG/CR-6410 によると， 大 1000℃，粉末周囲の上昇流

100cm/s に置かれた非可燃性の粉末の移行割合を 6×10-3 とし

ており，この場合，火災により放射性物質が気相に移行する

割合は，１桁の下振れが考えられる。 

   ｄ．大気中への放出経路における低減割合 

     放射性物質の放出経路を工程室排気設備とする場合，高性

能エアフィルタ２段(除染係数は 10３)となることから，グロ

ーブボックスが大きく破損し放射性物質の全量が工程室に漏

えいした場合，１桁の上振れになる。 

     基準地震動を超える地震動の地震が発生した場合の高性能

エアフィルタの除染係数は，高性能エアフィルタ１段につき

捕集効率が１桁下がることを想定し，高性能エアフィルタ４

段の除染係数を１×10５と設定していることから，２桁程度

の下振れが考えられる。なお，放出経路となる排気ダクトは，
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数十ｍの長さがあり，屈曲部を有しているため，経路上への

放射性物質の沈着が想定され，更なる下振れの可能性がある。 

【補足説明資料６－６】 

   ③ 操作の条件の不確かさの影響 

   ａ．実施組織要員の操作 

     「認知」，「要員配置」，「移動」，「操作所要時間」「他の並列

操作有無」及び「操作の確実さ」が実施組織要員の操作の余

裕時間に与える影響を考慮し，重大事故等対策の作業時間は

余裕を持った計画とすることで，これら要因による影響を低

減している。 

また，グローブボックス局所消火装置は，実施組織要員に

よる操作は必要としない。遠隔消火装置の遠隔手動起動及び

送排風機の遠隔手動停止は，簡易な操作であるため，余裕を

もって作業を完了することができる。 

   ｂ．作業環境 

     作業環境としては，以下の状況が想定されるが，グローブ

ボックス局所消火装置による消火は自動で行われるため，作

業環境の影響を受けない。また，遠隔消火装置の操作及び送

排風機の操作は工程室外で行われるため，作業環境の影響を

受けない。 

    （ａ）火災に伴うグローブボックス内温度の上昇 

グローブボックス内で潤滑油を火災源とした火災が発生

したとしても，発熱速度は 大でも 400kＷを下回る程度で

あるともに，潤滑油の性状及び燃焼面積を考慮すると発熱

速度は大きく低下する。グローブボックス内の温度につい
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ては，天井面近傍における空間温度が 大でも 200℃程度

である。 

漏えいした潤滑油はオイルパンに固定されるため，広範

囲に潤滑油が広がることに伴う火災の拡大はない。 

グローブボックス缶体及び接続されているダクトは不燃

性素材，グローブボックスパネルは難燃性素材であること

から，グローブボックス外へ火災が延焼することはない。 

（ｂ）火災に伴うグローブボックス内圧力の上昇 

温度上昇による圧力上昇については，隣接するグローブ

ボックスへ避圧されることにより数 kPa 程度である。 

（ｃ）火災に伴うばい煙の影響 

潤滑油の燃焼により，ばい煙が発生する。 

 

６．１．１．２．３ 判断基準への適合性の検討 

  核燃料物質等の閉じ込める機能の喪失の拡大防止対策として，核

燃料物質の飛散又は漏えいを防止し，核燃料物質を燃料加工建屋内

に閉じ込める対策及び事故の発生以降，事態が収束するまでの放射

性物質の総放出量を低減する手段を整備しており，これらの対策に

ついて，外的事象の「地震」を要因として有効性評価を行った。 

  重大事故の想定箇所として選定された火災源を有する８基のグロ

ーブボックスで火災が発生した場合，火災時に自動起動するグロー

ブボックス局所消火装置により，複数の火災源に対して必要量の消

火剤を投入することで速やかな消火が可能である。 

  また，火災継続した場合，中央監視室から遠隔操作が可能な遠隔

消火装置により，火災源に対して必要量の消火剤を投入することで
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消火が可能である。 

  火災の感知は，温度異常の感知又は室内の状況の確認により行う

ことができる。火災状況確認用温度計（グローブボックス内火災用）

及び火災状況確認用カメラは蓄電池を有する設計であることから，

全交流電源の喪失時においても，中央監視室にて温度異常の感知及

び室内の状況の確認が可能である。 

  送排風機の停止については，中央監視室より遠隔で実施するとと

もに，万一停止操作に失敗した場合には，現場手動操作にて電源を

遮断し，送排風機を停止することができる。 

  送排風機入口手動ダンパは現場手動操作により閉止するため，全

交流電源の喪失時においても閉止することが可能である。 

上記対策は，全交流電源の喪失時においても可能である。 

  これらの対策に係るアクセスルートについては，可能な限り２ル

ート確保することにより，対策を確実に実施することが可能である。 

  火災は，事故の進展により連鎖して新たな重大事故の起因となる

又は放射性物質の放出量が著しく増加するものではないが，環境へ

の放射性物質の放出量を可能な限り低減させる方針に基づく対策の

検討の結果，核燃料物質の飛散又は漏えいを防止し，核燃料物質を

燃料加工建屋内に閉じ込める対策は基準地震動を超える地震動の地

震の発生後１時間で完了できる。 

  上記のとおり，複数の対策手段を講ずること及びアクセスルート

を可能な限り２ルート確保することから，遠隔操作が困難な場合に

おいても，現場操作により手動で起動することが可能であり，対策

は有効に機能すると評価する。 

  また，事故の発生以降，事態が収束するまでの放射性物質の総放
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出量（セシウム－137 換算）は，約 4.2×10-２TBq であり，放射性物

質の放出量評価に用いるパラメータの不確かさの幅を考慮しても，

100TBq を十分下回る。 

  評価条件の不確かさについて確認した結果，想定事象の違いを考

慮しても対策に影響がないこと，火災規模によらず消火が可能であ

ること，実施組織要員の操作は必要としないこと及び地震時におい

ても作業環境の影響を受けないこと，実施組織要員の操作時間に与

える影響はないこと及び放射性物質の放出量（セシウム－137 換算）

への影響は小さいことを確認した。 

  以上のことから核燃料物質等の閉じ込める機能の喪失が発生した

としても，核燃料物質を燃料加工建屋内に閉じ込める措置を実施で

きる。また，有効性評価で示す事故の発生以降，事態が収束するま

での放射性物質の総放出量は基準以下であり，大気中への異常な水

準の放出を防止することができる。 

  以上より，核燃料物質等の閉じ込める機能の喪失の拡大を防止で

き，有効性評価の判断基準を満足する。 
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６．１．２ 核燃料物質の回収 

６．１．２．１ 核燃料物質の回収の具体的対策 

  火災の消火及びダンパ閉止により核燃料物質を燃料加工建屋内に

閉じ込める対策が完了した後に，可搬型集塵機を用い，火災影響に

よりグローブボックスから工程室内に飛散又は漏えいした核燃料物

質の回収を行う。 

  対策の手順の概要を第６－13 図に，必要な実施組織要員及び作業

項目を第６－14図に示す。 

 (１) 核燃料物質の回収の実施判断 

    基準地震動を超える地震動による地震が発生した場合は，核

燃料物質の飛散又は漏えいを防止し，核燃料物質を燃料加工建

屋内に閉じ込める対策を優先する。 

核燃料物質の飛散又は漏えいを防止し，核燃料物質を燃料加

工建屋内に閉じ込める対策が完了した後，火災影響によりグロ

ーブボックスから工程室内に核燃料物質の飛散又は漏えいが発

生している場合，核燃料物質の回収の実施を判断する。 

 (２) 核燃料物質の回収 

    工程室内に核燃料物質が飛散又は漏えいした場合は，可搬型

集塵機を用いて核燃料物質の回収を行う。 

 

６．１．２．２ 核燃料物質の回収の有効性評価 

６．１．２．２．１ 有効性評価 

 (１) 代表事例 

    核燃料物質の飛散又は漏えいを防止し，核燃料物質を燃料加

工建屋内に閉じ込める対策が完了した後，火災影響によりグロ
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ーブボックスから工程室内に核燃料物質の飛散又は漏えいが発

生していることを想定する。 

 (２) 有効性評価の考え方 

    核燃料物質の飛散又は漏えいを防止し，核燃料物質を燃料加

工建屋内に閉じ込める対策が完了した後に，核燃料物質の回収

が実施できることについて評価する。核燃料物質の飛散又は漏

えいを防止し，核燃料物質を燃料加工建屋内に閉じ込める対策

が完了した後は，核燃料物質を外部へ放出する駆動力がないた

め，工程室内に飛散又は漏えいした核燃料物質が環境へ放出さ

れるおそれはないことから，対処時間に制限を設けないが，施

設をより安定した状態に復旧する観点から，本回収操作を実施

する。 

 (３) 機能喪失の条件 

    「６．１．１．１．１ (３) 機能喪失の条件」に記載した

とおりである。 

 (４) 飛散又は漏えいする核燃料物質の条件 

    第６－１表に示す重大事故に至るおそれのある火災源を有す

るグローブボックスの気相中に移行する核燃料物質量の合計を

想定する。 

 (５) 機器の条件 

  ① 可搬型集塵機 

    可搬型集塵機は，火災により飛散又は漏えいした核燃料物質

を回収するために必要な回収能力を有する設計とする。また，

全交流電源の喪失時においても機能するよう，代替電源設備の

可搬型発電機の給電により駆動し，可搬型発電機の運転に必要
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な燃料は，補機駆動用燃料補給設備の第１軽油貯槽及び第２軽

油貯槽及び軽油用タンクローリから補給が可能な設計とする。 

    可搬型集塵機の保管に当たっては，燃料加工建屋から離れた

外部保管エリアに分散して保管することで，共通要因によって

同時に機能を喪失しないよう位置的分散を図る設計とする。 

 (６) 操作の条件 

    核燃料物質の飛散又は漏えいを防止し，核燃料物質を燃料加

工建屋内に閉じ込める対策が完了し，核燃料物質等を閉じ込め

る機能の回復を実施した後に，回収を開始する。核燃料物質の

飛散又は漏えいを防止し，核燃料物質を燃料加工建屋内に閉じ

込める対策が完了した後は，核燃料物質を外部へ放出する駆動

力がないため，工程室内に飛散又は漏えいした核燃料物質が環

境へ放出されるおそれはないことから，本対策の作業完了まで

の時間は定めない。操作の作業と作業開始時間を第６－14 図に

示す。 

 (７) 判断基準 

    核燃料物質の飛散又は漏えいを防止し，核燃料物質を燃料加

工建屋内に閉じ込める対策が完了した後の核燃料物質の回収の

有効性評価の判定基準は以下のとおりとする。 

    火災影響によりグローブボックスから工程室内に飛散又は漏

えいした核燃料物質を回収できること。 

 

６．１．２．２．２ 有効性評価の結果 

 (１) 有効性評価の結果 

    基準地震動を超える地震動による地震が発生した場合は，核
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燃料物質の飛散又は漏えいを防止し，核燃料物質を燃料加工建

屋内に閉じ込める対策を優先する。核燃料物質の飛散又は漏え

いを防止し，核燃料物質を燃料加工建屋内に閉じ込める対策が

完了した後，火災影響によりグローブボックスから工程室内に

核燃料物質の飛散又は漏えいが発生している場合，閉じ込める

機能の回復を実施した後に，可搬型集塵機を用いて核燃料物質

等の回収を行う。 

    火災の消火完了により，核燃料物質を外部へ放出する駆動力

がなく，工程室内に飛散又は漏えいした核燃料物質が環境へ放

出されるおそれはないことから，対処時間に係る評価は必要な

い。 

可搬型集塵機は，代替電源設備の可搬型発電機に接続して給

電することで，核燃料物質の回収を行う。また，可搬型集塵機

は，火災により飛散又は漏えいした核燃料物質を回収するため

に必要な回収能力を有する設計とすることから，火災により工

程室内に飛散又は漏えいした核燃料物質を回収できる。 

 (２) 評価条件の不確かさの影響評価 

  ① 操作条件の不確かさの影響 

   ａ．実施組織要員の操作 

     核燃料物質の回収は，核燃料物質の飛散又は漏えいを防止

し，核燃料物質を燃料加工建屋内に閉じ込める対策が完了し

た後に実施する。核燃料物質の飛散又は漏えいを防止し，核

燃料物質を燃料加工建屋内に閉じ込める対策が完了した後は，

核燃料物質を外部へ放出する駆動力がなく，工程室内に飛散

又は漏えいした核燃料物質が環境へ放出されるおそれはない
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ため，実施組織要員や操作所要時間による事象進展はない。 

   ｂ．作業環境 

     核燃料物質の回収は，核燃料物質の飛散又は漏えいを防止

し，核燃料物質を燃料加工建屋内に閉じ込める対策が完了し

た後に実施するため，火災影響による温度，圧力及びばい煙

の影響はない。また，作業完了までの時間は定めないことか

ら，作業環境が実施組織要員の操作の時間余裕に影響を与え

ることはない。 

 

６．１．２．２．３ 判断基準への適合性の検討 

  核燃料物質の回収を目的として，核燃料物質の飛散又は漏えいを

防止し，核燃料物質を燃料加工建屋内に閉じ込める対策が完了した

後に，核燃料物質を回収する手段を整備しており，これらの対策に

ついて有効性評価を行った。核燃料物質の回収は，代替電源設備の

可搬型発電機に接続した可搬型集塵機を用いて，核燃料物質の回収

が実施できることを確認した。 

  評価条件の不確かさについて確認した結果，核燃料物質の飛散又

は漏えいを防止し，核燃料物質を燃料加工建屋内に閉じ込める対策

が完了した後は，核燃料物質を外部へ放出する駆動力がなく，工程

室内に飛散又は漏えいした核燃料物質が環境へ放出されるおそれは

ないことから，対処時間に制限を設ける必要はなく，実施組織要員

の操作時間に与える影響がないことを確認した。 

  以上より，火災により工程室内に飛散又は漏えいした核燃料物質

を回収できる。 
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６．１．３ 閉じ込める機能の回復 

６．１．３．１ 閉じ込める機能の回復の具体的対策 

  核燃料物質の飛散又は漏えいを防止し，核燃料物質を燃料加工建

屋内に閉じ込める対策が完了した後に，工程室内における実施組織

要員の作業環境を確保するために，火災が発生したグローブボック

ス又は火災が発生したグローブボックスが設置された室に対し，グ

ローブボックス排気ダクト，工程室排気ダクト，可搬型ダクト，可

搬型排風機付フィルタユニット，可搬型フィルタユニット等により，

閉じ込める機能を回復する。対策の系統概要図を第６－15 図及び第

６－16図に示す。 

 (１) 閉じ込める機能の回復の実施判断 

    核燃料物質の飛散又は漏えいを防止し，核燃料物質を燃料加

工建屋内に閉じ込める対策により，燃料加工建屋外への核燃料

物質の放出は停止するが，工程室内における実施組織要員の作

業環境を確保し，ＭＯＸ燃料加工施設をより安定な状況に移行

するため，火災が発生したグローブボックス又は火災が発生し

たグローブボックスが設置された室の閉じ込める機能を回復す

るための対処として以下の(２)に移行する。 

 (２) 閉じ込める機能の回復 

    核燃料物質の飛散又は漏えいを防止し，核燃料物質を燃料加

工建屋内に閉じ込める対策が完了した後に，火災が発生したグ

ローブボックス又は火災が発生したグローブボックスが設置さ

れた室を対象に，グローブボックス排気ダクト，工程室排気ダ

クト，可搬型ダクト，可搬型排風機付フィルタユニット，可搬

型フィルタユニット等により，閉じ込める機能を回復する。 
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    本操作は，地震力の影響を直接受けておらず，健全性が担保

されている可搬型排風機付フィルタユニット，可搬型フィルタ

ユニットの系統により実施する。 

 

６．１．３．２ 閉じ込める機能の回復の有効性評価 

６．１．３．２．１ 有効性評価 

 (１) 代表事例 

    核燃料物質の飛散又は漏えいを防止し，核燃料物質を燃料加

工建屋内に閉じ込める対策が完了した後，工程室内における実

施組織要員の作業環境を確保することを想定する。 

 (２) 有効性評価の考え方 

    核燃料物質の飛散又は漏えいを防止し，核燃料物質を燃料加

工建屋内に閉じ込める対策が完了した後に，工程室内における

実施組織要員の作業環境を確保するため，火災が発生したグロ

ーブボックス又は火災が発生したグローブボックスが設置され

た室を対象に，グローブボックス排気ダクト，工程室排気ダク

ト，可搬型ダクト，可搬型排風機付フィルタユニット，可搬型

フィルタユニット等により，閉じ込める機能の回復が実施でき

ることについて評価する。 

 (３) 機器の条件 

    閉じ込める機能の回復に使用する機器を第６－２表に示す。

また，主要な機器の機器条件を以下に示す。放射性物質の放出

量を低減するために経路を維持する以下の機器は，基準地震動

を超える地震動の地震の発生時においても経路を維持できる設

計とする。また，放射性物質を捕集する機能を有する高性能エ
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アフィルタについては，可搬型である可搬型排風機付フィルタ

ユニット，可搬型フィルタユニットを介することで，火災源を

有するグローブボックス内で発生した火災により影響を受けた

核燃料物質を除去できる設計とする。 

  

 ① グローブボックス排気ダクト 

    グローブボックス排気ダクトは，基準地震動を超える地震動

の地震の発生時においても経路を維持できる設計とする。 

  ② 工程室排気ダクト 

    工程室排気ダクトは，基準地震動を超える地震動の地震の発

生時においても経路を維持できる設計とする。 

  ③ 可搬型ダクト 

    可搬型ダクトは，放射性エアロゾルを可搬型排風機付フィル

タユニット及び可搬型フィルタユニットの高性能エアフィルタ

で除去しつつ，大気中に放出できる設計とする。 

  ④ 可搬型排風機付フィルタユニット 

    可搬型排風機付フィルタユニットは，可搬型発電機の給電に

より駆動し，可搬型発電機の運転に必要な燃料は，電源設備の

補機駆動用燃料補給設備から補給が可能な設計とする。また，

放射性エアロゾルを可搬型排風機付フィルタユニット及び可搬

型フィルタユニットの高性能エアフィルタで除去しつつ，可搬

型ダクトを介して，大気中に放出するために必要な風量を有す

る設計とする。 

  ⑤ 可搬型フィルタユニット 

    可搬型フィルタユニットは，放射性エアロゾルを高性能エア
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フィルタで除去するために必要な容量を有する設計とする。 

 (４) 操作の条件 

    核燃料物質の飛散又は漏えいを防止し，核燃料物質を燃料加

工建屋内に閉じ込める対策が完了した後，閉じ込める機能の回

復を開始する。核燃料物質の飛散又は漏えいを防止し，核燃料

物質を燃料加工建屋内に閉じ込める対策が完了した後は，核燃

料物質を外部へ放出する駆動力がなく，工程室内に飛散又は漏

えいした核燃料物質が環境へ放出されるおそれはない状態であ

ることから，作業完了までの時間は定めない。操作の作業と作

業時間を第６－14図に示す。 

 (５) 判断基準 

    閉じ込める機能の回復の有効性評価の判断基準は以下のとお

りとする。 

    可搬型排風機付フィルタユニットの排風機が正常に動作し，

グローブボックス又は工程室の排気機能が確保できること。 

 

６．１．３．２．２ 有効性評価の結果 

 (１) 有効性評価の結果 

    基準地震動を超える地震動による地震が発生した場合は，核

燃料物質を建屋内に閉じ込めることを優先する。核燃料物質の

飛散又は漏えいを防止し，核燃料物質を燃料加工建屋内に閉じ

込める対策が完了した後，閉じ込める機能の回復を行う。 

核燃料物質の飛散又は漏えいを防止し，核燃料物質を燃料加

工建屋内に閉じ込める対策が完了した後は，核燃料物質を外部

へ放出する駆動力がなく，工程室内に飛散又は漏えいした核燃
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料物質が環境へ放出されるおそれはないことから，対処時間に

係る評価は必要ない。 

    可搬型排風機付フィルタユニットは，代替電源設備の可搬型

発電機の給電により駆動し，可搬型発電機の運転に必要な燃料

は，補機駆動用燃料補給設備の第１軽油貯槽，第２軽油貯槽及

び軽油用タンクローリから補給が可能な設計とする。また，放

射性エアロゾルを可搬型排風機付フィルタユニット及び可搬型

フィルタユニットの高性能エアフィルタで除去しつつ，可搬型

ダクトを介して，大気中に放出するために必要な風量を有する

設計とすることから，通常時における高性能エアフィルタによ

る捕集機能と同等の機能を有しつつ，グローブボックス又は工

程室の排気機能が確保できる。 

 (２) 評価条件の不確かさの影響評価 

  ① 操作条件の不確かさの影響 

   ａ．実施組織要員の操作 

     閉じ込める機能の回復は，核燃料物質の飛散又は漏えいを

防止し，核燃料物質を燃料加工建屋内に閉じ込める対策が完

了した後に実施するため，核燃料物質を外部へ放出する駆動

力がなく，工程室内に飛散又は漏えいした核燃料物質が環境

へ放出されるおそれはないことから，実施組織要員や操作所

要時間による事象進展はない。 

   ｂ．作業環境 

  閉じ込める機能の回復は，核燃料物質の飛散又は漏えいを

防止し，核燃料物質を燃料加工建屋内に閉じ込める対策を完

了した後に実施するため，火災影響による温度，圧力及びば
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い煙の影響はない。また，作業完了までの時間は定めないこ

とから，作業環境が実施組織要員の操作の時間余裕に影響を

与えることはない。 

 

６．１．３．２．３ 判断基準への適合性の検討 

  核燃料物質の飛散又は漏えいを防止し，核燃料物質を燃料加工建

屋内に閉じ込める対策が終了した後は，核燃料物質を外部へ放出す

る駆動力がなく，工程室内に飛散又は漏えいした核燃料物質が環境

へ放出されるおそれはない状態である。この状態において，工程室

内における実施組織要員の作業環境を確保するために，火災が発生

したグローブボックス又は火災が発生したグローブボックスが設置

された室の閉じ込める機能を回復することを目的として，グローブ

ボックス排気ダクト，工程室排気ダクト，可搬型ダクト，可搬型排

風機付フィルタユニット，可搬型フィルタユニット等によりグロー

ブボックス又は工程室の排気機能を確保することで，閉じ込める機

能を回復する手段を整備しており，これらの対策について有効性評

価を行った。可搬型排風機付フィルタユニットは，代替電源設備の

可搬型発電機の給電により駆動し，可搬型発電機の運転に必要な燃

料は，補機駆動用燃料補給設備の第１軽油貯槽，第２軽油貯槽及び

軽油用タンクローリから補給が可能な設計としていることから，グ

ローブボックス又は工程室からの排気が可能である。また，可搬型

排風機付フィルタユニット及び可搬型フィルタユニットは，放射性

エアロゾルを高性能エアフィルタで除去しつつ，可搬型ダクトを介

して，大気中に放出するために必要な風量を有する設計とすること

から，通常時における高性能エアフィルタによる捕集機能と同等の
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機能を有しつつ，グローブボックス又は工程室の排気機能が確保で

きることを確認した。 

  評価条件の不確かさについて確認した結果，核燃料物質の飛散又

は漏えいを防止し，核燃料物質を燃料加工建屋内に閉じ込める対策

が終了した後は，核燃料物質を外部へ放出する駆動力がなく，工程

室内に飛散又は漏えいした核燃料物質が環境へ放出されるおそれは

ないことから，対処時間に制限を設ける必要はなく，実施組織要員

の操作時間に与える影響がないことを確認した。 

  以上より，グローブボックス又は工程室の排気機能の確保により，

閉じ込める機能の回復ができる。 
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６．１．４ 火災による閉じ込める機能の喪失の対策に必要な要員及

び資源 

  火災による閉じ込める機能の喪失の対策に必要な実施組織要員及

び資源を以下に示す。 

 (１) 必要な要員の評価 

    核燃料物質の飛散又は漏えいを防止し，核燃料物質を燃料加

工建屋内に閉じ込める対策に必要な実施組織要員は，合計 12 名

であり，ＭＯＸ燃料加工施設に常駐している実施組織要員は 21

名であることから，必要な作業が可能である。 

    閉じ込める機能の喪失の回復に必要な実施組織要員は合計 12

名である。核燃料物質の飛散又は漏えいを防止し，核燃料物質

を燃料加工建屋内に閉じ込める対策に必要な実施組織要員と兼

ねることが可能であることから，ＭＯＸ燃料加工施設に常駐し

ている実施組織要員 21名で必要な作業が可能である。 

    なお，核燃料物質の回収操作については，事故の収束状況に

応じて体制を構築することから，必要な実施組織要員は定めな

い。 

 (２) 必要な資源の評価 

  ① 水源 

ＭＯＸ燃料加工施設における重大事故対処において水源は必

要ない。 

  ② 燃料 

核燃料物質の飛散又は漏えいを防止し，核燃料物質を燃料加

工建屋内に閉じ込める対策において燃料は必要ない。閉じ込める

機能の回復及び核燃料物質の回収を７日間継続して実施するのに
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必要な軽油は，合計で 1.5ｍ３である。第 1 軽油貯槽及び第２軽

油貯槽に合計 800ｍ３の軽油を確保していることから，外部支援

を考慮しなくても７日間の対処の継続が可能である。 

  ③ 電源 

核燃料物質の飛散又は漏えいを防止し，核燃料物質を燃料加

工建屋内に閉じ込める対策において電源は必要ない。閉じ込める

機能の回復及び核燃料物質の回収に必要な負荷として，可搬型排

風機の約 4.8kＶＡ，可搬型集塵機の約 2.8kＶＡ，可搬型ダスト

モニタの約１kＶＡ及び可搬型排気モニタリング用データ伝送装

置の約 0.5kＶＡであり，必要な給電容量は，可搬型排風機の起

動時を考慮しても約 36kＶＡである。 

ＭＯＸ燃料加工施設の可搬型発電機の給電容量は，約 50kＶＡ

であり，必要負荷に対しての電源供給が可能である。 
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第６－１図 「火災による閉じ込める機能の喪失」への対策の概要図（１／２）  
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第６－１図 「火災による閉じ込める機能の喪失」への対策の概要図（２／２）  
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第６－２図 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備の系統概要図（飛散防止設備）（消火対策） 
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第６－３図 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備の系統概要図 

（飛散防止設備）（火災状況監視）  

凡 例

（太い実線）重大事故等対処施設

（破線）本設備以外の設備

配管，電路
可搬型重大事故等対処設備と

取り合う常設設備の接続口

火災源

中央監視室
注１ 可搬型火災状況監視端末を火災状況確認用温度計（グローブボックス内火災用）

又は火災状況確認用カメラに接続し，火災源となり得る機器の周辺温度又は
火災の状況を確認する。

（建屋境界）

(注１)

重大事故に至るおそれのある火災源
を有するグローブボックス

火災源となり得る機器を設置する
工程室のうち火災区域に設定する室
（廊下に隣接しない室）

火災状況

確認用

カメラ

火災状況

確認用

カメラ

火災源となり得る機器を設置する
工程室のうち火災区域に設定する室
（廊下に隣接する室）

火災源

火災状況確認用

温度計（グローブ

ボックス内火災用）

火災状況

確認用

カメラ

可搬型火災状況

監視端末

(注１)

(注１)

重大事故に至るおそれのある火災源
を有するグローブボックス

火災状況確認用

温度計（グローブ

ボックス内火災用）
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第６－４図 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備の系統概要図（漏えい防止設備） 
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第６－５図 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備の系統概要図（放出影響緩和設備） 
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第６－６図 「火災による閉じ込める機能の喪失」の対策のアクセスルート（燃料加工建屋 地下３階） 

は核不拡散上の観点から公開できません 
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第６－７図 「火災による閉じ込める機能の喪失」の対策のアクセスルート（燃料加工建屋 地下２階） 

は核不拡散上の観点から公開できません 
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第６－８図 「火災による閉じ込める機能の喪失」の対策のアクセスルート（燃料加工建屋 地下１階）  
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第６－９図 「火災による閉じ込める機能の喪失」の対策のアクセスルート（燃料加工建屋 地上１階） 
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第６－10 図 「火災による閉じ込める機能の喪失」の対策のアクセスルート（燃料加工建屋 地上２階） 

は核不拡散上の観点から公開できません 
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第６－11 図 「地震発生による全交流電源の喪失を伴う火災による閉じ込める機能の喪失」の対策の手順の概要 
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第６－12 図 火災による閉じ込める機能の喪失への対処 

拡大防止対策（放射性物質の閉じ込め）のフローチャート 
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第６－13 図 「地震発生による全交流電源の喪失を伴う火災による閉じ込める機能の喪失」の対策の手順の概要 
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第６－14図 核燃料物質等を閉じ込める機能の回復／工程室内に飛散又は漏えいした核燃料物質等の回収 

フローチャート 

 

  

※１　事故の収束状況に応じて開始する。

※２　事故の収束状況に応じて体制を構築する。

2

定期的及び放射性物質の放出のおそれがあ

る場合に，回収して測定する。

回収 ※１ 可搬型集塵機による回収 ※２

可搬型ダクト接続，可搬型排風機等の設置

可搬型排気モニタリング設備，可搬型データ伝送装置

の設置

可搬型放出管理分析設備の設置，測定

8拡大防止

閉じ込める機能の

回復

可搬型発電機給電用ケーブル布設

備　　考

対策 作業 要員数

経過時間（分）

2:00

30 60

▽事象発生

4:00

90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480

0:50

… …

1:30



 

 

 

6
-
6
0
 

 

第６－15 図 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備の系統概要図 

（閉じ込め機能回復設備）(第１接続口)  
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第６－16 図 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備の系統概要図 

（閉じ込め機能回復設備）(第２接続口)  
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第６－17 図 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備の系統概要図 

（回収設備）  
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第６－１表 重大事故の起因となる火災源を有するグローブボックス一覧 

部屋名称 グローブボックス名称 
インベントリ 

（㎏･Pu） 

対象グローブボックスの部

屋毎の合計インベントリ

（㎏･Pu） 

粉末調整第２室※ 予備混合装置グローブボックス 46.0 46.04 

粉末調整第５室 
均一化混合装置グローブボックス 82.3 

102.6 
造粒装置グローブボックス 20.3 

粉末調整第７室 回収粉末処理・混合装置グローブボックス 49.2 49.2 

ペレット加工第１室 

添加剤混合装置Ａグローブボックス 33.0 

143.8 
プレス装置Ａ（プレス部）グローブボックス 38.9 

添加剤混合装置Ｂグローブボックス 33.0 

プレス装置Ｂ（プレス部）グローブボックス 38.9 

※ 火災源を有さない原料「ＭＯＸ分析試料採取装置グローブボックス」，「原料ＭＯＸ粉末秤量・分取装置Ａグローブボックス」と同じ室内で連結する。 
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第６－２表 「地震発生による全交流電源の喪失を伴う火災による

閉じ込める機能の喪失」に対する設備(１／２) 

重大事故等対処施設 常設/可搬型 

の区分 

閉じ込め

る機能の

喪失の拡

大防止対

策に使用

する設備 

核燃料物質

等の飛散の

原因となる

火災を消火

するために

使用する設

備 

代 替 消 火

設備 
グローブボックス局所消火装置 

常設 

遠隔消火装置 
常設 

代 替 火 災

感知設備 火災状況確認用温度計（グローブボックス内火災用） 
常設 

火災状況確認用カメラ 常設 

可搬型火災状況監視端末 
可搬 

燃料加工建

屋外への核

燃料物質の

漏えい防止

に使用する

設備 

代替換気

設備 

漏えい防

止設備 

グローブボックス排風機入口手動ダンパ（設計基準対象の施

設と兼用） 

常設 

工程室排風機入口手動ダンパ（設計基準対象の施設と兼用） 
常設 

建屋排風機入口手動ダンパ（設計基準対象の施設と兼用） 
常設 

送風機入口手動ダンパ（設計基準対象の施設と兼用） 
常設 

グローブボックス排気ダクト（設計基準対象の施設と兼用） 
常設 

工程室排気ダクト（設計基準対象の施設と兼用） 
常設 

建屋排気ダクト（設計基準対象の施設と兼用） 
常設 

給気ダクト（設計基準対象の施設と兼用） 
常設 

グローブボックス排風機（設計基準対象の施設と兼用） 
常設 

工程室排風機（設計基準対象の施設と兼用） 
常設 

建屋排風機（設計基準対象の施設と兼用） 
常設 

核燃料物質

の放出によ

る影響を緩

和するため

に使用する

設備 

代 替 換 気

設備設備 

放出影響

緩和系 

グローブボックス排気フィルタ（設計基準対象の施設と兼

用） 

常設 

グローブボックス排気フィルタユニット（設計基準対象の施

設と兼用） 

常設 

工程室排気フィルタユニット（設計基準対象の施設と兼用） 
常設 

グローブボックス排気ダクト（設計基準対象の施設と兼用） 
常設 

工程室排気ダクト（設計基準対象の施設と兼用） 
常設 

グローブボックス排風機（設計基準対象の施設と兼用） 
常設 

工程室排風機（設計基準対象の施設と兼用） 
常設 
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第６－２表 「地震発生による全交流電源の喪失を伴う火災による閉

じ込める機能の喪失」に対する設備(２／２) 

 

 

重大事故等対処施設 
常設/可搬 

の区分 

閉 じ 込 め

る 機 能 の

喪 失 の 拡

大 防 止 対

策 に 使 用

する設備 

飛散した核

燃料物質を

回収するた

めに使用す

る設備 

回収設備 
可搬型集塵機 

可搬 

可搬型核燃料物質回収ポット 
可搬 

放水設備 運搬車（第 30条 工場等外への放射性物質の拡散を抑制する

ための設備） 

可搬 

代 替 電 源

設備 
可搬型発電機(第 32条 電源設備) 

可搬 

可搬型電源ケーブル 可搬 

可搬型分電盤 可搬 

補 機 駆 動

用 燃 料 補

給設備 

第１軽油貯槽（第 32条 電源設備） 
常設 

第２軽油貯槽（第 32条 電源設備） 
常設 

軽油用タンクローリ(第 32条 電源設備) 
可搬 

閉じ込める

機能を回復

するために

使用する設

備 

代 替 換 気

設備 

下に 

代替 GB・

工 程 室 排

気系 

グローブボックス排気ダクト（設計基準対象の施設と兼用） 
常設 

工程室排気ダクト（設計基準対象の施設と兼用） 
常設 

可搬型排風機付フィルタユニット 
可搬 

可搬型フィルタユニット 
可搬 

可搬型ダクト 可搬 

代 替 電 源

設備 
可搬型発電機（第 32条 電源設備） 

可搬 

可搬型電源ケーブル 可搬 

可搬型分電盤 
可搬 

補 機 駆 動

用 燃 料 補

給設備 

第１軽油貯槽（第 32条 電源設備） 
常設 

第２軽油貯槽（第 32条 電源設備） 
常設 

軽油用タンクローリ（第 32条 電源設備） 可搬 

代 替 排 気

モ ニ タ リ

ング設備 

可搬型排気モニタリング設備（第 33条 監視測定設備） 
可搬 

可搬型データ伝送装置（第 33条 監視測定設備） 
可搬 

代 替 試 料

分 析 関 係

設備 
可搬型放出管理分析設備（第 33条 監視測定設備） 

可搬 

緊 急 時 対

策 建 屋 情

報 把 握 設

備 

情報収集装置（第 34条 緊急時対策所） 常設 

情報表示装置（第 34条 緊急時対策所） 
常設 
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第６－３表 「火災による閉じ込める機能の喪失」の拡大防止対策の手順と重大事故等対処施設(１／２) 

 判断及び操作 手順 

重大事故等対処施設 

常設重大事故等対処設備 
可搬型重大事故等対処

設備 

ａ. 
拡大防止対策の準

備の判断 

 重大事故に至るおそれのある火災源を有するグローブボ

ックスに対する，グローブボックス消火装置の消火機能

及びグローブボックス温度監視装置の感知機能が喪失し

た場合，加速度計の指示値が基準地震動相当の加速度

であることを確認した場合重大事故等への対処として

以下のｂ．に移行する。 

－ － 

ｂ. 

グローブボックス

局所消火装置によ

る自動消火 

 重大事故に至るおそれのある火災源を有するグローブ

ボックス内において，火災の消火に失敗した場合又は

消火設備が起動失敗した場合若しくはグローブボック

ス内の温度監視機能が喪失した場合は，グローブボッ

クス局所消火装置が自動的に消火剤を放出することで

消火を行う。 

 グローブボックス局

所消火装置 
－ 

ｃ． 

火災状況の監視及

び閉じ込め活動の

実施 

 可搬型火災状況監視端末を，火災状況確認用温度計及

び火災状況確認用カメラと接続する。 
 中央監視室にて，火災状況確認用温度計及び火災状況確

認用カメラにより，重大事故の起因となる火災源を有

するグローブボックスの火災状況を確認する。 
 上記の監視の結果，重大事故の起因となる火災源を有

するグローブボックスにおける火災の継続を確認した

場合は，以下のｃ.に移行する。 

 火災状況確認用温度

計 
 火災状況確認用カメ

ラ 

・可搬型火災状況監視

端末 

 中央監視室より送排風機停止の操作を行う。また，重

大事故への対処として以下のｆ．及びｇ．に移行す

る。 
－ － 
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第６－３表 「火災による閉じ込める機能の喪失」の拡大防止対策の手順と重大事故等対処施設(２／２) 

 

 

 判断及び操作 手順 

重大事故等対処施設 

常設重大事故等対処設備 
可搬型重大事故

等対処設備 

ｄ. 
遠隔消火装置の遠

隔手動起動操作 

 上記ｂ．にて，重大事故の起因となる火災源を有するグロー

ブボックスにおける火災の継続を確認した場合，中央監視室

にて，当該箇所の遠隔消火装置を遠隔手動操作により起動す

る。 
遠隔消火装置 － 

 上記の遠隔消火装置の遠隔手動操作による起動に失敗した場

合は，以下のｄ．に移行する。 

ｅ． 
遠隔消火装置の現

場手動起動操作 

 工程室外の廊下にて，遠隔消火装置を現場手動操作により起

動する。 
遠隔消火装置 － 

ｆ. 
火災状況の継続監

視 
 火災状況を継続監視する。 

 火災状況確認用温度計 
 火災状況確認用カメラ 

 可搬型火災

状況監視端

末 

ｇ. 電源の遮断操作 
 中央監視室より送排風機停止操作ができない場合は，非常用

電気Ａ室及び非常用電気Ｂ室にて，手動遮断操作を行う。 
－ － 

ｈ. 

送排風機入口手動

ダンパの現場手動

閉止 

 グローブボックス排風機入口手動ダンパ，工程室排風機入口

手動ダンパ及び建屋排風機入口手動ダンパを排風機室にて手

動閉止する。 

 グローブボックス排風

機入口手動ダンパ 
 工程室排風機入口手動

ダンパ 
建屋排風機入口手動ダンパ 

－ 

 送風機入口手動ダンパを給気機械・フィルタ室にて手動閉止

する。 
送風機入口手動ダンパ － 
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第６－４表 「地震発生による全交流電源の喪失を伴う火災による閉

じ込める機能の喪失」時の放射性物質の放出量 

核種 放出量（Bｑ） 

Pu－238 ４×10９ 

Pu－239 ２×10８ 

Pu－240 ４×10８ 

Pu－241 ７×1010 

Am－241 ８×10８ 
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火災の消火について 

 火災への対処として使用する設備について，基本設計を進めるにあ

たり，各種試験を実施した。本資料は，これらの結果をまとめたもの

である。 

１． 火災の感知・消火に関する試験 

１．１ 実施する試験とその内容について 

 グローブボックス及び室内の機器への消火に使用する局所消火装置

については，製品保護及び消火後の清掃性の観点から，ボンベ付属型

の採用を検討している。 

また，電気盤への消火に使用する局所消火装置については，盤の内

装を踏まえて設置箇所を選定する必要があることから，機構がシンプ

ルなボンベ一体型の採用を検討している。

これらの局所消火装置が確実に感知・消火できることを確認したう

えで基本設計を進めていく必要があることから，消火対象となるグロ

ーブボックス及び電気盤を模擬し，基本設計に必要な事項の確認試験

を実施した。局所消火装置の概要を第１．１－１図に，実施した試験

に関する事項を第１．１－１表に示す。 
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第１．１－１図 局所消火装置の概要 

 

第１． １－１表 重大事故等対処設備として期待する性能及び実施 

した試験 

消火に関する設備 

必要とされる性能 
（太字：消火試験

における確認項

目） 

試験 

グローブボックス

局所消火装置（ボ

ンベ付属型） 
工程室局所消火装

置（ボンベ付属

型） 
遠隔消火装置 

・耐震性※ 
・感知性能 
・消火性能 

確認項目 
感知性能，消火性能 

実施試験 
・グローブボックスを模擬した潤滑油模擬火災試

験 
・グローブボックス外（工程室内の開放空間）に

おける潤滑油模擬火災試験 
火災状況確認用温

度計（グローブボ

ックス内火災用） 

・耐震性※ 
・感知性能 
・設置環境下にお

ける耐熱性能 

確認項目 
感知性能，耐熱性能 

実施試験 
グローブボックスを模擬した潤滑油模擬火災試験 

工程室局所消火装

置（ボンベ一体

型） 

・耐震性※ 
・感知性能 
・消火性能 

確認項目 
感知性能，消火性能 

実施試験 
盤における模擬火災試験 

カメラによる現場

確認 
（可搬型工程室監

視カメラ・火災状

況確認用カメラ） 

・耐震性※ 
・ばい煙発生環境

下における視認性

能 
・設置環境下にお

ける耐熱性能 

確認項目 
視認性能 

実施試験 
グローブボックスを模擬した潤滑油模擬火災試験 

 
確認項目 
耐熱性能 

実施試験 
閉鎖空間における潤滑油模擬火災試験 

※耐震性は解析又は試験により確認する。 
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１．２ 試験内容について 

１．２．１ グローブボックス内の火災源を模擬した試験 

１．２．１．１ 試験概要 

グローブボックスを簡易的に模擬した筐体に，局所消火装置（ボン

ベ付属型）を設置し，グローブボックス内火災時の状況を模擬した。 

グローブボックス内が換気されている状態は，消火に対してより厳し

い状況であることから，換気を模擬した試験を実施した。さらに，消

火剤を直接火災源に噴射出来ないように障害物を設置した。消火剤は

代替ハロン（FK-5-1-12）を使用した。 

 

１．２．１．２ 試験条件 

 以下の条件で試験を実施した。試験イメージを第１．２．１．２－

１図に示す。 

(１) グローブボックスの模擬体 

グローブボックスの模擬体として，約 W2,000mm×D1,000mm 

×H2,000mm（約４ｍ3）のボックスを準備した。 

    模擬体はダウンフロー換気が可能なように，上部に給気口，

下部に排気口を設けた。 

(２) 換気条件 

    換気は，換気が行われる状態を模擬した。 

換気風量は，グローブボックスの主な換気回数である６回/h

（約 24m3/h）とした。 

(３) 模擬火災源の設定 

潤滑油を内包する機器（グローブボックス内外）のうち，

もオイルパンのサイズが大きく，燃焼による発熱量が大きくな
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る「研削粉回収装置ブロア」（ただし，当該装置は本試験実施後

の設計変更により，潤滑油を有さない設計とし，火災源ではな

くなった。）を代表として選定。潤滑油は燃焼を継続させること

が困難であることから，ヘプタンで代用し，研削粉回収装置 ブ

ロアのオイルパンで潤滑油を燃焼した場合と同等の発熱量を模

擬した。 

また，火災源に消火剤が直接噴射されないように高さ250mmの

障害物をオイルパン中央に設置した。 

(４) センサーチューブの設置位置 

オイルパンの縁に沿うように設置した。 

 

第１．２．１．２－１図 試験イメージ 

 

１．２．１．３ 試験結果 

 試験実施時の写真を第１．２．１．３－１図に，試験実施時の温度

変化を第１．２．１．３－１表に示す。 

 オイルパン直上950mm位置でも，着火から７秒後には100℃に達して

いたことから，センサーチューブの設置にあたってはオイルパンの内
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側で，鉛直上であれば感知に問題はないと考えられる。 

噴出口近傍またはオイルパンの直上であれば，消火完了後速やかに温

度が低下していたことから，グローブボックス内火災の発生及び継続

の有無を確認することが出来ると考えられる。 

第１．２．１．３－１図 試験実施時の写真 

第１．２．１．３－１表 グローブボックス内模擬試験の温度変化 

 以上より，換気をしているグローブボックスにおいて，消火剤を直

接噴射出来ない状況であっても，感知後速やかに火災を消火できるこ

とを確認した。 

１．２．２ グローブボックス外の火災源を模擬した試験 

１．２．２．１ 試験概要 

開放空間に，模擬火災源と局所消火装置（ボンベ付属型）を設置し
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た。消火剤は代替ハロン（FK-5-1-12）を使用した。 

また，グローブボックス外の火災を模擬することで，体積の大きい

グローブボックスに対しても適用できることを確認した。 

ABC 粉末については，消火配管にエルボを設け，閉塞の有無を確認

した。 

 

１．２．２．２ 試験条件 

 以下の条件で試験を実施した。試験イメージを第１．２．２．２－

１図に示す。 

(１) 模擬火災源の設定 

    潤滑油を所有する機器（グローブボックス内外）のうち，

もオイルパンのサイズが大きく，燃焼による発熱量が大きくな

る「研削粉回収装置ブロア」（ただし，当該装置は本試験実施後

の設計変更により，潤滑油を有さない設計とし，火災源ではな

くなった。）を代表として選定。潤滑油は燃焼を継続させること

が困難であることから，ヘプタンで代用し，研削粉回収装置 

ブロアのオイルパンで潤滑油を燃焼した場合と同等の発熱量を

模擬した。 

(２) 消火剤 

    代替ハロン（FK-5-1-12）及び ABC 粉末を使用した。 

(３) センサーチューブの設置位置 

オイルパンの縁に沿うように設置した。 
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第１．２．２．２－１図 試験イメージ 

 

１．２．２．３ 試験結果 

 (１) 代替ハロンを使用した場合 

    試験実施時の写真を第１．２．２．３－１図に，試験実施時

の温度変化を第１．２．２．３－１表に示す。 

    オイルパンの直上は消火完了時には温度が低下していたこと

から，消火ノズル近傍またはオイルパン直上に温度計を設置す

ることで火災の発生及び継続の有無を確認することが出来ると

考えられる。 

 

第１．２．２．３－１図 試験実施時の写真 
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第１．２．２．３－１表 グローブボックス外模擬試験の温度変化 

 

    以上より，開放空間及び大きい容積のグローブボックスにお

いても，代替ハロンを用いた局所消火装置（ボンベ付属型）で，

感知後速やかに火災を消火できることを確認した。 

 

 (２)  ABC 粉末を使用した場合 

    試験実施時の写真を第１．２．２．３－２図及び第１．２．

２．３－３図に示す。 

    局所消火装置（ボンベ付属型）で，ABC 粉末を消火剤として

用いても，消火剤は配管に閉塞することなく噴出された。 

    ただし，開放空間で ABC 粉末を火災源に噴射し，一部でも覆

えない箇所があると，火災が継続するケースがあり，ABC 粉末

を使った場合，消火ノズルの指向性（位置，向き，数）による

影響が大きいことがわかった。 
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第１．２．２．３－２図 試験実施時の写真（火災源を ABC 粉末で一

部覆えられない箇所がある場合） 

第１．２．２．３－３図 試験実施時の写真（火災源を ABC 粉末で覆

えられた場合） 

以上より，開放空間及び大きい容積のグローブボックスにお

いても，代替ハロンを用いた局所消火装置（ボンベ付属型）で，

感知後速やかに火災を消火できることを確認した。 

(３) 試験結果を受けた設計方針

上記の試験により，ABC粉末を用いる場合は火災源を全て覆える

位置にノズルを配置する必要があること，代替ハロンを用いた試

験では障害物の有無に係わらず，開放空間での火災も含めて全て

のケースで消火が確認できた。これらにより，グローブボックス

内及びグローブボックス外に係らず，ボンベ付属型の局所消火装

置は，メーカ推奨の設置条件（センサーチューブをオイルパン近

傍に設置）に加えて，潤滑油を内包する機器に対しては消火剤と
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して代替ハロンを用いる方針とする。また，消火剤として代替ハ

ロンを用いる場合は金属筐体の設置は不要であることを確認した。 

 

１．２．３ 小型盤を模擬した試験 

１．２．３．１ 試験概要 

電気盤に設置する予定の局所消火装置（ボンベ一体型）は，防護空

間体積が 1.5ｍ3 となっており，必要な消火薬剤濃度を空間に満たすこ

とで消火する設備である。メーカが実施した試験結果より，閉鎖空間

であれば，約２ｍ3 の空間であっても火災を消火できることが確認でき

ている。当該試験の写真を第１．２．３．１－１図に示す。 

 

 

提供：日本工機㈱ 

第１．２．３．１－１図 約２ｍ3の閉鎖空間内での消火試験結果 

 

 上記を踏まえ，局所消火装置（ボンベ一体型）の防護空間体積を下

回る盤に開口を設けた小型盤での消火性能確認を実施した。 

 

１．２．３．２ 試験条件 

 以下の条件で，局所消火装置（ボンベ一体型）を１箇所に設置し，

消火剤の噴射方向は盤側面に向けて配置した状態で試験を実施した。

試験イメージを第１．２．３．２－１図に示す。 
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(１) 盤の模擬体

以下のボックスにより盤を模擬した。

 サイズ：約 W600mm×D300mm×H800mm（約 0.15ｍ3）

 開口サイズ：扉面 330mm×590mm，側面φ50mm

（下部に各箇所）

 開口位置：扉面 1箇所，側面２箇所（開口率約９％）

(２) 模擬火災源の設定

電気盤火災による発熱量を，ヘプタンを入れたオイルパン

（250mm×250mm）で模擬し，下部に配置した。 

(３) 局所消火装置（ボンベ一体型）

熱感知温度を 95℃，消火薬剤量を 100g とした。

第１．２．３．２－１図 試験イメージ 

１．２．３．３ 試験結果 

試験実施時の写真を第１．２．３．３－１図に示す。 

 着火後 45s で局所消火装置が自動起動した。火炎は消火剤を噴射し

た方から消失していき，起動から３sで完全に消失した。 
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第１．２．３．３－１図 試験実施時の写真 

 

 以上より，体積がメーカ推奨の防護空間体積より小さければ，開口

率が大きくても火災を検知し，速やかに消火できることを確認した。 

 

１．２．４ 大型盤を模擬した試験 

１．２．４．１ 試験概要 

局所消火装置（ボンベ一体型）は防護空間体積が 1.5ｍ3 を下回って

いれば開口があっても火災を消火できることを，１．２．３で確認し

た。 

上記を踏まえ，より厳しい条件として局所消火装置（ボンベ一体型）

の防護空間体積を上回り，大きな開口を有する大型盤を模擬して消火

性能の確認を実施した。 

 

１．２．４．２ 試験条件 

 以下の条件で，局所消火装置を２個用いて，扉（開口）側，裏面側

に噴射方向をそれぞれ向けて配置した状態で試験を実施した。試験イ

メージを第１．２．４．２－１図に示す。 
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(１) 盤の模擬体 

    も開口面積の大きい２ｍ3 以上の盤として，焼結設備の本焼

ゾーン加熱電源盤を模擬するよう以下の模擬体とした。 

 サイズ：約 W2,400mm×D800 mm×H1,600 mm（約３ｍ3） 

 開口サイズ：340 mm×480 mm  

 開口位置：中段２箇所，下段３箇所（開口率約５％） 

 内部構造を簡易的に模擬するために中段にパンチングメタ

ルを配置 

(２) 模擬火災源の設定 

電気盤火災による発熱量を，ヘプタンを入れたオイルパン

（250mm×250mm）で模擬し，下部に配置した。 

(３) 局所消火装置（ボンベ一体型） 

熱感知温度 95℃，消火薬剤量 100g とした。 

 

第１．２．４．２－１図 試験イメージ 

 

１．２．４．３ 試験結果 

 試験実施時の写真及びイメージ図を第１．２．４．３－１図に示す。 

 局所消火装置を設置する際は，給気部となる盤内の開口部の位置を

確認し，火災時の空気の流れに配慮することで消火の信頼性が向上す

ることがわかった。 
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第１．２．４．３－１図 試験実施時の写真及びイメージ図 

 

１．２．５ 盤内に設置する局所消火装置の起動信頼性確認試験 

１．２．５．１ 試験概要 

電気盤に設置する予定の局所消火装置（ボンベ一体型）は，サーマ

ルヘッド内の感熱金属が火災の熱で既定温度に達して起動する構造で

あることから，設置場所による起動性能の確認を行った。局所消火装

置の図を第１．２．５．１－１図に示す。 

 

第１．２．５．１－１図 局所消火装置（ボンベ一体型） 
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１．２．５．２ 試験条件 

 局所消火装置（ボンベ一体型）の位置を，①火災源直上から約

400mm に設置②火災源直上から約 1200mm に設置③火災源直上から約

2000mm に設置 とそれぞれ変化させ，局所消火装置（ボンベ一体型）

の起動の有無を確認した。また，盤内における火災発生時の温度分布

を確認した。 

１．２．５．３ 試験結果 

局所消火装置（ボンベ一体型）に対して火災源の位置を変えて，４

分以内に自動起動するかを確認した結果，①火災源直上から約 400mm

位置では着火から 157s 後に自動起動したが，②及び③の試験の結果か

ら，火災源直上から約 1,200mm 離れると起動せず，火災源からの距離

が配置設計上重要となることが判明した。 

試験実施時の写真を第１．２．５．３－１図に示す。 

第１．２．５．３－１図 試験実施時の写真 
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局所消火装置（ボンベ一体型）のサーマルヘッドは，火災源が近い

場合は起動温度 95℃を超えるが，試験②及び③のように火災源から距

離が離れると，温度が低下することを確認した（第１．２．５．３－

１表参照）。 

以上より，幅の広い盤に局所消火装置（ボンベ一体型）を設置する

際は，火災源との離隔距離を考慮する必要があることがわかった。 

 

第１．２．５．３－１表 試験時のサーマルヘッドの温度 

 

 

 また，盤の空間温度を測定した結果，盤上部では火災源直上から

800mm の範囲では，温度差は 50℃以内に収まり，局所消火装置（ボン

ベ一体型）の起動温度（95℃）より高くなることが確認された。試験

のイメージ図を第１．２．５．３－２図に，温度測定結果を第１．２．

５．３－２表に示す。 
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第１．２．５．３－２図 火災源と温度計測位置 

第１．２．５．３－２表 温度測定結果 

 上記の試験結果を踏まえ，電気盤に対する局所消火装置（ボンベ一

体型）の設置について，メーカ推奨の設置条件（1.5ｍ3 /個，閉鎖空

間の上部に設置）に加えて以下の設置方針とする。 

 消火剤の噴射方向は，盤下部の開口から給気されることで火災継続

する。このため，消火剤の噴射方向は，盤の開口配置と火災発生時の

上昇気流を考慮し，給気口となり得る開口に向けて消火剤を噴射する

よう設置する方針とする。 

また，試験の結果，火災源の位置によって盤上部の温度分布が異な

ることから，盤内のどの位置で火災が発生しても局所消火装置（ボン
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ベ一体型）から 800mm の範囲内となるように配置できるように，局所

消火装置（ボンベ一体型）は互いに 1,600 mm 以内の間隔で配置する方

針とする。配置例を第１．２．５．３－３図に示す。 

 

 

 

第１．２．５．３－３図 盤構造に応じた局所消火装置（ボンベ一体

型）の配置例 

 

１．２．６ 閉鎖空間における潤滑油火災を模擬した試験 

１．２．６．１ 試験概要 

消火試験の一環として，室内における潤滑油火災を模擬した試験に

より，室内の温度上昇のデータを取得した。 

 

１．２．６．２ 試験条件 

 室内で□250mmのオイルパン内のヘプタンを100秒燃焼させた際の室

温の温度上昇のデータを取得した。試験イメージを第１．２．６．２

－１図に示す。 
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第１．２．６．２－１図 試験イメージ 

１．２．６．３ 試験結果 

 試験実施時の写真を第１．２．６．３－１図に，試験室内の温度上

昇を第１．２．６．３－１表に示す。試験の結果，天井から 1.6ｍ位

置の室内温度が約 30℃上昇したというデータが得られた。 

 

第１．２．６．３－１図 試験状況 

 

第１．２．６．３－１表 試験室内の温度上昇 
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重大事故に至るおそれのある火災源を有するグローブボックスを設

置する工程室のうち，体積が小さい粉末調整第２室相当の室で燃焼さ

せることを想定し，室内の温度を上記結果から比例計算で概算した。

試験条件と想定する室内火災のイメージ図を第１．２．６．３－２図

に，試験条件と想定する室内火災の比較を第１．２．６．３－２表に

示す。 

 実際には試験室と粉末調整第２室の天井高さは異なるが，保守

的に試験室と同じ高さの室で床面積は粉末調整第２室と同じ室

を想定することで，試験室と粉末調整第２室との床面積の比率

を用いて粉末調整第２室の温度上昇を推定することができる。 

 試験室の床面積及び試験時の火災源のパラメータから，粉末調

整第１室における同規模の潤滑油火災に必要なオイルパンの面

積を Fire Dynamics Tools（FDTs）で算定（同規模の潤滑油火災

の燃焼面積：1.35ｍ2）した。 

 上記結果の燃焼面積と，実際のグローブボックス外機器のオイ

ルパンサイズ（火災区域のグローブボックス外の火災源で も

大きいオイルパンサイズ）を元に，グローブボックス外機器の

オイルパンで潤滑油が燃えた場合の温度上昇率を算定（0.053℃

/s）した。 

 グローブボックス外機器のオイルパンで潤滑油の全面火災が発

生した場合，潤滑油保有量 6.9L（機器が保有する 大の潤滑油

量）が燃焼する時間は約560秒となることから，温度上昇⊿Tを

算定（⊿T＝30℃）した。 
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第１．２．６．３－２図 試験条件と想定する室内火災の比較 

イメージ図

第１．２．６．３－２表 試験条件と想定する室内火災の比較 

試験室 粉末調整第２室 

高さ(ｍ) 3 7.6 

床面積(ｍ2) 15.1 131 

体積(ｍ3) 45.3 992 

火災源面積(ｍ2) 0.0625 0.24 

火災源 ヘプタン 潤滑油 

 上記の条件により，火災状況確認用カメラを設置する室の火災時の

温度を概算した結果，部屋の初期温度を 26℃とした場合，天井から

1.6ｍ位置における温度は 高で約 56℃という結果が得られた。 

 以上より，火災状況確認用カメラは，使用条件においてその機能が

有効に発揮できるよう，天井から２ｍの高さ以下の位置に配置するこ

とにより，想定される温度環境下で使用可能な設計とする。 
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１．２．７ シミュレーションによる室内火災の温度分布の確認 

１．２．７．１ 概要 

粉末調整第２室において，１時間潤滑油火災が継続することを想定

し，流体解析ソフトで室内の温度分布を確認した。なお，6.9Ｌの潤滑

油は全面火災では火災は約 560 秒で燃え尽きるが，潤滑油燃焼試験で

全面火災に至らなかったこと，長時間高温に曝される環境を模擬する

ため，火災が約１時間継続することを想定した。 

 

１．２．７．２ 解析条件 

 以下の第１．２．７．２－１表に示す解析条件にて，室内火災の温

度分布を確認した。 

 

第１．２．７．２－１表 解析条件 

ソフトウェア PHOENICS2013 

部屋寸法 14.95m×8.7m×7.6m 

壁厚 0.6m 

コンクリート：熱伝導率：密度：比熱 1.74W/m・K ： 2150kg/m
3
： 963J/kg・m

3
 

初期温度 26℃ 

火災源：寸法：発熱速度：燃焼時間 0.4m×0.6m ： 23kW
※ 
：3360s

※
 

      ※約１時間火災が継続することを想定し，発熱速度は 

全面火災時の１/６倍，燃焼時間は６倍に設定 

 

１．２．７．３ 解析結果 

 解析結果の温度分布を第１．２．７．３－１図に示す。これらより，

火災により主に室上部で温度上昇していることがわかる。このため，

天井から２ｍの位置で 高 52.4℃程度まで上昇することを確認した。

また，天井面においても，100℃以下であることを確認した。 
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第１．２．７．３－１図 室内温度上昇解析結果 

１．３ 試験結果について 

 以下の第１．３－１表に，実施した試験の結果をまとめる。各種条

件を設定した試験を実施することにより，各設備についての基本設計

に必要な事項を確認した。 
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第１．３－１表 試験結果まとめ(１／２) 

試験内容 設定条件 試験結果 
事業変更許可申請に

おける整理 

①グローブ

ボックスを

模擬した潤

滑油模擬火

災 

①’グロー

ブボックス

外（工程室

内の開放空

間）におけ

る潤滑油模

擬火災 

グローブボックス局所消

火装置（ボンベ付属型）

の感知性能の確認 

・メーカ推奨の設置条件

（センサーチューブをオ

イルパン近傍に設置）に

て感知性能を確認。 

感知性能 

・メーカ推奨の設置条件（セ

ンサーチューブをオイルパン

近傍に設置）で早期に感知が

可能であることが確認でき

た。 

・噴出口近傍またはオイルパ

ンの直上の温度測定で，消火

完了後速やかに温度低下が確

認できた。 

試験により局所消火

装 置 （ ボ ン ベ 付 属

型）を設置すること

で ， 火 災 の 早 期 感

知・消火が可能であ

ることが確認できた

ことから，潤滑油を

火災源とする箇所に

局所消火装置（ボン

ベ付属型）を適用す

る旨を記載する。 

火災状況は，噴出口

近傍またはオイルパ

ンの直上に設置した

温度計により確認で

きたこと，温度計の

仕様・配置設計に必

要な温度分布が確認

できたことから，火

災状況の確認に温度

計を用いる旨を記載

する。 

火災状況確認用温度計

（グローブボックス内火

災用）の耐熱性能の確認 

・温度計を複数箇所に設

置し，試験環境における

温度を確認。 

耐熱性能 

・試験時の温度は，オイルパ

ン直上 350mm の位置で約

600℃，オイルパン直上 950mm

の位置で約 320℃，オイルパ

ン直上 2000mm の位置で約

200℃，消火剤の噴出口近傍

で約 150℃であり，火災時の

温度分布が確認できた。 

グローブボックス局所消

火装置（ボンベ付属型）

の感知性能の確認 

・密閉状態よりも換気有

のほうが消火剤濃度が上

昇しにくいことから，保

守的な条件としてグロー

ブボックスの体積に見合

った換気有の状態を模擬

して消火性能を確認。 

・工程室の開放空間にお

ける消火性能の確認とと

もに，容積が 大のグロ

ーブボックスにおける適

合性を確認するため，開

放空間での火災に対する

消火試験を実施。 

・火災区域に設定する室

における火災源のうち，

大となる発熱量をヘプ

タンで模擬して消火性能

を確認。 

消火性能 

・ABC 粉末を用いる場合はノ

ズルの指向性による影響が大

きいが，代替ハロンを用いた

試験では障害物の有無に係わ

らず，開放空間での火災も含

めて全てのケースにおける早

期消火が確認できたことか

ら，ABC 粉末よりも代替ハロ

ンのほうが消火剤として適用

しやすいことが確認できた。 

グローブボックス局

所消火装置，工程室

局所消火装置（ボン

ベ付属型）及び遠隔

消 火 装 置 の 消 火 剤

は，代替ハロンを用

いる旨を記載する。 

必要に応じて金属筐

体を設置することと

していたが，開放空

間においても消火性

能が確認できたこと

から，金属筐体は不

要とする。 
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第１．３－１表 試験結果まとめ(２／２) 

試験内容 設定条件 試験結果 
事業変更許可申請に

おける整理 

①グローブ

ボックスを

模擬した潤

滑油模擬火

災 

①’グロー

ブボックス

外（工程室

内の開放空

間）におけ

る潤滑油模

擬火災 

カメラの視認性能の確認 

・実際に用いる予定の潤

滑油に助燃材を加え，潤

滑油火災を再現。 

視認性能 

・模擬グローブボックスにお

ける潤滑油の火災において，

パネルの内側に煤が付着し視

認性が悪くなるものの，火炎

を確認することができた。 

ばい煙発生環境下に

おいても火災の継続

状況の確認ができた

ことから，火災状況

の確認にカメラを用

いる旨を記載する。 

②盤におけ

る模擬火災 

グローブボックス局所消

火装置（ボンベ一体型）

の感知性能の確認 

・内部火災影響評価ガイ

ドに基づき１配線束の火

災に相当する発熱量を模

擬して感知性能を確認。 

感知性能 

・メーカ推奨設置条件よりも

厳しい条件においても，早期

に感知が可能であることが確

認できた。 

・どの位置で火災が発生して

も感知できるようにするため

には，800mm の範囲内に局所

消火装置（ボンベ一体型） 

を配置できるようにすれば良

いという知見が得られた。 

試験により局所消火

装 置 （ ボ ン ベ 一 体

型）を設置すること

で ， 火 災 の 早 期 感

知・消火が可能であ

ることが確認できた

ことから，電気盤に

おける火災に対して

ボンベ一体型の工程

室局所消火装置を設

置 す る 旨 を 記 載 す

る。 グローブボックス局所消

火装置（ボンベ一体型）

の消火性能の確認 

・メーカ推奨設置条件よ

りも厳しい条件における

条件での消火性能確認の

ため，核燃料物質を取り

扱う火災区域における

小サイズの電気盤と開口

率が も大きい大型盤を

模擬して消火性能を確

認。 

消火性能 

・メーカ推奨設置条件よりも

厳しい条件においても，消火

が可能であることが確認でき

た。 

・局所消火装置を設置する際

は，給気部となる盤内の開口

部の位置を確認し，火災時の

空気の流れに配慮することで

消火の信頼性が向上するとの

知見が得られた。 

③閉鎖空間

における潤

滑油模擬火

災 

カメラの耐熱性能の評価 

・閉鎖空間における火災

時における室内の温度上

昇から，核燃料物質を取

り扱う火災区域のうち

も小さい室において，核

燃料物質を取り扱う火災

区域のうち発熱量が 大

となる潤滑油火災が発生

した場合の室の温度を推

定。 

耐熱性能 

・試験時の室内温度の上昇結

果から，火災状況確認用カメ

ラを設置する室の環境温度を

概算した結果，部屋の初期温

度 26℃とした場合，天井から

1.6m 位置における温度は 高

で約 56℃という結果が得られ

た。 

試験結果を基にした

温度評価結果を踏ま

えて，火災状況確認

用カメラは天井から

2m の高さ以下の位置

に配置し，想定され

る温度環境下で使用

可能な設計とする旨

を記載する。 
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２． 可搬型工程室監視カメラについて 

現場確認の手段として，監視カメラが使用出来ない場合には，グロ

ーブボックス火災対処配管又は予備配管から可搬型工程室監視カメラ

を挿入し，現場を監視することを想定していた。  

上記方針を踏まえて，ファイバースコープを用いて，配管への挿入

性を確認した結果（第２．－１図），配管のエルボを通過させることは

容易ではないことが分かった。 

 予備配管については，廊下から火災源まで距離があること，室内に

配管を敷設する場合，壁又は天井からサポートを取る必要があり，壁

又は天井に沿って敷設するために配管に多くの曲げ加工が必要になる

という点から，可搬型工程室監視カメラ（ファイバースコープ）の挿

入性は極めて悪く，速やかな現場確認には不向きである。 

 

第２．－１図 50Ａ配管に対するファイバースコープの挿入性確認時

の状況 

  

したがって，カメラによる状況監視の考え方として，廊下に面して

いる室については，予備開口から室内の状況を確認するとともに，火
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災状況確認用カメラを１系統設置することとした。 

 また，廊下に面していない室については，可搬型工程室監視カメラ

を挿入するためには，隣室までアクセスする必要があることから，火

災状況確認用カメラを２系統設置することとした。 

これらのイメージを第２．－２図及び第２．－３図に示す。 

第２．－２図 火災区域の火災監視に係る設備のイメージ 

第２．－３図 火災状況確認用カメラを１系統設置する室と２系統設

置する室 

については核不拡散上の観点から公開できません。 




